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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年３月１３日（水曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第２回玉名市議会定例会付託案件 

  議第４号  令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号） 

  議第１２号 令和６年度玉名市一般会計予算 

 

２．出席委員（２１名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 書     記    古 閑 俊 彦 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    村 上 隆 之 君 

 総 務 部 長    𠮷 田 勇 人 君 

 企画経営部長    宮 本 圭一郎 君 

 市民生活部長    松 田 智 文 君 

 議会事務局長    糸 永 安 利 君 

 総 務 課 長    前 田 弘 信 君 

 秘 書 課 長    外 村 靖 国 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 人権啓発課長    濱 治 裕 子 さん 

 防災安全課長    二 瀬 哲 也 君 

 企画経営課長    石 貫 誠 哉 君 

 管 財 課 長    渡 邉 一 正 君 

 契約検査課長    池 本 秀 一 君 

 情報政策課長    大 石 晋 史 君 

 市 民 課 長    古 賀 祐一郎 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 環境整備課長    塚 本 昭 広 君 

 岱明市民生活課長    小 山   博 君 

 横島市民生活課長    境   順 一 君 

 天水市民生活課長    小 山 恭 徳 君 

 議会事務局次長    松 野 和 博 君 

 会 計 管 理 者    土 村 正 成 君 

 監査委員事務局長    園 田 寿 寛 君 

 地域振興課長補佐    髙 本 康 夫 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始めます前に、委員各位並びに執行部

の皆様に注意事項を申し上げます。 

 委員会はインターネット中継をしておりますの
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で、個人情報など発言には十分御注意願います。 

 なお、審査に当たっての発言の際には、必ず挙

手をされ、指名をいたしますので、委員において

は、マイクスタンドのボタンを押して氏名及び予

算資料のページ番号及びナンバーを述べられてか

ら発言し、終わりましたら再度ボタンを押してく

ださい。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください

ますよう、お願いいたします。 

 審査の順序及び方法は、お手元に配付しており

ます審査進行表のとおり、本日、１日目は総務部、

企画経営部、市民生活部所管の案件の審査、２日

目、１４日は産業経済部、建設部、企業局所管の

案件の審査、３日目、１５日は健康福祉部、教育

部所管の案件の審査を行ないます。 

 また、各担当課からの説明は、配付しておりま

す予算資料を基に行なわれますが、必要最小限の

事業に絞っての説明となります。ただし、予算資

料及び予算書等の内容は全て審査の対象であるこ

とを申し添えます。 

 なお、一般会計における各事業の財源となる歳

入については、各事業の歳出の説明と併せて、対

応する歳入を各担当課が説明します。よって、財

政課は財政課所管の歳入のみの説明となります。 

 最後に、スムーズな議事進行のため、委員にお

かれましては、付託案件に関係のない質疑は慎む

こと、執行部の皆さんにおかれましては、説明時

間は審査案件ごとに補正予算で１０分以内、当初

予算で３０分以内を目安にお願いいたします。 

 それでは、ただいまから予算決算委員会を開会

いたします。 

 今期、予算決算委員会に付託されております案

件は、議案１７件であります。 

 まず、議第４号令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 それでは、総務部、企画経営部及び市民生活部

に係る議第４号玉名市一般会計補正予算（第９号）

について御説明申し上げます。 

 補正予算資料の２ページ中段、ナンバーでござ

いますけれども、ナンバー６の財政調整基金積立

金での増額でございますが、これは、熊本県が国

の交付金を基に平成２８年に熊本地震復興を目的

に創設した熊本地震復興基金ですが、これまで、

熊本県と県内市町村を対象に交付金事業として取

り組まれたものでございます。 

 現在、使い道が定まっていない１００億円につ

いて、半分の５０億円を市町村に一括交付し、市

町村に復旧・復興の総仕上げの財源として交付さ

れるものでございます。 

 本市には、今回の補正額であります８,１９１

万４,１４５円が配分され、この交付金は、令和

８年１２月までを期限として、今後、交付金を活

用していくために財政調整基金に積み立てるもの

でございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

長補佐の髙本です。本日は、課長に代わりまして、

私のほうから説明をさせていただきます。 

 それでは、２ページ、下段をお願いいたします。 

 １１番、ふるさと納税推進事業についてですが、

今回、２億５,２８０万円の減額補正をお願いす

るものでございます。 

 内容につきましては、ふるさと納税の寄附金が、

当初見込んでいた１１億円に達しなかったことに

より、寄附金に応じて支出するポータルサイトの

掲載等に係る費用や、返礼品配送管理等に係る委

託料を減額するものでございます。 

 なお、今年度の寄附金につきましては、９億円

を若干下回ると見込んでいるところでございます。 

 説明は以上になります。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で



 

 －3－ 

ございます。 

 補正予算資料の３ページをお願いいたします。 

 １３番、社会保障・税番号制度事業でございま

す。マイナンバーカード関連事務費の実績見込み

によります減額と、戸籍附票システム改修費の増

額で、差引き３８７万４,０００円の減額補正を

お願いするものでございます。 

 まず、減額分といたしまして、時間外勤務手当

及び通信運搬費が５３０万円、郵便局へのマイナ

ンバーカード申請サポート業務委託料が１５０万

円、合計６８０万円の減額となりますが、いずれ

もマイナンバーカードの申請サポートなどに応じ

て執行する経費で、当初の計画に対し、取扱件数

が少なかったため、実績見込みにより減額補正を

お願いするものでございます。 

 次に、増額分といたしまして、振り仮名の仮登

録に係る戸籍附票システム改修が１２９万８,０

００円、旧氏及び振り仮名の記載に係る、同じく

戸籍附票システム改修が１６２万８,０００円、

合計２９２万６,０００円の増額となりますが、

これらは戸籍法の一部改正により氏名の振り仮名

が公証されることに伴い改修をするもので、先般

の国の補正予算において令和５年度予算に組み込

まれたため、今回、３月補正にて要求をするもの

です。 

 財源といたしましては、社会保障・税番号制度

システム整備費補助金、補助率１０分の１０でご

ざいます。 

 なお、議決を経た後のシステム改修に係る予算

につきましては、本年度中に執行することが困難

なことから、令和６年度に繰り越すものでござい

ます。 

 市民課からの説明は以上です。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 それでは、ページは飛びますが、補正予算資料

の２０ページ、下段をお願いいたします。 

 今回の補正の財源でございますが、その他の一

般財源の内訳のうち、ふるさと寄附金は、実績見

込みにより減額するものでございます。 

 また、補正の財源調整といたしましては、財政

調整基金繰入金の減額により行なうものでござい

ます。 

 以上で、総務部、企画経営部及び市民生活部所

管に係る議第４号令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号）の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより質

疑及び委員間討議に入ります。 

 議第４号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） おはようございます。中

尾ですけれども。 

 まず、２ページのね、熊本地震の復興基金たい

ね。これで、今度また県のほうから補助金が来た

という、今、説明でしたけれども、この熊本地震

によっての被害、市でせなん部分、これはもう全

て完了しとっとかな。どがんなっとっとかな。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 直接的な被害に関しましての対応については終

了してるというところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） はい、いいです。 

 続けて、もう１個。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） その下のね、１０番、防

犯灯対策たいね。これで防犯灯の設置料が今回１

２５万円ばかりおろうかかっとるけども、これは

電灯料のほうに振り分けちゅうのはでけんとかな。

不可能ね、これ。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 これにつきましては、防犯灯の電気料の補助金

のほうに回すというような話になるんですかね。 

○委員（中尾嘉男君） 俺が質問しよっとはそが

んたい。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 一応、防犯灯の
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設置補助金については、一応、今、現在のところ、

当初の計画どおり足りておりますので、その分に

ついて増額ということは考えてはおりません。 

○委員（中尾嘉男君） 副市長、どがんかね、電

灯料はずうっと私が、合併以来ずうっと半分以上

の５０％以上をお願いしてきとるわけよね。やっ

ぱこういう中で予算ば組んどって、設置料ね、こ

れがやっぱり１００万円から、やっぱり使われて

ないというようなことで、３月にならんとこれが

分からんかなて思うけどもね、でくれば地域負担

の少のうなるごつね、これ余ったけんていうわけ

じゃなかけども、追加分として、大体ベースは５

０％を保ってもらってね、毎年ね、それによって

３月にこういうふうになったときに、３月だけん、

支払い云々は終わってとるかもしれんばってん、

翌年の支払いに充てるとか、どがんかでけんかな

あて思うとたいね。せっかくね、この予算ば苦慮

してこっだけ確保してもろうとる中で、本来なら

いろいろね、防犯灯も交換したり何たり、十分さ

れちゃおっとだろうばってん、そういう中でこっ

だけ余るということで、ちょっとその辺な、少し

何か考えられんかなて思いますけどもどうですか

ね。 

○副市長（村上隆之君） 副市長の村上です。 

 今、中尾委員からの御意見がございましたけれ

ども、中尾委員の感覚としては防犯灯全体の予算

というふうな感じでおっしゃられておりまして、

この防犯灯に関しましては、もう中尾委員も十分

御承知のとおり、各地区に設置してある５割弱と

いうふうなところで、今、計算しながら出してお

ります。 

 そすと、防犯灯設置に関しては、新たに要望が

あって、そして、その設置に対しての補助という

ことで、その２種類の助成の事業があるというふ

うなことで、これが、予算が余ったからこっちに

移すということはですね、今のところは考えてお

りませんけれども、委員からの御指摘が、要望と

して受け止めながら、今後、その全体予算で見る

のか、そうした制度的な決め事でちゃんと出して

いくのかというのを検討してみたいというふうに

も思っております。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

 ほかにございませんか。 

○財政課長（木村隆宏君） すみません、財政課

の木村でございます。 

 先ほど中尾委員のほうから、熊本地震の復旧は

終了したのか、関するものについて復旧するもの

かということで、私のほうが、終了いたしました

ということで答弁いたしましたけども、訂正させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。訂

正。 

○財政課長（木村隆宏君） 実はですね、来年度、

令和６年度の予算にも計上させていただいており

ますけども、災害復旧の事業費といたしまして１

１款にですね、永安寺の東西の古墳の復旧費がご

ざいまして、こちらが３,１８９万７,０００円、

これの予算がございましたことをちょっと私、失

念しておりましたので、ここで答弁とさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 では、ほかにございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １６ページ、１２３番の消防施設整備事業につ

いてなんですが、これも２６０万円ほど返却する

という形になってるんですけれども、この備品購

入も減額になってるんですが、せっかくだから、

消防とかは大切なところなので、何か買えなかっ

たのかなとか、それとも買ったら物自体が安かっ

たのかなというのはどんな具合だったんでしょう

か。予算で何台買うというのは決まってたんで

しょうけれども、こんなに変わってくるものかと

思いました。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課長の

二瀬です。 
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 これにつきましては、小型動力ポンプ、あと、

ホース格納庫あたりの入札残という形での不用額

という形で落とさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。ありがとうご

ざいます。分かりました。 

 あと１件、１７ページの１２５番なんですけれ

ども、こちらのほうでも総合防災マップ作成業務

委託で４１１万円の減となっていますが、これは

どんな形だったんでしょうか。作ろうと思ってい

て。どういう状況だったか教えてください。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課長、

二瀬です。 

 こちらのほう、委託料ですが、こちらのほうは

防災マップの作成業務委託による入札残により、

４１０万円を減額しているというような状況に

なっております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

いや、どちらも入札残、こんなふうにいっぱい残

るんだなというのをちょっとびっくりしたところ。

ありがとうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ２ページのナンバー６番の財政調整基金積立金

の、今度、熊本地震復興基金を積み立てるという

ことなんですけど、これは使い道としては何でん

よかっでしょう。財政調整基金に積み立てるから。

地震に関係あることしか使われんということじゃ

なかっですよね。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 これは、使途が何でも使えるものというもので

はございません。基金をですね、新たに復興基金

関係で新たに創設するのもいかがかなというふう

にございましたもので、財政調整基金に積み立て

ることも可能ということで、こちらのほうで積立

てをさせていただいてるものでございます。 

 使途につきましてですが、この復興基金の活用

につきましては、大きな枠組みといたしましては

３つございまして、痛みの最小限化に向けた被災

者等の負担軽減や、地域活動の拠点施設の復旧支

援、２つ目といたしまして、創造的な復興に資す

る地域の防災能力の向上、３つ目といたしまして、

復旧・復興を熊本のさらなる発展につなげるため

の被災した産業の復旧や観光拠点づくりへの支援、

これらを基本といたしまして、基本事業として６

つございまして、さらに事業メニューというもの

が２４ございます。これらの事業のメニューの中

での範囲での活用というふうになってまいります。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 令和８年までの積立てということだったですけ

ど、じゃあ、令和９年度からは何でも使えるとで

すかね。残っとったら、この部分が。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 基本的にはこの期間中での活用ということでご

ざいますので、残るという感覚は持ってないとこ

ろでございます。 

○委員（前田正治君） じゃあ、続いて３ページ

ですけど、ナンバー１３番の振り仮名を戸籍に振

るというような業務委託をされるわけなんですけ

ど、これはちょっと中身よく分からんとですけど、

戸籍を取るじゃないですか。そすと、漢字で書い

てあるでしょう。漢字に全て振り仮名をつけると

いう、そういう理解でよかっですか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 全てに振り仮名をつけるという理解で大丈夫か

と思います。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そうすると、この２つの改修業務がありますけ

ど、この改修業務の中で全部の戸籍に振り仮名が

ついて出てくっとか、それとも戸籍に振り仮名を
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つける作業はまた別なのか。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 これはですね、戸籍に振り仮名をつけるための

前段の改修ということになります。 

○委員（前田正治君） なるほど。 

○市民課長（古賀祐一郎君） また別に戸籍の振

り仮名をつける改修は、令和６年の当初で予定を

しております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 これは、戸籍に振り仮名をつけるのは、じゃあ、

６年度中に全部してしまわんとでけんとか、そう

いう決まりがあっとですかね。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 今のところ、６年度にしてしまわなければいけ

ないということは決定はされておりません。その

施行日というのがですね、国のほうから示されま

すので、それに応じてこの作業に取りかかるとい

うことになります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 最後に、作業量としてはどのくらいば見とんな

はっとですか。戸籍に振り仮名つくっとかなりの

量になると思うとですけど。 

○市民課長（古賀祐一郎君） 市民課長の古賀で

ございます。 

 この作業についてはですね、かなりの労力がか

かるんではないかなというところで思っておりま

すけれども、今のところですね、全容が見えませ

んけれども、一応、見積もりを取ってみておりま

すけれども、５,０００万円から１億円の見積り

が出ております。これを委託でやればそれだけか

かる。職員であれば、物すごい人間が必要となっ

てくると。その辺が懸念材料であります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 仮に全国で一斉に始めるけん、委託でやったと

してもなかなか委託先が見つからんとかそういう

こともあるかもしれんですけど。分かりました。

かなりの量だというのは分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにござ

いませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第１２号令和６年度玉名市一般会計予

算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いします。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 それでは、総務部、企画経営部、市民生活部に

係ります令和６年度玉名市一般会計予算の説明に

入ります。 

 予算資料、１１ページをお願いいたします。４

０番です。 

 公共施設包括管理事業、事業費１億７,６１６

万３,０００円です。こちらは、昨年の６月定例

会の全員協議会におきまして、御説明申し上げま

した事業に係ります債務負担行為補正を可決、承

認いただきました。 

 その後、１０月に公募型プロポーザルを実施し

た結果、大成有楽不動産株式会社を優先交渉権者

として決定しました。直ちに詳細協議を開始した

後、昨年１２月には事業者向けの説明会を実施、

先月は施設担当者向けの実務的な説明会を済ませ

ております。 

 なお、今月中に契約提携を予定しており、４月

からの事業開始に向けて、現在、最終的な準備を

進めております。 

 令和６年度は、１０課４５施設分の保守点検費

７,７９０万２,０００円、修繕費５,７２２万７,

０００円、受託先経費としまして４,０３２万１,

０００円となります。 

 管財課からは以上です。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課
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長補佐の髙本です。 

 私からは、１２ページ下段の６４番、ふるさと

納税推進事業、６５番、地域公共交通対策事業の

２つの事業について説明させていただきます。 

 まず、６４番、ふるさと納税推進事業につきま

しては、ふるさと納税を通じて玉名市の魅力を全

国にＰＲするために要する経費で、５億５,１９

３万５,０００円をお願いするものでございます。 

 前年度から３億６１０万２,０００円の減額と

なっておりますが、これは、制度厳格化を受けて

今年度途中から委託料を引き下げたことや、令和

６年度の寄附目標額を１１億円と設定しているこ

とが減額となった主な理由でございます。 

 なお、本事業の主なものは、ふるさと納税推進

業務委託５億４,８９６万８,０００円で、ポータ

ルサイトの掲載に係る費用や、配送管理、コール

センター業務等の委託となっております。 

 続きまして、その下の６５番、地域公共交通対

策事業についてですが、こちらは予算資料５ペー

ジ上段をお願いいたします。 

 地域公共交通対策事業につきましては、バス路

線の欠損補助や乗り合いタクシーの運行など、日

常生活における移動手段の確保に要する経費で１

億３,６２６万１,０００円をお願いするものでご

ざいます。 

 前年度から２,２６１万９,０００円の減額と

なっておりますが、主な理由といたしましては、

令和５年１０月から、玉名駅と天水支所、同じく

玉名駅と河内温泉センターを結ぶバス路線３系統

が廃止なり、バス事業者への欠損補助が減少した

ことによるものでございます。 

 一方、乗り合いタクシーにつきましては、利用

者の声を基に便数を拡充して運行いたしますので、

その業務委託料は増額となっております。 

 なお、バス、乗り合いタクシーに係る補助金及

び委託料の合計は、当初予算ベースで、前年度か

ら約１,０００万円減額の１億２,４３１万円でご

ざいます。 

 説明は以上になります。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 資料１３ページ、７２番をお願いいたします。 

 自治体ＤＸ事業３,０７３万７,０００円をお願

いするものでございます。 

 事業概要といたしまして、自治体ＤＸ化に要す

る経費で、主なものは、通信運搬費５３６万２,

０００円は、生成ＡＩサービス利用料やペーパー

レス会議システムサービス利用料などのクラウド

サービス利用に係る経費でございます。 

 次の証明書自動交付機、セミセルフレジ導入事

業業務委託２,２４９万２,０００円は、国のデジ

タル田園都市国家構想交付金を活用し、証明書自

動交付機１台を本庁１階ロビーに設置し、マイナ

ンバーカードを活用して、住民票を含む７種類の

証明書の発行が可能とすることで、利便性向上を

図るものでございます。 

 また、セミセルフレジは、本庁、岱明支所、横

島支所、天水支所の４か所に設置し、証明手数料

の支払いの多様化により利便性を向上するもので

ございます。 

 次に、使用料８８万４,０００円は、令和５年

度にて導入いたしましたＲＰＡのサービス利用料

で、２ライセンス分を計上しているものでござい

ます。 

 財源につきましては、先ほど御説明いたしまし

たデジタル田園都市国家構想交付金で、証明書自

動交付機セミセルフレジ導入経費の２分の１、１,

１２４万６,０００円を計上しているものでござ

います。 

 以上です。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 予算書の２０９ページ、予算資料では２８ペー

ジの３２１番をお願いいたします。よろしいで

しょうか。 

 ８款土木費、６項住宅費、１目住宅管理費のう
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ち空家等対策推進事業費で、６９６万３,０００

円を要求するものです。 

 これにつきましては、令和６年度から機構改革

により空家対策係が新たに住宅課に新設されるた

め、今回、８款土木費、６項住宅費で予算要求す

るものでございます。主なものとしましては、１

２節委託料５１９万２,０００円を要求するもの

で、空き家対策相関関係図作成業務委託の１２１

万５,０００円は、未相続の空き家について法定

相続人を追跡する必要性が生じますので、その業

務について委託を行なうものでございます。 

 次に、空家対策総合支援業務委託の２９４万３,

０００円につきましては、新設されます空家対策

係の業務の空家等対策計画の変更や、業務の相談、

支援、サポートとして、また、空き家のセミナー

や相談会などの業務を委託を行なうものでござい

ます。また、令和４年度から実施しております固

定資産納税通知書に同封しております空き家に関

するチラシも、継続して実施を予定するようにし

ております。また、今回新たな取組として、司法

書士会との空き家に関する無料相談会の業務委託

も予算要求しております。 

 以上です。 

 続きまして、予算書２１４ページ、予算資料で

は、２９ページの３３３番をお願いいたします。 

 ９款消防費、１項消防費、２目非常備消防費の

消防団事業で１億６,６５７万６,０００円を予算

要求するもので、前年と比較して４,４５４万円

の増額でございます。 

 主な要因としましては、１０節消耗品費４,１

７５万のうち４,０３９万８,０００円で、現在支

給しております消防団の活動服を燃えにくい不燃

性の活動服に入替えを行ない、団員の安全な消防

活動が行なえるよう、全消防団に支給するもので

ございます。 

 続きまして、１８節負担金補助及び交付金４,

２１８万９,０００円で、主なものとしましては、

市町村総合事務組合負担金の３,２５６万７,００

０円は、消防団員の退職金や賞じゅつ金などの負

担金でございます。 

 次に、消防団運営補助金の５２５万９,０００

円は、各分団に対し定額の運営費や燃料費等の補

助を行なうものでございます。 

 また、令和６年度は操法大会が開催されるため、

その費用などが増額となっております。 

 以上です。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課長の前田です。 

 当初予算資料の３６ページをお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

 各款職員等人件費３７億７,４８３万３,０００

円は、給料から共済費まで、特別職を含む職員４

８７名、再任用職員１９名、計５０６名分の人件

費でございます。前年度比は、正職員６人増、再

任用職員５人の減でございます。 

 次に、各款会計年度任用職員人件費８億４,８

２６万６,０００円は、３０９名分の人件費でご

ざいます。前年度比１７０人の減でございます。

この人件費には、期末手当に加え、令和６年度か

ら新たに支給される勤勉手当が含まれております。 

 総務課からの説明は以上です。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 同じく予算資料３６ページ、一番下の一般会計

総額欄につきまして、歳入のうち主な一般財源中、

市税につきまして御説明いたします。 

 市税につきましては、６７億４,７６３万４,０

００円。前年度と比較しまして３億９８４万９,

０００円の減額を見込んでいます。 

 内訳の主なものとしまして、市民税が２６億１,

２００万円。前年度と比較しまして２億６,０８

０万円の減の見込みで、減額の主な理由としまし

ては、税制改正における定額減税分で約２億４,

１５０万円の所得割の減などを見込んだものです。 

 固定資産税が３２億４,２５３万４,０００円。

こちらは、前年度と比較しまして１億５２４万９,

０００円の減で見込んでいます。固定資産税につ

きましては、令和６年度が評価替えの年となりま
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すので、家屋の減価が３年分進むことなどを加味

しまして、令和５年度の調定額を基準に、傾向的

な減少率により見込んでおります。 

 税務課からは以上です。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 市税に引き続き、地方譲与税から特別交付税ま

では、国の地方財政計画と本市の令和５年度収入

見込額を勘案して計上しております。 

 ふるさと寄附金も、令和５年度収入見込額を勘

案して１１億円を計上しております。 

 また、歳入歳出予算の財源不足を補うために、

前年度に比較し５,８９９万９,０００円でござい

ますけれども、財政調整基金を取崩しし、基金繰

入金により調整を行なうものでございます。 

 以上で、総務部、企画経営部及び市民生活部所

管に係る議第１２号令和６年度玉名市一般会計予

算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 では、これより質疑及び委員間討議に入ります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 資料の３６ページのふるさと寄附金の１１億円

を予定してありますけれども、これは令和６年度

１１億円入りますか。ちょっと過剰の見積りじゃ

かなかですかね、これ。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 先ほど、今年度のふるさと寄附金の見込みが９

億円、若干下回るということで、そこからすると

プラス２億円ということになりますが、来年度、

さきの一般質問でもお答えしたとおり、寄附単価

を引き下げるための独自サイトを立ち上げます。 

 それともう１つ、窓口となるポータルサイト、

そちらをですね、数社増やしたいなと考えており

ます。窓口を増やすことによって当然寄附件数は

増えるという見込みで、今回、１１億円とさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 私が直感するのがですね、今度、能登の震災も

起こっとるしですね、そっちのほうに相当やっぱ

り寄附金あたりが行くとじゃなかかなという、私

なりの予測ですよ。 

 で、令和５年度もちょっと下がっとるでしょう

が。そういうことでその返礼品たいな、これは今、

相当その数も多く出てきてますけれども、ちょっ

といかがなものかなというふうに思うとよね。 

 そこで予定どおり１１億ぐらい、その途中でね、

見たときに、達成せんなというとき、どのような

ちょっと判断ばさるるかなと。ちょっとその辺ま

でお尋ねいたします。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 今回、寄附単価を下げますので、当然寄附件数

は増えるものと思っております。 

 それとあと、各地で行なわれるイベント等で寄

附も来年度はさらに呼びかけていきたいなと考え

ておりますので、こちらとしては１１億達成でき

ると思っております。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 そういうことを考えてされとるからですね、ぜ

ひこの予定額に達することを祈っときます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 まず、１２ページの４７番の定住促進事業なん

ですが、ここに大きく２つ、台湾スタートアップ

の実証実験と、第２次、第３次の移住・定住促進

の補助金というふうにあるんですが、まず１つ目

で、台湾スタートアップ実証実験のこの内訳です

ね。どういうふうなものを考えられているのかと

いうのと、移住・定住促進のこの補助金なんです

が、年々下がってきてるように見えるんですけど

も、いわゆるＴＳＭＣの波及効果をこの中に換算

しているのかどうか、そこのところ２点お伺いし
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たいと思います。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 台湾スタートアップにつきましてはですね、来

年度、５件ほど実証実験を行ないたいということ

で、その調整等の業者の旅費とかですね、そう

いった、あと、会議等も含めてですね、行ないた

いということで３００万円強要求しているところ

でございます。 

 それと、先ほど定住のＴＳＭＣの波及について

ですかね、は勘案してございません。 

○委員（大野豊重君） していないんですか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） はい。 

 以上になります。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 実際、今までの一般質問とかいろんな各種委員

会の中でもＴＳＭＣ関係についていろんな要望だ

とか質疑だとかあってましたので、当然ながらこ

れも玉名市としてはやっていかなきゃいけないか

と思いますので、この辺りも、令和６年度につい

てはですね、まだ見えない部分も多いので、また

令和７年度に向けてそういったのも戦略として入

れていってほしいというふうに思っております。 

 ほかの案件でよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、別件で。 

 その下の４８番なんですが、同じく１２ページ

の４８番。 

 この行政評価事業についてシステム保守管理、

外部評価のほうで上げられてますけども、これは

システムの保守管理なのか、外部評価に関する経

費なのか。下のほうにはシステム保守管理業務で

１００％金額が入ってるんですけども、これはど

ういうシステム保守管理なのかをお伺いしたいと

思います。 

○企画経営課長（石貫誠哉君） 企画経営課の石

貫です。 

 行政評価事業に計上してますシステムの保守管

理なんですけども、こちらの１３３万１,０００

円につきましては、行政評価システムを導入して

おりますので、それの例年計上してます保守管理

になります。システムの保守管理になります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） そのシステムは、どれぐ

らいの職員が使われる内容なんですかね。 

○企画経営課長（石貫誠哉君） 企画経営課の石

貫です。 

 行政評価の事務振り返りなどを行なっておりま

すけども、基本的に担当者が入力するということ

になりますので、人数のほうはちょっと把握して

おりませんけども、基本的に業務担当者のほうは

このシステムを操作するということになります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（大野豊重君） 二、三件あるんですけど。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと次に行っ

ていいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １１ページなんですけど、先ほど説明は４０番

の公共施設包括管理事業についてなんですが、こ

れ、一応包括管理事業ということだから、その施

設が修理があったら、修理費とかそういうのも大

体含めたところでこれは予算立てされてるんで

しょうか。 

 また、修理費とか何か余ってしまったとかする

と戻ってきたりもするのでしょうか。 

 以上、お尋ねします。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 包括管理の修繕業務につきましては、令和元年

から３か年、令和１年、令和２年、令和３年分の

実績を基に今回予算計上をさせていただいてます。 

 そして、１年間通して余った分については、修

繕費については、基本的には清算払い、いわゆる

変更契約で、実績に応じた変更契約を今のところ
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予定しておりますが、基本的には積み残し修繕等

に充てていただいてですね、今までできなかった

分について積極的に行なっていただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） はい。分かりました。大

丈夫です。分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはありませ

んか。なかったら大野委員、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 全体的な話なんですけれども、いろんな各委員

会があると思うんですよね。市民の方々の丸々審

議会だとか、何々検討委員会だとか。そういう各

委員会とかそういう事業に関して報酬とか旅費払

いというのがあると思うんですけども、これは都

度事務処理をされて、都度会計処理をなされてい

るのか。いわゆる振込をされているのか。その辺

りをちょっと一つお伺いしたいんですが。これは

いろんな所管課に分かれると思うんですけど。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 様々な委員会があると思いますが、会議を行

なったその都度その都度で支払いのほうを行なっ

ていると思います。 

○委員（大野豊重君） いわゆる効率とかも悪く

なるだろうし、手数料も結構かかってくると思う

んですね。なんで、それを例えば費用弁償じゃな

いですけども、何かある程度の区切って、半年に

１回だとか、年に１回だとか、そういう考え方と

いうのはできないんですかね。 

○総務課長補佐（内村敏弘君） 総務課の内村で

す。 

 非常勤特別職の報酬というふうな形になりまし

て、条例の規定にですね、それぞれ額が定められ

ております。その額につきましては、日額報酬な

のか、年額報酬なのかということで定められてお

りまして、大野委員がおっしゃってる何とか委員

会というのは、おおむね日額報酬かと思います。

日額報酬につきましては、条例の規定でその都度

払うように定められております。 

 なおですね、年額報酬については年３回支払う

ように定められているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、続いて別件で、

１３ページの７２番。先ほど自治体ＤＸのこの新

規事業の内訳を説明いただいたんですけども、そ

の中でセミセルフレジを岱明、横島、天水、天水、

玉名、４か所設置するという説明があったんです

が、新規で導入されると思うんですが、これの窓

口での操作の説明員ていうのは配置されるのかど

うか。また、そういうふうな人件費はどうなるの

かなと、そこがちょっと疑問に思ってますんで、

その辺りはどうでしょうか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 導入後の運用に際しましては、今後、調整を進

めていきたいと思っておるんですけれども、現段

階につきましては、そこの説明員という配置のと

ころは予定してないところです。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、人員の配置は予定していないということ

だったんですけど、もし何か混乱するようであれ

ば、また調整をしていただければというふうに

思ってます。 

 引き続き、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはないです

か。ちょっと間に入れていいですか。 

○委員（大野豊重君） いいですよ、はい。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の７６ページのバス路線の補助金のとこ

ろなんですけど、３系統減って補助額が下がった

ということで、３系統減っただけでこんだけ変わ

るんですか。２,５００万円ぐらい。 
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○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 今のお尋ね

ですけど、３系統、これがですね、１日にですね、

１０回便ほどありまして、その分をですね、年間

で欠損額をはじき出すとですね、二千五、六百万

円ほどになりまして、単純にその３系統のみの額

になります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 では、残り何系統あるとですか。結構まだあり

ますよね。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 残りの路線

バスの数でよろしいですか。 

 残りの路線バスもですね、実際のところ十三、

四便ございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、その３系統が結構やっぱ赤字的

なところが大きかったということですか。こんだ

け差があるということは。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 この路線についてはですね、玉名駅から天水、

かなりの距離がございますので、その分の当然距

離等も勘案された金額になります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 で、代わりに乗り合いタクシーが入れられたん

ですけど、そのタクシーで行きたいところまで行

きやすくなって便利になってると思うんですけど、

利用状況としてはどんくらい変わるんですか。も

ともと３系統あったのと、逆に廃止して乗り合い

タクシーを導入したので。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 実際、今、天水のほうはおれんじタクシーを入

れておりますが、かなり利用いただいてですね、

アンケート等も取ったところ、利用しやすくなっ

たとおっしゃっておられます。 

 今までは岱明、滑石地域を走っておったしおか

ぜタクシーが、玉名市４地域で運行しております

けど、一番多かった状況なんですが、１０月から

八嘉、伊倉方面まで広げたことによってですね、

おれんじタクシーが今一番利用が多い状況でござ

います。 

○委員（北本将幸君） ありがとうございます。 

 ちょっともう１個別のを言っていいんですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（北本将幸君） これ、ちょっと全体に関

わるかもしれないんで、総務課がいいのかなと思

うんですけど、各事業で郵送代みたいなのが上

がってるじゃないですか、通信運搬費で。１０月

に何か値上げする可能性が高いというので、結構

値上がりに今回３０％ぐらいなるじゃないですか。

多分、結構郵送してるやつがあると思うんですけ

ど、その辺て何かこの新年度予算に加味してるの

か、正式に決まった時点で補正で上げるのか、そ

の辺てどうなってるんですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 予算に関しますもので、私のほうから回答させ

ていただきます。 

 郵送代の値上げについては、今回の当初予算で

は反映をさせていないところでございます。既存

の予算での対応と併せて、場合によっては補正で

というふうに対応を考えてるところでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 結構やっぱ影響はありますよね。多分、何千通、

何万通て多分郵送するだろうから。そのときは補

正でいくということですか。もし足りんかったら

ですね。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １２ページの６０番です。 

 防犯対策事業なんですが、これはお願いという

形なんですが、防犯カメラ設置支援補助金という

のが２００万円と上がってますけれども、これっ

てやっぱり防犯対策で需要が高いとは思うんです

が、毎年どんな具合かということと、もしよけれ
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ば早めに予算措置していただいて、多くのところ

につけてもらったほうがいいんじゃないかと思っ

て、ちょっと伺います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 これにつきましては、まず予算のほうにつきま

してなんですが、これにつきましては、例年当初

予算が１１月ぐらいになるかと思うんですけど、

その前の９月か１０月ぐらいに区長さんのほうに

一応防犯カメラの要望というような形で取ってお

ります。それに基づいて予算要求を行なってると

いうのが今の状況になっておりますので、それを

早めるというようなことは、ちょっと今の段階で

は不可能かなと思います。当初予算に合わせての

要求という形になりますので。 

 以上になります。 

 それと、防犯カメラの設置状況についてですが、

防犯カメラの設置状況につきましては、申請件数

等々ございまして、令和５年度につきましては今

のところ設置件数が１３台というような形になっ

ております。ちなみに、令和４年は１９台という

のが実績という形になっております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 住民によってはつけてほ

しいというのがあるけども、区から上がってない

ならですね、区から上がったところで予算がつい

てるってことで納得しました。 

 ちょっと予算とは、防犯対策ということで、実

は。 

○委員長（近松惠美子さん） 山下委員、ちょっ

と名前を言ってくださいね。 

○委員（山下桂造君） 山下です。すみません。 

 防犯灯なんですけどね、専修大学熊本玉名高校

から駅までとか、あるいは伊倉駅からちょっと通

りまでとかといったところに街灯がないっていう

ことなんですよ。真っ暗だからというと、これは

もう大体街灯は区でつくるという形にはなっては

いるんですけれども、区の人もそこは人が住んで

ないからつけないとかっていう言い方をするとき

もあるみたいなんですが、その辺に対しての何か

予算措置とかというのは市としてできないんで

しょうかと思って伺います。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 今、山下委員の御質問につきましてですが、一

応それぞれの地域の区長さん、これについても一

応当初予算に合わせて９月、１０月ぐらいに調査

を行なっております。ですので、地元からの、区

長さんからの要望というような形での防犯灯設置

というような形で今のところは考えております。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 区長さんに働きかけてから、本当にちょっとあ

まりにも危ないよというところはあるんですけど

も、ないところがいっぱいあるようなところも

あって、やっぱり市としては区長さんから申出が

出ないとこれはやりにくいということなんでしょ

うねということは、今、分かりました。 

 私、これはただ要望になりますけども、そうい

うことではなくて、市民の安全て考えた上で、区

とはまた別な形で、今、維持費というのは太陽光

でやればいいですから、何かつけることができな

いかということを、ここでは要望として申し上げ

ておきます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 私のほうは、予算資料の１２番なんですけど、

行政の中でですね、やっぱり人材育成事業という

のはやっぱ大切な事業の一環と思います。 

 その中で職員研修費委託ということで２２５万

７,０００円含まれておりますけど、これの計画、

また参加人数等はどうなっているのかお伺いした

いと思います。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 第４次研修基本計画のほうが、今年度で終了し

ますので、昨年度、検討チームを庁内で立ち上げ
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まして、いろいろどういった研修を行なうかとい

うことで話合いを行ないましてですね、第５次研

修基本計画のほうを策定したんですけれども、そ

の内容がですね、まず、職員自らが学ぶきっかけ

をつくる。それと、人を育てる場で、人が育つを

基本方針としまして、計画期間が４年間の、重点

事項として３つのことを推進していきます。 

 まず１つ目はですね、デジタル技術等新しい知

識や技能を習得するリスキリングやスキルアップ

を支援いたします。 

 それと、２つ目に、心理的安全性の高い職場は、

職員も市民も笑顔にするということをテーマとし

て、その手法を学ぶ機会を提供し、職員と市民の

笑顔づくりにつなげていきます。 

 それと、３つ目はですね、第４次計画に引き続

きまして、幅広い階層で受講機会を確保し、能力

開発に取り組んでいこうと考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。しっかりですね、これは大事な

ことなんで取り組んでいただきたいと思います。 

 また、その中でですね、自主研究グループ活動

助成ということで１００万円助成されながら進め

られておると思いますけど、今までの実績だった

りですね、職員数だったり、どのような研究をさ

れているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） これは１００万円

ですか。１０万円でしょう。 

○委員（多田隈啓二君） あ、１０万円です。す

みません。訂正、１０万円ですね、はい。 

○委員長（近松惠美子さん） 回答はどこですか。

時間かかりますか。かかるならほかのを先にしま

しょうか。そしたらゆっくりできるでしょう。 

○総務課長補佐（前川 純君） 総務課の前川で

す。 

 職員の自主研究グループ活動支援補助金につき

ましては、コロナ禍等もありですね、ここ数年は

実績がございません。 

 １つ、事例といたしましては、平成２９年度に

ですね、若手職員７名によりまして地方公務員と

しての意識と行動を考えるをテーマに、社会情勢

の変化により人と人とのつながりが希薄化する状

況を地方公務員としてどのような行動をすれば人

とのつながりや対話が生むことができるかという

ことをですね、研究されまして、地域の様々な団

体と協力してマルシェを開催された事例がござい

ます。 

 ここ数年ですね、補助金の申請が上がってきて

おりませんので、また新年度になりましてさらに

公募したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ７名という中でですね、まだ全体の数から少な

いなというイメージであります。またこれも予算

がですね、１０万円じゃなくてですね、２０万円、

３０万円、そういう研究グループをですね、ぜひ

立ち上げていただいてですね、多くの職員のです

ね、知恵と、また各課の連携をですね、取り組ん

でいただければと思っております。 

 続けて、よろしいですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 資料のですね、６２番の地域づくり事業につい

てちょっとお伺いしたいと思います。 

 この中でですね、たまな未来創造塾共同研究業

務委託ということで４４０万円、予算計上されて

おりますけど、どういう内容なのかお伺いしたい

と思います。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 たまな未来創造塾共同研究業務委託の件ですよ

ね。 

 これにつきましてはですね、来年度が４年目と

いうことになりますが、地域の課題をビジネスで

解決するといった事業でございまして、玉名市内

の４９歳以下の事業者さん、あと、共同経営者さ

ん等を対象にした事業でございます。 
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 こちらは、４４万円というのはですね、熊本大

学と一緒に行なうということで、熊本大学のほう

に４４万円、支払いを行なっている業務でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その事業者さんとの何か話合いの何かテーマと

か中身とか、何かあるんですか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 今年度もで

すね、１４回実施をしております。 

 基本的にはワークショップで、みんなで考えて

玉名市の人口減少、最終的には人口減少にどう立

ち向かっていくかと。それをビジネスで考えてい

くと。そういった事業でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ちなみに、その４９歳以下の事業者というのは

自費で来られて参加されるということなんですか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） こちらにつ

きましてはですね、年１４回ございましたが、１

年の受講料といいますか、一人１万円ずつ納入し

ていただいております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 また、その中でですね、玉名未来づくり研究所

公開研究会支援業務委託ということで１５万円か、

上がっておりますけど、この中身は何をされてる

んですか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 要求書のほ

うですかね。 

○委員（多田隈啓二君） この予算書に書いてあ

るんです。 

○委員長（近松惠美子さん） 何ページですか。 

○委員（多田隈啓二君） 予算書のですね、７４

ページ。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 すみません、お待たせしました。 

 こちらの１５万円についてはですね、３９歳以

下を対象にした玉名未来づくり研究所というのを

今年も７回ほど開催させていただきました。高校

生を中心としたまちづくり等を行なうという事業

でございまして、それに係る委託、材料とか、最

終的にイベントを実施してですね、地域の方と一

緒に、これも人口減少対策の１つなんですけど、

そういったイベントを行なう事業費でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今、ちょっと２事業挙げさせていただいたんで

すけど、そういういろいろ協議しながら、事業者

さんだったりですね、若い人たちとの連携をしな

がら、それをどう政策に生かしていくのかという

のが問題と思いますけど、これを行なった後の政

策提起みたいな感じはどのように考えておられる

んですか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 今年ですね、１月に実施したんですけど、こう

いった事業等を通してですね、未来トークという

のを市役所のほうで開催いたしました。その未来

トークというのは、そういった未来づくり研究所

とかで研究した内容等をですね、市長も出席して

いただいたんですけど、各執行部も含めて提案と、

あと、研究発表等を行なってですね、それを政策

に生かすと。その政策の内容も多岐にわってます

ので、そういった未来トーク等を次年度も続けて

いきたいなと考えております。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 しっかりですね、そういうすばらしい事業をさ

れてるんで、またそれがですね、いろんな玉名市

の未来のためにつながるように努力していただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ここで１０

分休憩いたします。１１時２０分に再開いたしま

す。 

－－－－－－○－－－－－－ 
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午前１１時０９分 休憩 

午前１１時１８分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、引き続き審

議を始めます。 

 ほか、ありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２０ページの２０１番の噴霧器、これは消毒剤

の噴霧器の貸出し等害虫発生防止に係る経費なん

ですが、この噴霧器の扱いについてちょっとどう

いう対応なのかお伺いします。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 この委員お尋ねの屋内消毒の機械につきまして

は、現在１４台を所有しております。一昨年度ま

で個人の方への貸出しも行なっておりましたが、

昨年度から薬事法等々の絡みでですね、個人への

貸出しは行なっていない状況でございます。 

 これにつきましては、今、現在既存で持ってい

る部分、所有してる部分につきましては、災害対

応という形の部分で所有をしてる状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 １４台噴霧器を所有されてるということなんで

すが、その下に修繕料１９万８,０００円って上

がってるんですけども、これはこの噴霧器の修繕

料という扱いでよろしいでしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 はい、委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 修繕料１９万８,０００円というのは、これ、

毎年大体、その噴霧器を所有していれば関わって

くるような内容なんですか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 これにつきましては、災害対応と先ほど申しま

したとおり、いつも有事の際につきましては、調

子よく機械を使う必要がございますので、毎年メ

ンテナンスをする必要があると考えております。 

 というのが、これにつきましては、かなり購入

から時間がたっておりまして、年数もたっており

ますので、ほぼ合併前に旧玉名市、旧岱明町、旧

横島町で所有していたものでございます。かなり

機械としてはくせが出てきておりますので、皆さ

ん、起こすときにかなり苦労をされますので、調

子よく起こして使用できる状態に保つ必要がある

と考えておりますので、毎年のメンテナンスにつ

いては必要なことかなと考えております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今の説明では、いわゆる災害発生時に使用する

から、そのためにメンテナンスをしておかなけれ

ばいけないと。実際、頻度って非常に少ないと思

うんですよね。これまでは薬事法の関係で個人貸

出しができてたけど、これができなくなったので、

ただ、維持だけで毎年２０万円ぐらいずっと支出

していくというのはちょっと無駄かなと思うので、

今もっている分については、機械ですよね、いわ

ゆる。機械だからメンテナンスが必要だというこ

となので、何か単純に考えると、噴霧器って別に

蓄圧式だったらホームセンターで数千円で１台買

えると思いますんで、今持ってる分は償却という

かですね、どっちかといえばなくして、そういう

ホームセンターで売ってあるような蓄圧式だけを

１００台、２００台持ってたほうが、メンテナン

スも要らんし、そっちのほうが効率的でいいのか

なというふうには思いますので、今後、ここのと

ころの予算をちょっとまた、扱いも含めて検討し

ていっていただければと思います。 

 答弁は必要ありません。 

 もう１件、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（大野豊重君） ２１ページの２０８番の

公害防止対策事業なんですが、自動車騒音の常時

監視ってありますが、この常時監視はどこでどう
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いうふうにされているのか。あと、その監視の効

果とか対策内容。対策したその事例って何かある

のか。その辺りをお伺いしたいと思います。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 委員お尋ねの自動車騒音の監視事業でございま

すけれども、これは国からの委託事業になります。

財源については、国からの交付税というところで

賄われております。 

 監視地区につきましてですが、市内の国道、県

道を定期的に検査をするという業務でございまし

て、これは市のほうで今回は県道どこどこ線をや

ろうか、次は国道どこどこ線をやろうかというこ

とで計画をしながら行なってる事業でございます。 

 これにつきましては、毎年入札を行ないまして、

大体騒音が少ない、虫が飛ばないとか、風が少な

い、天気が安定してる部分で、秋口に１週間ぐら

いをかけて行なっております。これにつきまして

は、結果を国のほうに報告をいたしております。

その結果に基づきまして、国のほうで対策を講じ

てる状況でございます。 

 今度、対策を講じてる状況で、市のほうに恩恵

があったかどうかというのは、すいません、把握

をしておりません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、ほかにご

ざいませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 今との関連でよかな。 

○委員長（近松惠美子さん） では、関連を先に。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 道路がね、国道５０１号線なんか、道路の相当

悪かつよね。これは道路のせいだろうと思うけど

も、車の騒音のそうなすっとたいね。こういうと

はどがんなるね。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 すいません、先ほどの大野委員の説明の補足か

らよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 来年度は、稲佐

津留玉名線の総延長５.５キロで行なう予定でご

ざいます。計測地点は２か所で行なう予定でござ

います。すみません、補足でした。 

 それと、今、中尾委員からの御質問でございま

すけれども、一応、玉名市といたしましては、国

道５０１号線につきましても数年に１回の調査を

行なっております。環境省のほうに報告は随時お

上げをしておりますけれども、その後の対策につ

きましては、今のところですね、調査もちょっと

しておらない状況でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 やっぱね、一番の原因は通行量が今、そうな国

道５０１号線は多かつよね。課長も知っとるよう

に。時間的には横断ができないような感じよね。

ほっで、ちょっと遠回りでも信号まで行くという

ような状況よ。 

 そういう中で、トラックが今相当やっぱシェア

を占めしとるわけたいね、通行のね。特にトレー

ラーなんかは、やっぱ道が悪かと、やっぱ音が相

当するわけ。音のね。ほっで、私の家なんかは国

道５０１号線から３００メートルぐらい離れとる

けども、「あ、地震かい、何かい。家に何か突っ

込んだかい」というごたる音のすっとよね。で、

相当やっぱ近い人たちは、やっぱ車の振動の揺れ

ね、これと騒音で相当やっぱ苦しまれとるわけよ。 

 ほっで、そういうことでやっぱ検査をしてね、

これは原因が道路が悪いとか、ちょっと道路の構

造が悪いとか、いろいろ結果が出てくって思うと

たいね。それを対応しよっとかなて思うとたいね。

当然それを見直すていうがためにその調査ばすっ

とだろうけんがね。 

 非常に国道５０１号線は多うなったけん、あの

辺もちょっと頭に入れて検査の対象にしてもらえ

んか、お願いしときます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 
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○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 １２ページの６５番の乗り合いタクシーに関し

てなんですけど、玉南地区、登録をするってなっ

てるんですよね。この登録は、玉南地区はどのぐ

らい、何件ぐらいなってるんでしょうか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 １０月から玉南地域拡大しておりますけど、そ

の地区だけの登録者数というのは、すいません、

今、こちらのほうに資料を持ってきておりません

ので、後ほど確認してからお答えする形でよろし

いでしょうか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 最初に玉南地区の説明会があったときに、そこ

で登録ができたんですよね。その後はどこでどう

やって登録できたのでしょうか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 実は、運行前にですね。１０月運行前に７回ほ

ど各集会所等で説明会を開きました。そのときも

登録は当然できてると思うんですけど、その後に

つきましては、地域振興課、または各支所の窓口

に来ていただければですね、登録できるように

なっております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １３ページの７７番、市税賦課事業なんですけ

ども、これは先ほど税の話のときにですね、３年

置きというような話があったんですが、ちょっと

間隔は３年置きで間違いないでしょうかというこ

とで伺います。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 ただいまの話は評価替えのお話だと思うんです

けども、３年ごとに見直しという形になります。 

○委員（山下桂造君） はい、分かりました。山

下です。 

 追加、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） ２１ページです。の２０

６番、身寄りのない人の埋葬事業ということで出

ておりますが、令和５年度は何件ぐらいあったん

でしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 ただいまの山下委員の質問でございますけれど

も、ここ数年はですね、支出の実績はございませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） はい、分かりました。山

下です。 

 身寄りのない人が増えて、独り暮らしの方も

いっぱいいらっしゃいますので、どんなふうな状

況があるのかなということでちょっと伺いました。 

 では、山下、もう１つよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 市民生活部の環境整備課

についてなんですけれども。 

○委員長（近松惠美子さん） 何ページですか。 

○委員（山下桂造君） これは２１ページのこと

になるんですが、実は分掌にですね、自然保護に

関することというのがあるんですけれども、今回

のこの来年度予算について自然保護に関係するも

のというのはあるでしょうかということで伺いま

す。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 ただいま山下委員の御質問でございますけれど

も、自然保護という部分につきましての予算措置

については、来年度の当初予算については計上し

ておりません。 

 環境保護と申しますと、かなり広い分野にわた

るかなと。自然保護ですね。については思います

ので、都度、例えば騒音だったり、振動だったり、

臭いだったりという部分につきましては。 

 すみません、全部聞き取りができなくて申し訳
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ありません。地球温暖化の部分でございました。

これについては、当然、自然保護に関することに

つきましては明記をしておりますし、今後進めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 自然保護ということで、前、ちょっとお話しし

たことあったんですけど、今回の２０５番で上

がっていることですけれども、その地球温暖化対

策、確かに自然保護にもつながりは来るんですが、

具体的にどのようなことを玉名市はしようと考え

てるんでしょうか。 

○環境整備課長（塚本昭広君） 環境整備課の塚

本でございます。 

 これにつきましては、ホームページとか、ある

いは広報たまなを活用しまして、啓発活動が主に

なるかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 これは、今から要望なんですけれども、実は、

市の中ので自然保護に関することはこの環境整備

課のしか書いてないんですよね。自然保護という

ことで、本当に玉名市にはいろんないい、いいと

言うかな、いろんな生き物が生きておりまして、

やはり気をつけておかないといなくなるものがあ

るわけです。そういうところに、こちらのほうで

もぜひとも目をつけていただくというか、配慮し

ていただく、そういうことを市役所の中でもどこ

か、環境整備課ではないと言われるならば、どこ

かでちゃんとしていっていただきたいということ

をお願いということで、しておきます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにござ

いませんか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 先ほど𠮷田委員の玉南地域のおれんじタクシー

の登録者、こちらにつきまして１４４でした。 

 以上になります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算資料の２８ページの空き家対策のところな

んですけど、相関関係図のところの作成の委託の

ところで、これ、やっていったら所有者がはっき

り分かることになるんですか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 大分古い案件とかはですね、相当日数もかかり

ます。２か月だったり、３か月だったり。ただ、

追っていけば、どなたかには該当するような形に

なります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 それば全部してしまうということですか。玉名

市内の空き家の。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 今は要望だったり苦情だったりがあってるその

辺りを中心に行なっていくような状況にはなろう

かと思います。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 それ、どれぐらいあっとですか。それ、誰のか

よく分からんみたいな空き家が玉名市に。要望が

上がってるのでどれぐらいですか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 実際相談だったり苦情だったりがあってる軒数

が、令和５年度で、今現在ではですね、８４軒で、

令和４年度が６８軒というような状況にはなって

おります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この対策推進の啓発のチラシば封入するていう

ことですが、これは今までは除却のほうだけされ

てたんですか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 実は、これはですね、令和４年度から空き家に

関する広報というかですね、通知というかですね、
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それを始めた状況でございます。 

 でですね、この効果がですね、結構あっており

まして、除却とかその辺りの申込みもですね、令

和４年度から増えてきてるような状況にはなって

おります。 

 ですので、やはり今後もチラシについてはです

ね、封入をしていって、周知等を図っていければ

なと思っております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この利活用、８４軒相談があったり苦情があっ

たりしてるので、結局この除却のほうも利活用の

ほうも係でしていくということなんですけど、何

人で対応されるか。 

○防災安全課長（二瀬哲也君） 防災安全課、二

瀬です。 

 まだはっきり分かりませんが、一応３名程度は、

ではないかと思っております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 結構、多分、今後業務が増えてくる一方のとこ

ろじゃないかなと思うんで、しっかり対応ができ

るような人事体制もしっかり組んでいただきたい

なと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ９ページをお願いします。 

 行政運営の進化についてちょっとお尋ねします。 

 まず、庁内のネットワーク環境を無線化すると

いうことで、ナンバー７１ですかね、これは、予

算は。組んであるんですけど、これは、庁内は災

害のときは一番大事な心臓部分になるわけですよ

ね。それで、単費で組んでありますけど、緊急防

災・減災の補助金は活用できんとですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 その緊急云々というところでは、ちょっとまだ

こちらのほうで調査し切れてないところではござ

いますけれども、今回の無線化につきましてはで

すね、今、庁内の業務、住民サービスを行なう、

証明書を発行する基幹系のネットワーク、あと。 

○委員（前田正治君） ああ、そうか。こん前補

正でしてあっとですね。 

○情報政策課長（大石晋史君） 国、県とつなぐ

ＬＧＷＡＮですけど、あと、インターネット業務

という３部の構造で分けているところでございま

す。 

 今回行なう無線化につきましては、インター

ネット環境のほうを完全無線化するということで

その防災の部分に当たるところ等々につきまして

はですね、影響がないものと思われておりますの

で、今回は単費で計上しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田です。 

 全体が線も要らずに無線でつながるようになる

けん、何ですか、台風とかそぎゃんとき、非常に

ためになっとじゃないかなと思って。そっちを活

用できるかなと思ってちょっと聞きました。 

 では、次にですね、新規事業が幾つか９ページ

で上げてありますけど、証明書自動交付機セミセ

ルフレジ導入事業、セミセルフ機、これは保守点

検の頻度というのはどのぐらいを見ておられます

か。 

○情報政策課長（大石晋史君） 事業としては令

和６年度に入れまして、システムの保守、機器保

守含めまして、毎年度、一応納入事業者等につき

ましては保守を契約していきたいと思ってるとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そうか、よそでは実績があるけん、しょっちゅ

う点検せんでもいいということですね、じゃあ。 

 それじゃあ、セミセルフレジなんですけど、こ

れはちょっとどぎゃんふうな機械なのか、説明し

てもらえんですか。 
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○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 セミセルフレジにつきましては、コンビニエン

スストアレジのところに置いてあります、直接現

金を支払いのときに入れられる機械になっており

ます。 

 今、現金収受をレジで行なっているものを、セ

ミセルフレジを使いまして現金収納と、あと、

キャッシュレスのほうに対応したものを御用意し

ようと思っております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 現金収納とキャッシュレスもこの機械で対応す

ると。ああ、そうですか。 

 現金だけなら窓口で受取りしたほうが、こぎゃ

ん機械ば入れずに、そっちが安かっじゃなかつか

なと思うて。ランニングコストまで考えるとです

ね。そぎゃん思います。 

 あと、道路台帳デジタル化業務と基幹業務シス

テム更新、この辺は。システム更新はよかですけ

ど、道路台帳デジタル化、これは効果としてはど

ぎゃん効果があっとですかね、デジタル化すると。

今、もう台帳は膨大な台帳だと思うとですけど。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 道路台帳のデジタル化につきましては、現在、

紙の台帳で管理している部分をデジタル化するこ

とによりましてですね、それを一部ＧＩＳ等で公

開することによりまして、来庁して窓口に来られ

るお客さんをホームページ上で見ることによって

利便性を図るという部分がございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 では、現在も市道の情報とかそういうのはホー

ムページにつないですっと出てくるですよね、玉

名市の。そぎゃんとで完了しとるわけやなくて、

さらに細かく情報を公開するための台帳を作ると

いうことですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 効果の具体的な内容については、私もちょっと

詳細にはですね、存じ上げないんですけども、そ

もそもこの道路台帳のデジタル化でございますけ

ども、これまで紙ベースで台帳管理を行なってま

したが、実際の道路の状況とは多少ですね、違い

がございます。これにつきまして、デジタル化す

ることによって現状の道路について再度ですね、

精度を高い形での道路台帳の管理につなげるとい

うものでございます。誤差については、大きな形

で誤差として出てくるように伺ってますので、今

後の交付税措置とか、そういったものにも効果が

あって、効果的に出てくると思いますし、先ほど

情報政策からもありましたように、この道路台帳

デジタル化を機に公開型のＧＩＳという形での公

開を併せて行なっていくということで、市民へも

効果をもたらすというものでございます。 

○委員長（近松惠美子さん） あとは担当課のと

きでもよろしいですか。担当課。土木とか、その

ときに質問されますかね。今がいいですか。 

○委員（前田正治君） うんね、今がよか。 

○委員長（近松惠美子さん） 情報政策課でいい

ですか。 

○委員（前田正治君） はい。前田です。 

 デジタル化をするでしょう。デジタル化して、

より詳しく見えるようになったとしてですよ、交

付税措置に実は紙ベースで計算しとったときと

ちょっと誤差が出てきましたと。それが。紙ベー

スで計算しとったときより実は多うなりましたと

いう分にはよかっですけど、少のうなりましたっ

ていう場合は、交付税の返還なんかに影響せんと

ですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課長の木村でご

ざいます。 

 詳細な形でどういう結果で出るかというのは

ちょっと分かりませんけども、基本的にこれまで

導入されてきたところではですね、幅員とかそう
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いったものからすると、プラスの面で出てきてる

というふうに、そのような効果が現われてるとい

うことは伺ってるというところでございますんで、

今申し上げましたように、結果的にどうかという

のは最終的にその辺はまだちょっと違いが出てく

るかもしれません。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それじゃあ、次に１０ページをお願いします。 

 ナンバー１４で、特別報酬等審議会事務費用を

組んでありますけど、これは今年度、何か諮問を

される予定があるんでしょうか。それとも計上的

な予算ということでしてあっとかな。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 平成２９年に開催しておりまして、平成３０年

度より今のところ開催していない状況です。 

 昨年、人事院勧告による賃金が上がっておりま

すので、令和６年度に開催する予定ではおります

けれども、はい。 

○委員（前田正治君） ああ、開催する予定です

ね。分かりました、ほんなら。 

 それと、３６ページをお願いします。 

 会計年度任用職員の総まとめしたいわゆる賃金

が書いてありますけど、昨年１２月議会で人事院

勧告に基づいて会計年度任用職員も４月に遡って

上げるべきじゃないかということを言うたっです

けど、県内の市町村て４月に遡ってしたところは

どれだけあるとか。そして、そのことについて令

和６年度予算ではどう対応しようと考えとるもの

なのか。 

○総務課長（前田弘信君） 令和５年度の５月に

ですね、総務省のほうから会計年度任用職員の給

与に係る取扱いについてという通知が参りまして、

常勤職員の給与改定があった場合は同様に給与改

定を行なうように、努力義務として示されており

ます。 

 県内の市町村全てはちょっと把握しておりませ

んが、熊本県、熊本市、合志市、山鹿市等が遡っ

て改定されております。 

 今後はですね、会計年度任用職員の雇用形態が

様々な形がございますので、すぐにはちょっと対

応が困難であるため、他市の状況を注視しながら、

システム対応など、情報収集を行なってまいりた

いと考えております。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 遡って支給したところで、私は、八代市も聞い

たっですけど。合志市と山鹿市と熊本市と八代市

と熊本県ですか。だけん、でくるわけですよ、や

ろうとすると。やっぱ努力義務ていうですけど、

そういった通知が来とんならですね、遡って改定

するような対策ばちゃんと講じらんといかんと思

います。 

 前田です。 

 遡って上がらんだったっですけど、それは今年

度の予算に反映されとっとですか。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 ４月からの給料を値上げしております。 

○委員（前田正治君） してる。はい、分かりま

した。 

 ちょっとよかですか。違う人に。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありません

か。 

 じゃあ、ちょっと山下委員からでいいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １４ページ、お願いします。の９０番から９４

番までに関わることなんですけれども、９０番が

経済センサスとして１万３,０００円国から来て

るということで、上げてはあるんですが、この辺

のところのその経済センサスに要する経費とか、

そのほかの調査費とか、調査に関する経費という

ことで消耗品がほとんどなんですけども、これっ

て市の職員が仕事をされる上で必要な消耗品を予

算化してあるっていうことでよろしいんでしょう

か。 

○企画経営課長（石貫誠哉君） 企画経営課の石

貫です。 
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 今の山下委員の御質問のほう、統計関係の消耗

品につきましては、職員の事務用品が該当すると

いうことで求めております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 持っていかれてるから、ここにちゃんと上げと

かないといけないということですよね。当然仕事

としてはされてるっていうことで。 

 はい、了解しました。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 予算資料のですね、２４番なんですけど、災害

支援事業ということで新規と書いてあります。こ

の中でですね、４１０万１,０００円予算計上さ

れていますけど、どのような職員さんがですね、

どのぐらい行かれるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 １月の能登半島地震が起きましてから、熊本県

内の市町村でですね、熊本チームということで随

時派遣をしておりますけれども、３月末時点で、

現在、玉名市からも５人を派遣しております。主

に、調査といたしましては建物調査あたりを行

なっている状況であります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今後ですね、これ、予算計上されていますけど、

このチーム熊本の中で県との連携をしながらです

ね、災害は長期的なやっぱ支援が必要て思います

けど、その辺に関してはやっぱり補正を組まれて

でも職員の派遣をするという考え方でよろしいで

すか。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 現在組んでいる予算はですね、一応７月までを

予定してるんですけども、それ以上に派遣要請が

ある場合はですね、補正を組んででも派遣してい

きたいと考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、多分長期支援になろうかと思いま

すので、その辺はですね、しっかり対応しながら、

職員さんも大変だと思いますけど、やっぱり一丸

となってですね、災害復旧・復興に努めていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほか、ございませ

んか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 予算書の１２ページで、６３番の人材育成事業

ということで、様々な分野の振興に資する人材育

成のための研修会などへの参加や研修会等の開催

に用いる経費ということで、人材育成助成金とし

ても１００万円、それとこの積立金で９６万１,

０００円ですかね。この人材育成事業というのは、

どういう方々に助成なんかを結局するわけですか

ね。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 まず、この人材育成事業についてはですね、目

的というのがですね、玉名市の未来に向け、各分

野で指導的役割を果たす創造性豊かな人材を育成

することが目的になっております。 

 この基金というのは、条例で定めることになっ

ておりまして、目的に沿ったことしか使えないと

いうことでですね、その対象が市民、または市内

に事業所を有する団体ということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○副委員長（松本憲二君） すみません、松本で

す。 

 じゃあ、結局、令和５年もこれ、多分実施をさ

れてるのかなと思うんですけども、大体何人ぐら

い、これ、活用されてますか。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 令和５年度につきましては、１団体が申請をさ
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れ、実際研修のほうに参加されております。 

○副委員長（松本憲二君） その１団体で何人ぐ

らい行かれて、だけん、どれぐらいの費用が使わ

れたのか教えてください。 

○地域振興課長補佐（髙本康夫君） 地域振興課

の髙本です。 

 ちょっとお待ちください。 

 今年度執行されたのは１団体、こちらのほうは

ホームページに実際載せておりますけど、玉名女

子高校から生徒さん３名の分が対象となります。 

○副委員長（松本憲二君） 分かりました。 

 引き続きいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○副委員長（松本憲二君） すみません。 

 同じく１２ページの５２番で、過疎地域対策事

業ということで、持続的発展に係る事業に要する

経費ということなんですけども、時間外手当が３

０万円、旅費が３３万７,０００円というふうに

なってるんですけども、この結局過疎地域対策で、

これは職員さんたちが奮闘されてると思うんです

けども、ここで過疎対策に関することで、この持

続的発展ということでどういう対策というか、令

和５年で要するに課題が見えたのかというのは分

かりますか。 

○企画経営課長（石貫誠哉君） 企画経営課の石

貫です。 

 令和５年の課題という質問ですけども、令和５

年の今年度当初に、地域の若い方、学生、それと

子育て世代の方々と意見交換をしております。 

 その結果が直接今のところ、事業化にはまだ結

びつくまで至っておりませんけども、課題としま

して、若い中学生、高校生含めて、放課後の居場

所とか、地域にない。公園もないと、そういった

意見がございました。 

 それと、高校に入っての通学の足ですね、その

辺も保護者が送迎するようなことが多々ございま

して、公共交通の課題とかそういったことが御指

摘受けておりまして、その辺り、まだ庁内のほう

で引き続き検討を行なっているところでございま

す。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 では、休憩時間になりましたので、１時間休憩

いたします。午後１時に再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、おそろいの

ようですので、会議を開きます。 

 では、午前中に引き続き総務部、企画経営部、

市民生活部のその範疇の中で御質問ありましたら、

どうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 ３６ページに、固定資産税なんかが出ておりま

すけれども、この固定資産、要するにあくまでも

自己申告たいね、１月１日で、発生すっとがね。

これが、申告をしない、家とか、今、強化ハウス

とか建っております。そういう中で新築をして、

申請をしないということで、誰か、あそこには家

が新しく建ったとか、この調査ちゅうのはすっと

かな。今、現状、どがんなっとっとですかね。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 一応、現地調査という形で各担当地区持ってお

りますので、税務課職員が担当地区を持ち回りで

確認しているというところでございます。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 なら、職員でその確認調査あたりをして、これ

は、今言いましたように１月１日から新しく発生

すったいね。なら、ずっと何回となく見よるわけ

ね。 

○税務課長（冨安 崇君） 税務課長の冨安です。 

 現地調査もしておりますし、３年に１回航空写

真を撮っておりますので、航空写真で前回との差
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分を見て、新築家屋があればそこに行って課税す

るというような手続を取っております。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（中尾嘉男君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 先ほど、ちょっと前田委員のほうからあったん

ですけど、セミセルフレジ導入で、住民の皆さん

にとってはですね、やっぱり利便性向上が考えら

れてすばらしい取組だなあと思っておるんですけ

ど、それによってですね、行政の負担の軽減があ

ると思います。この行政の負担軽減の職員さんの

配置だったり、仕事、行政サービスをどのように

考えておられるのか、１点、質問させていただき

たいと思います。 

○情報政策課長（大石晋史君） 今、委員おっ

しゃるとおりですね、行政側の効率化というとこ

ろでございますけれども、まず、現金の収受の場

合、お釣銭をお渡しするという作業が発生します

けれども、まず、その釣銭をお渡しする作業自体

が削減されると。また、その時点での間違いとい

うところもなくなるというところが、やっぱり大

きなところではあると思います。 

 ただ、その代わり、レシートとかですね、釣銭

の投入とかていうところの作業は逆に増えてくる

のではないかなと思っております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それでは、じゃあ、負担軽減にはなるけど、職

員の配置のどうのこうのには、そのほかの負担が

増えるんで、職員自体の数というのはそのままと

いう考え方でよろしいんですか。どうですか。 

○情報政策課長（大石晋史君） 情報政策課の大

石です。 

 現状のところはですね、職員配置等の人数の減

というところでは、まだ考えてはいないんですけ

れども、将来的に運用をしてかなりの削減化がで

きるというところであれば、考えられるものであ

ると思います。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、これだけの予算使ってからすばら

しい取組をされるんで、その後までですね、やっ

ぱりいろいろ調査研究してもらって、やっぱり負

担軽減、そして、その行政サービスをほかにまた

回していければですね、市民サービスの向上につ

ながっていきますんで、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の６４ページの公共施設の包括管理のと

ころなんですけど、１億７,０００万円ぐらいの

予算で上がってるんですけど、もうちょっと何か

予算、１億９,０００万円か２億円ぐらいかかる

予定だったんですけど、何か下げられたんですか。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 まず、昨年の６月の定例会の全員協議会で御説

明したときの予算額は、単年度当たり２億円を超

えていましたが、精査した結果の予算計上になり

ます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 これ、もう実際スタートしていくんですけど、

今の段階で、結局、積み残しの修繕とかの把握的

なところは、市としては一旦できてるて感じです

か。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 現在、優先交渉権者であります大成有楽不動産

のほうで、先々週あたりから既存の公共施設の現

地確認という形で、実際施設を担当者が訪問して

ですね、その作業に取りかかっております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 これって、しっかり回っていけば、本当、いい

管理ができると思うので、しっかり１年間してみ

て、しっかり後で評価ができるような体制ば取っ
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ておられると思うんですけど、しっかりしていた

だきたいなと思います。 

 と、この６４ページの同じところなんですけど、

ちょっと上の公共施設の管理事業のところで、こ

のＰＰＰとＰＦＩの推進のアドバイザーの業務委

託のところで、これはどんなことば委託すっとで

すかね。今ある公共施設の管理というか、これか

らつくっていく公共施設的なところなのか。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 そのほかにもですね、例えば市営住宅でありま

すとか、学校施設についてもかなりボリュームと

しては大きいものがありますので、全体をですね、

アドバイスいただくような形で取り組んでいきた

いと思っております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、この包括管理を委託する施設も入るし、

それ以外の施設についても全般的にアドバイスを

もらっていこうかなて感じですか。 

○管財課長（渡邉一正君） 管財課、渡邉です。 

 おっしゃるとおりでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 やっぱりこの公共施設の維持管理、今から本当、

大変なところだと思うんで、民間の力借りながら

というのも、本当、大事なところだと思うんで、

ここはしっかり進んでいけるようにしていただき

たいなと思います。 

○管財課長（渡邉一正君） ありがとうございま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 １７ページの１３９番の男女共同参画社会づく

り地域リーダー育成事業についてなんですけど、

これの募集の期間て何月でしたっけ。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 人権啓発課、

濱治です。 

 リーダー育成事業の募集の期間ですけど、毎年

大体６月ぐらいになります。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 では、職員何名、一般で何名とか、何か目標を

立てられてるていうのはあるんでしょうか。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 人権啓発課、

濱治です。 

 令和６年度の予算に要求しておりますのは、職

員１名分です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあ、これ、一般は思われてないてところで

す。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 一般の方の旅

費につきましては、県のほうで助成されますので。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあ、その職員さんの何かこう、目星つかれ

た職員さんがもういらっしゃるんでしょうか。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 人権啓発課、

濱治です。 

 まだ、予算が通りました上で、そういう人選と

かも当たっていきたいと考えております。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあ、今度、一般のほうの募集ていうのはま

た別の月、期間になるんでしたっけ。 

○人権啓発課長（濱治裕子さん） 人権啓発課、

濱治です。 

 募集の期間は同じです。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあ、早いところから何か声かけとかしてい

かないと、なかなか決まらなかったりするので、

その辺は何か考えていていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども。 

 令和７年度１０月が合併して２０年になります

けども、令和６年度での事前の打合せ等々も含め

たところでの予算組みは今回はしてないわけです

かね。どういうふうな形になりますか、２０年に
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向けて。 

○総務課長（前田弘信君） 総務課の前田です。 

 令和６年度で予算は計上しておりませんけれど

も、開催するかしないかも含めてですね、令和６

年度に検討していきたいと考えております。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 明日１４日は午前１０時から委員会を再開いた

します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時１０分 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年３月１４日（木曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第２回玉名市議会定例会付託案件 

  議第３号  専決処分事項の承認について 

専決第１号 令和５年度玉名市

一般会計補正予算（第８号） 

  議第４号  令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号） 

  議第８号  令和５年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計補正予算（第３号） 

  議第９号  令和５年度玉名市水道事業会計

補正予算（第３号） 

  議第１０号 令和５年度玉名市公共下水道事

業会計補正予算（第３号） 

  議第１１号 令和５年度玉名市農業集落排水

事業会計補正予算（第２号） 

  議第１２号 令和６年度玉名市一般会計予算 

  議第１６号 令和６年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計予算 

  議第１７号 令和６年度玉名市水道事業会計

予算 

  議第１８号 令和６年度玉名市公共下水道事

業会計予算 

  議第１９号 令和６年度玉名市農業集落排水

事業会計予算 

 

２．出席委員（２０名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    森 川 和 博 君 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 次     長    松 野 和 博 君 

 係     長    小 畠 栄 作 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 

６．説明のため出席した者 

 産業経済部長    井 上 康 博 君 

 建 設 部 長    田 代 史 典 君 

 建設部首席審議員    平 田 道 生 君 

 企 業 局 長    荒 木   勇 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 農業政策課長    前 田 竜 哉 君 

 水産林務課長    小 川 昭 彦 君 

 農地整備課長    丸 山 隆 一 君 

 商工政策課長    神 永 和 典 君 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 土木課審議員    宇 野 貴 善 君 
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 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 都市整備課審議員    中 川 英 昭 君 

 営 繕 課 長    平 川 裕 一 君 

 上下水道総務課長    津 川 隆 一 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 農業委員会事務局長    二階堂 正一郎 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始めます前に、委員各位並びに執行部

の皆様に注意事項を申し上げます。 

 本委員会はインターネット中継をしております

ので、個人情報など、発言には十分御注意願いま

す。 

 なお、審査に当たっての発言の際には、必ず挙

手をされ、指名いたしますので、委員におかれま

しては、マイクスタンドのボタンを押して氏名及

び予算資料のページ番号などを述べられてから発

言し、終わりましたら再度ボタンを押してくださ

い。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチを切りください。 

 審査の順序及び方法は、お手元に配付しており

ます審査進行表のとおりでございます。 

 最後に、スムーズな議事進行のため、委員にお

かれましては、付託案件に関係のない質疑は慎む

こと、執行部の皆さんにおかれましては、説明時

間は、審査案件ごとに、補正予算で１０分以内、

当初予算で３０分以内を目安にお願いいたします。 

 では、定刻になりましたので、ただいまから予

算決算委員会を再開いたします。 

 本日は、産業経済部及び建設部並びに企業局所

管の案件の審査でございます。 

 まず、議第３号専決処分事項の承認について、

専決第１号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第８号）を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○農地整備課長（丸山隆一君） おはようござい

ます。農地整備課長の丸山です。 

 農地整備課から事業の説明をいたします。 

 予算資料の１ページをお願いします。 

 １番、事業名、土地改良事業は、１億６,５１

７万６,０００円の増額をお願いするものです。 

 これは、平成１０年度に、県営湛水防除事業で

設置した、玉名市横島町の大開第２排水機場にお

いて、年１回の委託業者による定期メンテナンス

及び運転管理者による定期的な点検などを行なっ

ていたにもかかわらず、エンジンポンプ２台中１

台が本年１月に故障したもので、至急熊本県に報

告し、農林水産省の補助事業で、団体営土地改良

施設突発事故復旧事業での対応を行なっているも

のです。 

 １月には緊急応急工事の申請を行ない、２月に

は許可を受けたことにより、ポンプの補修を開始

し、併せて採択申請も行なっているところです。 

 なお、令和５年度内の完了が難しく、適正工期

の確保が困難であることから、令和６年度に繰越

しを行ないます。 

 以上で、今期予算委員会に付託されました議第

３号、専決第１号令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第８号）の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で、執行部の

説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第３号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） おはようございます。中

尾ですけれども。 

 ただいま説明がありました件で、その２基のう

ちの１基が壊れたと。そすと、その壊れたつは、

ポンプそのものは設置して作動しよっとかな、ポ

ンプは。まだしよらんとかな。 
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○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 ２台中１台については、今、故障して動かなく

なっている状態です。もう業者との契約が終わっ

てますので、これから再度分解して工場のほうに

持ち込みまして補修をいたします。 

 それと、併せまして、今現在、１台が残ってま

すので、そちらのほうは稼働中です。 

○委員（中尾嘉男君） はい、いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかには。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 この工事費のですね、１億６,５１７万６,００

０円の工事内容とはどういう工事内容を行なうの

か。また、繰越しということなんですけど、いつ

ぐらいの工期の見込みなのか、お伺いしたいと思

います。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについては、事業費の内訳としましては、

ポンプの補修自体は事業費として５,３００万円

程度と、残りの部分が仮設ポンプの設置というこ

とになっております。 

 それと、工期ですけども、年度明けまして秋口

ぐらいの完了を目指しております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その秋口までの工期となりますと、やっぱり梅

雨時期をまたぐおそれが考えられますんで、その

梅雨時期に１つのポンプで大丈夫なのか。また、

いまさっきあった仮ポンプか何か据えて、それで

対応できるのか、お伺いしたいと思います。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 梅雨時期がありますので、仮設ポンプを設置す

ることにしております。１台壊れた部分ていうの

は、毎秒３.５トンの排水量を持ってるポンプが

故障したということで、それに見合う仮設ポンプ

の設置を考えております。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに質疑及び委

員間討議はございませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 起債の種類は、これはどういう種類だったです

かね。起債。地方債。国、県からの補助金もらっ

ての地方債ですので。 

○農地整備課長（丸山隆一君） ちょっと今、手

元に用意しておりませんけども、国と県の７５％

の補助の部分以外の部分については単独での持ち

出しになるかと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 単独ですね。これはやっぱ防災関係だけん、防

災関係の起債というのは使われんとですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 今、手元に

ちょっと資料を用意してませんので、準備して、

また回答したいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員（前田正治君） はい。ほんならよかです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 修理にかなり期間がかかるというのが、今、分

かったんですけれども、どのような壊れたんです

かね。ポンプの本体というか、水を揚げるところ

なのか、毎秒３.５トンだから、それはすごい装

置だとは思うんですけれども、定期点検もされて

て壊れるっていうのは、一体どのようなところが

壊れたのかなと思いまして。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 故障の経緯と原因についてですけども、本年１

月４日に内水位の上昇が確認されたことから、運

転管理者による強制排水を開始したところ、ナン

バー１ポンプが熱を持ち、煙が出始めたことから、

緊急停止を行ないました。外観など目視による点
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検では、潤滑油なども適正量であり、原因が分か

らなかったため、１月９日にポンプ本体を開けて

点検を行ないました。そうしたところ、主軸を支

えている軸受けという部品が破損し、主軸が傾い

てることが確認されました。主軸がずれたことに

より負荷がかかり、それに関連する部品の損傷が

生じたものと考えられます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ということは、電動機、電動モーターなんです

かね、このポンプ自体は。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これは、ディーゼルエンジンでのポンプになっ

ております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） はい、大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 この今、第２排水機場っていうことなんですけ

ども、１台のほうが壊れたと。もう１台も大体同

じ年数たっとっとでしょう。結局、それも同じ年

数たっとって、１台が壊れたと。あそこには第１

排水機場もあるですよね。あっちのほうの更新と

かていうのは、第１排水機場のほうが古かったつ

かな。設置年数としては。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 大開排水機場第１排水機場についてはですね、

昭和５４年に建設されてますので、約４１年経過

しております。これについてはですね、令和３年

に県営水利施設等保全高度化事業の採択を受けて、

現在、更新作業中です。令和７年度に更新完了の

予定で、今、やっております。 

○副委員長（松本憲二君） 第１のほうがですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 第１排水機場の

ほうですね。 

○副委員長（松本憲二君） 第１排水機場のほう

がですね。分かりました。 

 その第２排水機場も、１台は結局壊れて、令和

７年度までかかってその工事をするわけでしょう。

もう１台のほうも壊れるおそれがあるていうのも

懸念したところでですよ、今度、１基を全部取り

替えるわけじゃなかですか。で、もう１基、残っ

てる、今動いてるのの点検というか、軸が若干、

結局ぶれたけん、もう全部交換せんといかんてい

うところなんですけども、今、業者さんでもう１

基動いてるほうの軸のぶれがないかっていうのは、

保守点検ではやっぱ分からんとですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 軸のぶれについては、やっぱり１度開けてみら

んと分からない部分がありますけども、恐らく同

じ症状、年数も同じですので同じ症状が出始めて

る傾向にはあるということは聞いております。 

 それを受けてですね、一応令和７年度、８年度

でのポンプの補修工事を計画しております。もう

１台のほうもですね。 

○副委員長（松本憲二君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） 先ほどの前田委員

のお尋ねに回答はできますか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 起債の種類でございますけれども、公共等事業

債でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それは、大体単独で借りるよりちっとは金利は

有利なんですかね。 

○財政課長（木村隆宏君） 起債につきましては、

充当率が９０％で、交付税の措置率が２０％でご

ざいます。 

○委員（前田正治君） なるほど。よかです。分

かりました。 
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○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 では、ほかになかったら、これより討論に入り

ます。 

 議第３号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これより採決に入

ります。 

 議第３号専決処分事項の承認について、専決第

１号令和５年度玉名市一般会計補正予算（第８号）

については、全員一致をもって承認することに御

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、産業経済部所管の議第４号令和５年度玉

名市一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） おは

ようございます。農業委員会事務局長の二階堂で

す。 

 農業委員会事務局の主な内容について御説明い

たします。 

 令和５年度玉名市一般会計補正予算資料の７

ページの上段のほうになります。 

 ５３番、農業委員会運営業務につきまして、１

２０万１,０００円の減額をお願いするものです。

内訳といたしましては、地域計画意向調査に係る

通信運搬費６７万５,０００円及び意向調査封入

封緘業務委託費の５２万６,０００円の減額をお

願いするものでございます。 

 農業委員会事務局からは以上です。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 それでは、当課からは２件説明をさせていただ

きます。 

 資料は、予算資料８ページをお願いいたします。 

 まず、５８番、強い農業づくり総合支援交付金

事業の４,２８６万３,０００円の増額につきまし

ては、１８節負担金補助及び交付金の同事業補助

金でございます。こちらは、産地の収益力向上や

担い手の経営発展を目的に、国が補助率２分の１

以内で補助するものでございまして、低コスト耐

候性ハウスを整備するトマト農家の取組が予定さ

れております。 

 なお、この財源につきましては、国の同事業補

助金として、県を介し全額が交付されるものでご

ざいます。 

 続きまして、６１番、産地生産基盤パワーアッ

プ事業の１億８６２万円の増額につきましては、

こちらも１８節負担金補助及び交付金の同事業補

助金でございます。こちらは、市地域農業再生協

議会が策定しました産地パワーアップ計画に基づ

きまして、地域が一丸となり収益力向上に取り組

む産地の競争力強化を目的に、国が補助率２分の

１以内で補助するものでございまして、低コスト

耐候性ハウス及び集出荷貯蔵施設を整備する個人

１件と１法人の取組に対しまして、補助金１億４,

７３８万１,０００円が予定されておりまして、

予算の不足額を追加するものでございます。 

 なお、この財源は、国の同事業補助金として、

県を介し全額が交付されるものでございます。 

 また、今御説明申し上げました２件の予算につ

きましては、県からの追加要望による事業として

取り組むものでございまして、今回、追加補正を

したところでございますけれど、年度内の事業完

了が不可能なことから、予算の全額を次年度に繰

り越すものでもございます。 

 当課からは以上でございます。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 当課からは、２つの事業について説明いたしま

す。 

 予算資料の１１ページをお願いいたします。 

 １つ目は、中段にあります８０番、多面的機能

支払交付金事業、２,１２５万６,０００円の減額
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をお願いするものです。 

 これは、用排水路、農道、ため池など農業を支

える共用の施設を維持管理するために、地域の共

同作業などを計画を立てながら行なっている地区

などに支払われる交付金ですが、資源向上、長寿

命化において、国、県からの交付金を当初予算で

は１００％を見込んでいましたが、１７.７％減

の８２.３％になったことによる減額でございま

す。 

 なお、財源につきましては、国、県７５％の補

助を受けまして、補助金を交付するものです。 

 次に、予算資料１１ページ、下段になります。 

 ８２番、県営圃場整備事業は、３,８３７万４,

０００円の増額をお願いするものです。これは、

国の１次補正などによる事業費の確定を含む補正

で、主な内容としましては、経営体育成基盤整備

事業３００万円の増額は、県が実施しております

扇崎・大野下地区の圃場整備事業に関しての負担

金で、事業費確定に伴う負担金の増額です。 

 次に、県営農業競争力強化農地整備事業３,７

１１万１,０００円の増額は、神崎地区と富新地

区の１,８８１万１,０００円の増額と、明丑地区

の１,８３０万円の増額で、県が実施している圃

場整備事業の事業費確定に伴う負担金の増額です。 

 当課からの説明は以上です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 当課から２件の事業について説明をさせていた

だきます。 

 補正予算資料の１２ページをお願いいたします。 

 １つ目に、上段になります８６番、鳥獣被害対

策事業の５５万５,０００円の減額は、実績見込

みによる不用額でございます。主なものといたし

まして、１２節委託料の有害鳥獣捕獲業務委託２

９万９,０００円の減額は、国からの鳥獣被害防

止対策交付金を活用し実施するもので、市有害鳥

獣捕獲隊の各隊員が捕獲しましたイノシシやカモ

などの数に応じて捕獲隊に支払うものであり、今

年度の捕獲状況の見込みによる不用額となるもの

でございます。 

 続きまして、２つ目になります。 

 資料の１３ページをお願いいたします。 

 上段、９１番、漁港管理事業の１３０万円の減

額は、これも実績見込みによる不用額であります。

主なものとしましては、１２節委託料の１２８万

４,０００円のうち、沈廃船処分業務委託１２０

万８,０００円の減額は、大浜漁港の避難港及び

新川漁港の避難港泊地にある所有者不明の長年放

置されてきた沈廃船１２隻を処分するための業務

委託料でありますが、昨年１０月に実施されまし

た熊本県放置船対策連絡会議の中で、国の補助事

業での活用が可能であることが分かったことから、

２漁港の避難港の現状を確認したところ、沈廃船

の流出等の危険性もないことから、令和６年に補

助事業を活用し、実施することとしたための減額

であります。 

 当課からは以上になります。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 当課からは、１件の事業の御説明をいたします。 

 補正予算資料の１２ページでございます。補正

予算書は４４ページになります。 

 ７款商工費、ナンバー９５でございますが、企

業誘致促進事業で２,６８６万２,０００円の減額

をお願いするものでございます。内容といたしま

しては、増設協定を締結させていただいた誘致企

業の工場等設置奨励費補助金でございまして、申

請時期が翌年度の見込みとなったため、減額をす

るものでございます。 

 以上でございます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 補正予算資料１２ページをお願いいたします。 

 ９８番、イベント誘客事業は１００万円の減額

で、実績見込みによる事業費の減額でございます。

減額の理由といたしまして、観光行事等補助金に
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おいて、節頭補助金で伊倉の北八幡宮、それから、

繁根木の南八幡宮の神馬、これは神の馬と書きま

すけども、神馬に必要な経費として申請がなかっ

たため、減額をお願いするものでございます。 

 以上で、今期予算決算委員会に付託されました

議第４号令和５年度玉名市一般会計補正予算（第

９号）中、産業経済部に係る説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。

以上で執行部の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第４号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 １１ページのですね、６款の８０番、これ、先

ほどの説明では何か１７％ぐらいが見込みがなく

て返還したっていうこつだったですかな。ちょっ

とその辺を詳しくもう１回お願いします。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 ８０番の多面的機能の減額ですけども、これに

ついては県のほうで調整されまして、県下の各市

町への配分の結果、１７％減額になってしまった

というところです。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 じゃあ、工事の箇所がなかったっちゅうこっ

じゃなかったいね。要するに、１００％県のほう

が認めんで、１７％分が認めなかったちゅう解釈

でよかつかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 中尾委員おっしゃられるとおり、県のほうから

の県支出金が下がったという認識です。工事箇所

が減ったわけではありません。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 ちょっと参考まで聞きますけれども、今、各地

区でのこの工事の箇所、以前から見てどうね、あ

る程度工事の解消はできよっとかな。まだまだせ

なん部分が多かつかな。どがん感じね、今現在で。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 工事ですか、それとも多面的の。 

○委員（中尾嘉男君） ええ、多面的の工事たい。

要するに、多面的で各部落でしよんなはっでしょ

うが。それの工事箇所がまだうんと残っとるのか、

もうある程度地元の意向に沿ってでけてきよんの

か。 

○農地整備課長（丸山隆一君） それにつきまし

ては、地道にですね、各地区で取り組んでいただ

いてますので、計画的には減ってきてると思いま

す。 

 ただ、やっぱり地区によっては大小ありますの

で、なかなか進まないところもありますし、近年、

役員さんになられる方が少ない部分もありますの

で、多面的を脱退されるところもありますので、

その辺については、確実には減ってはきてますけ

ども、進まない部分については残ってる部分もあ

るかと思います。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） いいですか、関連で。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 この多面的機能の予算ですよ、先ほどちょっと

課長が、１００％ば大体見込んどったっですけれ

ども減額をされたということなんですけど、これ、

年々ずうっと下がりよるでしょう。補助金の、大

体面積に対してということでずっとありよったで

すよね、一番最初から。だけん、当初、一番最初、

これが始まったとき。だけん、昔は水何とかから

多面的に変わったでしょう。そのときから、この

予算の充当率ていうか、補助金ですよ。ずうっと

僕は下がりよるふうに、ずうっと感じよっとです

よね。だけん、今回も約七十何％しか、８０％ぐ
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らいしかもらわれとらんというような状況で。こ

れはどがん推移しよっですか、今。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 補助金の率の推移でございますけども、令和５

年度については先ほど申しました１７.７％の減、

令和４年度に関しまして１８.５％、令和３年度

については１９.９％、大体同じぐらいの減額と

いうか、で推移しております。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 この多面的機能の長寿命化だったりとか、１番、

２番ば合わせたところでの長寿命化への移行てい

うと、大体できるような体制づくりがずうっと改

正されてきてるじゃないですか。 

 先ほど、今、課長が言われたように、工事がな

かなか進まない。面積的に小さいけん、予算も少

ないんでっていうところで、もっともっと多面的

の多様性というか、極端に言えば、横島でも、私

たち干拓のところは面積ん大かけんがある程度の

金額がもらえるけれども、小さい部落っていうと

は面積も小さかもんだけん、なかなか予算がもら

えんですたいね。 

 ましてやその圃場整備、今、横島では明丑、富

新、神崎が圃場整備に入られとるし、九番、大開

が圃場整備が全体的に完了しとるというところと

いうのは、なかなか長寿命化が使い勝手じゃない

けれども、排水路整備とか用水路整備とかていう

のはもうきっちりできとるけん、もっと広域的な

組合せですよ。横島全体でとか、天水全体で、岱

明全体でっていうような多面的のやっぱり取組っ

ていうとばしていかんと、結局、玉名市にとって

はこの多面的機能というとは非常に使い勝手のい

い予算と思うとですよね。お国のほうから全体的

に約８割ぐらいが降ってくっとだけんが。やっぱ

その辺の枠組みをもう少し地元とも協議をされて、

やっぱり工事的に、全体的に進めていくっていう

ような取組ばやっぱしていったほうがよかつじゃ

なかつかなと思うとばってん、その辺はどがん考

えとんなはっですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについてはですね、松本委員から以前から

提案されてますので、協議会の中でも提案してで

すね、できるようにはなっております。それぞれ

各地区で話されて、または校区単位の枠組みとい

う部分もありますので、その中で地区間で話をさ

れて、そういったやり取りができ始めております。

全く今されてないということではなくて、そう

いったことを少しずつ、今、やっている段階です

ので、大分前よりはよくなっているのかなという

ところで感じております。これを推進していきた

いなと、当課では思っております。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） はい、お願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ちょっと今の関連でですね、配分の結果、減っ

たわけですよね。すと、地区の事業体の工事は予

定どおり大体してあるわけですよね。地区の事業

体の負担が増えるとじゃなかっですか。一般財源

も減っとるけん、それに伴って。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これにつきましては、配分というか、前もって

分かりましたので、これについては各地区に相談

して、これに合わせて計画をしてくださいという

ことで指示を出しております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど、分かりました。

前田です。分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 続けて、よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 



 

 －9－ 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ７ページのですね、５３番の農業委員会運営業

務について、地域計画策定推進緊急対策事業補助

金が減額になって、その分、一般財源の持ち出し

が増えとっとですけど、これは何で県の補助金は

減額になったっですかね。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局の二階堂です。 

 この減額になったという件ですけども、県の交

付要件からちょっと外れてしまったということが

要因です。 

 どうしてそうなったのかといいますと、令和５

年度の予算要求時にはですね、この補助金が新し

い補助金のため、どういった項目が該当するかが

ちょっと分からなかった状況です。県ともそのと

きに協議した結果ですね、地域計画策定に係る費

用の分に関しては全て当初予算で上げておこうと

いうことになっていました。最終的にはですね、

この要件の中で消耗品等々の事務費のみが該当す

るということが国のほうからあっておりまして、

その分で減額となっております。 

 意向調査等につきましては、アンケートを新た

に行なわずにですね、令和４年度に行なわれたア

ンケートがありましたので、その調査結果で行

なってきた状況であります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ばってん、計画をした段階で、県がこれに該当

するかどうかはよう分からん点もあったばってん、

県とも話し合った結果、そっで上げとってくださ

いということで仕事は進んだわけでしょう。とこ

ろが、仕事が終わった後に、いや、それはやっぱ

りいかんですよということになって、仕事は進ん

どるけん、その分な手当ばせなんけん、一般財源

で手当ばしてあって思うとですけど、何かやっぱ

県にちゃんと「あたげが言うたけん、した」みた

いなことで要求ばせんといかんとじゃなかっです

か。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局の二階堂です。 

 この件に関しましては、実際、県のほうも国の

ほうからどういったところまでが来るかというの

が１１月ぐらいまで分からなかった状況でして、

その後にですね、こことここは該当するというよ

うなことが国から示されて、それからの話になり

ましたので、どうしてもちょっと県のほうとは一

応協議はしましたけども、こういった結果になっ

た次第です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 事業ば進むっときに、いろんな補助金活用する

場合は、国、県の情報ばしっかりつかむようにお

願いします。 

 以上です。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局の二階堂です。 

 今後は、そういった観点は、よく情報をつかん

でから行ないたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 先ほどちょっと話が出てたとこの８０番なんで

すけれども、多面的支払の。毎年使われてないの

が何％と、３年分言われたじゃないですか。です

と、もしかしたら総額が、もともとの予算が減っ

てきたのかなとふと思ったもんですから、それは

ないんですか。いつも大体同じ金額の予算が提示

されてて、使うのが少なかったっていうことで

しょうか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これに関してはですね、その団体の所有という

か、地区の農地の面積に対しての事業費になりま

すので、そこが抜けたりしない限りは面積変わり

ませんので、事業費も変わっていません。 

 以上です。 
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○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ちょっと安心しました。やっぱりこれは使われ

ないのはもったいないなと思っているんですけれ

ども、使っていただければ。いろいろ問題もある

みたいなので、またちょっとこれは勉強したいと

思います。 

 次の質問、いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） ８ページです。５８番と、

多分６１番だったと思うんですが、新しい補助事

業ということで入ってきてます。その際の説明で

ですね、２分の１負担で、そして、国の補助は全

額ですと言われたものですから、すみません、

ちょっとよく分かんなかったんですけど、これは

２分の１っていうのは、例えば農家さんが１件借

りるのに、あくまでも補助金だから２分の１は国

が出す。だけど、全部お金は国が、補助金として

全部国が出してますよということでよろしいです

か。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 まず、誤解のないように申し上げますけど、新

しい事業ではなくて、これは従前からよく玉名市

の低コスト耐候性ハウスを造られる場合には活用

される、比較的有利な国庫補助事業でございます。 

 今回は、先ほど申し上げましたように、追加要

望に伴う今回の追加補正になります。 

 私が説明の中で申し上げたのは、補助金の財源、

歳出の財源が全額、県を介して国から交付される

ものですという御説明をしましたんで、事業費に

対する国の補助率は２分の１で、あくまであって、

残る部分に関してはいわゆる補助事業者、実施者

のほうの全額負担ということになりますんで、よ

ろしくお願いします。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ということは、一応使いたい農家が決まって

るっていうことになるんですね。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 今回、そういう国からの内報等を受けて、事業

を採択される、例えば内示もあってる事業もござ

いますけれど、ほぼ間違いなく実施されるという

ことで予算化し、かつ次年度に繰越しをかけてる

というものでございます。 

○委員（山下桂造君） 了解しました。 

 追加、いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） ５９番です。地域農業経

営安定推進事業ということで、またこの減額に

なってるものですから、ちょっともったいないな

と思ってから、なかなかその事業をする人が少な

いのかどうなのかなということをちょっと伺いた

くて聞きました。それとも渡す分が、人数は決

まってるんだけども減ったのかどうか、教えてく

ださい。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 この５９番の１,１００万円の減額の大きなも

のとしましては、そちらの内訳にございますよう

に経営継承発展支援事業補助金と次世代の投資型

の補助金。中でもこの５２５万円の減額をしてま

す次世代に関しましては、これは就農されてから

経営間もない人に対する経営開始資金として国が

最長５年間、個人で１５０万円、夫婦で２２５万

円を、これ、毎年交付するものです。上期、下期

に分けてですね。こちらに関しては、例えば年度

の所得に応じてその補助が取り消されたりとかで

すね、減額されたりしたりしておりまして、あと、

経営継承なんかというのは、いわゆる実績、機械

を買われたりしたときの実績に基づいて減額をす

るものですから、あくまでもこれはその申請者と

いうか、補助事業者の状況に合わせた減額でござ

いますので、もったいないとかというそういう考

え方じゃ、ちょっとないのかなと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 
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○委員（山下桂造君） 了解しました。分かりま

した。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 私のほうからですね、今、関連なんですけど、

６１番のですね、産地生産基盤パワーアップ事業

の中で、この１億８６２万円の増額ということで、

これ、大体増額の要因、いつぐらい、当初にはな

かった事業なんだと思いますけど、なぜ増額に

なったのかということと、先ほど、団体とか地域、

貯蔵施設という説明もありましたけど、その中身

についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 ６１番、産地パワーアップに関する説明をした

中でですね、追加調査があって追加要望されたと

いう説明を申し上げましたけど、実際１２月に要

望調査がなされております。本日の予定で内報が

出る流れになっております。その後手続を踏んで、

明日付でですね、内示が出る予定です。 

 整備事業の内容ですけれど、今回追加するとこ

ろに関しましては２件ございまして、まず、イチ

ゴ農家が導入される低コスト耐候性ハウス、こち

らが２,３４０平方メートルに、今、４連棟のハ

ウスを造られて、中の附属する設備もろもろを含

めてですね、採択予定です。 

 もう１件がですね、ブロッコリー等の野菜類を

生産されるいわゆる農業生産法人、こちらが、予

冷施設２８０平方メートルを含む１,２７０平方

メートルの床面積の集出荷貯蔵施設をですね、整

備される予定でございます。 

 いずれもですね、竣工予定、イチゴに関しては

９月、ブロッコリーについては来年３月、これを

今予定されておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今、イチゴまたはブロッコリーという説明が

あったんですけど、その中の金額の振り分けは幾

らになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 まず、ハウスのほうが２,９２０万円、事業費

はこの倍ぐらいになります５,８４０万円になり

ます。 

 もう１件の法人に関しましては、予算額が１億

１,８１８万１,０００円。事業費は２億３,６３

６万３,６３７円の予定でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。ありがと

うございます。分かりました。 

 それとですね、９ページの６３番なんですけど

新型コロナ対策農林水産業支援事業は１,２８０

万４,０００円減額されております。そのなかで、

畜産飼料農業用被覆資材購入緊急支援事業補助金

が１,０６３万９,０００円減額されてますけど、

これは実績による減額と思うんですけど、実際、

実績はどのようになってるのか、お伺いしたいと

思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 まず、畜産農家への畜産飼料に関しましては、

合計２６軒の生産農家に対して６,０９４万５,０

００円を交付予定です。また、被覆資材に関しま

しては５８１軒に対して４,７２６万９,０００円、

こちらを交付予定でございます。 

 なお、これは６月補正で予算化したものでござ

いまして、昨年１月から１２月、この１２か月間

に購入されたものが対象になっておりまして、１

２月補正で物価高の対策の交付金を活用したもの

に関しては、本年１月から３月購入分を４月中旬

から受付をし、その後、交付をする予定ですので、

そこはちょっと誤解のないようにお願いします。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。分かりま

した。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 
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○委員（多田隈啓二君） あとですね、１１ペー

ジの８２番なんですけど、県営圃場整備事業につ

いては、３,８３７万４,０００円の増額だが、ど

ういう内容で当初計画から増額になっているのか、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 休憩しましょうか。

大丈夫ですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） ちょっと今、資

料を用意してますので、後で調べて回答します。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、ほかの。

山下委員でしたか。ほかのところにしましょうか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １２ページの８６番の鳥獣被害対策事業につい

てちょっと伺いたいのですが、今現在、鳥獣対策

実施隊員は何名いらっしゃるのでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今ですね、捕獲隊員の数は、鉄砲隊のほうが１

２名、わな隊のほうが２０名、それから、予備隊

で３２名となっております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 あと、狩猟免許取得費補助、令和５年度は何名

狩猟免許を取られたんでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 狩猟免許の取得者は６名です。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 どこもそうなんですけど、狩猟する人が減って

るってのはあるんですけど、玉名市としてはこの

数年、変化はないみたいですか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 狩猟の免許を取

得された方ですか。 

○委員（山下桂造君） 免許を持っている方です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） そうですね、例

年、ゼロということはないんですけど、一、二名

程度ぐらいは取得をされている状況ではございま

す。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 あと、すいません、今、鳥獣対策でイノシシ１

頭捕ると幾らとかってあるじゃないですか。それ、

今、幾らでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 イノシシですと、成獣が７,０００円、幼獣が

４,０００円、１頭当たりですね、を捕獲補償と

いうことで出しておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

 取りあえず、今、イノシシだけですね。鹿とか

というのはあんまり出てこないでしょうから。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 鹿につきましては、本年度、令和５年度は２頭

捕れておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 鹿も同じ値段ですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 鹿のほうも１頭当たり１万円ということになっ

ております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。ありがとうご

ざいました。 

○委員（多田隈啓二君） 関連でちょっとよかで

すか、今の。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、はい、今の

鳥獣のですか。 

○委員（多田隈啓二君） 今の関連で。多田隈で

す。 

 捕獲実績は大体どのようになっておるんですか

ね、直近の。増えているんですか。どういう状況

なんですかね。何頭ぐらい。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 イノシシにつきましては、本年度１月末現在で
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４９２頭でございます。昨年度、令和４年度は７

８７頭、令和３年度が６０１頭でございました。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 年々減少はしてる。捕獲の成果なんですかね。

それはどういうふうに捉えていらっしゃるんです

か。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今年度は頭数的には減ってはおりますけども、

広域的な整備、それと、電柵等、各個人さんがさ

れてる状況でございますので、生息場所がちょっ

と変わってきてるのかなというところは思ってお

ります。近隣に移動したりとかしている状況かな

と。最近はですね、住家近くのほうにもですね、

現れたりとかってしてきている状況でもございま

すので、ちょっと心配ではあるんですけども、そ

うですね、近隣辺りに移動したりとかしている状

況でもあるのかなというふうには考えておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 実際、市民からの通報もあるんですか。どうな

んですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 そうですね、通報等はございますので、そのと

きには捕獲隊とですね、連絡を取りまして、現地

に赴いてわなをかける場所ですとか、そういった

ところを情報を共有しながら対策をしているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。

大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。先ほ

どの。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 先ほど多田隈委員御質問の県圃場整備事業の増

額の部分ですけども、まず、扇崎・大野下地区に

ついては、これは完了整備後、最後に農道等の舗

装がありましたので、それが増えております。そ

れと、換地業務あたりをされてますので、それに

対して増額となった分の負担金になっております。 

 神崎、富新地区についてはですね、これについ

ては、現在まだ工事をやってますので、区画整理

工事の拡大というか、そちらのほうが増えており

ますので、そちらに対しての増額になっておりま

す。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 まだ竣工しておりませんので、今、継続中であ

ると思いますけど、よく聞くのが、排水路の上の

ですね、ハウスのところに鉄板を敷いていただけ

ないかなどいろいろ工事の増額もあっております。

きめ細かく農家さんの意向を聴きながら進めてい

ただければなと思います。 

 以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 それについては、県営工事でやられてる部分が

ありますので、そういった要望に対して対応して

いくようにということで県のほうに伝えておきま

す。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 予算資料の９ページで、６款の６４番、果樹総

合対策事業でマイナスの約４００万円ぐらい出て

るんですよね。このマイナスになったこの要因っ

ていうのをちょっと教えていただきたいんですよ。

結局、過疎分ということで。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 
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 こちらは、負担金補助金、天水地区限定になり

ますいわゆる改植、新植及び樹園地の園内整備に

関するいわゆる過疎事業債を活用した市の独自の

補助事業でございます。 

 今回の減額に関しましてですけれど、これは国

のですね、いわゆる改植、新植等に対するいわゆ

る果樹への補助金がございます。この交付決定額

に合わせてうちの補助を上乗せで補助するような

ものでございますので、そもそも事業量が、国に

対するですね、補助金のいわゆる事業量が減った

ことが一番の要因で、それに合わせてこちらも減

額をしているということでございます。そういう

ことです。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 これは今、課長のほうから改植だったり、園地

の整備、この園地の整備に関しては、じゃあ、今

まで園地の中に結局トラックなんかが乗り入れら

れんだったけん、じゃあ、そこに道路を造るとか

ですよ、園地の中にちゃんとトラックがスリップ

をしないようにコンクリートなり舗装なりの道路

を造ったり、今、大体天水でフェンスなんかを

ずっと園地にしてあるですね、鳥獣対策の面で。

そこを、今ちょっと見た感じでは広い間隔でして

あるわけですよね。いろんな、もし１０人か２０

人の園地があって、そこを全体的に仕切るような

形での園地の柵が、今、なされてるわけですけれ

ども、結局、それを個別に自分のところだけまた

網を張るとか、鳥獣対策なんかにもこれは使える

んですかね。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 まず、園内整備に関しては、こちらは事業がこ

れからなされますから繰越しになります。今回、

次年度に繰り越すものとしてですね、６件いらっ

しゃいまして、その中ではですね、いわゆる道の

整備の方が多いんですが、そのほかには防風ネッ

トをですね、整備される方もいらっしゃいます。 

 今、委員がおっしゃったような鳥獣害対策とい

うことじゃなくて、いわゆる生産、栽培における

そういうものになりますんで、それが個人で、今

回こちらでしてるのは全てあくまでも個人です。

個人の農地それぞれに補助が出ますけれど、委員

がおっしゃってるのは多分こちらの事業は活用は

できない。むしろ鳥獣害対策のほうでそういうも

のが実際ございますんで、天水はそういうのを特

に整備されてます。ですから、そちらのほうの検

討をされたほうがいいのかなと、ちょっと今聞い

てて思ってましたけれど。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） ちょっとここに水産

林務課の、結局、課長もいらっしゃるんで、もと

もとが園地で、要するに一固まりというか、だけ

ん、５ヘクタールなら５ヘクタールぐらいを全体

的に囲ってある。何ていうかな、柵でですね。柵

で囲ってあって、その中にぽつんぽつんと、結局、

耕作放棄地が出てきてるような状況があるとです

よね。したら、結局、じゃあ、前田課長の畑がこ

こにある、小川課長の畑がある、丸山課長の畑が、

その同じ園地、５ヘクタールの中にあっても、そ

の５ヘクタールの中で約１ヘクタールぐらいが耕

作放棄地になって、どこかからイノシシが入り込

んで、でも、丸山課長、小川課長、前田課長は自

分の畑は守りたいっていうことで、そこに柵ば設

置せんと、自分のところが鳥獣とかでやられるっ

ていうのがあるんじゃなかろうかなていうところ

が、ぽつぽつ見受けられるとですよね。だけん、

その辺も全体的に天水の方々と話していただいて、

物すごく耕作放棄地がミカンの廃園で増えてきよ

るけんがその辺の対策も打っていかなんとかな。

園地の整備て書いてあったもんだけん、使えるの

かなと思って聞いたみただけです。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですね。

ほかにはございませんか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 
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 資料のですね、６８番になるんですけど、担い

手育成推進事業の中で、その中の農業後継者育成

補助金１６万６,０００円減額ということになっ

とりますけど、実際後継者の育成はどのように、

何人ぐらいおられて推移しているのか。これ、実

際きちっと行なわれているのか、ちょっとお伺い

したいと思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 こちらの補助事業、名称だけ見るとそういうふ

うに受け止められても仕方ないのかもしれません

が、既存の玉名市内の３団体、ＪＡの横島青壮年

部、横島４Ｈクラブと岱明コスモス会、こちらの

活動に対して補助金を出しているものでございま

すので、玉名市が後継者を育成するっていいます

か、既存団体への活動補助金になります。 

 減額に関しては、活動実績申請に基づく交付見

込額の減額になりますんで。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。 

 多田隈です。 

 その下の６９番でいけば、担い手確保経営強化

支援事業ということで、経営強化支援事業補助金

の採択件数推移についてお伺いしたいと思います。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 採択件数ですか。 

○委員（多田隈啓二君） そうです。担い手確保

の。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 内容でよろしい

ですか。 

○委員（多田隈啓二君） 経営強化されとる農家

の方のおられるわけでしょう、何軒か。じゃない

とですか、これ。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長、

前田です。 

 こちらもですね、国からの追加要望調査に基づ

く事業になりまして、１,４３０万円を増額する

わけですけれど、こちらは経営農地の面積拡大や

経営の多角化、こういった部分で意欲的に取り組

まれる農業者の方が金融機関からの融資を受け導

入される農業用の機械や施設、こういった部分の

融資残に対して国が２分の１以内で補助するもの

でございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） はい、分かりました。

大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） もうよろしゅうご

ざいますか。ほかにありますか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 これは、井上部長にちょっと要望としてお話し

しますけれども、工事を農地整備課あたりが新規

に工事をしますね、排水路とか、いろんな工事を。

それに従って地元の説明会、これが、聞いてみる

と、あってないと。いつからあってないか分かり

ませんけれども、たまたまこの前の工事の箇所が

説明会がなくて、もう設計した後に地元の方が要

望してもなかなか変更ができません。これはやっ

ぱり地元説明会ちゅうのは、私は必要性が大いに

あると思うとですよね。ほんで、そういうことで、

やはり工事をする前、設計の段階に入る前、どう

いうことをやって、どういうふうにやりますよと

か、この地元説明ですたいね。これをやっぱきち

んとなされていかないかんというふうに思うわけ

ですよ。 

 それから、丸山課長あたりも、ちょっと反省と

いいますか、これは元に戻さんといかんなという

ようなことをおっしゃっておられますけれども、

やっぱ今後の方針としてですね、その辺をしっか

りやはり地元に対しては説明をなされて、地元の

意向に沿うような工事をなされてもらいたいとい

うふうに思います。 

○委員長（近松惠美子さん） では、ほかにはご

ざいませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 １２ページのですね、８６番、鳥獣被害対策事

業で、先ほどの説明は不用額が出たということな
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んですけど、不用額が出たのに何で一般財源が増

えるとかなと思うて、その辺の説明をお願いしま

す。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 これにつきましてはですね、捕獲業務委託等で

県から補助金をもらうようになっておりますけど

も、その交付決定額が要求をしておりました額に

対して少なかったため、一般財源として振り替え

たものでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田です。 

 あてにしとったのが来んだったというわけです

ね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） はい、そういう

ことです。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 ほんなら、続けて１３ページの９３番で、水産

物供給基盤機能保全事業、これは実績見込みによ

る減額ということですけど、なぜこういう財源の

内訳になるのか、ちょっと説明をお願いします。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 まず、国、県のこの支出金の９６０万円ですけ

ども、これは本年度実施しましたしゅんせつ工事

と機能保全の方針の業務委託ですね、分の事業費

の確定に伴う補助金の減額でございます。 

 それと、地方債の１,６１０万円、これの減額

につきましては、当初、宇土市が実施しておりま

す住吉地区共同土砂処分場整備事業ですね、これ、

しゅんせつ土を入れる処分場なんですけども、そ

れの負担金１,４５０万円を当初、地方債の対象

としておりましたけども、事業内容が工事に関す

る業務ではございませんで、環境調査等の業務委

託となっておりましたことから、本業務が起債の

対象から外れるということで、そちらのほうを一

般財源に振り替えたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 前田です。 

 これは、主に農業関係なんかに、例えば今まで

も説明があったとおり、農家やあるいは法人が５,

０００万円の投資ばしなはったとするじゃないで

すか、設備投資ば。そうすると、補助金がついて

１億円の事業になると。その事業の効果というの

は、農家や法人の生産額が上がるような経済効果

があると思うんですけど、工事に伴う経済波及効

果ていうのは、玉名市に一体どのぐらいあっとで

すかね。その工事ば玉名市の業者が全部すってい

うなら、波及効果があっと思うんですけど、その

辺は考えたことはあっですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 波及効果て、全体事業費はですね、莫大なお金

になりまして、それの半分は国費が投入されます

けども、その地方負担分についてはですね、熊本

県、熊本市と宇土市、玉名市で、その負担分を土

砂を持ち込む投入量によって案分して負担をする

ことになっております。 

○委員（前田正治君） 前田です。よかですか。 

 その件じゃなくて、全体的なこつば、今、聞い

たっです。土砂投入じゃなくて。 

 もう一回言いますけど、例えば農家とか農業法

人が５,０００万円の投資ばしなはっとすっじゃ

ないですか。国、県の補助がついて。それが１億

円の事業になると。何かばしなはって、農家や法

人の生産額が上がるていう効果は当然出てきます。

そのほかに、１億円の事業をするために地元の業

者ば使うか、あるいは全部県外の地元にはそぎゃ

んとしきる者がおらんということになって、結局、

地元にはそういった仕事がいっちょん落ちらん

だったと。あるいは、でくっだけ地元ができるよ

うな感じのですね。そぎゃんなってくっと、１億

円の工事ばする波及効果っていうのがやっぱ地元

にも、農家や農業法人の経済効果だけじゃなくて

ですね、出てくって思うとですよ。だけん、そう
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いったことも考えながらやっぱ仕事ばせんといか

んとじゃないかなて思うとですけど、そういうこ

とについてどういうふうな感想をお持ちかなと

思って、見解を聞きたいということです。 

○委員長（近松惠美子さん） 前田委員、休憩後

でいいですか、回答は。 

○委員（前田正治君） よかです、休憩後で。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、１０分休

憩します。 

○委員（前田正治君） はい、休憩後でよかです。 

○委員長（近松惠美子さん） ２０分から開始し

ます。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時１１分 休憩 

午前１１時２０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き

開議を開きます。 

 じゃあ、先ほどの回答をお願いします。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 すいません、私ごとと思ってませんでしたので、

今お聞きしたら私の答弁だったようなので、

ちょっとお答えします。 

 先ほど前田委員がおっしゃったように、補助事

業を活用するとその倍の事業ができると。ハウス

等を整備する場合には、いわゆる関連業者がおら

れまして、最終的にはそこで入札が行なわれます。

競争原理が働いて一番安いところの業者が受ける

わけですけれど、全てが玉名市内の業者じゃあり

ませんが、現に多くはですね、ちょっと名前は出

しませんが、市内の事業者がその工事を請け負わ

れるケースもございますので、一概に何か全然玉

名市内のそういう事業者に利益が還元されてない

ということではないのかなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱ工事によっちゃあ玉名市内の業者じゃし

きらん工事もあるかもしれんし、そうやって入札

によって安いところが取ってですよ、やっぱ工事

高による経済波及効果も、やっぱ玉名市にでくっ

だけ波及するようにですね。それを行政から音頭

を取ってせれっていうわけにもいかんですけど、

そういうふうになるように、波及効果も玉名市に

落ちるようにですね、なったらいいなと、これは

私の思いですので、答えはよかです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、産業経済部所管の議第１２号令和６年度

玉名市一般会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局の二階堂です。 

 令和６年度玉名市予算資料２１ページの下段に

なります。 

 ２１５番、農業委員会運営業務につきまして、

２,４３３万３,０００円をお願いするものです。

内訳といたしまして、農業委員及び農地利用最適

化推進委員総数３８人の報酬及び活動費１,６５

４万３,０００円、また、地域計画目標地図作成

の業務委託料２８２万７,０００円で、委託内容

としまして、農地情報の入力及び地域計画目標地

図の作成と印刷となります。 

 財源といたしまして、農業委員会運営業務全体

の約３１％に当たります７５８万６,０００円に

ついては、国庫補助金であります農業委員会等振

興助成金、同じく地域計画策定推進緊急対策事業

補助金が県を介して交付される予定となっており

ます。 

 農業委員会事務局からは、以上となります。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の
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前田です。 

 当課からは、主なものとして２件説明させてい

ただきます。 

 予算資料２２ページ、上段をお願いいたします。 

 まず、１つ目に、２１９番、郷○市運営事業の

２,０１７万４,０００円のうち、主なものとしま

して、１４節工事請負費１,９８９万８,０００円

は、築１９年が経過する郷○市の個別施設計画に

基づく中規模改修事業に係る工事費でございます。

改修の主な内容としましては、経年劣化が見られ

る屋根や外壁の塗装改修以外に、現行の建築基準

法に適合しない以前の増築された倉庫、傷んでい

るポーチ屋根部の改修を予定しております。 

 なお、こちらは、さきの１２月議会、一般会計

補正予算（第５号）で、債務負担行為追加補正に

よるものでございまして、財源には国の過疎対策

事業債を活用することとしております。 

 次に、２２４番、産地生産基盤パワーアップ事

業の４,９５７万９,０００円につきましては、こ

の全額が１８節負担金補助及び交付金の産地生産

基盤パワーアップ事業補助金であります。これは、

先ほどと同じ内容になりますけれど、国がですね、

補助率２分の１以内で補助をするものでございま

して、イチゴを土壌から分離したベッドで栽培す

る高設栽培の必要なシステム資材の導入農家２戸

のほかにですね、ミニトマトのハウス内で使用す

る炭酸ガス発生装置や自動開閉装置を導入する農

家２戸の取組が予定されております。 

 この財源は、国の同事業補助金として県を介し

て、全額交付されるものでございます。 

 以上です。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 説明の前に、１か所訂正をお願いいたします。 

 予算書１６６ページの右側の説明欄で、上から

６行目に工事請負費の内訳で大開排水機場整備補

修工事とありますが、大開ではなく大豊、大きい

に豊かという字に訂正をお願いいたします。大豊

排水機場整備補修工事です。申し訳ありませんで

した。 

 なお、名称の訂正ですので、予算額への影響は

ありません。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 当課からの説明は、２つの事業について説明い

たします。 

 予算資料の２３ページをお願いいたします。 

 上段のほうになりますけども、２３７番、土地

改良事業で２億３,０９１万２,０００円をお願い

するものです。主なものは、まず、市単独工事で

行なう排水路改良工事費４,０００万円で、継続

工事２か所分と、新規工事４か所から５か所を予

定しております。 

 次の玉名平野地区湛水防除促進期成会負担金１

億１,９２１万９,０００円は、市内２７の排水機

場と１排水樋門の維持管理費を、荒尾市、長洲町

と共同で設立した期成会への負担金です。 

 次の玉名平野土地改良事業補助金２,５０８万

円は、玉名平野土地改良区が実施しております用

排水路や農道、ため池などの補修工事や修繕に対

して補助するものです。 

 次に、予算資料の２４ページをお願いいたしま

す。 

 ２４８番、団体営農業農村整備事業、農業水路

長寿命化・防災減災型につきましては、農業生産

活動の基盤となる農業水利施設の長寿命化対策や、

防災・減災対策のための老朽化した排水機場の補

修及び機能低下した排水路の整備を行ない、機能

回復を図る事業で、２億７,３４０万円をお願い

するものです。 

 主な内容として、まず、工事請負費２億２,７

３０万円は、排水路工事６か所分と、排水機場１

か所分の補修工事。測量設計業務委託２,８８０

万円は、４か所分の排水路改修の測量設計業務委

託費です。 

 なお、財源につきましては、いずれも国、県の

補助を受け事業を実施するものです。 
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 当課からの説明は以上です。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 当課から２件の事業について説明をさせていた

だきます。 

 予算資料の２４ページ、中段になります。 

 番号が２５７番、鳥獣被害対策事業の１,３７

４万５,０００円をお願いするものです。 

 主なものといたしまして、１２節委託料の有害

鳥獣捕獲業務委託料６８９万４,０００円は、国

からの鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、市

の許可を得た市有害鳥獣捕獲隊の各隊員が捕獲し

たイノシシなどの獣類やカモなどの鳥類の数に応

じ、隊に支払う委託料でございます。 

 なお、この財源には、国の鳥獣被害防止総合対

策交付金として、県を介し、鳥獣別の交付単価に

より交付されるものでございます。 

 次に、２つ目になります。 

 ２５ページをお願いいたします。上から２段目

になります。 

 ２６４番、水産物供給基盤機能保全事業の５億

１,４２０万３,０００円をお願いするものです。 

 主なものとしまして、１４節工事請負費の新川

漁港２億６,７００万円、及び横島漁港２億３,３

００万円のしゅんせつ工事費５億円であります。

２漁港合わせまして５万３,４７１立方メートル

の土量のしゅんせつを計画しております。 

 このうち新川漁港のしゅんせつ工事は、今月末

までに本契約を結ぶ予定であり、来月１日からノ

リ漁期前の８月末までを工期として予定しておる

ところでございます。 

 また、横島漁港のしゅんせつ工事は、新たな補

助事業で実施するものでありまして、その補助事

業の性質上、債務負担行為での事業実施ができな

いため、新年度に入ってからの補助金申請等の手

続となり、その後の交付決定を待って契約となる

ことから、ノリ漁期前の８月末までの工期完了が

不可能であるため、令和７年度へ繰越しして実施

する予定としております。 

 なお、この財源には、国の水産物供給基盤機能

保全事業補助金及び地方創生港整備推進交付金事

業補助金として、県を介して補助率２分の１で交

付されるものでございます。 

 当課からは以上になります。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 当課からは２つの事業について御説明申し上げ

ます。 

 当初予算資料の２５ページをお願いいたします。

予算書は１７８ページから１８２ページになりま

す。 

 まず、１つ目は、ナンバー２７０の商工団体振

興事業でございます。これは、商工業の経営安定

化や商店街の活性化に寄与するイベント等への支

援に要する経費となります。 

 主な経費といたしましては、今回新規事業とな

ります台湾ビジネス交流加速化業務で６９２万６,

０００円、商工団体の経営改善普及事業における

補助金で１,７７０万円、玉名花火大会に対する

補助金６００万円が主なものでございます。 

 今回新規事業となります台湾ビジネス交流加速

化業務につきましては、ＴＳＭＣの熊本進出を契

機とする市内企業等との台湾ビジネスにおける可

能性及び企業誘致を加速するため、商工団体等と

の意見交換会を設け、市内事業者に台湾とのビジ

ネス交流を高めるための取組を行なっていくもの

でございます。また、本年６月に台湾の台北市で

開催される展示会において企業誘致のブースを設

け、誘致促進に向けてＰＲを実施するものでござ

います。 

 ２つ目でございますが、ナンバー２７８の産業

用地開発支援事業でございます。これは、現在開

発中でございます三ツ川産業団地の民間事業者に

対しての優遇措置に要する経費となります。 

 主な経費といたしましては、産業用地インフラ

整備負担金で１億３,０００万円でございます。
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これは、産業用地のインフラ設置に関しまして、

整備後、市に帰属する道路、水道施設、配水施設

に要した費用につきまして、インフラ整備ごとに

５,０００万円を限度として負担金を交付するも

のでございます。 

 商工政策課からは以上でございます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 当課からは、主なものといたしまして、２件、

御説明いたします。 

 予算資料の２６ページをお願いいたします。 

 ２８８番、鍋松原海岸管理運営事業３,５０６

万９,０００円は、岱明コミュニティセンター潮

湯の指定管理業務委託２,０９０万円、鍋松原海

岸清掃整地業務委託５１９万４,０００円ほか、

管理運営に要する経費でございます。これは、令

和６年度より鍋松原海岸の一体的整備の所管が観

光物産課に移行したことにより、新規事業で計上

しているものでございます。 

 次に、２９０番、金栗四三ＰＲ事業２,２１２

万８,０００円は、ストックホルムマラソン交流

業務委託９９万８,０００円と、それに伴う旅費

２２８万５,０００円、玉名型３つのツーリズム

事業業務委託１,１２４万２,０００円のほか、金

栗四三ＰＲ事業に係る経費でございます。 

 以上で、今期予算決算委員会に付託されました

議第１２号令和６年度玉名市一般会計予算中、産

業経済部に係る説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 以上で執行部の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１２号について質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 ３点ほどお尋ねします。 

 まず１点目がですね、２１ページの２１５番の

農業委員会に関することですけれども、令和６年

ですかね、委員さんの改選があるでしょう。これ、

いつが任期ですかね。いつまでの任期ですか。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局長の二階堂です。 

 任期につきましては、平成６年の７月３１日ま

でになります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 これは、今、選考については前と変わって、今

現在、最終的に市長のほうから提案されてきます

けれども、この各町、各部落の選出ですけども、

これは今どうなってますか。どういう方法で。ま

ずは区長さんあたりにこういう改選がありますよ

ということで、よそは分かりませんけども、横島

内で言えば、各部落９個ありますけれども、おの

ずと一人ずつ出らるるわけじゃないし、何か割り

振っていくのも農業委員会からの指名とか、そう

いう通達とか、そういうことでしよっとかな。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局長の二階堂です。 

 今、農業委員さんにつきましては、公募推薦と

いう形になってますので、自薦他薦含めてですね、

自分たちが応募をされるという形になっておりま

す。 

 その中で地域性というものが国からのお達しで

はないんですよね、公募の要件に関しましては。

ですので、農業委員会の事務局のほうから区長さ

んへ、この地区では何人を出してくれというよう

なことがちょっと言えない状況になっております。 

 その中で、現職の農業委員さんたちにそういっ

たお話をして、地域の中でお話をしてくださいっ

ていうようなことで、その中で選ばれたと言うと

ちょっとおかしいんですけども、区長さんなりの

推薦、あとは認定農業者の中での推薦といった形

で出てくる形になってます。 

○委員（中尾嘉男君） じゃあ、農業委員会から

の通達云々はなくて、早う言えば現農業委員さん

たちが暗黙の了解ちゅうか、地区の配分で、なら

今回はあの地区から誰か出すようにしましょうか

というようなことが主にありよっとみたいな感じ
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ですね。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局の二階堂です。 

 そういった地区もあるかとは思います。 

○委員（中尾嘉男君） 分かりました。 

 じゃあ、よかですか、次。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） ２５ページのですね、２

６３番なんですけども、この小型エジェクター

ちゅうとかな、ポンプで土砂ば取り上げる機械な

んですけれども、この委託料が１,６１４万４,０

００円ありますけれども、業者は地元の業者を選

定しよっとですかね。これは、機械を市のほうで

買うたとですかね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 システムのほうは、今年度、令和５年度に購入

をいたしております。 

○委員（中尾嘉男君） もう買うとっとだろ。 

 それで、それを作業する委託の相手、これは個

人ではでけん話だろうけんが、土木工事か何かの

業者さんに委託か何かしよっとでしょう。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この業務委託料の１,６１０万４,０００円、こ

れにつきましては、来年度から本格的に運用を予

定しております。このシステムを活用してですね。

その前段としてのこのエジェクターを使って施工

するための歩掛かりを調査する業務委託でござい

ます。 

 この調査業務に関しましては、本年度実施して

いただきました鳥取クリエイティブ研究所のうほ

うからですね、再度こちらのほうに来ていただい

て、実際滑石の漁港内をちょっと土砂移動を実際、

その機械を、システムを使ってですね、行ないま

して、どういった歩掛かりが必要かというのを、

地元の業者さんも含めたところで、歩掛かりの調

査を行なう予定としてるところでございます。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 まだ、なら、業者は決まっとらんわけたい。今

から決めていくわけたいな。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この調査業務、令和６年度に行ないますこの１,

６００万円の調査業務委託につきましてはですね、

これは随意契約のような鳥取クリエイティブ研究

所のほうにお願いをするというふうなことで、令

和７年度から地元の業者さんのほうで実際行なっ

ていただくような流れになる予定でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 今度１年間はせんわけたい、工事は。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 工事といいます

か、実際その港に行ってこの機械を組み立てて、

実際泥のたまっとるところの水中間移動をさせま

す。それに必要な、場所によってはこういった作

業も要るねとかっていうふうなところが出てくる

かと思います。 

○委員（中尾嘉男君） なら、その１,６００万

円の使い道は分かるけども、私が言いよるのは、

何か以前、会議の中で、説明の中で、いずれは地

元の業者さんのほうに業務委託をしてやりますよ

というようなことを聞いとったもんだけん、それ

ば決むっとに、何か決まったような話もちょっと

聞いたもんだけんですね、業者さんが。ほんで、

その辺がちょっと定かじゃなかったもんだけん、

確認ばしよっとですよ。 

 なら、まだ地元業者の何は、令和７年から始め

るなら令和７年度にするわけかな、４月１日ぐら

いに。はい。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（中尾嘉男君） もう１点がですね、その

次の２６４番ですけども、この今、説明の中で、

横島漁港に関しては今までの予算適用ちゅうか、

これが変わっていくということですけれども、工

事そのものに対しては今まで従来どおりの工事を
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されていくとでしょうか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 はい、工事内容につきましては全く今までどお

りでございますけども、発注の時期がちょっとこ

の横島分につきましては、新年度になってからの

業務の手続しかできないということでございます

ので、令和６年度の当初予算でお願いをして、そ

れを繰り越して令和７年度に実施をするという流

れになるところでございます。やることは全く今

まで変わりはございません。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 なら、発注の時期が遅れると。今までは３月の

この末の議会承認を得てですね。議会承認をする

案件はですね、やりよったけども、なら、今度、

横島は４月以降になっとですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 令和６年度で予

算を上げておいてですね、で、繰越しの手続をし

て、で、契約自体は流れ的には今の流れになるか

と思います。３月の議会で承認をいただいて、繰

り越して４月からノリの漁期まで終わるような流

れになろうかと思います。その手続が当該年度で

ないとできないということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 最後になりますけれども、この事業は今大体２

回目ぐらいになってくっとかな。横島が一番最後

の工事て思うとですよね。これはまだまだ続くん

ですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 このしゅんせつにつきましては、ずっと港のあ

る以上は事業は実施していく予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 このしゅんせつが、今度、新川が約２億６,７

００万円、それと、横島が２億３,３００万円、

両方合わせて５億円ぐらいやっぱかかるわけです

よね。 

 今、結局玉名市では５つの漁港を抱えてますよ

ね、５つ。これが大体、ずうっと私が予算的に見

とる中で、結局５つの漁港ですけれども、滑石地

区が菊池川に面してるということで大体３年に１

回。だけん、ちょうど回ってくるのが６年に１回

で、滑石以外のところはですね、６年に１回で大

体回ってきよるのかなと。 

 それと、先ほど前のところであったので、宇土

市に捨て場所で、約、今後２４億円ぐらい、玉名

市が負担をそこの捨てるところに対しての費用と

して約２４億円ぐらいをずっと払っていかなんと

いうような予算立てがなされてる中でですね、漁

港の集約化っていうのが、漁協さんあたりがある

中で、その集約化もお願いをしていかんと、市と

しての財政負担というのが、お国から半分しか

降ってこんわけですよ。８０％ぐらい降ってくる

ならよかっですけども。約５億円の中の２億５,

０００万円、半分しか国のほうからの補助がない

と。一般財源とかで、この借金をずっと見ていか

なんというような状況で、港の集合化っていうの

を検討ばして、お願いをしていく。市のほうから

ですね。行政のほうからもお願いばしていくとい

うようなそういう考えは今持っとんなはっとかど

がんか、ちょっと教えてください。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 漁港の集約等は、財政面が今厳しい状況ですの

で、必要という認識はございますけども、各漁協

さんの生産者の推移ですとか、漁協の運営状況で

すとか、そういった状況を鑑みてですね、漁協さ

んの統合といいますか、そちらのほうも先に必要

ではないのかなと今のところ認識をしているとこ

ろでございます。当然必要だなというところは
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思ってはおるところでございますけども、まずは

漁協さんの合併等が必要ではないのかなというふ

うに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） 分かりました。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 関連なんですけど、２６３番に関連の中に１つ

ですね、横島漁協施設改良工事１,０００万円予

定しておりますけど、これはどういう仕事なのか。

もともとあれは、国土強靭化の補助金の中でされ

ておって、もともと玉名市の１,０００万円の単

費の事業が昔からあったんですけど、その事業な

のか。どういう計画なのか、ちょっとお伺いしま

す。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今年度までですね、緊急自然災害事業で執り行

なっておりました。その事業規模が５,０００万

円を上限とするというふうなことでなっておりま

して、その事業規模まで今達しましたので、先ほ

ど委員が申されました１,０００万円の事業がご

ざいましたけども、そちらのほうに戻るというこ

とで、令和６年度も冠水対策の事業として予定を

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。 

 この１,０００万円に、また単費の補助に戻っ

ていけばですね、これ、何年ぐらいかかったら横

島漁港の冠水対策のハリコンか何かと思いますけ

ど、終わっていくのか、予定なのか、お伺いした

いと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 今ですね、西側と北側のほうが終わっておりま

して、残るところは東側のほうのかさ上げが一部

残っとる状況でございます。そのかさ上げと、あ

と、今までかさ上げをしてきたところのエプロン

部分のコンクリート工事が残っておりますので、

今、令和６年度ですけど、大体令和１０年度ぐら

いまでかかるのではないかなというふうなところ

では思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 やはりまだ長期な事業計画になっていこうかと

思いますけど、やっぱり上限があるから仕方はあ

りませんけど、ぜひですね、漁協等のいろいろ要

望等はあろうかと思いますんで、その辺も限られ

た予算の中ではございますが、対応していただく

ようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 今の漁港しゅんせつの関連なんですけれども、

令和６年、今回新川と横島で、昨年が予算上は滑

石と大正開、そして、令和４年、大浜の旧港のほ

う、そして、令和３年が新港のほうだったと思う

んですけど、今、松本委員のほうからもあったと

おり、大体五、六年に１回の輪番で来てたと思う

んですけど、昨年の予算から２か所ずつになって

て、一気に金額が倍増してると思うんですけど、

これって何かあるんでしたっけ。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 令和６年度が、先ほど申しました事業の申請の

関係上、横島と新川漁港を２港分上げさせていた

だいてるところでございます。 

 昨年度はですね、滑石の漁港がしゅんせつの３

年に１回の周期でございましたので、大正開と滑

石ということで令和５年度は実施したところでご

ざいます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 タイミングでたまたまそうなったという認識で

よろしいですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 令和６年度が２

港分になったということですね。それは、補助事

業のメニューが切り替わる年でございましたので、
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どうしても２港分が必要となったというところ。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（田浦敏晴君） すんません、田浦です。 

 予算資料の２７８番、産業用地開発支援事業に

ついてなんですけど、産業用地インフラ整備負担

金で１億３,０００万円、これは内訳は分かりま

すか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 この１億３,０００万円の負担金の内訳でござ

いますが、この負担金につきましては、先ほども

申しましたように、道路、排水、水道施設、３つ

のインフラに対して負担を行なうものでございま

す。 

 内訳といたしましては、道路、排水につきまし

ては上限の５,０００万円、それから、水道施設

につきましては３,０００万円の内訳で、合計で

１億３,０００万円でございます。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） はい、分かりました。 

 これは、事業者、要するに工事をする人じゃな

くて事業者に一括して１億３,０００万円払うと

いうことですか。 

○商工政策課長（神永和典君） 事業者、今、三

ツ川産業団地の事業者は、この産業用地の開発支

援事業にのっとった形で開発支援事業者として位

置づけをさせていただいておりますので、開発を

される事業者に対しての負担金になります。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。 

 この支払い時期はどうなりますか。開発行為だ

けん、市に帰属するときに払うのか、前もって払

うのかというのがあると思うんですけど、その辺

をお尋ねします。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 支払いの時期でございますが、工事が全て完了

した後というふうな認識でございます。 

 この負担金の申請に当たっては、開発行為の完

了済証を添付いただきますので、基本的には工事

が完了されてからという形での負担金お支払いに

なります。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。 

 それ、今年度中に間に合う予定ですか。 

○商工政策課長（神永和典君） 今、正式に公表

をなされていらっしゃるのが、本年１２月完了と

いうことで開発許可を取られてますので、今年度

に完了ということを目指されてますので、今年度

で予算を計上させていただいたところでございま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（立川信之君） 立川でございます。 

 ２５ページの２６６番です。商工会館の管理運

営事業、これは商工会議所ですかね、商工会です

かね、どちらでしょうか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 この商工会館は、我々も２階に入ってございま

すけども、商工会館の建物に関するものでござい

ます。 

○委員（立川信之君） 分かりました。以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２３ページの中ほどなんですが、２３８番から

２４１番までのところなんですけど、ちょっとこ

れは私は分からないので伺いたいんですけど、県

営事業になってますが、市ってのはこの県営事業

に負担金を出さなきゃいけなかったんですか。県

営ってことだから全部県が出してるとばっかり

思っていたんですが。お願いします。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 この県営事業につきましては、県が国の補助金

をもらって行なうもので、それに対しても市のほ

うから負担をするということになっております。 

 以上です。 
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○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） そういう仕組みであると

いうことは分かりました。 

 では、次、行きます。次、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） では、そこの１点

で。いいですよ、これ１つで。 

○委員（山下桂造君） はい、分かりました。 

 ２４ページの２５０番です。農村地域防災・減

災事業なんですが、防災重点ため池の管理に要す

る経費というのが上がっておりますけど、要する

に令和６年度、ため池は何か所行なう予定ですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これに関しましては、今、県のほうで重点ため

池の調査を行なっていただきまして、それに対し

て、その結果、改修が必要というため池が幾つか

上がっております。その整備が必要なため池の基

礎調査、どういった工法をして事業費がどのぐら

いかかりますという設計委託のほうになっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 今、何件あるか、何か所

とか分かりますか。分からないですか。分からな

いならいいですよ。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 一応今回の箇所数にしては１８のため池を上げ

ております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） １８か所、多いですね。

はい、ありがとうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） では、昼食のため

休憩いたします。午後１時に再開いたしますので、

よろしくお願いします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 時間となりました

ので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議第１２号、産業経済部所管の令和６年度玉名

市一般会計予算について、質疑及び委員間討議は

ありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２１ページの先ほど中尾委員のほうからあった

２１５番の地域計画目標地図の作成業務委託なん

ですが、この委員３８人というのは、これ、農業

委員と推進委員という認識でよろしかったでしょ

うか。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局長の二階堂です。 

 はい、そのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） この計画目標地図の作成

は、令和６年中でしたっけ。その中身、令和６年

度、大まかな概要スケジュールをちょっとお聞か

せいただければなと思うんですけど。 

○農業委員会事務局長（二階堂正一郎君） 農業

委員会事務局長の二階堂です。 

 地図作成の概要ということでよろしいでしょう

か。 

○委員（大野豊重君） はい、はい。目標地図を

作り上げるための大まかな概要ですね。 

○委員長（近松惠美子さん） 誰が回答されるん

ですか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課の前

田です。 

 目標地図に関しましては、大きく地域計画の中

の１つになりますんで、地域計画を所管してます

当課のほうから説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、令和５年度中におきましては、各地域に

おける地域協議の場というのを設けまして、地域

計画と目標地図の素案について、今、ほぼ出来上

がりつつあります。これを基に令和６年度におい

ては、再度ですね、その素案の修正、調整の作業
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に入ります。同じく各地域における地域協議とい

う場を設けまして、そういう作業を行なってまい

ります。そのスケジュールに関しては、今、調整

中でございまして、早い段階でその地域協議をし

ます。その後ですね、それを基にですね、人・農

地プラン検討委員会というのがございますけれど、

最終的には１月の人・農地プラン検討委員会にお

いてその内容を審議し、決定した後ですね、２月

の中旬から約２週間、公告縦覧期間を設けまして、

最終的な地域計画及び目標地図を制定する予定で、

来年度末までには全ての作業を終える予定でござ

います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、人・農地プラン検討委員会ということで、

これは昨年度までやられてたような人・農地プラ

ンの地域住民との会議、ああいう場にも素案から

今回作成される目標地図の計画も、そこにある程

度そのテーブルに載せられるという内容でよろし

かったですか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 １５日ですから、明日、人・農地プラン検討委

員会を開催しまして、今申し上げました先ほどの

素案について審議していただく。協議の場の結果

についても報告を併せてですね、素案としての決

定を明日行なう予定です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 その人・農地プランの検討委員会のメンバーと

いうのは、これは推進委員と農業委員になるんで

すか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 構成員としましては、市と２つのＪＡ、市農業

委員会、農業委員会というのは農業委員と最適化

推進委員さん、と玉名平野土地改良区と集落営農

組織の代表、市の認定農業者の代表、計１３人で

構成する市の附属機関になります。 

 そちらで、基本的に年２回開催をするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 次、ずっとやっていいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） もう回していいで

すか。 

○委員（大野豊重君） いいです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ２５ページのナンバー２６４番に関連してなん

ですけど、今年度は小型ポンプを使ったしゅんせ

つ工事っていうのは何か計画されてるんですか。

今年度というか、令和６年度。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 令和６年度につきましては、この小型エジェク

ターシステムを活用しまして、先ほど申しました

滑石漁港での歩掛かりの調査を行なう予定として

おりますので、そこで市が購入した機械を使うと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 なら、本工事じゃなくて、本工事すっための事

前の段取りをすっためのしゅんせつというか、そ

ぎゃんとで小型ポンプを使ったしゅんせつをする

ということですね。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 本格的に稼働させますのが令和７年度からを予

定しておりますので、そこに向けての地元の業者

さん等への業務委託がスムーズにいきますように

歩掛かりを調査すると。令和６年度は調査をする

ということでございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。よかです。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２４ページです。２５７番で、有害鳥獣の件、

先ほどちょっと聞いておりましたけれども、有害

鳥獣対策ということで玉名市としてはイノシシの
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処理施設、そういうのを造る計画とか考えたこと

とかありますか、ありませんか。また今後する予

定はあるかないかというのをちょっと、来年、再

来年のことですけども、伺いたいと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 有害鳥獣の処理施設につきましては、今のとこ

ろ施設を建設するというようなことは、市として

は、今のところ考えてはおりません。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 じゃあ、次の質問いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） ２５ページの２６８番で

す。玉名圏域定住自立圏事業ということで、これ

は言葉を教えていただきたいんですけども、

ニューノーマル時代の広域観光地域づくりとあり

ます。ニューノーマルっていう言葉が私にはぴん

と来ないんで、すいません、説明をお願いします。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 ニューノーマルっていうお言葉ですけども、こ

れは新型コロナウイルス感染症があって、社会的

変革が世界に起こりました。それによって新しい

生活様式というのが出まして、それを総称して

ニューノーマルという言葉になっております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

ということは、今から先ということですよね。 

 もう一つよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） ２６ページです。２８３

番です。受入体制整備事業というところなんです

が、私、何回か一般質問で道しるべを造ってくだ

さいということをお願いしておりますが、やはり

いろんなところに行くのに当たって、こちら、特

にですね、今、ハイクに来る外国人が多くいて、

あの辺も「こっち、ハイクですよ」とか書いて

あったらいいなとか、そのほか何かいろいろな、

皆様お考えとは思うんですけれども、そういうと

ころでぜひとも道しるべを造っていただきたいと。

そういうお考えはないでしょうかということで伺

います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 観光施設のサイン表示についてはですね、それ

ぞれ各観光施設ごとにですね、必要最小限度の道

しるべといいますか、サイン表示をしてるところ

でございます。 

 今後、ＤＸ化もあってですね、そういったスマ

ホでの道しるべとかですね、そういった部分での

推進もされておりますので、サイン表示について

はですね、誘導看板もということもありますけど

も、そういったＤＸ化も含めた形でですね、必要

最小限度の設置に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 確かにＤＸ化というのは、本当に分かるんです

けども、それでもやっぱサインがあるっていうこ

との効果というかな、「ああ、観光地に来た」と

かっていうですね、そんな思いもあるなっていう

ことが、一言添えて、これは終わります。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２３ページの２３７番、土地改良事業ですね、

ここでデジデンを少しだけ使われるんですが、そ

のデジデンの活用はどういうふうにされるのか

なっていうのをですね、お願いします。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課の丸

山です。 

 デジデンですけども、これについては予算書の

１６２ページのほうに、水土里情報システム負担

金ということで、今回要望いたしております。こ

の水土里情報システムのちょっと内容を申します

と、水土里情報システムとは、水土里ネットが提

供する共用システムで、水土里情報ＧＩＳと呼ば

れ、コンピューター画面上で、農地または農業の
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情報を農地上に瞬時に展開してビジュアルな画像

等を表示、印刷できることから、情報の蓄積、集

計、解析、史的的な提示ができる地図情報ツール

であり、本市では土地改良事業や多面的機能で主

に活用しようというところで導入を検討しており

ます。 

 今回、５３万２,０００円の要求の中でですね、

システムの維持費を省く開発費８万３,０００円

に対して国の補助が半分、２分の１ありますので、

４万１,０００円の補助ということになっており

ます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 その件は分かりました。 

 後でまた建設のほうで土木の話も出てくるんで

すが、土木のほうで道路台帳デジタル化もされて、

これから今後、細かくなっていくと思うんですけ

ど、その似たような、今後、農地だとか農道、そ

れから、水路とか、こっちの農業分野のほうにも

そういった何かデジタル化をしていくような考え

というのはないですかね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 農道、排水路等、農業施設がありますけども、

現在、農道については、ペーパーですけども農道

台帳というのがあります。それについては、また

デジタルというか、そちらのほうに移行するとい

う考えは、まだ今のところありません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい。追加でほかのをい

いですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 別件で、先ほど、誰だったかな、ちょっと質問

されたんですけど、２４ページの２４８番、農業

水路の長寿命化のところなんですが、先ほど、排

水路で６、そして、これから設計で４ということ

だったんですけれども、実際今回工事される６か

所について、もともとの要求時期っていうのはい

つぐらいから、最も古いものでいつぐらいのやつ

が、今回ここで工事されるのかなと思ってですね。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 今、ここで計上

されている路線については、一番古いものですと、

たしか令和３年度の要望だったかと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 早いですね。 

 じゃあ、追加でいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（大野豊重君） 大野です。その下の同じ

２４ページの２４９番なんですが、農地耕作条件

の改善のためにということで、三崎地区で今回、

これ、予算計上されているんですけれども、これ

は三崎のどの辺りですか。そして、その耕作条件

がどういうふうに変わるから、これ、予算措置が

できているのか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これにつきましては、三崎地区の林田土地改良

区になります。場所的には、行末川の堤防の下と

いいましょうか、そこにまだ未整備の幹線排水路

がありますので、地元からそこを整備してくださ

いということでしたので、そこを県のほうに申請

をして上げております。要望的には、いつだった

かな、たしか令和４年の末のほう、今ぐらいだっ

たと記憶しております。 

 この農地耕作条件改善型ですけども、これにつ

いてはですね、農地の集約、集積等を計画をしま

して、それに合わせてできる地区がこの補助事業

に該当するということになっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） こういったことで排水路

の整備ができるということなので、そういう集約、

集積というのは、今、全体的にやられているかと

思うんですね。そういうことを、何ていうかな、
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玉名市全体に対しては展開できないのか。これも

交付金が結構ありますよね。なので、一般財源は

少なくて済むんでですね、こういうのを玉名市全

体的に展開するような動きというのはできないの

か。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 これについては、集積、集約が進む、計画をし

てどうしても進めなければいけませんので、それ

に対応できる圃場地区を持ってる地区になるかと

思います。やはり圃場整備あたりがある程度終

わってる部分でないと、集積あたりも進まないと

いう部分がありますので、限られた地区にはなる

可能性はありますが、いろいろ県あたりの情報を

伺いますと、こちらのほうが予算的には今後つい

ていくということを聞いてますので、何らかの形

で頑張って、対応地区のほうを増やしていこうか

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 まだいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。

なら、ちょっといいですか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の１７１ページの２５８番のところなん

ですけど、来年度から森林環境税が本格的に始ま

ると思うんですけど、今回、１,１３０万円ぐら

い来てて、やっぱ１回全部基金に積み立てるんで

すか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 はい、一旦基金のほうに積み立てて、使った分

を繰出しということです。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 この１,０００万円ぐらいが毎年入ってくるよ

うになると思うんですけど、意外と全額は使って

ないと思うんですけど、それは何か、まだどう

いったのに使おうかて悩んでるのか、それともや

ることはちゃんと毎年してて余ってる状況なのか、

その辺どうですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 毎年ですね、森林協議会の負担金と、あと、間

伐ですね。間伐等を毎年行なっているところでは

ございますけども、令和５年度の、今のところ見

込みではございますけども、令和５年度で執行予

定が、大体１,４８０万円程度執行する予定では

あります。 

 令和５年度末で、大体積立ての残が７００万円

程度ぐらいの残になってくるかというところでご

ざいます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 意向調査とかもされて、大体今後こういうのを

していかなんというのは、ある程度方向性は決

まってるという感じですか。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 玉名市をですね、全域を１３の地区に振り分け

ておりまして、毎年調査を行なって、翌年度、そ

この間伐を行なうというふうな流れで今のところ

進めておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 またほかのいいですか。別のをいいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（北本将幸君） 北本です。２９０番のこ

の玉名型３つのツーリズムの事業委託なんですけ

ど。 

○委員長（近松惠美子さん） 北本委員、聞こえ

にくい。大きい声で言ってください。 

○委員（北本将幸君） 何年か前から取り組まれ

てると思うんですけど、大体何か確立してきた感

じですか、この３つ。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 ３つのツーリズム事業につきましては、毎年、
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マラニック、それから、ウェルネスモニターツ

アー、それから、筑波大学とのオンライン授業と

か、そういった部分で取り組んできてるところで

ございますけども、令和３年度からこの事業を進

めてきております。毎年ごとに参加者数について

も増加しておりますし、筑波大学とのオンライン

授業につきましては、玉名高校、それから、専修

大学熊本玉名高校の学生等の参加も今年は７４０

名ということで、オンライン授業を受けていると

いうことで、今後、シンポジウムとかですね、ラ

ンニング教室等もですね、開催しながら、また続

けていきたいなというふうに思っております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、この業務委託的には、それぞれのイベ

ントというか、事業的なところの業務を業者に委

託するていう感じですかね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 そうです。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、今回の予算でまた何か新しくこういう

のをするていうのは含まれてないって感じですか。

今までしてきたのでまた継続してするて感じです

か。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 はい。今後ですね、ウェルネスモニターツアー

とか、九州看護福祉大学との連携協定もございま

すので、そういった部分で充実、拡充しながらで

すね、進めてまいりたいと。 

 同じ内容といいますか、この事業を中心として

ブラッシュアップした形で進めていきたいという

ふうに考えております。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） いいです。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ２４ページの２６０番なんですけど、排水機場

放流に伴う有明海環境影響調査業務ということで

１,７３５万４,０００円予算化されておりますけ

ど、この事業内容はどういったものなのかお伺い

したいと思います。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この業務委託の内容につきましては、実際に大

浜漁港の背後地に排水機場が２基ありますけども、

そちらのほうから実際排水をいたしまして、内水

を実際排水いたしまして、潮の流れや水温、それ

から、塩分濃度、そういった濃度の変化を調査す

るようにしております。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 時期的にはどのような時期を考えられておるの

か。ノリの時期と重なるのか重ならんとかも含め

てお願いします。 

○水産林務課長（小川昭彦君） 水産林務課長の

小川です。 

 この時期についてはですね、この議会終了いた

しまして予算ができましたならば、早々に取り組

んで調査をしたいと。なるだけ梅雨時期に入る前

までには調査を行なってしまいたいと。なるだけ

ノリ漁期の時期に近いうちでの状況変化を調査し

たいというところもございますので、４月早々に

は取りかかれればというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ありがとうございます。そういういろんな配慮

をしていただきたいと思います。 

 あと、続けてお願いします。 

 ２６ページの２８４番なんですけど、情報発信

事業の中で玉名温泉観光大使就任企画業務委託と

いうことで９３万９,０００円予算化されており

ますけど、これ、どういう人が就任されるのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 玉名温泉観光大使就任企画業務委託の９３万９,
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０００円でございますけども、これにつきまして

は、現在、温泉むすめ、玉名満美を活用したプロ

モーション事業を行なっております。九州内の温

泉むすめがいる自治体とのコラボレーション企画

ということで、今後ですね、雲仙市の伊乃里とい

う観光大使がございますけども、とのトーク

ショーやグッズを作製するということで、この観

光大使につきましては、玉名満美という、何てい

いますか、キャラクターがいますので、そのキャ

ラクターが温泉大使ということでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 私もちょっとそのキャラクターを、ちょっと勉

強不足であれなんですけど、そういう周知をです

ね、図っていただきたいと思いますけど、周知の

考えは、市民の方にどうやってされるんですか。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

 今、課長のほうからも申し上げたんですけども、

玉名満美っていうのは、まずもって全国の温泉地

でキャラクター化されてるキャラクターでござい

まして、九州でも熊本県には４体おります。その

熊本県の４体は、黒川温泉、内牧温泉、人吉温泉、

玉名温泉ということで、あくまでも民間のキャラ

クター会社さんがこのキャラクターをつくられま

して、せっかく玉名でつくっていただいてますか

ら、この玉名満美っていうキャラクターを我々は

使っていきたいということで、現在、ＪＲさんと

連携しまして、新玉名駅での校内放送であったり

とか、新玉名駅で副駅長に就任したりとかいうこ

とで、メディアのほうの露出を今行なっていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ありがとうございます。 

 あと１点だけ。ちょっと戻るんですけど、２５

ページなんですけど、２７５番ということで、マ

スコット管理事業ということで、マスコットの着

ぐるみの製作業務委託が８９万７,０００円上

がっておりますけど、例えばタマにゃんば何かリ

ニューアルしてどうかする予定なのか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 このマスコット着ぐるみ製作業務委託につきま

しては、タマにゃんのリニューアルといいますか、

これまでＰＲ出動回数も多く、損傷も激しいとい

うこともあってですね、前回は平成２９年度に製

作しているところですけども、６年ぶりに製作と

いう形で考えております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 外観か何か変わるんですか。一緒のままの新し

くするだけの考え方なんですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 タマにゃんにつきましてはですね、いろんなイ

ベント等について出動しているところですけども、

くまモンとも友達ということでございますので、

アクティブな形でまたリニューアルをしたいとい

うふうに考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それだったら、今まではどっちかというとタマ

にゃんはくまモンと比べて動きが悪かったという

ことがありますんで、動きもよくなるんですかね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 その点も含めた形でですね、さらにアクティブ

な形でリニューアルしていきたいというふうに考

えております。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。

分かりました。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 先ほど山下委員が聞いたところの２４ページの

２５０番のため池の改修基本設計なんですが、先

ほど設計箇所が１８か所ということで、そもそも

今ため池として認定してるというのは何か所です
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か。３００でしたっけ。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 ため池の数ですけども、市内に１０７か所あり

ます。そのうち重点ため池と呼ばれる部分につい

ては５７か所、そのうちの１８か所を今回、

ちょっと傷みがある部分が大きいというところの

判断を受けてますので、それについて行なうとい

うところです。 

 すいません、ちょっと訂正をお願いいたします。

今、１０７か所、全体であると言いましたけども、

１０６か所の間違いでした。すいません。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 たしかこれって２年ぐらいかけて県のほうの事

業で、たしか点検をずっとされてたものだと思う

んですけど、全て点検を終わってランク付けとい

うのが終わって、これから設計に入って、重点で

さらに改修をしなきゃいけないところを改修して

いきますよ、その前段として今回の設計が１８か

所ということなんですかね。全て点検は終わられ

たということですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 点検については、５７か所全てを終わっており

ます、重点のほうは。防災重点ため池の調査につ

いては。 

 失礼しました。劣化状況調査が令和３年から令

和４年までで終わっております。今、ため池のそ

の詳細調査、傷みがあると断定されたところの、

すみません、失礼しました、重点ため池の５７か

所のみをですね、令和４年から令和７年度まで行

なっている状況です。 

○委員（大野豊重君） すみません、何を行なっ

ているんですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） すみません、

ちょっと詳細については係長のほうから説明させ

ます。 

○農地整備課管理係長（本島博愛君） 農地整備、

本島です。 

 県のほうで劣化状況調査ていうことで、県内の

５７防災重点ため池を令和３年から令和４年にか

けて調査されております。 

 その後ですね、令和４年から令和７年にかけて、

ため池のですね、地震の耐性診断及び豪雨の耐性

診断を、令和４年から令和７年にかけてされおり

まして、その調査が１８か所終わっております。 

 １８か所終わった部分を今後、改修に向けた設

計に入っていくという形で、基本設計を来年行な

うような予定としております。 

○委員（大野豊重君） すいません、今、令和４

年から令和７年が地震だとか豪雨のための調査っ

ていうふうに伺ったんですが、間違いなかったで

すか。 

○農地整備課管理係長（本島博愛君） はい、間

違いありません。地震とか豪雨の耐性調査を令和

４年から令和７年に行なわれております。目視と

か、状況の確認の調査をですね、５７か所を令和

３年から令和４年で終わられてるというような形

になっております。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、今回のこの１８

か所というのは設計だと思うので、実際工事に着

手できる開始時期というのは令和７年からという

認識でよろしいでしょうか。 

○農地整備課管理係長（本島博愛君） 農地整備

課の本島です。 

 令和６年度にですね、基本設計を行ないまして、

令和７年度に実施設計を行なう予定としておりま

す。その後、令和８年度から改修工事に入る予定

としております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 じゃあ、工事、令和８年なんですけど、その前

までに、例えばこの重点ため池のところが今にも

崩れそうなところが例えば出てきたときには、補

正か何か上げてすぐに緊急工事をするっていう認

識でよろしかったでしょうか。 
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○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 劣化がひどくなって破損しそうというところで

あれば、破損しないと実際はできんとかもしれん

とですけども、それについては災害あたりでの対

応ができますので、対応可能だと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 これって、あくまでも地震だとか豪雨だとかそ

ういったもののものなんですかね。それとも、も

ともと国の方針で、たしかため池をしっかり保全

していきましょうという動きで、たしかこれ、ス

タートしたかと私は思ってるんですけど。だから、

地震とか豪雨以外にもいわゆる保全のためにやっ

ていくことが基本なのか、普通にただため池を管

理するためだけにやっていくものなのか。地震と

かそういうもの、災害、防災・減災のためにやる

のか、ため池をただ保全していくためだけにやっ

ていくのか。それはどっちなんですか。 

○農地整備課長（丸山隆一君） 農地整備課長の

丸山です。 

 基本的には、保全をしていく中での調査という

認識でおります。その中の項目といいましょうか、

見ていく中で、地震に対応できるだけの今状態な

のか、大雨に対する状態なのかというところの調

査も併せて行なっているところです。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） 審議の途中ですけ

ども、非常に大事な当初予算ですので、慎重に審

議していただきたいんですけど、まだたくさんあ

りますので、この予算を通すか通さないために必

要な質問ということで絞っていただきたいと思い

ます。どこは一般質問でするか、どこは今日する

かということで、その辺でまた選択して質問をお

願いいたします。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、別件で。 

 ２５ページの２７０番の台湾ビジネス交流に関

する予算なんですが、市内事業者との意見交換会、

そして、台湾イノベックスなんですが、これに関

してどういうふうな目標値を設定されてこの予算

を使用されるのか、そこのところをお願いします。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 今回の台湾ビジネス交流加速化業務につきまし

ては、新規事業という形でございますが、まずは

市内事業者の皆様との意見交換、これは官民連携

に基づく組織を設けまして意見交換を行なってい

きたいと思っております。 

 あとですね、今まさにＴＳＭＣという、台湾と

いうところのそういう流れがですね、県内もしく

は九州内に非常に沸き起こってる状態でございま

すので、そういったものの可能性も含めてですね、

進めていきたいというふうに考えております。例

えば市内事業者と台湾企業とのですね、人的交流

が生まれますとですね、例えば一般質問でも申し

上げましたけれども、新規事業の開拓ですとか、

それに伴う販路の拡大、それと、観光誘致、企業

誘致等の幅広い分野でですね、つながっていくも

のと考えておりますので、事業効果は無限大にあ

るものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。事業効果

が無限大ということですので、期待します。 

 続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） ２６ページの２８２番、

ｅスポーツの合宿で５００万円計上されてますけ

ども、これはずっと令和４年度からやられてて、

令和５年度もたしか２月の前半にやられてまして、

また今年、令和６年度も同じ内容なんですが、何

か目新しい仕掛けとかってあるんでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 このｅスポーツにつきましては、昨年から取り



 

 －34－ 

組んできた事業でございます。昨年は実証事業、

今年はまたさらにですね、合宿のほうも充実した

形でですね、個室を設けた形で取り組んできたと

ころです。 

 来年度につきましてはですね、いろんなゲーム

の種類もございますけども、今後、ｅスポーツが

国体の競技種目でもございますので、そういった

部分も考慮しながらですね、その内容充実を図っ

ていきたいというふうに考えております。 

○委員（大野豊重君） これまで、令和６年度ま

で含めると大体一千五、六百万円ぐらい投資する

ことになるんですが、その分がしっかり玉名市に

還元されるのか、将来的にも含めてですね、一、

二年じゃなくて、そういう可能性っていうのがあ

る中でこの事業というのは継続でされるという考

えでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 このｅスポーツ事業につきましては、全国の自

治体、いろんな自治体がですね、取り組んでいる

ところでございますけども、福祉目的でのｅス

ポーツで開催されてる自治体もございますし、県

内では美里町のほうでｅスポーツを通じたまちづ

くりを進められておりまして、高齢者の認知機能

の維持や向上、それから、山鹿市でもですね、福

祉の向上ということで高齢者向けのｅスポーツを

開催されてるところでございます。宇城市につき

ましては、スポーツ系の事業と。それから、あさ

ぎり町につきましては、体験イベントとして本年

度実施されてるということで、玉名市としてはで

すね、ｅスポーツを観光事業の一環ということで

位置づけて、温泉とｅスポーツを絡めたｅ－Ｓｐ

ａ ＴＡＭＡＮＡを今後も開催してですね、誘客

に努めてまいりたいと。誘客のほうでお金が落ち

る仕組み、それから、玉名市をもっと知ってもら

う仕組みづくりを進めてまいりたいというふうに

考えております。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。結果が、

要は玉名市で誘客、ｅスポーツで頑張ってるなと

いうのがまだまだ全然誰も知らない、実感ができ

てこないので、投資するんであればその結果を出

していく。それがいつになるのかなというのが、

投資していいのかどうかという判断材料になるん

でですね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 費用対効果の部分で考えますとですね、いろい

ろと具体的な数値についてはまだ、数値のほうは

出しておりませんけども、できるだけ着地型とい

うことでですね、玉名市に宿泊してもらうといっ

た形でですね、進めて、消費額向上のほうを努め

てまいりたいというふうに考えております。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 最後に１件。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（大野豊重君） 最後、１件なんですが、

これも伊藤課長のところだと思うんです。同じ２

６ページの２８８番の鍋松原海岸ですけども、こ

れは新規表記なんですけど、新規事業ではないで

すよね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 先ほども説明の中で申し上げましたけども、潮

湯の指定管理業務委託が２,０９０万円というこ

とで、あと、残りについてはですね、通常の管理

費という形で計上させていただいてるところでご

ざいます。詳細についてはですね、清掃整地業務

委託であったりですね、あと、松原海岸の樹木等

の維持管理業務委託のほうを入れております。そ

れから、排水設備等の維持管理と、あと、松原海

岸内の施設業務委託も計上してるところでござい

ます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 だから、これまでやってきた事業に何か新しい

新規事業としてはないということですよね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） はい、新規事業
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というところではですね、特にございません。施

設の管理費が主になってます。 

○委員（大野豊重君） 移管されたからですね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） そうですね。 

○委員（大野豊重君） はい、分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ２２ページの２１９番の郷○市の運営事業に２,

０００万円となってるんですけど、これって何か

そばに食堂があったけども、その食堂も含めての

改修事業費なんでしょうか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長、

前田です。 

 今回予算計上してる主なものとしては、中規模

改修、箱物の長期整備計画及び個別施設整備計画

に基づくものでして、対象となるのは農産物を販

売しているあの建屋で、委員がおっしゃった部分

については対象外になります。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 あの食堂ていうのは、今はあってないと思うん

ですけど、あれは使えるものなんでしょうか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 あそこはですね、用途的には食品加工になって

おりまして、コロナ禍でですね、ちょっと状況が

ひどくなったときにもうやめられたんですが、そ

れまではあそこは食堂でした、確かに。 

 その後ですね、食堂の食べ物提供はやめて、あ

そこで例えばこの前は巻きずしですね、ああいう

ものを作って、店頭に並べて販売されたりですね、

あとは、ジャムとかそういう加工品をですね、地

元の生産者の方で作られたり、そういう利用がな

されてますが、そういう状況で今使われてますが、

フルで稼働してるような状況じゃございません。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 じゃあ、今、郷○市のほうで出品されてるのは、

何軒が出品されてて、年間の総売上げというのは

どのくらいぐらいあるんでしょうか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 何品というのはちょっと。 

○委員（𠮷田真樹子さん） じゃあ、農家さんが

出されてるじゃないですか。何人の方が。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 まず、ここは、この直売所協議会が指定管理者

になってまして、この協議会を設立するときにた

しか天水の地元の女性グループ６団体ぐらいが１

つになって、いわゆる生産したものを持ち込んで、

そこで郷○市のほうで委託販売をされておりまし

て、品数というのはその時々で、季節折々で物が

変わってきまして、主にミカン、柑橘類であった

り、トマトとか、イチゴとか、あと、先ほど申し

上げた加工品であったりとか、そういうものが数

多く売られております。こちらについては収益の

部分を申し上げますと、指定管理を令和２年度に

導入しました。こちらが把握してる数字としては、

赤字の年は１年もございませんで、例えば令和２

年度から申し上げると、２６０万円、令和３年度

が１７８万円、令和４年度が２６４万円、今年度

２月末時点においても１９０万円とですね、玉名

市の農産物の情報発信施設としても機能しており

ます。 

 今、私が申し上げた単純な収益の部分があるん

ですが、実は、これは内部留保されずですね、委

託販売手数の料率を下げて、今申し上げた金額等

を、年度末あたりに全てその生産者に還元されて

いるような状況です。ただ、年度当初の当面の運

営費などの予備費的な部分だけを残してですね、

毎年健全な運営がなされているという状況でござ

います。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 
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 では、その工事期間というのは、いつからいつ

ぐらいになるんでしょうか。そして、その期間の

販売ていうのはどうされるんでしょうか。 

○農業政策課長（前田竜哉君） 農業政策課長の

前田です。 

 こちらは既に入札等を終えて、請負業者も決定

しております。 

 工期につきましては、４月１日から９月１３日

を予定しております。約５か月程度かかるわけで

すが、ここの時期についてもですね、指定管理者

側と市と協議をしまして、先ほど、季節折々で品

物が変わるというお話をしましたが、一番販売す

る物が手薄になるといいますか、その時期にです

ね、設定をしております。かつですね、ただ、営

業はやめるということじゃなくて、既に協議は進

んでおりますが、今、𠮷田委員がおっしゃった加

工所の隣の駐車場スペースにですね、約１６畳の

プレハブ店舗、仮設店舗を設置してですね、その

間、臨時的な営業をなされるということになって

おります。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） ありがとうございま

した。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに何かありま

すか。 

○委員（瀬崎 剛君） 瀬崎です。 

 ２５ページの２７０番で、商工部のイベント等

に対する支援ということがあると思うんですけれ

ども、ここには出てないけど、商店街のイベント

に対して１５０万円ぐらい事業費があるんじゃな

いかなと思うんですけれども、使い勝手がなかな

か。これ、私がまだ知らない間ですけど、３００

万円ぐらいの事業費がないと補助できませんよ。

できるのは、その３００万円で５０万円とかいう

ことが昔だったと思うんですけど、今、これは改

善されてるんですか。意見としてはですね、もう

ちょっと使いやすいようにしてくださいというこ

とが言われてたとは思うんですけど、今、どんな

感じでしょうか。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 瀬崎委員がおっしゃいました助成事業につきま

しては、商店街共同施設助成事業というようなこ

とで位置づけをさせていただいております。 

 今回、その事業につきましては、これも以前か

らですね、非常に制度設定から長い年月を要して

おるというところもありですね、非常に使い勝手

的なものも含めてですね、補助要件の見直しを今

年度から行なってきてるところではございますが、

まだそこの制度設定には至ってない状況でありま

す。 

 今後、その辺りの見直しも含めて、例えばもう

ちょっと使いやすいような制度にできないかとか、

そこら辺の検討も含めて、今、検討をしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（瀬崎 剛君） 瀬崎です。ありがとうご

ざいます。 

 イベント経費っていうところだけで見ると、今、

県の補助事業もあって、そちらのほうがすごい割

がいいということで、多分７５％ぐらいだったと

思うんですけど、なので、向こうを使われるとか

あるのかなとは思うんですけど、それにしても、

仮に２００万円の事業をやると５０万円手出しと

かですね、１００万円だと２５万円手出し。商店

街自体が前からすると軒数も当然、商店の数が

減っているので、同じイベントをやるにしても、

同じ額を負担するにしても１店の負担がですね、

非常に高くなってて、なかなか厳しいみたいなこ

とは言われてはいます。県のを使って、じゃあそ

のまま上乗せってなかなかできないのかもしれな

いですけども、イベントをやったところ、頑張っ

たところには商店街の、何ていったらいいのかな、

運営費じゃないですけど、何かちょっと行くよう

にしてもらったら、トータル的にはイベントの負

担がちょっと軽くなるかなと思うんですね。 
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 今年度やった花みち通りハロウィーンイベント

とか、昨年の玉高通りのところがやってたたま

フェスか何かも、あれも多分県の補助金を使って

いるんではないかなと思うんですけど、それでも

やっぱ、まあまあ大変みたいだったので、できた

らですね、そういうところでお手伝いできるよう

なもうちょっと柔軟な補助金等になればですね、

もっといいのかなと思いますんで、そこのところ、

もし考えられたらよろしくお願いいたします。 

 それともう１点、同じページ、２５ページの２

７２番、中心市街地活性化事業の市街地活性化の

取組のところで商店街の空き店舗のところの補助

なんですけれども、１００万円というのがあるん

ですけど、これ、そこでお店を出すときに出るお

金という感じでよかったんですかね、１００万円

が。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 この空き店舗対策補助につきましては、空き店

舗を活用されて改修等を行なわれる際への補助と

いうような立てつけでございます。 

 ただ、こちらの空き店舗対策補助につきまして

もですね、先ほどの共同施設の助成と同じく、も

うちょっと使い勝手がいいような形でですね、検

討を行なってるところでございます。 

 ここ数年の実績でございますけども、コロナ禍

も含めてですね、ちょっと実績があまりない、ほ

とんどないような状況でございますので、もっと

使い勝手のいいような設計といいますか、制度構

築に向けて検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（瀬崎 剛君） その件なんですけど、仮

に、多分空き店舗が空いててそこを使うんだった

ら改修費とかに出る。商店街にあっても家を借り

て新しくそこを改造するなら、それは出ないって

いうことかなとは思うんですけど、それと、商店

街でも、通りで商店街ってあるけど、１個、道、

下がったところにぽつんとお店があって、そこも

商店街に加盟されてる。そこがもし空き店舗に

なったとき、そこは出るは出るんですかね。商店

街に登録されてるお店の跡地であれば。 

○商工政策課長（神永和典君） 商工政策課の神

永でございます。 

 この補助制度の現状でございますけれども、商

店街、いわゆる通りに面する部分での空き店舗と

いう形の立てつけになってますので、通りから

入ったところっていうのが、ちょっと制度的には

ちょっと適用できないという、そういった課題も

ございますので、その辺も含めて検討をしてると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（瀬崎 剛君） ありがとうございます。 

 通り、後ろ入ったところでですね、隠れ家的に

食事するところとか、今、増えてきてるので、も

しそこにもですね、活用できるならもっといいか

なと思います。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに質疑ありま

すか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 ２５ページ、２６８番で、先ほどちょっと山下

委員のほうからニューノーマル時代の広域観光づ

くり業務委託と、もう１個、その下にも入り込み

客数２２０万人達成誘客事業業務委託、これは、

結局、１,２００万円と５００万円、業務委託を

されるわけですけれども、これ、結局、市民がど

ういう感覚でその業務委託をした後にどういうこ

とが展開されるというような、分かりますか、こ

のニューノーマルの広場づくりというか、ていう

のはどういうイメージですかね。その業務委託に

よってどういうことがされるのかな。とか、その

２２０万人を達成するために業務委託ていうのは、

どういう業務委託をされるわけですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 
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 玉名市入り込み客数２２０万人達成誘客事業業

務委託でございますけども、これにつきましては

令和４年度からですね、３か年実施する計画でお

りまして、この事業につきましては、コロナ禍で

打撃を受けた観光施設、観光業において、誘客を

柱にですね、本市をはじめ近隣市町のにぎわいと

活力を取り戻し、３年後の２０２４年に、２０１

８年当時ですね、２２０万人の入り込み客数を記

録してたわけですけども、その目標を達成するた

めにですね、計画、プランを策定して実行するも

のという業務委託になってます。 

 その内容としてはですね、１つに、バスツアー

を中心に実装客、これが１年間で目標６,０００

名を達成するという目標を掲げておりまして、２

つ目にマスメディアを利用し、玉名市の魅力を広

く発信するという内容、それから、３つ目に２,

５００万円以上の消費効果を目標という形にして

おります。 

 ちなみにですね、令和５年度の実績でございま

すけども、バスツアーを中心に実装客６,０００

名の目標に対して１万２,３５３名の実装があり

ました。 

 それから、マスメディアを利用して玉名市の魅

力を広く発信するということにつきましては、福

岡のＲＫＢ毎日放送を利用しまして日帰りバスツ

アーを紹介したところでございます。そのツアー

の紹介でございますけども、Ｙ・ＢＯＸのイチゴ

狩りであったり、蓮華院誕生寺、それから、きく

すいの里、岱明町のカレー専門店を紹介して、そ

のときの実質の視聴率が４.３％で、約１１万６,

１００世帯が視聴した換算になります。 

 それから、２,５００万円以上の消費効果とい

うことで、これにつきましてはツアー参加者のお

土産等の購入費であったり、Ｙ・ＢＯＸでのイチ

ゴ狩りでの実績であったり、ミカン狩り、それか

ら、お土産、プレゼント購入費であったりですね、

あと、昼食代、それから、宿泊費等を全部合計し

ますと２,５００万円以上の目標に対して経済効

果として５,４０２万４,９５０円ということで、

令和５年度の実績を上げているところでございま

す。 

○副委員長（松本憲二君） ニューノーマル。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） ニューノーマル

時代の観光地域づくり事業ということでございま

すけども、これにつきましてはリアルツアーの事

業費ということで、これは玉名市の観光協会に委

託をしておりまして、その観光協会が熊本県立大

学の学生とのコラボレーションでですね、いろい

ろと事業を行なってきてるというところでござい

ます。 

 すみません、もう１回、ニューノーマル時代の

事業につきましては、もう１回ちょっと説明をし

ます。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田です。 

 ニューノーマル時代の御説明をさせていただき

ます。 

 これは、もともと１市３町で構成してます玉名

圏域の定住自立圏事業の中の観光部会の事業でご

ざいまして、平成２９年から第１期が令和３年の

５年間終わりまして、今、第２期、令和４年から

第２期が始まっておりまして、１市３町の担当者

で話し合いながら観光プログラムをつくっていき

ましょうということで取り組んでる事業でござい

まして、圏域でＫＰＩ、いわゆる重要業績評価指

標というのを申し上げますと、令和３年がこの１

市３町の圏域で入り込み客数が２５０万人だった

のを、この第２期の５年が終了する令和８年まで

に３３０万人を目標にしましょうということで、

今現在、取り組んでおります。 

 その取組内容は、着地型プログラムということ

で、体験ものを中心にですね、旅行商品の造成を

行なって、なおかつコロナ禍のときはオンライン

ツアーを実施しまして、リアルに向けた動きを

ずっとやってたということになります。 

 以上です。 
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○副委員長（松本憲二君） じゃあ、そのまま続

けていいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと休憩しま

すね。 

 じゃあ、１０分休憩します。１５分に再開しま

す。今のがもし資料があれば、休憩時間に準備し

て配付していただけますか。 

 じゃあ、休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時０５分 休憩 

午後 ２時１４分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと待ってく

ださい。ごめんなさい、途中ですけど、この委員

会のは各常任委員会の委員長ですか、副委員長で

すか、議会報に何を載せるかは会議中にちゃんと

チェックするということは、皆さん、了承されて

ますね。はい、分かりました。よろしくお願いし

ます。 

○副委員長（松本憲二君） ２５ページの２７１

番で、玉名ブランド推進事業ということで、その

産地フェアの業務委託とか、販路拡大事業業務委

託っていうことであるんですけれども、これって

私が先月、２月９日、１０日で市長とトップセー

ルスに行ったときに、大阪のせんちゅうパルで

あったときに、玉名市の業者さんたちが何社かい

らっしゃってて、そこで販売会なんかがあってま

した。そこでですね、非常にたくさんの人が行列

をつくって買われてたんですけれども、結局、そ

こから先。そこでの販売だけじゃなくて、じゃあ、

結局、帰ってから。その２日間多分行なわれたと

思うんですよね、販売会が。それから後に、そこ

の店舗に対して、インターネットの注文であった

りとか、電話での追加注文であったりとか、こう

いうことをやったことに対して事業実績が上がっ

てる商店さんたちの推移が分かりますか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 ふるさと熊本・玉名フェアにつきましては、２

月の１０日、１１日で開催しているところでござ

いますけども、そのフェアの内容で申し上げます

と、玉名市になじみのあるお客様とか、熊本に対

する思い入れのある方とかですね、かなり多くの

お客様がいらっしゃったということで感じており

ます。 

 今、委員お尋ねのその後のどういった形でつな

がってるのかと、その後のインターネットとかで

の販売実績とかあるのかということでございます

けども、各店舗の追跡調査っていうのはちょっと

まだやっていなくてですね、今後、追跡調査を含

めてですね、確実に確認をしていきたいというふ

うに考えております。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 そこが一番大事なところに多分なると思うんで

すね。やっぱり追跡調査を、その出店していた

方々の店舗なりで売上げが伸びましたよていうこ

とが、結局この予算に全体につながってくると思

うんですよね。 

 年間に何か所か多分やられてるとは思うんです

けれども、もちろん売上げが全体的に、こういう

イベントをやっていただいたおかげで全体的に売

上げがずっと伸びてますよということであれば、

もっと予算をいっぱい取って、東京であったり名

古屋であったり北海道であったり、そういうとこ

ろでもこういう玉名のブランド品ということであ

りますよということで、それが地域経済の活性化

に多分つながっていくんで、そこの追跡調査を

しっかりやっていただいて、この予算にもっと

もっと反映させていただきたいなというふうに思

うんですけど、どうですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 
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 はい、今後ですね、玉名市の物産販売について

はですね、玉名ブランド物産協会とか、あと、玉

名市６次産業推奨品の事業者さんもいらっしゃい

ますし、たまララの納品事業者さんもいらっしゃ

います。そういった事業者さんを１つにした形で、

観光協会の傘下に物産販売部会というのを設けま

してですね、そういったところでの販路拡大とい

いますか、そういった部分をどんどん、どんどん

広げていきたいというふうに考えております。 

○副委員長（松本憲二君） 松本です。すいませ

ん。 

 もちろんですね、なかなか一番最初、顔が見え

ない。インターネットだけで、じゃあ商品を買っ

てみようかなと、なかなか思わんわけですね。し

たら、ああいう企画をしていただいて、そこで出

店会場で食味なりを試食なんかをされて、その商

店主さんの顔が見えて、品物が見えて、ああ、お

いしかったなっていったら、それが終わった後で

もずっと購入し続けていってもらえるようなリ

ピーターをずっとつくっていくような対策もしっ

かり取っていただきたいと思います。 

 いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○副委員長（松本憲二君） 今、ちょっと課長が

おっしゃったんですけど、この観光ほっとプラザ

たまララの指定管理業務委託が２６ページの２８

０番の中に１,５００万円ということであるんで

すけれども、今、先ほど、集客事業でバスのツ

アーの事業だったりで、非常に誘客数も増えてる

というような状況で、新型コロナウイルス感染症

も終わってですね、今後急激にＶ字回復をやっぱ

目指すということもあるんですけれども、やっぱ

りなかなか新幹線で今玉名市に結局来られてるっ

ていうのは少ないのかなと。通勤の方々が多いの

かなと。よく聞くのが、新玉名駅に降りてもタク

シーがいないとかていうような話も聞くんで、今、

バスでこれだけあってるんだったら、観光協会と

いうか、そういう玉名のいろんなお土産を買うに

しても、各個人個人のお店にはなかなかバスとい

うのは止められない状況で、ここは玉名市の観光

協会としては、どこか一時移転というか、そうい

うことも考えて、温泉街の足湯のそばとかに店舗

を移すだとかで、バスが止められて、玉名市の物

産品を買っていただくっていうようなのもしっか

り視野に入れて、観光ほっとプラザたまララって

いうのを生かしていくようなのにしなきゃいけな

いと、僕は思うんですけども、その辺はまだまだ

あそこの新玉名駅の下でずっとその業務を続けて

いかれるのかをちょっとお聞きしたいです。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課、伊

藤でございます。 

 現在、観光協会につきましては、組織改革委員

会というのを設けましてですね、観光協会の組織

改革に取り組んでるところでございます。 

 先ほど委員御指摘のとおりですね、あそこの観

光ほっとプラザたまララでございますけども、今、

物販機能という形で機能をしているところでござ

いますけども、今後、物産部会等を今後組織する

上でですね、そういった物販機能を持たせた形で

の施設運営といいますか、そういったことも含め

てですね、観光協会をどこに移転するのかとかで

すね、そういった部分の話も出てくるのかなとい

うふうに思います。 

○副委員長（松本憲二君） 観光、商店街、温泉

街だったりていうのは、この観光協会さんが一番

メインになってきますんで、その辺はしっかり対

策を取っていただいて、この玉名市の観光だった

り、産業だったりが、発展するような方向性を

しっかり見いだしていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。よろしゅうございますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 
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 ここで、執行部の入替わりをいたします。

ちょっと休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時２３分 休憩 

午後 ２時２８分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 次に、建設部及び企業局所管の議第４号令和５

年度玉名市一般会計補正予算（第９号）を議題と

いたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 これから審査いただきます議第４号令和５年度

玉名市一般会計補正予算（第９号）に係る建設部、

企業局所管の主なものの内容につきまして、御説

明いたします。 

 土木課からは、２つの事業について説明いたし

ます。 

 予算資料の１４ページをお願いいたします。 

 １０７番、道路メンテナンスサイクル事業、舗

装は、７１３万１,０００円の増額は委託料と工

事請負費で、委託料については路面調査業務委託

の入札残に伴う減額で、工事請負費については、

国の第１次補正予算により、来年度予定している

１路線、岱明玉名線の前倒しによる増額の差引き

によるものです。 

 なお、この事業の財源は、国の社会資本整備総

合交付金として５１％の補助率で交付されるもの

でございます。 

 続きまして、予算資料の１５ページをお願いい

たします。 

 １１０番、橋梁メンテナンスサイクル事業の４,

５１５万７,０００円の減額は、委託料と工事請

負費及び負担金で、委託料については、橋梁定期

点検業務委託の入札残に伴う減額と、工事請負費

については、令和５年度の当初予算において国費

内示額の減額による事業費の減額、負担金につい

ては、ＪＲとの協定に基づくＪＲ発注の足場工事

がＪＲの想定よりも低価格で完了したことに伴う

負担金の減額です。 

 なお、補助事業の財源は、国の道路メンテナン

ス事業費補助金として、５６.１％の補助率で交

付されるものでございます。 

 土木課からは以上でございます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 都市整備課からは、２つの事業について御説明

します。 

 予算説明書１５ページの１１５番と１１６番に

なりますが、関連がありますので併せて説明をい

たします。 

 新玉名駅周辺整備事業、今回２,６００万７,０

００円の減額と、１１６番、公共下水道事業会計

補助事業の１,９５０万５,０００円の減額は、主

な理由としまして、新玉名駅第２駐車場西側の優

先的に整備すべき範囲６.６７ヘクタールの一部

を先行して整備するよう準備をしていますが、令

和５年度中に事業を進めるための整備が整い、現

在、農振除外申請を行なわれ、決定待ちであり、

また、農地転用申請の準備を行なわれております。 

 場所は、以前から説明しています新玉名駅駐車

場西側で、北側の道を挟んで線路の高架部分まで

の三角地を含む範囲です。現在分かっている事業

内容は、開発されるのは３事業者、うち、アパー

トが２事業者の４棟３０世帯、宅地分譲が１事業

者で１２区画、開発面積は合計で６,０００平方

メートルとなっております。 

 この事業に合わせて、今年度、下水道工事の一

部を行なっております。できる範囲を今年度行な

い、それ以外、できなかった部分の減額や、また、

委託に関しましては、用途地域等の検討や交通推

計業務委託に関しましては、現在、様々な事業者

と具体的な協議を継続して行なっておりますが、

事業者との協議が遅延し、今年度の企業進出に至

らなかったための減額です。 
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 しかしながら、引き続き企業との協議を進めて

いることから、令和６年度予算に計上しておりま

す。 

 都市整備課からは以上です。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 営繕課からは２件説明いたします。 

 資料の１６ページをお願いします。予算書は４

９ページと５０ページです。 

 １１７番、公営住宅ストック総合改善事業の２,

１００万円の減額は、２つの市営団地の外壁等工

事請負費の入札残や実績見込み不用額を減額する

ものでございます。そのことに伴い、財源である

防災安全交付金が７５０万６,０００円の減額、

公営住宅事業債が１,３５０万円の減額となりま

す。 

 続きまして、１１８番、戸建て木造住宅耐震対

策支援事業の１,２４０万３,０００円の減額の主

なものは、耐震診断をはじめとする各種耐震対策

補助金の申請が、当初見込んでおりました事業費

の上限に達しなかったことに伴いまして、減額す

るものでございます。また、これに伴い、歳入の

防災安全交付金６２０万１,０００円も減額補正

をお願いします。 

 営繕課からは以上です。 

 以上で、建設部、企業局所管に係る議第４号令

和５年度玉名市一般会計補正予算の説明を終わり

ます。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第４号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２６ページ。ごめんなさい、勘違い。ごめんな

さい。取り消します。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。ほか

にございませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 予算書の１６ページね、公営住宅の１１７番、

これ、３件とも入札残という説明がありましたけ

れども、大体これ全部で４か所分かな。これ、３

つ書いてあるのは。トータルでどのくらいだった

つね、合計の。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課、平川です。 

 今年度行ないました団地が、南大門団地が２つ

の棟、そして、山田団地が同じく２つの棟でござ

います。 

 予算といたしまして、４件合計で６,５７０万

５,０００円組んでおりましたが、契約等で４,４

７０万４,４８５円となっておりまして、不用額

が２,１００万円となりました。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 以前からね、入札の結果が、今、市政だよりに

載ってくる中で、やはり低かつよね、落札率が。

大体７５％行くか行かんかぐらいよ。ほんで、完

全に参加者の自分とこで補われるような数字で落

札されよったいね。 

 こういったふうで、今年も２,１００万円ぐら

い予算が余る。大体時期的に発注するのは一緒で

しょう、恐らくね。これは、年内に償還は、入札

残でもう１つつくれる金額はあって思うとたいね。

これはやっぱやるわけにいかんとね。やっぱ入札

残は入札残で残して、翌年に予算計上して、また

新たな場所を工事すると。 

 ほんで、ずうっとこの計画されて、改修をする

方向で毎年行きよっじゃなかですか。前倒しちゅ

うか、今年だけじゃなくて、毎年こういう数字が

残ってきよるもんね。その辺はそういう形は取ら

れんとかな。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課、平川と申し

ます。 

 この事業につきましては、市の単費だけじゃな

くて、国の交付金が絡んでおりまして、毎年、こ

ことここの団地を修復しますというような計画を
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まず出しますので、予算が余ったからということ

で次の年度に繰り越すということはちょっと難し

い事業です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 そういったふうで、国からの交付金があって来

よん中で、やっぱり当初見積もるたいね。見積も

るときは１００％でプラスどしこか分からんけど

も、積算をしていく中で、やっぱ毎年こっだけの

数字が残ってきよる。恐らく大体２５％ぐらい残

りよっとじゃなかなかなというふうに思うとたい

ね。それは、やはり上のほうからの指示とか、そ

れはなかつね。その入札残を残しても全然構わん

とですか。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 そうですね、残して構わないというか、残って

もやむを得ないということですね。 

○委員（中尾嘉男君） いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（江田計司君） 江田ですけど。 

 １６ページのですね、１１８番ですかね。この

戸建て木造住宅の耐震診断が余っとっと。この内

訳ばよかですか。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 この事業の中身につきましては、まず耐震の改

修設計という事業がございます。これは、１軒分

の予算を確保しておりましたが、申込みはありま

せんでした。 

 次に、耐震の改修工事、これにつきましても１

軒予算計上しておりましたが、申込みはありませ

ん。 

 それと、総合支援、設計と改修工事、建て替え

工事を組み合わせたこの総合支援が９軒分予算を

確保しておりましたが、申請が２件ございまして、

７軒分が残りました。 

 次に、耐震診断、これは１６軒分予算確保して

おりましたが、４軒になっております。 

 あと、シェルターも１軒分あったんですけど、

こちらは申請がございませんでした。 

 あと、危険ブロックの除去、これにつきまして

は１０件分予算確保しておりましたが、全部で６

件で終わっております。 

 以上です。 

○委員（江田計司君） 江田ですけど。 

 結局、何というか、少なかったわけですよ、予

定よりも。 

○営繕課長（平川裕一君） そのとおりでござい

ます。 

○委員（江田計司君） 江田ですけど。 

 何かですね、そういう広報ですか、あれが

ちょっと足らん。みんな知らん人が多かったじゃ

なかろうかと思うんですね。だから、もうちょっ

とそういう周知をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １４ページの１０４番なんですけど、老朽空き

家等のですね、除却支援事業ということで３６６

万４,０００円の増額補正となっておりますけど、

実績はどういう状況で増額されたのかお伺いした

いと思います。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 令和５年度の老朽空き家の申請に関しまして、

申請件数が５５件、うち対象件数が４５件で、交

付実績としまして３４件の交付になっております

が、国のほうから追加の配分がありましたので、

その分を翌年度繰越予定だった１１件に対しまし

て交付できるというふうな話をしましたが、１２

月ぐらいの通知でしたので、それからの事業実施

が困難ということで繰越しで行なうというふうに

なっております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 大体当初の計画では何件だったんですかね。 
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○都市整備課長（中尾賢治君） 当初の計画では

３９件の予定でございました。３９件です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 結構件数も要望も多くてですね、いろいろある

と思いますけど、例えば、これ、補正なんですけ

ど、当初は増える考えでおられるんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 現在、空き家対策の計画によって除却すべき件

数を年間大体２５件というふうにして予算を計上

してますので、今後は２４件。 

 ただ、現在、過疎分ということで天水分を上乗

せしてますので、その４件分は多くなるというふ

うな感じにはなります。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、今、増加傾向にあるんで、しっか

りと予算組みをされてですね、対応していただき

たいと思います。 

 あと、よかですかね、続けて。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 あと、１１０番なんですけど、橋梁メンテナン

スサイクル事業の中で、先ほど説明の中では、工

事費、国の減額ということでされておりますけど、

これ、ちょっと括弧書きでですね、維持補修支出

と書いてあります。これ、ちょっとよく分からな

いんですけど、これ、事業されて、採択の中で維

持補修だけは支出したという捉え方、どういう捉

え方でよろしいんですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上でご

ざいます。 

 この部分につきましては、工事請負費という形

で、実際国の補助事業に予算要求しておりました

補助工事４本分のうち、約７３％程度の内示がご

ざいました。そこで、４本を今年度１本減らしま

して、３本分工事をいたしましたというところで

ございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その１本、なぜ内示で国から駄目だったのか。

何かあったんですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 国のこの内示率なんですけれども、令和３年度

から言いますと、令和３年度のほうでは９８％、

ほぼ要望どおりついておりますけれども、令和４

年度が７２％、令和５年度が７３％ということで、

なかなか思ったように内示がついてない状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その１本、内示ができなかった分に対しては、

また当初予算で国に対して上げていく考えなんで

すか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 おっしゃるとおりでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。大丈夫

です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 先ほどの１４ページの１０４番、老朽空き家の

除却についてなんですけど、これは予定の数より

ちっと補助に乗ったのが少なかったから、多かっ

たつかな、予定の数より。増額だけんですね。 

 それで、こういうことがあったっですよ、以前。

空き家ば解体した後にこぎゃんとんあっていうこ

とを知って、申請しようとしたら、もう空き家は

のうなってしもうて更地になっとるけん、写真の

添付とかそぎゃんとんできんけん、ちょっと申請

は難しかかなあて。 

 ですから、今、固定資産税の通知に空き家の管

理についての今度厳しくなるていうようなことが、

去年かおととしぐらいからずうっと入ってきよっ

ですけど、この除却についての補助制度もですね、

やっぱしっかり知らせていくべきかなという思い

があります。 
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 それと、いま一つは、除却に対しての交付金が

国、住宅ていうのは住宅どこからか、金融公庫か

どこか分からんですけど、補助金があっですよね。

申請が補助に該当せんような除却というか、そう

いうのもあっと思うんですけど、そぎゃんとにつ

いては、やっぱ、補助はつかんばってん、玉名市

単独の補助ばちったあつけてやるとか、そういう

ことも検討して、やっぱ危険空き家の除却を進め

るという方向が必要じゃなかつかなと思いますけ

ど、どぎゃん思いますか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 まず、初めにおっしゃいました周知の件なんで

すけど、令和４年度から固定資産税の納付書に空

き家に関して通知を入れてますけど、それに老朽

空き家の除却に関しても同じく入れております。

それで多分、ケースが増えたかと思います。 

 あと、老朽空き家の単独の補助ということです

けど、現在のところ、必要かという感じもします

が、今のところは検討はしておりません。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） やっぱどんどん空き家が

増えてくるけんですね、実際そういうこともしな

がら、やっぱきちんと空き家の除却というか、き

ちんと管理ば持ち主がすっとが基本じゃあっです

けど、行政がそぎゃんともお手伝いせんといかん

かなとは思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ほかになければ、

質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第８号令和５年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 補正予算資料、２６ページの上段になります。 

 議第８号令和５年度玉名市浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第３号）について御説明いたしま

す。 

 歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出そ

れぞれ１６９万８,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を４,３０２万２,０００円とするもの

でございます。 

 歳出の主な内容のみ御説明いたします。 

 ２番、公共浄化槽等整備推進事業、１４４万１,

０００円の減額でございますが、こちらは公共浄

化槽設置基数の確定に伴う事業費の減額でござい

ます。本年度の公共浄化槽の確定基数は１５基、

現在までの設置基数につきましては合計２４８基

でございます。 

 次に、下段になりますけれども、第２表地方債

補正。事業費の縮小に伴い、起債限度額を補正す

るものでございます。 

 以上、議第８号令和５年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計補正予算（第３号）の予算説明を終わ

ります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で説明は終わ

りました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第８号について質疑及び委員間討議はありま

せんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 この事業は、設置事業自体はもう終わったけん、

維持管理を今後続けていくということだったです

よね、たしか。で、維持管理も向こう１０年ぐら

いっていう話だったですかね。その後は皆さんに

譲渡すると。１０年間は玉名市がやっていくばっ

てん、あとは皆さんでしてくださいというような

お知らせというか、その辺は何かされよっとです

かね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 今、前田委

員が御質問いただきました公共浄化槽の件につき
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ましては、令和５年度で新規受付を終了し、それ

から１０年間は、維持管理については玉名市のほ

うで行ないます。 

 この１０年間といいますのは、国の補助金の関

係もありまして、譲渡期間を１０年間設けまして、

１０年後については各家庭の皆様方と、設置され

てる方々と譲渡契約を結びながら、維持管理もこ

ちらから移行するという形にしております。 

 そして、その周知につきましては、まだ今後で

すね、各、今御利用されてる方々に周知を図りな

がら、１０年、期間が近くなりましたらですね、

またその旨をお伝えするように計画してるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにはございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第８号については討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第８号令和５年度玉名市浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第３号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第９号令和５年度玉名市水道事業会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 補正予算資料、２７ページの上段でございます。 

 議第９号令和５年度玉名市水道事業会計補正予

算（第３号）について説明いたします。 

 収益的収入、１款水道事業収益、１項営業収益、

２目受託工事収益、８００万円の減額、こちらは

下水道工事に伴う移設補償金で、実績見込みによ

る減額でございます。 

 次に、１款水道事業収益、２項営業外収益、６

目雑収益の８０３万８,０００円の増額でござい

ます。こちらは、田崎配水池、一本松第２水源地

の落雷被害による共済費でございます。 

 次に、収益的支出、１款水道事業費用、１項営

業費用、４目減価償却費、４６３万９,０００円

の増額、こちらのほうは決算見込みによる減価償

却費の調整でございます。 

 以上、議第９号令和５年度玉名市水道事業会計

補正予算（第３号）の予算説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明を終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第９号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第９号については討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第９号令和５年度玉名市水道事業会計補正予

算（第３号）については、全員一致をもって可決

することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１０号令和５年度玉名市公共下水道

事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。 
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 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 同じく補正予算資料の２７ページ、中段でござ

います。 

 議第１０号令和５年度玉名市公共下水道事業会

計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

 収益的収入、１款公共下水道事業収益、１項営

業収益、３目受託工事収益２,０００万円の減額、

こちらは新玉名池周辺整備の実績見込みに伴う事

業収入の減額でございます。 

 次に、収益的支出、１款公共下水道事業費用、

１項営業費用、３目処理場費１,０８０万５,００

０円の減額は、長洲町終末処理場維持管理負担金

の決算見込みに伴う調整でございます。 

 同じく、４目受託工事費２,０００万円の減額

は、新玉名駅周辺整備の実績見込みに伴う事業費

の減額でございます。 

 次に、資本的収入、１款資本的収入、１項企業

債、１目建設改良債１億６,７８０万円の減額は、

事業実績に伴う起債借入れの減額でございます。 

 次に、２項補助金、１目国庫補助金７,５８５

万円の減額は、同じく事業実績に伴う国庫補助金

の減額でございます。 

 次に、予算資料の２８ページをお願いいたしま

す。 

 資本的支出、１款資本的支出、１項建設改良費、

１目施設建設費２億６,３２６万７,０００の減額

は、管路の更新等事業の実績見込みに伴う減額で

ございます。 

 次に、地方債補正、１億６,７８０万円の減額

補正でございますが、こちらは事業実績の見込み

により、起債の限度額を補正するものでございま

す。 

 以上、議第１０号令和５年度玉名市公共下水道

事業会計補正予算（第３号）の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１０号について質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ないようですので、

これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１０号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１０号令和５年度玉名市公共下水道事業会

計補正予算（第３号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありせんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１１令和５年度玉名市農業集落排水

事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料の２８ページ、中段になります。 

 議第１１号令和５年度玉名市農業集落排水事業

会計補正予算（第２号）について御説明いたしま

す。 

 収益的支出、１款農業集落排水事業費用、１項

営業費用、８目減価償却費３４万６,０００円の

増額、こちらは減価償却費の決定に伴うものでご

ざいます。 

 次に、同じく、９目資産減耗費７９万３,００

０円の増額は、外平真空ステーション、大園真空

ステーションの改築工事に伴う固定資産の除却で

ございます。 

 次に、下段の資本的収入、１款資本的収入、２

項分担金、１目分担金１３６万円の減額は、実績

見込みに伴う減額でございます。 
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 以上、議第１１号令和５年度玉名市農業集落排

水事業会計補正予算（第２号）の説明を終わりま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１１号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 一番最後の資本的収入たいね。これで１３６万

円か、実績見込みによる減額てしてあるけども、

こは何かね。どういうことかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 こちらの農業集落排水分担金でございますけど

も、こちらにつきましては、農業集落排水分担金

といいまして、受益者負担金、接続されたところ

に対しまして８万円の分担金を徴収しております

けれども、その分につきまして実績、当初予算に

対して少なかったということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 加入者が少なかったちゅうことね。そうね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） そういうこ

とでございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これにて質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１１号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１１号令和５年度玉名市農業集落排水事業

会計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありせんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、建設部及び企業局所管の議第１２号令和

６年度玉名市一般会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 これから審査いただきます議第１２号令和６年

度玉名市一般会計予算の建設部、企業局所管の主

なものの内容につきまして、御説明いたします。 

 土木課からは、４つの事業について説明いたし

ます。 

 当初予算資料の２７ページをお願いいたします。 

 ２９４番、道路インフラ管理推進事業の２億６

８７万１,０００円は委託料で、道路台帳修正業

務委託と、道路台帳デジタル化業務委託でありま

す。このうち道路台帳デジタル化業務委託につい

ては、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、

道路台帳の電子化を行なうものでございます。 

 玉名市の市道路線数は１,５２８路線あり、総

延長は約８５０キロにも及ぶため、紙媒体の道路

台帳は作成し、毎年、修正、更新は行なっている

ものの、電子化については多くの予算を要するた

め、実現できていない状況でした。そこで、活用

できる補助事業を模索し、その中でデジタル田園

都市交付金の活用を考えました。この交付金は、

デジタルを活用した意欲ある地域による自主的な

取組を応援し、デジタル田園都市国家構想を推進

するため、デジタルを活用した地域の課題解決や

魅力向上の実現に向けた地方公共団体の取組を交

付金により支援するものでございます。現在、国

や県、関係各課との協議を行なった上で、国に対

し申請を行なっているところでございます。 

 道路台帳の電子化を行なうことにより、道路幅

員や路線種別などの情報をホームページ上で公開

型ＧＩＳを用いて公開することにより、来庁する

手間や窓口閲覧の時間短縮など、住民負担を軽減
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し、住民サービスの向上を図るものでございます。 

 なお、この事業の財源は、デジタル田園都市交

付金として５０％の補助率で交付され、道路台帳

の整備を行なうものでございます。 

 続きまして、２９５番、道路維持事業の２億６,

５３８万５,０００円は、主なものとして修繕料

と委託料で、修繕料については、各校区からの要

望に対する軽微な工事に伴う修繕料です。修繕の

種類としましては、道路陥没などの路面補修、白

線やガードレールなどの安全施設補修、側溝など

の排水施設補修、街路灯などの道路附帯構造物の

補修などがございます。 

 委託料については、主なものとして、まず、市

道除草業務委託で、市道の中で特に車両の通行が

多い道路の路肩を除草する業務で、菊池川堤防道

路の除草など、１１業務を予定しております。 

 なお、除草回数につきましては、路線にもより

ますが、堤防道路など通行が多いところで４回切

り、少ないところで２回切りを実施しております。 

 次に、維持修繕包括業務委託で、これは、土木

課が管理する市道や里道等において、路面補修や

除草など複数の業務を包括化して民間事業者へ委

託するものであり、令和６年度は、青木小岱線、

玉名天水線、オレンジロードなどの路線で実施予

定であります。 

 この業務のメリットとしましては、事務処理の

簡素化はもとより、地元に精通している事業者へ

委託することにより、早急な現場対応や予防安全、

減災対策などに寄与できることでございます。 

 次に、２９６番、道路メンテナンスサイクル事

業の２億１,０１３万１,０００円は、主なものと

して委託料と工事請負費で、委託料については、

路面調査業務委託で、これは、交付金を活用して

舗装工事を行なう条件として、路面性状調査車な

どを用いて舗装のひび割れやわだち掘れ、平たん

性などを調査し、そのデータを解析した上で、道

路の現状を把握するものでございます。令和６年

度につきましては、約２０キロメートルを予定し

ております。 

 工事請負費については、交付金を活用した補助

事業では、岱明玉名線舗装工事ほか、舗装工事を

６路線予定しており、単独事業では、舗装工事１

６路線、側溝工事６路線、区画線工事１路線を予

定しており、補助事業と単独事業合わせて２９路

線の工事を令和６年度で予定しております。この

うち３工事につきましては、令和５年１２月議会

において債務負担行為の御承認をいただいており

ますので、既に入札の手続を行なっております。

また、合計２９路線のうち天水地区の舗装工事３

路線については、過疎債を活用し、整備を行なう

予定でございます。 

 なお、この事業の財源は、補助事業で、社会資

本整備総合交付金として５１％の補助率で交付さ

れ、整備を行なうものでございます。 

 次に、２９７番、道路新設改良事業の１億８,

７７０万円は、主なものとして委託料と工事請負

費で、委託料については、測量設計業務委託で、

６路線の道路拡幅に伴う業務委託となります。こ

の６路線のうち天水地区の２路線については、過

疎債を活用し、業務委託を行なう予定でございま

す。 

 工事請負費については、道路改良工事で、１５

路線の改良工事を予定をしております。この１５

路線のうち天水地区の２路線については、過疎債

を活用し、整備を行なう予定でございます。 

 なお、天水地区以外の事業の財源は、道路橋梁

整備事業債を活用し、整備を行なうものでござい

ます。 

 土木課からは以上でございます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課長の

中尾です。 

 当課からは、３つの事業について説明をさせて

いただきます。 

 それでは、予算資料の同じく２７ページをお願

いします。 

 予算書、３０７番、都市計画法等に基づく事務
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事業６,１４５万５,０００円の主な内容は、３Ｄ

都市モデル整備に要する経費で、都市計画基本図

及び３Ｄ都市モデルの整備更新事業４,５００万

円、メタバース実証実験事業業務委託１,０００

万円になります。 

 近年、激甚化する災害が頻発する中で、災害に

強く、持続可能な都市づくりを目的に、都市の可

視化を進めるべく、３Ｄ都市モデルのデータ整備、

オープン化を実施してきたもので、立地適正化計

画に位置づけた防災指針に基づき、地域における

避難誘導の高度化及び地域の防災意識の向上を目

的とするユースケースの開発を行なっております。 

 引き続き令和６年度も、国の補助事業を活用し、

都市計画基本図の更新と、今年度実施した高瀬裏

川地区を活用したメタバース実証実験を行ないま

す。 

 なお、この事業の財源は、国の都市空間情報デ

ジタル構築支援事業補助金として２分の１に相当

する３,０５０万円を交付されるものです。 

 説明書の２８ページをお願いします。 

 ３１０番、新玉名駅周辺整備事業１億２３８万

４,０００円は、新玉名駅周辺の整備及び商業施

設等の立地促進に要する経費で、用途地域等検討

業務委託と交通推計業務委託は、１万平方メート

ル以上の大型商業施設を要望する事業者に対応す

るための予算です。 

 事業者が決定し、正式な協定後に予算計上と

いった流れでは、手続に数か月間の遅れが出るた

め、事業者が求めるスピード感に対応することが

重要と考えています。また、事前に予算計上して

おくことで、インフラや各種手続を行政が確実に

行なうことを事業者に示すことができるため、円

滑な事業者協議にもつながると考えております。 

 また、中牟田線道路改良工事は、第２駐車場の

西側部分の南北につながる道路の一部を舗装する

ものと、南側の排水の整備に係る費用です。ア

パートの完成予定が令和７年１月ですので、それ

に間に合うよう準備を進めております。 

 ３１２番、まちなかにぎわい再生事業５,９４

１万１,０００円の主な内容は、にぎわいのまち

づくり地域交流活性化事業業務委託１,４７８万

７,０００円で、これは官民連携によるまちづく

りを円滑に進めるため、本市の魅力を積極的に情

報発信するなど、まちづくりの機運の醸成を図り、

市中心部の公共空間を利用した社会実験やイベン

ト、まちづくりセミナーやワークショップを実施

します。また、イベントのＰＲや記録用の動画撮

影を行ない、まちなかの魅力を情報発信するもの

です。 

 次のまちなか未来グランドデザイン策定業務委

託１,０００万円は、全体構想検討を行なう上で、

市民ワークショップ等を、本年度、職員で作成予

定のまちなかグランドデザイン行政案を参考に検

討し、官民の多様な人材が集結するまちなか未来

デザイン協議会において新玉名駅、在来線玉名駅、

旧庁舎跡地、各商店街や温泉街など、都市機能が

集積する中心市街地一帯のエリアの価値を高める

ため、各拠点が連携共鳴するような約２０年後の

長期的な将来像を描いた全体構想、まちなかグラ

ンドデザインを策定する費用です。 

 なお、この事業の財源は、官民連携都市再生推

進事業費補助金や県補助の地域づくり夢チャレン

ジ推進補助金など３,６６５万円、交付されるも

のです。 

 都市整備からは以上です。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課課長の平川で

す。 

 営繕課からは、２つの事業を御説明いたします。 

 資料の２８ページをお願いします。予算書は２

０９ページです。 

 ３２０番、市営住宅施設管理業務の８,７４１

万８,０００円は、建物等の修繕、附帯設備のメ

ンテナンス、敷地内の整備等、市営住宅施設の維

持、管理、修繕に要する費用です。 

 このうち主なものは、市営住宅維持管理業務委

託料８,４６８万円で、市営住宅を快適な環境で
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利用していただくための主に日常営繕業務等に係

る委託料でございます。今回、前年度より、今年

度になりますが、今年度よりも３１２万２,００

０円の増をお願いします。増額の理由といたしま

して、日常修繕の人件費あるいは材料費の上昇を

見込んでおります。 

 また、１つの団地で３年に１回の浄水器保守点

検に伴う部品交換を実施予定です。 

 また、共用灯のＬＥＤ化、これにつきましては、

２０２７年度までに蛍光ランプの製造、それと輸

入が中止されるということですので、これまで以

上にスピード感を持って交換をする必要がござい

ます。 

 同じく２８ページ、一番下をお願いします。予

算書は２１２ページです。 

 ３２５番、公営住宅ストック総合改善事業の４,

９４９万円は、老朽化した２つの団地の令和６年

度躯体補修事業費でございます。 

 この事業は、玉名市公営住宅等長寿命化計画に

基づき、令和３年度から令和７年度の５年度間で、

２つの団地、計１６棟を外壁補修等で長寿命化を

図ることとしております。 

 営繕課からは以上です。 

 以上で建設部、企業局所管に係る議第１２号令

和６年度玉名市一般会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１２号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２６ページの２９２番、２９３番、これ、両方

にまとめてちょっとお尋ねいたします。 

 令和５年度は、どちらも使われなかったという

ことではあるんですけれども、これ、土砂災害危

険住宅移転促進事業として６００万円、１軒当た

り３００万円というふうに書いてあったんですが、

その下のほうのがけ地近接等危険住宅移転事業で

９７万５,０００円とありました。 

 それで、県のほうのホームページ見てみたとこ

ろですね、土砂災害危険住宅移転が３００万円補

助します。そして、がけ地近接等危険住宅移転事

業と併用できる場合は、最高１,１００万円とな

りますと書いてありまして、それでちょっと調べ

ましたところ、がけ地近接等危険住宅移転事業に

ついて、この９７万５,０００円は除却等の費用

ということで出ておりまして、建物助成費という

のはまた別にあるんですよね。その辺が玉名市の

場合はここに書いてないので、それは一体どうし

てでしょうかということで伺います。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上でご

ざいます。 

 委員おっしゃいますように、がけ地近接等危険

住宅移転事業の９７万５,０００円は、建築制限

区域内に制定前から居住されている方が安全な区

域へ移転する際の除却費の一部を補助するもので

ございます。 

 今、委員がおっしゃいましたように、その除却

費の一部しか当初予算には上げておりませんけれ

ども、ここ二、三年の状況といたしまして、正直

申し上げまして１件も申請がない状況でございま

す。県とも協議を行なった結果ですね、県のほう

も予算措置をしておりまして、１件もなかった場

合、最終的に全額お返しするという形になると、

そちらのほうとしてもなかなかちょっと都合が悪

い部分もあるということで、まずはこの除却費の

一部を補助する補助金だけを予算計上しておりま

して、委員おっしゃいますように、もし併せての

申請があった場合は補正にて対応するということ

にしております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 分かりました。補正にて対応できるということ

で。 

 ただ、この危険住宅なんですよ。玉名市内、こ

の該当する場所、いっぱいあると思うんですよね。
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せっかくだから利用していただきたいとは思うん

ですけれども、利用されない様々な理由はあるん

ですが、もしかしたら知らないのではないかとか

というふうにも思うんですけども、その辺はいか

がでしょうか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 我々としましても、皆さんに周知徹底するため

に、毎年、広報たまなへの掲載を行なっておりま

して、周知徹底を図っているところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 分かりました。 

 私もちょっと知っている人おりましたら話をし

ていきたいと思います。 

 あと１点、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ２９ページの３２８番で

す。危険ブロック塀等安全確保支援事業というの

があります。この支援事業、これも先ほどちょっ

と言いました、周知されてるだろうかと思ったり

もするんですけれども、この間、熊本地震以降、

やはりまだかなり危険なブロック塀が私の周りに

もあります。その辺の申請状況とかは、昨年はど

んな具合だったか、ちょっと教えてください。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 実績につきましては、今年度でよろしいでしょ

うか。 

○委員（山下桂造君） 今年度です。 

○営繕課長（平川裕一君） １月末現在で６件、

補助金支出しております。 

 周知につきましては、広報たまなで周知するこ

とが主になっとります。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 分かりました。この辺もちょっと私も知ってる

人に言っていこうと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２７ページの２９４番、道路台帳デジタル化の

件についてなんですが、これ自体が予算額見ると

一般財源が１億円ぐらいで、単一の事業費として

は多分かなりのトップクラスだと思うんですね。 

 これの運用開始っていつぐらいになりますか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 令和６年度での１年間で台帳の電子化を考えて

おりますので、運用開始は令和７年度からの運用

を予定しております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

 続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ２７ページの３０８番、

玉名駅の南北の駐車場に係る経費なんですが、放

置自転車が結構あるかと思うんですね。特にこれ

からの時期、３月から増えてくると思うんですけ

ど、これらの処分費とかそういうのもこの中に経

費として計上されてるんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 放置自転車の処分費については、大体毎年年末

に業者による入札をしますけど、私が知る限り、

支出をしたことはなく、業者から少しですけどお

金をもらうという形を取っておりますので、計上

しておりません。 

○委員（大野豊重君） 鉄くずとして売るってこ

とですね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） そうです。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） であれば、プラスなんで

いいです。 

 もう１件、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） ２８ページの３１２番の

中のグランドデザインの件なんですが、先ほどの
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説明の中では、１０年後、２０年後のビジョンを

示していくためのものだということでありました

けども、そもそもこのグランドデザインで、先ほ

ど言われた新玉名駅前だとか駅通りだとか商店街

だとか、この辺りをどういうふうにするんだとい

う、することを令和６年度で示すということをこ

れまで言われてきましたけども、この辺りの成果

物を何にして、どういうスケジュールでいくのか、

この令和６年度。そのための予算だと思うんで、

その辺りをちょっともう少し詳しく。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 令和６年度に関しては、先ほど申しましたまち

なか未来デザイン協議会というのを発足いたしま

して、大体協議会みたいな意味合いなんですけど、

これと、その下のまちなかの未来を担う人たちの

集まりの中でワークショップをしてもらったり、

そういったことを行なってもらう予定でおります。 

 そういった検討を大体３回ほど行ないまして、

令和６年度末でグランドデザインを策定する予定、

大体そういった感じになっております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 令和６年度末で、いわゆる成果物が何か出てく

る。何かしらのドキュメントが出てくる。その中

に具体的にここのエリアはこういうふうにします

よっていうような具体的な中身が書かれている。

それが成果物という認識でよろしいでしょうか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 イメージしやすいように、一応、今年度、職員

版のグランドデザインを作成しておりますけど、

その成果物を今現状つくっておる段階で、今議会

最終日の全員協議会で、一応議員さんに説明しよ

うかという予定でおりますので、それを見てもら

えば大分分かりやすいのかなと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 ２点ほどお尋ねいたします。 

 まず１点は、ちょっと建設部長にお尋ねいたし

ます。 

 平成６年度の予算額を示してありますけれども、

工事に対して、先ほどの説明では結構な数字が実

施をされようとしておりますけれども、この要望

書に関して、令和６年の予算、どのくらい解決す

るのか。 

 まず、今回の工事については、要望書に対して

何年度ぐらいの前のやつが入ってきとるのか。

ちょっと分かれば。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、今から１

０分休憩いたします。４０分から開始いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時３０分 休憩 

午後 ３時４０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 先ほどの答弁をお

願いします。 

○建設部長（田代史典君） 建設部長の田代です。 

 先ほどの中尾委員の御質問なんですけれども、

新設改良費、道路改良とか排水路工事、そういっ

た要望の内容について答弁させていただいてよう

ございますか。 

 今調べている状況では、平成２８年度からです

ね、令和５年度、これが道路改良の要望なんです

けれども、約６４件要望がございます。そのうち

ですね、対応中が４０件と未対応が２４件で、割

合的には６３％なんですけれども、今年度、令和

６年度予算についてはですね、まだ令和４年度と

令和５年度の要望は対応はできない。令和３年度

から以前のやつを対応することになります。まだ

令和４年、令和５年というとは、直近でですね、

まだそこまで対応ができていないという状況でご

ざいますので。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 はい、分かりました。予算があればですね、最
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近の要望まで一遍に行くけども、なかなか予算に

伴うて工事をしていかなんから大変じゃあるかな

というふうに思いますけれども、市民の皆さんの

困っとる要望だから、極力早めに進めてもらいた

いなというふうに思います。 

 それとですね、もう１点よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） ２９ページのですね、３

３０番と３３１番、これは恐らく一本松団地と大

倉団地の解体が令和６年度から始まっていくとか

なというふうに思いますけれども、ちょっとこの

辺の説明をお願いしていいですか。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 今回計上しております、まず３３０番、一本松

団地の解体設計業務委託８５０万円につきまして

は、この一本松団地が１つの種類ではございませ

んで、全部で３４棟ございますけども、建設年数、

あるいは階数、それと、床面積の違いで１４種類

に分類することになります。その１種類ずつを解

体設計するということですので、この８５０万円

という金額で計上しております。 

 また、３３１番、大倉団地につきましては、全

部で５９棟ございますけども、同じく１２種類に

分類しまして、それを１つずつ解体設計をすると

いうことになります。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 今回、当初は設計をやって、その種類が豊富に

あるごたるけんですね、それを１つ１つ積算をさ

れていきますけれども、大体工事、解体に入るの

は、どのくらいの感覚ですか。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 ただいま両団地の入居率が４５％から、まだ５

０％ぐらいございますので。 

○委員（中尾嘉男君） まだ半分ぐらい。 

○営繕課長（平川裕一君） 計画上は令和７年度

に解体をしたいとは考えておるんですけど、その

移転状況でちょっと後にずれるかなという見通し

はしております。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 ここで聞く何じゃないけどとは思いますけれど

も、計画をされて、解体をされて、解体が二、三

年ぐらいかかるかなと思います。今、半分ぐらい

住まれておりますからですね。まず、その人たち

をどこに移転をするのかということになりますけ

れども、更地になって、みんな解体をしてしもう

て、また団地の計画、何か大倉はあっとでしょう、

団地の計画が、新しく建つのが。その辺がちょっ

と分かる範囲内でいいですよ。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 大倉団地につきましては、解体後はその活用を

それから考えまして、どういうふうに活用するか

を考えます。新たに市営住宅を建てるということ

はございません。 

 一本松団地につきましては、建て替えになりま

すので、棟が集約化されるということになります。 

○委員（中尾嘉男君） 分かりました。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 今のにちょっと関連してなんですけれども、一

本松団地、独居老人の方とかも当然入居なさって

らっしゃるんですけど、やっぱり退居の話が出て、

来年１月ぐらいには出ていってくださいみたいな

話もちょっとお聞きしてるんですけど、すごく不

安に感じてらっしゃるんですね。やっぱ高齢者に

なると、簡単に民営のアパートなんかに行けるか

というと行けないし、代わりの何か市営住宅があ

るのかて。何かその辺も全然説明もないと。ただ、

１年後ぐらいまでをめどに出ていってくれみたい

な話が先行してるようなので、ちょっとその辺、

ちょっと丁寧にきちっと説明をされてるのかどう

か、ちょっとお願いします。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 説明会につきましては、３年ほど前に１回開い

ておりますけど、それ以降、開かれておりません。 
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 １２月の一般質問でも部長のほうから答弁あり

ましたように、近いうちに説明会を開催して、丁

寧に入居者の方に説明をするということで、今の

ところ準備中です。 

 出ていってくれと入居者の方は受け取られたか

もしれませんけど、こちらといたしましては、そ

んな強い退室を促してるような状況ではございま

せんで、転居を御検討くださいと。無理強いは、

今のところしておりません。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 そうですね、ただ、退居となるとやっぱり住

宅っていうのはやっぱり生きていく上ですごく大

事な部分でもありますから、やはりその部分で不

安を感じないようにですね、今後、きちっとした

説明会も開いてくださるということなので、その

ようにお伝えしとっても全然問題ございませんで

しょうか。 

○営繕課長（平川裕一君） 営繕課の平川です。 

 はい、そのようにお伝えいただいて大丈夫です。 

○委員（德村登志郎君） 以上です。ありがとう

ございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ２７ページの３０７番のところなんですけど、

この３Ｄ都市モデルのところの業務委託なんです

けど、今、つくってあるじゃないですか。それを

更新するのにこの４,５００万円かかるんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 委員おっしゃるとおりなんですけど、実はもっ

と変わりまして、今年度前倒しで国の補助金が来

たことによって、その分でも２,５００万円ほど

計上しておりますので、実際はもっとかかるとい

うことではありますけど、更新だけで。更新とい

うか、都市計画基本図の更新ですので、３Ｄモデ

ルの更新に関しては１,１００万円ということに

なります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 基本図って毎年かかるんですか、そういう更新

するのに。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 基本図の更新はおおむね大体５年に１回行なっ

ております。大体タイミング的には、航空写真を

撮ったときに合わせて行なうということが、大体

基本になっております。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 と、もう１個、メタバースのやつは、その地区

を新たに広げるということですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 メタバースに関しましては、今年行なった高瀬

裏川地区のところを活用して、対岸も含めたとこ

ろ。なぜ対岸を含めるかというと、一応花火のと

ころを見せたりとかいうことをしたいので、範囲

に関しては大橋の上流側というイメージになりま

す。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、防災の災害のほうだけじゃなくて、ほ

かのも含めた上でということですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 そうです。防災は防災で行ないますけど、防災

以外でそういったメタバースを活用して、まちな

かに見てもらったりとか、それから、ふるさと納

税のサイトにリンクしたりとか、そういった感じ

をやっていこうかなとは思ってます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 もう１点いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 
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○委員（北本将幸君） 予算書のほうで２０３

ページなんですけど、これ、一番下の都市交通戦

略実施計画の３,３３０万円ってあるじゃないで

すか。この玉名駅周辺整備。これ、何を検討され

るんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 これに関してはですね、一般質問でも松本議員

のでお答えしましたけど、玉名駅の南北道路の検

討、簡単に言うとそういう感じになります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 それが必要かどうか、造れるかどうかというの

の交通量的なところを調査するということですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 ざくっと言うとそのとおりでございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） はい。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 私のほうは、２７ページのですね、さっき大野

委員からあったですけど、２９４番で道路インフ

ラ管理推進事業の中の先ほどありました道路台帳

デジタル化業務委託１億９,９６０万６,０００円

ということで予算化されておりますけど、先ほど

の説明の中ではもちろん１,５２８路線、８５キ

ロぐらいある中の今後デジタル化に向けての調査

をどのようにされるのか、まずはお伺いしたいと

思います。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 まず、今現在の道路台帳の現状について、

ちょっと前段として御説明いたします。 

 現在の道路台帳の状況としましては、１市３町

合併前の台帳を更新しながら紙媒体で使用してい

るもので、精度が悪く、一部現況とのずれが発生

している状況でございます。電子化されていない

ために、まず、パソコン上での利用ができない。

他のＧＩＳシステムとの重ね合わせなども現在は

できない状況です。さらに、更新ごとに道路平面

図と道路網図を製本しなければならないことから、

製本費用だけでもかなりの費用がかかっている状

況でありまして、地方交付税検査の際にも交付税

検査を実施する熊本県より道路台帳の電子化を推

奨されておりました。 

 そこで、このデジタル田園都市国家構想交付金

を活用して整備を行なうこととしたわけでござい

ますけれども、そのメリットとしましては、先ほ

どの説明と一部重複いたしますけれども、平面図

の精度が上がり、現況とのずれがなくなり、高精

度な道路台帳となります。このことによって、

ホームページ上で道路台帳を一般公開することが

できるようになり、市民の皆様などの来庁する手

間や窓口閲覧の時間短縮につながります。 

 他のＧＩＳシステムとの重ね合わせもできるよ

うになりますので、他の課の事業等での活用も考

えられるところでございます。具体的には、先ほ

ど質問がありました３Ｄ都市モデルの更新などに

ついてもですね、この道路部分については活用が

できるようになるんじゃなかろうかと思われます。 

 あとは、建築確認や開発行為など、そういうと

きにはどうしても前面道路の情報が必要になりま

すので、そういったのにも活用ができるかと思い

ます。 

 あと、併せて、上水道や下水道の道路台帳の整

備や更新などにも活用ができるんじゃなかろうか

と考えております。 

 委員御質問の具体的な調査の方法でございます

けれども、モービルマッピング計測というのを活

用して道路台帳の整備を行なうものであり、これ

はどういったものかと申しますと、レーザース

キャナーや位置姿勢計測装置、デジタルカメラな

どの統合システムを車両に搭載して、走行しなが

ら道路周辺の３次元情報、地形でありますとか、

様々な構造物の形状でございますとか画像なんか

を１回で収得するものでございます。航空写真等

に比べてですね、有利なところというのはですね、
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航空写真はどうしても木が茂っているところなど

の道路状況は写らなくて分からないというところ

もございますけれども、そういったのも全て可視

化できるというような形になります。 

 紙の道路台帳ででございますと、どうしても２

０メートル置きとか変化点のみの道路幅員等しか

記載がされてないんですけれども、電子化をする

ことによりまして本当にピンポイントでの道路幅

員等がパソコン上で測れるというようなメリット

もございます。 

 以上、簡単ですが説明に代えさせていただきま

す。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 よく分かりました。いろんな課を越えたですね、

メリットもあるという話だったんですけど、何せ

この莫大な予算をつぎ込みながらの事業となりま

すんで、やはりそういう委託業者選定に関しては

どのように考えておられるのか。プロポーザル等

を考えておられると思いますけど、その辺はどう

いう考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 まず、委託業者への業務委託についてなんです

けれども、国土交通省のほうで建設コンサルタン

ト業務等における運用ガイドラインというのを設

定されております。それに伴いですね、うちのほ

うも今現在検討しておりますのは、プロポーザル

方式での業者選定を検討しております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。いろん

な業者がおられると思いますんでですね、いろい

ろなプロポーザルで意見を聴きながらですね、よ

りよい委託業者を選出していただきたいと思いま

すけど、その中でこの事業として見れば、今年度

いつぐらいを目標にデジタルに変更してしまう考

えなのか、お伺いしたいと思います。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 このデジタル田園都市国家構想交付金のほうが

ですね、基本的に繰越しはできないということで

ございますので、令和６年度中には完成させ、令

和７年度からは運用したいと考えております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。大丈夫。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今のに関係してです。 

 道路台帳をデジタル化するに当たって、この台

帳に載せるのは市道だけですか。それとも里道ま

でさるっとですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 市道の約８５０キロのみと、まずは考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） その場合、運用において

ですけど、デジタル化ができた後に、例えばここ

の路線は舗装してあるとか、ここは舗装してない

とか、そぎゃんとも一目瞭然になっとですかね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 おっしゃるとおり、図面上で一目瞭然で分かる

ような形になります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今後の運用についてですけど、先ほども話があ

りました地域から様々な要望が出てくっじゃない

ですか、拡幅とかですね。そういった地域からの

要望も線とセットでパソコン上に整理するていう

ことも可能なんですかね。 

 なぜかというとですね、区長さんが取りまとめ

て要望ば出しなはっです。それを区で、ずうっと

それを保管しとくとよかばってん、区長さんが１

年で交代した、あるいは２年で交代したりすっと、

「ここは前、出しとったろう」て。「いや、ど

ぎゃんだったかな」て。よう覚えとらんところが

あるわけですよね。だけん、そぎゃんともその台

帳の下で管理でくるならよかなあと思いよったっ

ですけど、どぎゃんなっとですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 
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 運用についてはですね、今後、まだ今から詰め

なければいけないところもございますけれども、

当然システムとしてはですね、要望部分を何らか

の、クリックすればそういった何年度に要望が出

ておるとか、そういった情報を載せることも可能

だと考えております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ぜひそういった利用の、何ていうかな、利用価

値を上げるっていうか、工夫をお願いします。 

 もういっちょですね、２７ページの３０７番で、

メタバースの実証実験というのがあったですけど、

こういったことをやる場合に報道機関への案内と

いうのはどぎゃんふうに考えとんなはるですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 報道機関に関しては、予算のときに記者会見が

ございますので、そのときを１つの機会と。 

 あと、完成したときに投げ込み資料とかそう

いったので出した記憶が、たしかあります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） そのメタバースの実証実

験、裏川ばこぎゃん見て、ああ、行かんでも見ら

れるような、そぎゃんとこが例えばテレビで流れ

て、玉名市がこぎゃんとばしよっていうのが流れ

るとですよ、やっぱ玉名市の知名度というのは上

がっとですよ。橋梁のメンテナンスでＮＨＫが放

送したですよね。あれでもやっぱ何ていうかな、

知名度が上がったというか、問合せもあったわけ

ですよ。 

 それとか、今はＴＳＭＣで菊陽町とか大津町と

か合志市、あの辺ばやっぱテレビなんかでどんど

ん放送しよるもんで、「熊本県の菊陽町ってどこ

にあっと」とかですね、そういう何というか、知

名度というか、認知度ていうか、そぎゃんとが上

がっていきよるけん、やっぱこういったことをす

る場合にはマスコミもよく利用するというか、活

用するような方法を考えてからしてほしいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 ２７ページの２９５番から道路維持事業とか、

２９６番、道路メンテナンス、２９７番、道路新

設改良事業の中で、予算書で１９５ページからず

うっと見てるんですけれども、過疎分で天水地区

で有利な起債があるのに、ここで予算化で今回上

がってるので４,０００万円ぐらいしか上がっと

らんわけですね。過疎分て書いてあっとがほとん

ど天水でしょう。道路舗装工事で２,０４０万円、

測量業務委託で７７０万円、道路新設改良工事で

過疎分で１,７００万円、これは天水からこれぐ

らいしか要望は上がってないとですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上でご

ざいます。 

 天水地区からの要望は、確かにもう少しござい

ますけれども、道路改良等については、やはり皆

さんからの用地の御協力等もございますので。 

 それともう一つが、市道のですね、天水地区の

舗装につきまして、天水地区の市道の延長がです

ね、実延長としまして１３８.３キロほどござい

ます。随時私どもとしましては、補助事業に当然

上げて活用したいと考えておりますので、路面調

査等でですね、補助事業等に乗るところについて

はですね、優先的に行ないたいと思っております。 

 予算措置なんですけれども、一応ですね、財政

課のほうともいろいろ協議いたしまして、過疎債

を活用して予算的に有利になるであろうという金

額につきましてはその分を過疎債がなかった頃に

比べて上乗せしてですね、今現在要求をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 
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 結局、その過疎というのが年々ずうっと増えて

るような状況じゃないですか。だけん、ほら、事

業採択もだんだんとやっぱり難しゅうなっていく

わけですよね。早め早めにやっぱり事業採択に。

結局、国の予算ていうのはなかなか増えんような

状況。過疎が増えよるけんがですね。でも、その

中で競争し合って、よその過疎地域と競争し合っ

てその予算を取りにいかんと行かんていう中だけ

ん、なるべく早め早めに、手ばつけらるるところ

からつけていかんと、結局、過疎を脱却する方向

に進まなんとだけん、だけん、あまりにもちょっ

と予算が少なかっじゃなかつかなと思うわけです

よね。だけん、その辺は十分踏まえた中で、いか

に天水地区をもっとこう、過疎対策をスムーズに

やっていくていうのもしっかり検討した中で、予

算取りに行っていただきたいと思いますんで、当

初予算はこれだけだろうと思いますけども、補正

もしっかり考えた中でやっていっていただきたい

と思います。 

○委員長（近松惠美子さん） 答弁はいいですか。 

○副委員長（松本憲二君） はい、いいです。 

○委員（中尾嘉男君） 今んとに関連です。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、関連だか

らちょっと待ってください。はい、どうぞ、中尾

委員。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 ただいま松本委員がおっしゃった天水の過疎な

んですけれども、県道１号線、部長、相当分かっ

とらるるて思うけども、あれの中の今度新しく造

るやつたいね。あれはいつから事業を始めるとね。

田上君でよか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上でご

ざいます。 

 今、委員のおっしゃりました県道１号線からの

市道の改良でございますけれども、新年度にまず

は道路の概略設計業務委託を発注する予定で予算

計上いたしております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 設計から施工、また、そこに二、三年かかって

思うとたいね。その施工に入るまでは。 

 やはりあそこの部分でも、今の道路に関しては

影響なかけんね、途中ば造っとだけん。で、私が

思うとには、工事ばさるっとじゃなかろうかと思

うとたいね。そういう手数を先に進めて、設計ま

でやってよ。ほんで、話では、何か県道１号線の

あの三差路の取付け、あれが拡張してから何か造

るとか、そういう寝言のごたることば言いよるけ

んね、こっじゃいかんねと。ほっで、その途中の

間の区間だけん。ほっで、取付け部分はね、県道

と、もちろん県のほうもある程度は取付け部分を

延長をするからね、それに合わせてそこだけはし

て、その中のほうは、言うごつ、特例債でも認め

られとるけんね、過疎債でもね。やる気んあるな

らすぐでくっとじゃなかろうかと思うとばってん

ね。またやる気ん起きらんね、そこまで。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課としましては、やる気は十分にございま

す。 

○委員（中尾嘉男君） そのファイトのあんなら

でくっぞ。 

○土木課長（田上幸二君） ただ、一応ですね、

来年度の設計につきましてはですね、既存部分の

拡幅も視野に入れたところで、既存部分の拡幅が

いいのか、それとも新規に道路をバイパスを造る

ほうがいいのかというところも含めた上で概略設

計を行ないたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 その途中の区間たんね、県道１号線の。今、途

中が切れとって言うといかんばってん、まだつな

がっちゃおるばってん、そこは新しく造ると。畑

を買収して新しく真っすぐ造るというようなこと

で地元は協議しとっとじゃなかつね。今、既存の

道路たい、また拡幅する云々じゃなくて、あそこ

には相当カーブがあっでしょう。そすと、墓地な



 

 －60－ 

んかも建っとっでしょう。ほんで、そういった費

用面のあたりをね、計算したときに、それは言う

ちゃいかんけども、ミカン畑を買収していくのが

安上がりのすっとじゃなかつね。ほんで、そうい

うふうな地元の意向とすればね、しょっちゅう地

元に委員さんがおらるるけどもね、私は天水のほ

うからしょっちゅうその話が来っとたい。何しよ

るか、何しよるか、あそこにガードレールばつけ

れとか何とかね、おっしゃって、今、内尾君に相

当無理難題を言うておるけれどもね、やっぱそう

いうことで、やっぱり拡幅するよりも真っすぐ、

土地の提供があるんであればね、真っすぐ造って

通行の往来も速やかに行ったほうがよかっじゃな

かろうかねと思うけどもね。 

 なら、地元では、今の既存の道路拡幅の計画も

あっとね。どがんなっとんね、地元では。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 既存の道路の拡幅は、先ほど委員がおっしゃい

ましたとおり、墓地等がありますのでなかなか厳

しいものがあると、私たちも認識しております。 

 バイパス的に新しく道を造るに当たって、唯一

懸念しておりますのが、勾配的にですね、かなり

の急勾配になる可能性がございますので、道路構

造令とかに基づく道路になりますと、どうしても

その勾配を取るためにあえてちょっと曲げたりと

か、そういったのも検討しなければならないこと

からですね、その辺りも含めて令和６年度予算で

の測量設計委託という形になります。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 最後になりますけれども、

せっかく道路をね、造っていくとだけん、そらあ、

勾配的にいろいろ条件がある。これは、私も承知

はしてますよ。ほうばってんが、やっぱ既存の道

路を広げるよりもね、やはり新しい道路を造って、

その勾配がかなりの影響になってくるかもしれん

けども、やっぱスムーズな道路を、せっかく造っ

とだけん、こう曲がりくねってね、いて、工事費

も結構かかる。何も買収せないかんて。やっぱ１

軒お願いに行こうでちも大変だけんね、それより

も畑、ミカン農家が終わっとるならミカンの木な

んかも買収してね、どがんか鉛筆ばなめながらす

れば行くとじゃなかかていうふうに思います。 

 やる気があるということで安心しましたけれど

も、もっともっとやる気を出して、みんながそう

やって期待をしとるからね、一日も早くでくるよ

うにお願いしときます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ３２３番の老朽空き家のところなんですけど、

さっき補正が３００万円ぐらい上がってたんです

けど、これ、去年より少なくなってないですか、

予算的に。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 予算自体は去年より確かに少なくなってます。

なぜかというと、去年の予算はその前の年、申請

されたけど予算上足りなかった分を翌年度に優先

的にするため、それプラス既存の予算をつけてま

すので、去年の予算は高くなってます。今年度に

関しては、追加配分があったことによって、去年

申請された方は去年度の予算で執行できますので、

単純に今年度計画している軒数というふうになっ

てますので、この金額になってます。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、今年度ぐらいの申請があったのには耐

えれるというか、できるぐらいの予算を上げてる

ということですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 今、固定資産税通知を入れてますので、一概に

は言えませんけど、一応例年、大体今まで２５軒

の目安で大体来てますので、耐えれるんじゃない

かとは思いますけど、それも蓋を開けてみなけれ

ばというところはあるかと思います。 

 以上です。 
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○委員長（近松惠美子さん） ようございますか。

まだありますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 ここで建設部の方は退席されますか。何か一言

お話しされますか。 

 じゃあ、もう少し、半までしてから休憩いたし

ます。 

 では次に、議第１６号令和６年度玉名市浄化槽

整備事業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 当初予算資料の５２ページになります。 

 議第第１６号令和６年度玉名市浄化槽整備事業

特別会計予算について御説明いたします。 

 令和６年度については、歳入歳出総額を２,２

７５万７,０００円とするもので、前年度に比べ

２,３７６万５,０００円の減額でございます。こ

の減額の主な理由につきましては、公共浄化槽に

つきましては、令和５年度をもって新規受付を廃

止したことから、新たな設置に要する費用を減額

したものでございます。 

 それでは、内訳の主なものについて御説明いた

します。 

 歳入、１番、分担金及び負担金、３番の国庫支

出金、９番の市債、それぞれの減額につきまして

は、先ほど御説明いたしました公共浄化槽の新規

受付を廃止したことによる分担金並びに設置に関

わる補助金、起債等の減額分でございます。 

 次に、中段の歳出になります。 

 主なものについて御説明いたします。 

 １番、総務費、一般管理費の人件費の減額につ

きましては、公共浄化槽の新規受付廃止に伴う人

件費の減額でございます。 

 同じく１番の委託料１,３６８万８,０００円に

つきましては、既存の公共浄化槽に関わる点検清

掃等に要する管理の委託料でございます。 

 ２番の事業費でございます。公共浄化槽等整備

推進事業は、同じく新規設置の廃止に伴う設置費

用の金額でございます。 

 以上、議第１６号令和６年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で説明は終わ

りました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１６号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） ないようでしたら、

これで質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１６号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１６号令和６年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計予算については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１７号令和６年度玉名市水道事業会

計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 当初予算資料の５３ページになります。 

 議第１７号令和６年度玉名市水道事業会計予算

の主なものについて御説明いたします。 

 １の令和６年度の業務予定量につきましては、

記載のとおりでございます。 

 ２、収益的収入及び支出。収入でございます。

主な内容について御説明いたします。 
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 １、営業収益７億２,７７７万３,０００円、主

なものとしましては、①給水収益６億６,８００

万円、前年度に比べ４００万円の減でございます。

主な理由につきましては、給水人口の減少並びに

節水型家電の普及に伴うものでございます。 

 ②受託工事収益、予算額４００万円は、下水道

工事に伴う配水管布設替え補償で玉名、岱明地区、

各２か所分でございます。 

 ２、営業外収益１億７,１１５万３,０００円。

主なものは、②長期前受金戻入１億５,９４４万

５,０００円でございます。こちらにつきまして

は、過去に交付されました、国、県、他会計等の

補助金をあくまで会計上資産の減価償却に合わせ

収益化したものでございます。 

 次に、右側の支出でございます。 

 主な内容について御説明いたします。 

 １、営業費用７億９,９６０万５,０００円。①

原水配水費２億６,４４３万４,０００円。主なも

のとしましては、委託料１億２,４４５万４,００

０円、こちらは、水道施設機械警備委託、施設運

転管理業務など、施設の維持管理に要する費用で

ございます。 

 続きまして、④の減価償却費３億６,４１９万

２,０００円、こちらは建物、構築物、機械及び

装置などの費用を一定期間に配分し、会計処理し

たものでございます。 

 収入総額、８億９,８９２万７,０００円、支出

総額８億５,４８８万２,０００円、収支差引きは

４,４０４万５,０００円でございます。 

 次に、下段でございます。 

 ３、資本的収入及び支出。収入でございます。 

 １、企業債、①建設改良企業債２億９,０１０

万円、こちらは水道事業の建設拡張に伴う起債で

ございます。 

 次に、右側の支出でございます。 

 １、建設改良費、①建設拡張費３億３,６３６

万８,０００円。主なものとしましては、東部地

区配水管布設替え工事並びに田崎地区配水管布設

工事などでございます。 

 ②の建設改良費１億４,８２５万１,０００円。

主なものとしましては、岱明地区水道施設改修実

施設計業務委託、並びに水道施設中央監視通信網

整備工事などでございます。 

 ２、企業債償還金２億３,２７６万２,０００円

は、建設改良企業債の償還金の予定額でございま

す。 

 収入総計２億９,１１０万円、支出総額７億２,

３２３万９,０００円で、収支差引きは４億３,２

１３万９,０００円の不足でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する４億３,２１３万９,０００円は、当年度分損

益勘定留保資金などで補塡するものでございます。 

 以上、議第１７号令和６年度玉名市水道事業会

計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１７号について質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 ５３ページのね、１の①の建設拡張費、今、説

明では東部地区の配水管布設工事が３億３,６０

０万円と書いてあるけれども、これ、どの辺を

すっとですかね、予定として。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 来年度の予

定箇所につきましては、大倉の旧国道２０８号線

ですね、ＰＲ工房とか、あの道路沿いをある程度

整備します。それと、伊倉北方のほうでも２路線

ほど整備予定であります。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 私が言いたいのは、未整備地区ね。今、未整備

地区が何軒か玉名市内ではあっでしょうが。そこ

に関しては全然、ここ何年、恐らく合併してから

手はつけとらんとかなというふうに思います。そ

れで、未整備地区ちゅうことで残っておりますね。
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その辺の未整備地区の計画はどがんなされてます

か。 

○企業局長（荒木 勇君） 企業局長の荒木でご

ざいます。 

 今の中尾委員からの御質問ですけれども、私が

企業局長就任のときからの懸案事項として承って

おりました。一昨年とかは、令和７年、令和８年、

いわゆる東部地区がある程度めどが立ったときか

ら考えますという回答をして、明確な回答を差し

控えておりました。 

 その後ですけれども、先ほども言われた、まず

ですね、合併後、平成２０年に１回アンケート調

査を、これはもう御存じかと思います、された中

では、いわゆる希望という方が三十数％でしたか、

少なかったもんですから、できない、しないと。

やらないという方向性になったかと思います。 

 先ほど申しました令和７年、令和８年の予定と

しておりましたけれども、実は、ほかのもちろん

事業との兼ね合いもございます。 

 それと併せまして、もちろん御存じのように水

道事業といいますのは、加入者の利用だけの料金

で基本的には運営して維持管理している。こう

いったところも加味しなければなりません。 

 また、将来的にわたってですね、その役割を、

在り方を考える上では、今ありますコンパクトシ

ティーとか、こういった言葉も出ておりますけれ

ども、こういったことも考える時期ではないかと

思います。 

 そこで、未整備地区、玉名市内に箇所的には４

か所、地区的には横島とかありますけれども、そ

ういったところをまずは意向調査を踏まえて、今

後のですね、そういった方針ですとか、普及の規

模ですとか、そういったものを含めて検討すると

いうことで、来年度、令和６年度早々にアンケー

ト調査を実施したいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 平成２０年にこのアンケートについては取りま

した。その中でも相当それに参加をすると。上水

道ちゅうのに横島地区ではあまり関心がなかっ

たっですよね。それで、区長さんあたりにある程

度私もそれなりに動きをして、そのアンケートの

返還の期間なんかもちょっと延長してもらってで

すね、やった経緯があります。 

 特に熊本地震、これから見るとですね、水道の

水位の位置とか、やはりいろいろブツが入ってで

すね、相当横島の中でも悪いんですよ。 

 やはり地元から見ればですね、横島の中でもい

いところと悪いところが極端にあります。ほんで、

先ほど住宅の中でも恐らく浄水器なんかの設置は

横島の桜谷あたりが設置をしとるかと思います。

３年に１回ということでも多少の経費がかさむと

じゃなかろうかというふうに思います。 

 そういうことでですね、今回、令和６年度の予

算でアンケートを取るということは、まさに半歩

前進と私は見とるわけですよね。 

 そういう中で、果たしてアンケートの結果が悪

いならば、要するに行政等は受益者負担でとにか

く工事を進めていくしかないというふうな考えを

持ってですよ、このアンケートの参加の数値が低

い場合は、これはもうせんという意味ありだろう

と、私は見っとですよ。 

 ただですよ、行政として、やはり井戸水が真っ

黒か水、飲まれんごたる水、洗濯もされんごたる

水、また、家庭のポンプ、そすと、今、何ですか、

お湯を沸かす機械、相当やっぱ早かっですよね。

家庭用のポンプなんか、普通のところなんか１０

年使うとですよ。でも、悪いところの水なんかは

半分、５年ぐらいで交換せないかんとですよ。ほ

んで、お湯なんか、エコキュートなんかは相当今

高かですよ。 

 ほで、そういうことで、地元の方、特に私が住

んどる外平ちゅうところ。あの役場のところはそ

うな水のよかっですよ。国道５０１号線から下。

たまがるごたるよか水ですよ。でも、人間が悪
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かっでしょうね。私たちが住んどるところはガタ

水。 

   ［「よう分かっとらす」と呼ぶ者あり］ 

○委員（中尾嘉男君） うん。分かっとらすとた

い。 

 ぎゃん水ば飲ませてもこっどま死にゃあせんば

いというようなこっで、そういうことの水が現状

なんですよ。 

 そういう中でですね、「何さま、議員、とにか

く市水ば引っ張るごつせんかい」て。「主が言う

ごつ、あと何年待て、何年待て」て。私は言うわ

けですよね、「もうちょっと待ちなっせ」て。

「引くとは引くけん、ちょっと待ちなっせ」て。

「みんなで辛抱すればよかろうがいた」っていう

ようなことで、今年入って、もう３軒ですよ。

「あがん主が言いよったばってん、もうもてん」

て。「生活んでけん」て。「風呂も入られん」て。

「ほっでボーリングする」て。「おっつあん、

ボーリングしたちゃ一緒だけん、しなすな」て。

「あと何年かすると来るけん」て。「うんね、も

う耐えきらん」て。今、１１０センチかな、４イ

ンチかな、「あのボーリングも１万円ぐらいでで

くっとな」ちゅうたら、１万３,０００円ておっ

しゃったですよ。「何メートル掘ったな」て。

「１００メートル掘った」て。ほうばってん、よ

か水は出んわけですよ。ほら、見てみなっせて言

うごたるふうたいな。１３０万円うっせたごたる

ふうたい。ほうばってん、前ん水よりもよかて。

ほっだけん、行政は何ばしよっとかて。いつもお

叱りばっか受くったい。たまには、局長ば呼んで、

代わりに言われてくれんな。そういうな、やっぱ

生活のやっぱ水だけん。これはほんなこて笑い事

じゃなかつよ。現にそういうところに住んどる人

たちはですね。ほっで、私も２回掘った。イガワ

ば。ほうばってん同じこったい。ほんなこて罰か

ぶっとるわけたい。 

 ほんだけん、そういうことで、私が言いたいの

は、アンケートも工事をする段階の１つのステッ

プかなて思います。私はぎゃんとはもう必要とせ

んて思うとたい。やる気あんなら、さっきの田上

課長じゃ、「やる気あるかい」ち。「ああ、やる

気あります」ていうようなこっで、それは企業局

も相当私が言わんちゃやる気はあっとだろうて思

うですよ。とにかく企業局長なんか寝らんて思う

ですよ。私がずうっと、就任以来ずうっと言うて

きとるけん。 

 で、そういう中でですね、アンケートを取らな

いかんなら取らないかんですたい。ほっで、結果

がどがん出るか分からん。やっぱり段階を踏んで

いく間、あと何年かかりますか。どのぐらいか

かっですか。仮に、仮にですよ、そらあ、いろい

ろ今度はトップが判断するこっですたい。あとは

ですね。要するに、そっで受益者で賄いきらんな

らば、一般財源を少し、ある程度投入していく方

法も１つはあるかと思います。そこら辺はトップ

の判断になります。でも、そこまで行くのにあと

何年かかるか。これ、ちょっとお答えば。最後の

お願いです。お答えをお願いします。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 今、中尾委

員からの御指摘が来ております。 

 概略の予定としまして、先ほど申しました来年

度アンケート調査を実施する予定です。それを実

施しまして検討に入りたいと。その分析をですね。

アンケートの分析を。 

 仮にするとして、令和７年度にその基本計画、

令和８年度に入札、令和９年度に実施設計、令和

１０年度から工事に着手するということになろう

かと思います。 

 今の時点で、もちろん小さくは決めてませんの

で詰められませんので、今の時点、概略でお話し

できるのはここまでかと思います。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 これは、月日がかかるのは十分理解をしてます。

そういう中で、１つの目標が、東部の水源地をこ

の横島辺りまで引っ張られるような大きい水源に
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して、それからのこっですたいというような考え

だったて思うとですよ。 

 ほんで、その間ですね、やはりあそこの水源地

を今の拡大しとる中で、日数もやっぱ二、三年な

かかっとるでしょう。ほっで、そういうことで、

そんときから何でせんですかて、私は言いよった

て思うとですよね。東部の何がでけたけん、ほん

ならやりますかて言うてすぐさるるもんじゃなか

て思うとですよ。ほんだけん、その辺の時間が

もったいないなていうふうにも思うとですよ。 

 で、１つ、ちょっと長くなりますけれども、横

島の旧干拓ですね、横島の干拓地に水を大浜のほ

うから供給するときですね、やっぱ申請した中で、

ちょうどあのときは第１発目の岱明出身の局長、

小さい人だったと思う。 

○委員長（近松惠美子さん） ナカハラ局長。 

○委員（中尾嘉男君） ああ、ナカハラさん。 

 あのときですね、これは横島も将来全部せなん

とだけん、横島地区を全部かけて申請ばせんです

かて、相当お願いしたっですよ。「いやいや、議

員、そのときはそのときでまたやるたい」て、こ

うおっしゃったっですよね。 

 ほっで、とにかく干拓の新栄と昭栄かね。 

   ［「昭栄だけ」と呼ぶ者あり］ 

○委員（中尾嘉男君） 昭栄だけか。ほっだけん、

そこまで引っ張っとに申請せないかんけんていう

こっで、大浜まで、末広まで来とったけんですね、

意外とよかったばってん、そういうとき、ああ、

横島全体ばしとかなんだったなて、今でちゃ思う

とですよね。そがんとでまた時間が要するけんな。 

 とにかく一日も早く、私はお願いばしようごご

たるもんだけん、出来上がるごつお願いしようご

たるもんだけん、そういうことば言うとですたい。 

 ほっで、いろいろな、行政も事情があろうもん

ばってん、これは住んどる者に対して水の悪かけ

んよそに暮らせていうようなことば言えんけんな。

やっぱりそこに何十年て住みついて、先祖からの

地ば守っておっとだけん。これはもうとにかく生

きる水ですよ。生きるがためには水んなかといか

ん。私たちも買い水を、飲み水はずうっと買い水

ば買うて飲みよっですよ。ほっだけん、そういう

状況だけん、本当、企業局長あたりも耳の痛かご

たる感覚だろうて思うですたい。私が、どうし、

面見るたんび言うけんですね。ほんだけん、実態

あたりはそういう実態だもんだけん、一日も早う

ですね、アンケートを取るなり何なりして、段階

を踏んで踏んでください。一日も早い、この水が

供給がでくっとを祈っときますけん。よろしくお

願いしときます。 

 長うなりました。 

○副委員長（松本憲二君） 関連でよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 せっかくちょうど土木も残っていただいとるけ

んがですね、結局、都市計画の中で、立地適正化

計画の中で広域的にということで、横島、岱明、

天水もっていうことで立地適正化計画の中で全体

的に都市整備のこの周辺と、横島、岱明、天水も

含めた中で全体的に考えていかなんですよねてい

うのが、都市計画審議会で出とっですたいね。 

 先ほど、局長がおっしゃったように、５０年後

も見据えた中で、水道事業もですよ、立地適正化

もひっかけて、その整備状況だったりていうのば、

しっかり計画ば立てんといかんとかなて思うとで

すよね。 

 私の知り合いが、家ば建てて、ボーリングを掘

るてなったときに、４００万円、見積りで。やっ

ぱ近所が掘っとんなはっところが４００万円ぐら

いかけとんなはるわけですよ。３年ぐらい前に１

か所掘っとんなはっとるところで３００万円か

かったて言いなはっです。それは、今、物価高騰

で物すごく材料費も上がりよるわけですよね。そ

こは、３００メートルぐらい掘っとんなはるわけ

ですよ。すと、その３００メートル分塩ビ管ば入

れなんもんだけん、材料費も高騰しよる、人件費
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も上がりよるて。たった３年ぐらいの間に１００

万円上がっとっとですよ。 

 だけん、そういう面も含めた中で、本当に生活

に毎日毎日使う水だけんがですね、そういう立地

適正化計画も、エリアっていうのを今後全体的に、

家も建てるところを縮小していかんと、インフラ

整備に物すごくお金がかかっていくもんだけん、

その辺は連携を取ってですね、しっかり計画を立

てて、アンケートも含めた中でですね、早い処理

をしていただきたいなというふうにちょっとお願

いをしときます。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃ、よろしくお

願いします。 

 では、もうほかには御意見ございませんか。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 今、滑石のほうで、水道管の布設替えをやって

もらいよっです。もうほとんど終わったつかな。

２週間か３週間ぐらい前、断水したでしょう。確

認しとんなはっですたいね。あれは、その日は冷

たかったとかいろいろあったですけど、あれは人

為的なものですかね。要するに業者のミスですか。

どっちですか。後の始末もちょっとまだ聞いとら

んけんですね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 実際、漏水の原因ていうのは、経年劣化による

管の破損によります。と、その後、実際、修理時

間がちょっと若干長くなり過ぎたというのも、最

初は水の出があまりにも激しくてですね、掘るの

に時間を要したというところがあるんですけども、

一番私たちがちょっと問題視しているのは、広報

の周知が足らなかったということで、広報ですね。

漏水してます、水が出ませんという広報をちょっ

と私たちが怠ったじゃないですけど、ちょっと段

取りが悪かったというところは反省すべき点かな

と思います。業者にも修理時間が、実際漏水が止

まったのは夜中の１時なんですけども、業者さん

は業者さんで少ない人数の中で、特に日曜日とい

うこともありましたので人の集まりが悪かったて

いうのもあるんですけども、精いっぱいやられた

のかなと認識しております。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 話聞けばですね、老朽化だから替えよるわけで

すけど、やっぱり住民の方は何で止まったのかと。

今、工事しよるもんだけんですね、工事が原因だ

ろうということで、私も夜中に何回か電話あっ

たっですよ。あれが何でもなかときなら漏水か凍

結かで済むですけど、工事中でしょう。だけん、

工事のやり方が悪かっじゃなかつかいという話で、

電話が何本か入ったっですよね。老朽でもよかっ

ですよ、工事には全くミスはなかったって言えば

それでもよかっですけど、例えば工事のミスでで

すね、３日も４日も、例えばですよ、そういった

断水が続いた場合、これはもちろん前もって、恐

らくこういうことがあるかもしれませんよていう

広報ですよね、それは知らせないかんだろうと思

うんですけど、そういうのをしてなかった場合、

そして、工事の場合、３日も４日も断水だったと、

ミスで。そのときは、受益者、要するに利用者さ

んにはどういった、何ていうんですか、補償とい

うですか、そういうのは考えられるとですかね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 今回の件に

関しましては、今現在行なっております布設替え

の工事と現場も多少離れてますので、今回の工事

が原因ということが一切考えられないんですけど

も、委員がお聞きされとる例えば工事をやってる

中でのミスがあって、３日、４日断水した場合と

いう事例は過去にもございませんし、実際使われ

る利用者の皆さん方に断水時間はある程度かかっ

たとしても、３日も４日もということはまずあり

得ない話だと思います。やはりそういうときは総

出で、業者が人手が足らないならばほかの業者の

応援も要請しながら、できる限り短時間でできる

ような努力をしてまいりたいと考えております。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 これはないだろうと思うんですけど、要するに
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業者のミスというのは全く業者さんには制裁とい

うのはないんですか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 制裁といい

ますか、場合によってはその後の指名停止だとか、

そういったやつはかかってくる可能性はあります。 

○委員（作本幸男君） そういう例はないですか、

今まで。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 今まで過去

にはございません。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（作本幸男君） いいです。 

○委員長（近松惠美子さん） これでよろしゅう

ございますか。 

○委員（前田正治君） まだあります。前田です。 

 給水戸数が５６軒減ったということなんですけ

ど、主な要因としては何でしょうか。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 給水戸数の減少につきましては、やはり近年顕

著に上がっているのが、人口減少とともに給水戸

数の減少というのは現れているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。前田です。 

 家がなくなったというこっですよね、はい。 

 それと、先ほどもありましたけど、去年、おと

としぐらいかな、去年ぐらいからかな、東部地域

における水道の供給体制という点はかなり強化さ

れてきたっじゃないかなと、そういうふうに思う

わけですよね。そういう中で、あそこの工場の

シェフコまで引いた管は、今、工場のシェフコは

操業しよらんということで、結局引きっ放しに

なっとるけん、あの管を活用するような方向、加

入促進もやっぱちょっと強めていかんといかんと

じゃないかなと。 

 そういう問題と、もう一つは、アンケート調査

を先ほどするとおっしゃったけど、やっぱ天水地

域まで含めたアンケート調査をせんといかんかな

というふうに思いますけど、どぎゃんですか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 アンケート調査におきましては、横島だけでは

なく、天水の水道未整備地域ですね、と、あと奥

の川床辺りを予定しております。 

 と、委員がおっしゃるように、シェフコまでの

水ですね、あそこも今全然動いてない状態。セブ

ンイレブンまでしか水が動かない状態ではありま

すけども、仮にあの管が、今現在１００ミリが

入ってます。あれで、じゃあどのぐらいの世帯が

賄えるのかと。竹崎の一部ぐらいしか賄えないの

かなという認識でおりますけども、あの管を活用

して、例えば天水未整備地区を全域カバーできる

かということは無理と思います。ほかにまた管を

新たに別ルートからですね、引くなり何なりしな

いと、あの管だけで給水できるかというのは不可

能だと認識しております。 

○委員（前田正治君） なるほど。分かりました、

ほんなら。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１７号について討論はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 討論じゃないんですけど、ちょっと委員間討議

でですね、認識を共有したいなと思うて、１つ提

案があっとですけどよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） 委員間討議はお互

い討議するんですけど、終わっちゃったんですよ

ね。 

○委員（前田正治君） そうですか。改めてある

わけじゃなかっですね。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。もうちょっ

と早く言っていただいたらですね。 
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○委員（前田正治君） いや、先ほどから水道拡

張に対して、拡張して実際に水道ば供給するまで

はかなり時間がかかるですけど、アンケート調査

で、結局アンケートの加入意向が少なかったら、

企業局としてはなかなか踏み出しにくいと。そう

いうやっぱ状況があって思うとですよ。そういう

場合はですね、これは何遍も出よるように、地域

住民の安心・安全を担保するようなことにもなり

かねんわけです、水道というのは。そういう意味

じゃ、やっぱそれこそ企業局から一般会計ばくれ

とはなかなか言いにくかかもしれんばってん、

やっぱり議会側からそういったこつも含めてです

ね、水道供給を広げるような、何というかな、働

きかけというか、せんといかんとじゃないかと。

もちろん、水道が今度は広がって、そすと企業局

としては収入が、皆さん、おもさんつないでもろ

うて収入ば得らんといかんけん、そういったまた

苦労というのは出てくるかもしれんばってん、

やっぱり今、水の質が悪かていうようなことなら、

やっぱそれはアンケートの結果だけで判断すると

いうのは、やっぱいかがなもんかなと、私は前々

から思ってます。 

 以上のことを含めて、本予算には賛成します。 

○委員長（近松惠美子さん） せっかくですので、

ほかに御意見ありますか。よろしいですか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 賛成ですか。分か

りました。じゃあ、この委員会の意思はそういう

ことだということで受け止めてください。 

 では、議第１７号令和６年度玉名市水道事業会

計予算については、全員一致をもって可決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１８号令和６年度玉名市公共下水道

事業会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料の５４ページをお願いいたします。 

 議第１８号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計予算、主なものについて御説明いたします。 

 １の業務予定量につきましては、記載のとおり

でございます。 

 ２、収益的収入及び支出。収入、主な内容につ

いて御説明いたします。 

 １、営業収益７億９,４６０万４,０００円。主

なものは①下水道使用料６億９,１００万円。玉

名岱明処理区の収入でございます。 

 ②他会計負担金３,６５０万３,０００円。こち

らは一般会計からの繰入金。こちらは一般排水以

外、雨水の処理に要する費用でございます。 

 ③受託工事収益６,７００万円。新玉名駅周辺

整備に伴う汚水枝線道路管路工事の受託費でござ

います。 

 ２、営業外収益７億６,４３３万５,０００円。

主なものは、②他会計補助金３億１,８９２万７,

０００円。一般会計からの繰入金で、維持管理費、

減価償却費、企業債、利息などへの充当でござい

ます。 

 ③の長期前受金戻入４億４,５２４万４,０００

円。こちらは過去に交付されました国、県、他会

計等の補助金を会計上、資産の減価償却に合わせ、

収益したものでございます。 

 次に、右側の支出でございます。 

 営業費用１４億２,３７５万４,０００円。主な

ものは②処理場費２億９,２９４万７,０００円。

こちらは、汚水処理に要する費用で、浄化セン

ター施設運転管理業務、脱水汚泥処理業務委託、

汚泥運搬や浄化センターほか電気保安管理業務な

どでございます。 

 ⑤の減価償却費８億６,９９５万円は、下水道

事業に関係する建物、構築物、機械及び設置など

に要した費用を耐用年数に応じ会計処理したもの

でございます。 
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 収入総計１５億５,８９４万２,０００円、支出

総額１５億３,５０６万７,０００円、収支差引き

は２,３８７万５,０００円でございます。 

 下段の３、資本的収入及び支出。収入。主な内

容について御説明いたします。 

 １、企業債、①建設改良企業債５億９,２９０

万円は、下水道事業の建設改良施設建設に伴う起

債でございます。 

 ２、補助金、①国庫補助金３億８,２６０万円。

こちらの補助金は、社会資本整備総合交付金でご

ざいます。事業費のおおむね２分の１を補助する

もので、対象事業としましては、浄化センター等

改築更新事業、管路カメラ調査、第２期ストック

マネジメント計画策定業務などでございます。 

 次に、右側、支出。１、建設改良費、①施設建

設費１１億４３１万２,０００円。主なものとし

ましては、浄化センター等改築更新業務、第２期

ストックマネジメント計画策定業務等の委託料、

及び各地区汚水枝線管路工事の工事請負費でござ

います。 

 ２、借入金、償還金、①借入金、企業債償還金

４億８,３９８万４,０００円。こちらは、建設改

良企業債の償還金元金でございます。 

 収入総額９億９,９１９万３,０００円、支出総

額１５億８,８２９万７,０００円で、収支差引き

は５億８,９１０万４,０００円の不足でございま

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する５億８,９１０万４,０００円は、当年度分損

益勘定利用資金などで補塡するものでございます。 

 以上、議第１８号令和６年度玉名市公共下水道

事業会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１８号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ちょっと水道と下水道の関係はですね、私は前

から水道の使用量が増えれば下水道料金も増える

かなと。一緒に使いよっとこはですね。そうです

ね。そすと、今度、排水軒数が３０軒増えてると。

先ほど、水道は５６軒減っとると。そこら辺ば差

し引いて計算上、使用料は２００万円の増加とい

うことになっとですかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 今の前田委員の御質問で、上水道総額は減少に

あるものの、下水道に関しては増えた分の増収と

いうことで、これに関しましては、いわゆるオー

ル１００％は、委員申されたように、上水道を流

した分が下水道につながるものでもございません

し、いわゆる地下水をくみ上げて使われてる家庭

もございますので、それは町部にもございますし、

いわゆる水道が通ってないところは下水道のみの

ところもございますので、そういった部分で

ちょっと若干の差が出てくるというところを認識

しているところでございます。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田です。 

 じゃあ、地下水を使って下水道に流してるよう

なところ、いろいろあって、最終的に前年度と比

較すると下水道の使用料は２００万円の増加にな

る見込みということなんですね、数字的にここに

書いてある。必ずしも、水道が減ったばってん、

それが直接下水道使用料に全部が全部影響したっ

ていうこっじゃなかってわけですね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 委員の仰さ

れたように認識しておるところでございます。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） なければ、これに

て質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１８号については討論はありませんか。 
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   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１８号令和６年度玉名市公共下水道事業会

計予算については、全員一致をもって可決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１９号令和６年度玉名市農業集落排

水事業会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料の５５ページをお願いいたします。 

 議第１９号令和６年度玉名市農業集落排水事業

会計予算。主なものについて御説明いたします。 

 １の業務予定量につきましては、記載のとおり

でございます。 

 ２、収益的収入及び支出。 

 １、営業収益１億９００万２,０００円。主な

ものとしましては、①農業集落排水使用料８,５

００万円は、横島、天水地区の使用料収入で、排

水軒数１,７９１軒を基に算出しております。 

 ２、営業外収益３億２,４３２万９,０００円。

主なものとしましては、②他会計補助金１億９,

９１７万円は、こちらは一般会計からの繰入金で

ございます。 

 ③長期前受金戻入１億２,５１５万８,０００円

は、こちらは、過去に交付されました国、県、他

会計等の補助金を会計上、資産の減価償却に合わ

せ収益化したものでございます。 

 次に、右側の支出でございます。 

 １、営業費用４億７９９万２,０００円は、主

なものとして②処理場費１億３,９４１万９,００

０円。こちらは、委託料として横島、天水地区の

処理場マンホールポンプ等の維持管理委託に要す

るものでございます。 

 ④の減価償却費２億２,６８９万４,０００円は、

こちらは、構築物、管路施設、ポンプ場施設、機

械及び装置などでございます。 

 下段の３、資本的収入及び支出。収入でござい

ます。 

 １の企業債、①建設改良企業債１,１２０万円

は、農業集落排水事業の公共ますの設置工事に伴

う起債でございます。 

 ２、補助金、①の県補助金１,２９５万９,００

０円は、熊本県農業集落排水施設整備事業補助金

を活用するもので、補助率は２分の１でございま

す。主な事業としましては、天水地区竹野処理場

実施設計業務、大園、外平真空ステーションの更

新事業でございます。 

 ②の他会計補助金５,７８２万１,０００円は、

一般会計からの繰入金でございます。 

 次に、右側、支出。こちらは、２、借入償還金、

①企業債償還金１億６,３４４万９,０００円、建

設改良企業債の償還金でございます。 

 収入総計８,４１４万円、支出総額１億８,５８

７万６,０００円で、収支差引きは１億１３７万

６,０００円の不足でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する１億１３７万６,０００円は、当年度分損益

勘定留保資金などで補塡するものでございます。 

 以上、議第１９号令和６年度玉名市農業集落排

水事業会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） これで執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１９号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません、松本で

す。 

 この農業集落排水事業、一般会計からの繰入金

が大きかっですよね。加入促進ていうので、もっ

ともっと入っていただくというのが必要になって
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くるのかなと思うとですよね。前年より１８軒は

増えとるというような形で進みよっとですけれど

も、それじゃないと、年々減少していったら、

もっともっと繰入ればしていかなん。こっちの公

共下水道事業と比較しても、１０倍とは言いませ

んけども、処理場費でもこっちは２億９,２００

万円でしょう。でも、こっちの加入の人数からし

たら１億３,９００万円かかりよるわけですよね。

だけん、その辺はどがん見とんなはっですか、今

後。毎年感じよるわけですよ。一般会計からの繰

入れが、加入は少ない中でこれだけ投入ばずっと

していきよるという中でですよ、今後の対策じゃ

ないですけれども。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 今の松本委員の御指摘がございました運営状況

の中でも市の繰入金を投じながらも収入に見合わ

せても経営状況がいかがなものかというところで、

今後につきましての方向性ですけれども、やはり

当課としても一番危惧しているのが、この一般会

計からの繰入金、やっぱり収益的収入のほうでも

２億円近い繰入金がないとやはり運営ができない

という現状がございます。 

 そうしましたときに、資料にもございます損益

計算書、そして、貸借対照表を見ましても、分析

したところでは非常にやはりこちらは厳しい状況

にございます。これをそのまま続けていくとなる

と、やはり計画としても非常に財政負担というの

も大きくなりますし、そうなってくると、今後に

ついては、やはり先ほど委員もおっしゃいました

加入促進、これをまず徹底してつないでいただく

というのも念頭に置いているところでございます。 

 それと併せまして、当局としても企業努力等を

しながらも、経費に削減に努めながら、最終的に

は使用料金の値上げといったのもやはり視野に入

れながら検討していかないと、なかなか運営上継

続したものは厳しくなるのかなというところでご

ざいます。 

 今後もですね、経営状況を分析しながらよりよ

い方向で検討を進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 処理場の能力に対する処理率ていうか、それは

どのぐらいなんですかね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課、田上です。 

 うちの管理している処理場、天水地区に３か所、

横島地区に５か所の処理場がありますけども、天

水地区から申し上げます。尾田処理場、これが１

日当たりの稼働率としては６３.４％あります。

竹野地区、竹野処理場６３.５％、尾田川左岸地

区処理場４０,５％、横島地区になりますと、横

島処理場が７６.７％、栗之尾地区が７０.６％、

京泊地区が７３.８％、九番地区が６６.５％と、

大開地区が４２.８％という数値になっておりま

すけども、尾田川左岸と大開は平成２０年度、平

成２１年度にできておりますけども、共用開始後

１５年ほどたっております。その中で４０％台と

いうのはちょっとあまりにも低いかなと。こうい

うところを重点的に加入促進で動いていこうかな

と考えております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） はい、分かりました。 

 先ほど、水道は利用者が要求がなかてちゃやっ

ぱ引っ張らんとでけんていうようなことを言う

たっですけど、今後、人口がどんどん減っていく

ちゅうようなことを見越すとですね、やっぱこう

いったリスクも負うてくっとかなあていう思いは

あっとですよね。それ行け、どんどんでずうっと

増やせ、増やせって、我々の立場言うと、行政と

してはなかなかやっぱこぎゃんともあるけん、人

口減少化の中で収入が思うように入らんと、やっ

ぱ経営的に難しゅうなるけんていうようなですね、

側面もあるけん、やおいかんとかなと思うとです



 

 －72－ 

ね。 

 今年度はたまたま赤字になったばってん、今年

度が赤字になった要因としてはどぎゃんとんあっ

とですか。今年度っていうのは令和６年度です、

の収支。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 今、前田委員の令和６年度の農業集落排水事業

の会計予算、収益的収入及び支出、この部分が収

入に対して支出、差し引くと赤字ということに

なっているところでございます。これは予算上と

いうことで、こちらの予算書については支出のほ

うで仮払い消費税ということで、消費税の分がこ

ちらのほうに入っておりますので、その分で赤字

が若干出たと。 

 ただ、その要因としましては、先ほどちょっと

説明しましたとおり、収入の中で一番大きいのを

占めているのは、これは何かというと、やはり繰

入金。繰入金にはまず消費税はかからないもので、

いわゆる利用料金収入がやっぱり少ないというの

が一番の問題なのかなというふうに思っておりま

すので、先ほど申しました消費税の部分を引くと

黒字ということで、経営のほうを進めていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 収支を見ると、減価償却費が二億何千万円ある

けん、その分現金が動くわけじゃなかけんですね、

助かるかなと。しかし、起債の償還が１億６,０

００万円ぐらいあるけん、やっぱそこら辺ば計算

すっと、利益としてはやっぱ一般会計の補助金に

頼らざるを得んとかなというような思いがします。 

 賛成します。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これにて質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１９号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１９号令和６年度玉名市農業集落排水事業

会計予算については、全員一致をもって可決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 明日１５日は午前１０時から委員会を再開いた

します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 皆様、大変お疲れさまでございました。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ５時１５分 散会 
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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和６年３月１５日（金曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和６年第２回玉名市議会定例会付託案件 

  議第４号  令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号） 

  議第５号  令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４

号） 

  議第６号  令和５年度玉名市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号） 

  議第７号  令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第４号） 

  議第１２号 令和６年度玉名市一般会計予算 

  議第１３号 令和６年度玉名市国民健康保険

事業特別会計予算 

  議第１４号 令和６年度玉名市後期高齢者医

療特別会計予算 

  議第１５号 令和６年度玉名市介護保険事業

特別会計予算 

 

２．出席委員（２０名） 

 委  員  長    近 松 惠美子 さん 

 副 委 員 長    松 本 憲 二 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 委     員    瀬 崎   剛 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 委     員    江 田 計 司 君 

 委     員    前 田 正 治 君 

 委     員    作 本 幸 男 君 

 委     員    森 川 和 博 君 

 委     員    中 尾 嘉 男 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 

４．欠  員（１名） 

 

５．事務局職員出席者 

 次     長    松 野 和 博 君 

 係     長    小 畠 栄 作 君 

 書     記    古 閑 俊 彦 君 

 書     記    森 川 留美子 さん 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 健康福祉部長    瀬 崎 しのぶ さん 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 教育部首席審議員    荒 谷 邦 治 君 

 財 政 課 長    木 村 隆 宏 君 

 人権啓発課長    濱 治 裕 子 さん 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 総合福祉課長    小 山   聡 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    中 川 由 美 さん 

 保険年金課長    松 下   匡 君 

 保健予防課長    村 上 洋 治 君 

 子育て支援課長    中 野 光 昭 君 

 教育総務課長    西 原 正 信 君 

 教育総務課審議員    島 田 浩 一 君 

 教育総務課審議員    田 中 良 幸 君 
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 文 化 課 長    瀬 﨑 陽一郎 君 

 コミュニティ推進課長    西 川 慶一郎 君 

 スポーツ振興課長    小 山 晃 生 君 

 その他関係職員 

 

午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、おはよう

ございます。 

 委員会を始める前に、委員各位並びに執行部の

皆様に注意事項を申し上げます。 

 本委員会はインターネット中継をしております

ので、個人情報など発言には十分御注意願います。 

 なお、審査に当たっての発言の際には、必ず挙

手をされ、指名をいたしますので、委員におかれ

ましては、マイクスタンドのボタンを押して、氏

名及び予算資料のページ番号、及びナンバーを述

べられてから発言し、終わりましたら、再度ボタ

ンを押してください。 

 執行部におかれましては、ワイヤレスマイクの

スイッチを入れ、所属と氏名を述べられてから発

言し、終わりましたらスイッチをお切りください。 

 審査の順序及び方法は、お手元に配付しており

ます審査進行表のとおりであります。 

 最後に、スムーズな議事進行のため、委員にお

かれましては、付託案件に関係のない質疑は慎む

こと、執行部の皆さんにおかれましては、説明時

間は、審査案件ごとに補正予算で１０分以内、当

初予算で３０分以内を目安にお願いいたします。 

 それでは、ただいまから予算決算委員会を再開

いたします。 

 本日は、健康福祉部及び教育部所管の案件の審

査であります。 

 まず、健康福祉部所管の議第４号令和５年度玉

名市一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○総合福祉課長（小山 聡君） おはようござい

ます。総合福祉課課長の小山でございます。 

 議第４号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第９号）中、健康福祉部に関わる主な事業につ

いて御説明を申し上げます。 

 当課からは２つの事業について御説明をいたし

ます。 

 補正予算資料の４ページをお願いいたします。 

 ２２番、自立支援医療費（更生医療支給事業）

で１,１３７万４,０００円の増額補正をお願いす

るものでございます。 

 こちらは実績見込みによる事業費の増額でござ

いまして、主な理由としまして、透析治療であり

ます高額な医療費に関わる生活保護受給者の新規

申請の増加によるものでございます。 

 続きまして、２９番、岱明コミュニティセン

ター管理運営事業、５２万円の増額補正をお願い

するものでございます。こちらは、物価高騰に伴

う指定管理料の増加でございまして、これは、岱

明コミュニティセンター潮湯では、宿泊をされる

際に布団をレンタルして提供しております。以前

の指定管理者については、潮湯のほかにもですね、

複数の施設の指定管理業務を担っておりましたた

め、布団のレンタル数も多く、その利用数の大さ

が単価に反映されておりました。現在の潮湯のみ

でのレンタルをしますと、通常の単価となりまし

て、２倍以上となります。そのため、レンタル数

の実績に基づき、超過した金額を指定管理料に追

加するものでございます。 

 総合福祉課からは以上でございます。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 同じく４ページの、次の３０番でございます。 

 ３０番の横島総合保健福祉センターゆとりーむ

管理運営事業で、７４万５,０００円の補正をお

願いするものでございます。これは、ゆとりーむ

指定管理者との基本協定のリスク分担に関する協

議の結果に基づき、原油価格の高騰に伴う指定管

理料の増額分を補塡するものでございます。 
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○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

長の中野です。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３９番、保育所運営事業、１,０１９万３,００

０円の増額補正をお願いするものでございますが、

これは認定こども園給付費負担金の増加によるも

ので、主な理由としましては、令和５年１２月に

新公定価格が示され、令和５年人事院勧告に伴う

国家公務員の給与改定に準じ、算定の基礎となる

職員の人件費を引き上げるため、４月に遡り増額

改定があったためとなります。具体的には、５.

２％程度の上昇となっております。 

 続きまして、６ページ、４１番、待機児童解消

事業２億８,０４７万９,０００円の減額でござい

ますが、主なものとしましては、岱明幼稚園の建

設進捗率の変更に伴います補助額の変更でござい

ます。当初、令和５年度末の進捗率を５０％と見

込み補助額を算出していましたが、資材高騰など

で、当初入札では落札者がおらず、設計を見直し、

再度の入札を行なったことから着工が遅くなり、

進捗状況に変更が生じたものとなります。現在の

進捗状況は１５％で、その進捗率で補助額を算出

し、減額補正をお願いしているところです。 

 令和６年度中には完成する予定で、減額があっ

た補助額については、令和６年度に補助する予定

としております。 

 以上でございます。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 同じく６ページの４８番をお願いいたします。 

 ４８番、地域医療体制整備事業でございます。

これは、交付税算定基準財政需要額の確定に伴う

病院組合負担金の調整分として５,５５７万７,０

００円の補正をお願いするもので、病院事業に関

する地方交付税の算定額を運営費負担金として支

出するものでございます。当初の予算で見込んで

いた額に対し、本年度の交付税に算入される額が

確定したことから、その差額分を追加するもので、

例年、本３月議会で調整の補正をお願いしている

ところでもございます。 

 以上で健康福祉部所管に係る議第４号令和５年

度玉名市一般会計補正予算（第９号）の説明を終

わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第４号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 皆さん、おはようござい

ます。中尾ですけども。 

 ただいま、４８番のことによってちょっとお尋

ねしたいと思います。 

 ただいまの説明では、毎年この３月に調整をす

るということでしたけれども、これ病院は、何

ちゅうかな、玉名市からは特別執行はしよらんで

しょう。しよっとかな。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 この金額は、結局、国から交付税、金額が来て、

そのまま設立組合の負担金として病院にそのまま

動いていくということでございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 それだったら、これは今回、一般財源のほうで

５,５００万円捻出してあるけども、ちょっとそ

の辺がぴんとこんとたいね。 

○保健予防課長（村上洋治君） 例年、１２月で

本年度の額が確定して、そうですね、今年で言え

ば令和６年の４月頃だと思いますが、実際の交付

税のお金が動いてくといいますか、そのまま市に

来て、病院のほうに負担金として納めるというこ

とでございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 早う言えば、立替払いね、早う言えば。ほんで、

４月にお金が来るまでのつなぎとして、一応今回

５,５００万円、その差額分たいね、年間通して

の。それを出すというこつかね。何かつうじらん、
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俺。通常病院は。 

○副委員長（松本憲二君） 来よっとですよ。 

○委員長（近松惠美子さん） 通り予算なんです

よ。 

○委員（中尾嘉男君） 来よった。来よっとは分

かるけども。 

○副委員長（松本憲二君） 交付税で来よって、

そして、そればもらうとで、これ、一番最後の調

整分じゃなかですか。 

○委員（中尾嘉男君） ほっだけん、早う言うな

らば、一応立て替えとって、相殺すっとですよて

いうなら分かるばってん、そがんこつば言いよっ

とかな。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長の

村上でございます。 

 大変恐縮でございますが、そのいわゆる立替払

いということで、先に市が払っていて、後で交付

税が来るとか、そこの時期のところがちょっと申

し訳ございませんが、ちょっと今把握しておりま

せん。 

○委員長（近松惠美子さん） 財政に聞いたら分

かりますか。 

○委員（中尾嘉男君） 要は、そがんしたこつだ

ろう。立替えでするちゅうことだろう。これ、完

全な単独の持ち出しじゃなかていうことだろう。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 はい。お見込みのとおりでございます。 

○委員（中尾嘉男君） なら、よかよか。 

 大体頭の中に、病院に関しては特別なやつ、特

に玉名市が何やかやをしてくださいて指定するな

らばね、その分ば払わなんけども、大体通り予算

でね、行きよるもんて思うとったもんだけんね。

分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） 財政に確認して、

もし変更があるなら後でまた。いいですか。 

○委員（山下桂造君） ４ページの２８番です。 

 介護施設整備事業で９,４００万円ぐらいが減

ということで返してあるってことなんでしょうけ

れども、この実績見込みによるとどういうことを

しようとしていたのでしょうか。教えてください。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 今回の介護施設整備事業につきましては、補正

で落としておりますけれども、実際はですね、繰

り越して補助を出す予定になっております。 

 今回、国、県からの決定が遅くなりましたので、

３月末までに実施することができないということ

で、この補助金について繰り越して実施すること

になっております。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ということは、結局、事業自体はあるわけです

よね。あるけど、それができなかったんで、取り

あえずこれは返すって形で、また来年度って形な

んですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長、

中川です。 

 返すというよりも、翌年度に繰り越して実施す

ることになります。 

○委員（山下桂造君） はい、分かりました。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。おはよう

ございます。 

 ５ページのですね、３５番なんですけど、物価

高騰重点支援給付事業ということで４,５０４万

５,０００円減額補正されておりますが、この非

課税分、家計急変世帯分の家庭世帯数のどういう

状況だったのか、お伺いしたいと思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 この給付金の部分、いわゆる３万円を給付した

事業でございますけれども、当初非課税世帯分９,

０００世帯、家計急変世帯を５００世帯というこ

とで見込んでおりましたけれども、実績といたし

ましては非課税世帯が８,０５８世帯、家計急変

世帯が１８世帯という実績になっております。 

○委員（多田隈啓二君） 非課税がどしこですか。 
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○くらしサポート課長（平田光紀君） 非課税世

帯が８,０５８世帯。 

○委員（多田隈啓二君） 家計急変世帯が何世帯

ですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） 家計急変

世帯が１８世帯ということになります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 大体非課税世帯がここまで下がるというのが、

非課税世帯から改善された人が多かったという考

え方なんですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 改善と申しますか、当初の見込みとしましては、

いろんな転入者分とかですね、そういった分を見

込んで予算を組んでおりますけれども、実際が世

帯の動きが少なかったということで、この８,０

００強世帯という数字が実数と考えていただけれ

ばよろしいかと思います。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 でも、８,０００世帯。そういう数が動くんで

すかね、そもそも、年間に。そがん数は変わらん

て思うんですけどね。その辺はどうなんですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 この非課税世帯の当初の９,０００世帯という

のは最大値で組んでおりますけれども、その中に

は先ほど申しました転入等で見込みがはっきりし

ない分もありますし、未申告の方もいらっしゃい

ますので、その方が非課税世帯であるかもしれな

いというところでの最大で組んでおりますので、

この誤差が出てくるものと考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。 

 そして、私がちょっと心配してるのは、家計急

変世帯が１８世帯っていうことは、異常に少ない

なとイメージでありますけど、もちろん予算では

５００世帯組まれておりますが、この差は何が原

因だったのか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 家計急変世帯もですね、もちろん最大値で予算

を組んでおりますけれども、実際のところは仕事

の休業とかですね、廃業であるとか、そういった

家計の急変自体が少なかったということになろう

かと思います。 

○委員（多田隈啓二君） ただ、５００世帯とし

てのですね、当初の計画からすれば、あまりにも

これ、かけ離れた数字でありますし、そもそもの

計画がどうだったのかなという感じもしますけど、

やはり私が思うのは、やっぱりもうちょっと周知

が本当にできてたのかなというのもあります。そ

の辺の関係はどうお考えなのか、お伺いしたいと

思います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 周知の部分に関しましては、当然、全国で取り

組んでいる事業ということもありますので、周知

については、完璧とまでは言いませんけれどもで

きているのかなというところと、あとは、こちら、

プッシュ型でやっておりますので、対象世帯の方

には当然漏れなく行ってる。また、そうですね、

それに漏れる方につきましては、広報等での周知、

こういった方は申請が必要ですと。プッシュ型

じゃなくてですね。そういったこともやってます

ので、周知のほうはできてると考えてるところで

す。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 周知もできておるけど、見込みが５００世帯

あったけど１８世帯だったということなんですけ

ど、やっぱり私たちからすればそれはどうなのか

なと思いますんで、今後、また、申告された後も

これ、続いていく事業なんですかね。どうなんで

すかね、そこ。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 来年度に入りまして、令和６年度の申告状況に
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よって新たに非課税世帯等になられる方にもこう

いった支援がございますので、また来年度も続く

ものでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、またいろんな形でですね、周知を

行なっていただいて、新たになられる方について

はですね、しっかりまた周知お願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 すみません、今のちょっと関連でですね、１点

お聞きしたいことがあったんですけれども、これ

は非課税世帯ですね。世帯に対する給付じゃな

かったですか。ですね、臨時給付。 

 ただですね、実質世帯が、夫婦であっても全然

長く世帯を別にされているところで、ちょっと奥

さんだけ生活保護を受けてらっしゃって、でも世

帯主である御主人のほうにこの給付金というのは

行ってて、自分は全然その恩恵を結局受けられな

かったという御相談があったんですね。これは、

実情に合わせてですね、世帯として認めて給付を

するべきじゃないのかなと、私はちょっと考えた

んですよ。その辺の世帯として考える、考えない

というのは、自治体のほうにその裁量とか任せら

れてるのか、ないのか。ちょっとその辺、ちょっ

とお願いします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 自治体のほうにそういった判断の裁量があるか

というところですけれども、自治体のほうには裁

量はない状況でございます。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 そういう状況であればですね、ちょっと国とか

そういうところにもこの実情をしっかり報告をし

なくちゃいけないと。やっぱり恩恵を受けなく

ちゃいけない人のところにこういう給付金という

のは届かなかったら、結局意味がないので、その

方は結局１銭ももらえず、御主人とはうまくいっ

てない、夫婦関係が破綻されてらっしゃるんでで

すね、当然１つの世帯として見られたときには御

自分の手元に入ってこないという状況だったんで、

ぜひともそういうケースもあるというところで

知っといていただいて、県なり国なりにですね、

ちょっと改善するようなところも求めていくべき

かなと思ってますので、よろしくお願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにどうですか。 

○委員（大野豊重君） すみません、今の関連な

んですけど。例えば夫婦が別々に住んでて、旦那

さんのほうに世帯と。今回のこの世帯の考え方な

んですけど、これは住民票レベルで、例えば夫婦

の人が別々に住民票を取ってたら、別々の場所に

住んでたら、それは１世帯・１世帯ていう認識に

なるんですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今、委員おっしゃったとおり、別々の住民票で

あれば別々という考えになります。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 なので、例えば今、德村委員がおっしゃったの

は、例えばその住民票を移してなくっての話です

よね。 

○委員（德村登志郎君） 実質施設に入ってい

らっしゃる。そういう状況で別々になって暮らし

てらっしゃる。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 じゃあ、もう一つのケースで、同じ場所、家に

住んでて、世帯分離をしてる場合は、それも１世

帯・１世帯でいくということでよろしいですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 世帯分離してる場合は、個別に考えるというこ

とになります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 
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○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ６ページのナンバー４８の地域医療体制整備事

業です。これは、病院運営費が来るのは玉東町と

玉名市ですか。それとも玉名市に代表して来よっ

とですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 申し訳ございま

せん。先ほどの中尾委員の御質問に対して、負担

金のお金の動く時期とか申し上げましたけども、

ちょっと確認いたしまして、ちょっと訂正させて

いただいてよろしいでしょうか。 

 財政課長のほうから答弁いたします。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。すいません。先ほどのですね、中尾委員

からの病院負担金のことにつきまして、私のほう

からちょっと説明をさせていただきます。 

 まず、ちょっと質問に対する答えの前にですね、

病院組合に対する負担金の性格でございます。こ

の病院に対する負担金につきましては、病院組合

そのものの運営費に関するもの、それと、病院に

対しての運営費に対する補助という形での２つの

内容になっております。 

 この病院の負担金につきましては、病院組合を

通じて病院のほうにも運営費として補助がなされ

るわけでございますけれども、この中に、中尾委

員からは病院組合に対して人件費ということに対

して質問がございましたけども、現在、市のほう

から職員を２名派遣しておりますけども、この人

件費につきましては、令和４年度までは、別途で

すね、人件費に関する運営費の負担金というもの

を支払いをしておったところでございます。 

 今回ですね、新しくくまもと県北病院というふ

うになりまして、組合のほうも新しくなりました

けども、その中での組合と、玉名市、玉東町との

取決めの中で、以前からもございましたけれども、

交付税に措置されます額について、運営の補助を

そのまま補助をいたすという取決めをいたしてお

りますので、これまで交付税によって措置された

額を、組合に対して負担金を支払っているところ

でございます。 

 まず、負担金の性格はそういうものでございま

す。 

 人件費につきましてでございますけれども、今

回、病院が新しく統合したことに伴いまして、特

別にですね、移行期間に関する特別な加算額がご

ざいましたもので、それによりちょっと額のほう

が大きくなっておりますので、人件費につきまし

ては、令和４年度から人件費の負担金は、別途

払っていました負担金は支払わないという取決め

を交わしたところでございまして、そういう意味

からしますと、この交付税を基に負担金を払いま

す中に、人件費は一部含まれているというふうに、

これは御理解いただいていいかというふうに思っ

ております。 

 そして、負担金につきましてでございますけど

も、当初予算では、交付税は見込みとして計算い

たしておりますけども、交付税については、どう

しても係数等、毎年、国によって変更がございま

すので、これについては調整という形で補正で対

応させていただいているところでございます。 

 あとですね、支払いでございますけれども、支

払いにつきましては、毎年予算の中から、病院に

つきましてはたしか年４回、支払いのほうは行

なっております。支払いながら、最終調整分につ

いては、最後のお支払いの中で調整をさせて、追

加で負担金のほうは支払っているというところで

ございます。 

 ちょっと長くなりましたけども、負担金につい

ては、そのような性格でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 それじゃですね、人件費は今まで別途で払う

とったけども、令和５年からはこの維持費の中か

ら捻出をするということですけれども、今の説明

では年に４回、それを出しよると、支払いをしよ

ると言うたね。なら、そもそも単独で玉名市と玉



 

 －8－ 

東町が負担しよる分、単独で負担しよる分たんね、

これはトータルで、ほんならどのくらいになるね、

年間。分からんね。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 まずは、たしか負担金については、玉名市のほ

うから一括して負担金のほうはお支払いをしてた

かというふうに思っております。この交付税を基

にした額で負担をしていたかというふうに思って

おります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 国から通り予算で来ったいね、国からね。これ

以外にありますよという説明でしょうが。今の最

初の説明は。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 令和３年度までは、この交付税とは別に人件費

分も負担をしてたというところでございます。し

かし、令和４年度から移行分での加算がございま

したので、この交付金を基にした負担金の中で人

件費が支払われてますので、この負担金のみで支

払いをしてるかというふうに思っております。 

○委員長（近松惠美子さん） 持ち出しなしと。 

○委員（中尾嘉男君） ほうばってん、この要す

るに立替えとにゃ、また違うとたんね、今回の５,

５００万円ちゅうのは。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 立替えという話がございましたけども、運営費

としては、支払う時期はいろいろございますけど

も、年間で分割して支払ってますので、立替えで

はなく、今回の補正額５,０００万円については、

最終支払分にこの分の調整額を合わせて４期分の

支払い分として支払うというものでございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 今回、５,５００万円な分かった。最後の年度

末でね、要するに玉名市、玉東町が払う部分の

トータルが５,５００万円だったですよて。ほっ

だけん、それはそれでいいけども、なら、要する

に補助と、ね、国から来るお金と、玉名市、玉東

町が出しよるお金、これ、玉名市、玉東町がお金

ば出しよっとは幾らあるやて言うわけたん。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 病院組合に。 

○委員（中尾嘉男君） 途中で来る分な、引いて

よかつばん。 

○財政課長（木村隆宏君） 補助というか、今回

のこの交付税で措置されます総額で言いますと、

７億６,１５７万７,０００円。これが確定額でご

ざいますので、この額を病院組合に負担金として

支払うと。 

○委員長（近松惠美子さん） 単独があるかどう

かという質問です。 

○副委員長（松本憲二君） ２４時間子ども医療

体制等。 

○委員（中尾嘉男君） うん、そがんとんあっと

だん。 

○委員（前田正治君） あったい。本予算の１９

ページば見て。 

○財政課長（木村隆宏君） すみません、個別事

業につきましては、ちょっと個別でですね、対応

してる分がございますので、ちょっとそこは説明

のほうはちょっと。 

○委員長（近松惠美子さん） 各課から。 

○財政課長（木村隆宏君） という形で。申し訳

ございません。 

○委員（中尾嘉男君） ほっで、私が聞きよっと

はね、そういう部分ば言いよるわけだんね。補助

と、補助はもう幾らて、今回７億どしこかあって、

そのほかに持ち出しよっとんあって思うとたんね。

いろいろ玉名市、玉東町から病院に対してお願い

ばしよるけん。今、松本副委員長が言うように、

２４時間体制とかいろんなやつであるて思うわけ

よ。ほっで、その分は幾ら払いよっですかという

こつば聞きよるわけ。その分だろうかて思うたわ
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けよ。その最初の質問が。 

○委員長（近松惠美子さん） それは担当課のほ

うで分かりますでしょう。 

○委員（中尾嘉男君） ほっで、よかよか、もう

分からんならまた後日、聞こうだん。もう時間の

もったいないけん。うっ止むっといかんけん。き

りはなかもん。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、これはも

ういいですね。これはですね。 

○委員（前田正治君） んね、んね、まだ私は聞

いて、答えをもろうとらんて。よかですか。 

 前田です。 

 おさらいばすっと、くまもと県北病院負担金と

して当初予算で令和６年度は６億円組んであっ

じゃないですか、負担金ば、交付税措置としてさ

れるお金ばですね。 

 すと、今回、１２月に来た交付額は幾らになっ

ですかね。 

○財政課長（木村隆宏君） 今回の確定額が７億

６,１５７万７,０００円でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 あ、そうですか。それはそっちが正しかつかな。

私が勉強したつは８億２,０００万円ぐらいの交

付が確定してるようなことをちょっと聞いたんで

すけど、違うんですね、ほんなら。 

 それはよかです。それはよかですけど、さっき

聞いた交付税のは、玉東町と玉名市にそれぞれ割

合に応じて分けて入ってくっとか、それとも玉名

市１本になっとっとか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 玉名市１本でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そすと、さっきの話によると、病院組合のほう

の仕事として職員ば二人派遣しとっでしょう。そ

の分な、昔は、公立玉名中央病院のときは出し

よったばってん、合併してからは交付額が増えた

けん、その分な、交付額の交付に伴って単独で出

しよっとばやめたっていうことだったですよね。

それは、ほんなら、今現在ですよ、職員二人分の

人件費は交付額の中に算定してあっとですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 交付税の額の算定の基礎には、人件費はござい

ません。交付税の算定につきましては、病院の病

床数、それとこれまでの借り入れております公債

費、あとちょっと事業ございますけども、そのよ

うなものを基に基礎数値として交付税が計算をさ

れているところでございますので。 

 ただ、交付税の額というものがこれまでの額に

対しまして加算されて、これは３年間特例なんで

すけども、加算されてる額というものは、当然な

がら病院も建設する際にある程度見込んでおりま

したので、当然ながら先ほど病院組合の事業も運

営費の中にそういう性格があるというふうに申し

上げましたが、今の解体費用もこの負担金の中か

ら捻出されているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それは、加算されとるばってん、玉名市から派

遣しとる二人分の職員の人件費は加算されとらん

とだけん、それば交付税の中から払うというのは、

それは間違うとっとじゃなかつですか。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 間違いとかという話ではございませんで、組合

と構成の市町との中で、組合に対する負担金はこ

の交付税の額をもって対応するという、この取決

めでございますので、その中で対応してるという

ところでございます。 

○委員（前田正治君） それは、組合のトップは

玉名市長だけん、玉名市長が交付税ばもろうて、

そればどぎゃんやろうか、交付税の性格だけん、

それはいろいろ裁量権が及ぶところがあるけんで

すね、考えがいろいろあるかもしれんばってん、

やっぱ病院の運営費として交付されとる額として
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は、やっぱり通り予算て言われるようにそっくり

そのままやっとがやっぱ筋じゃないかなと思いま

すけど。それは、市長にそぎゃん言うとってくだ

さい。削るなと。 

○委員（中尾嘉男君） それはそっくりそのまま

やりよるどだい。 

○委員（前田正治君） 削ってやりよる。 

○委員（中尾嘉男君） それはおかしかもん。 

○委員（前田正治君） だけん、今まで職員の人

件費は別途やりよったつが、交付税がくまもと県

北病院になったらちっと増えてくるけんていう

こっで、人件費は交付税が来よるけんよかじゃな

かかていうことで出しとらんわけですよ。そぎゃ

ん言いよらすとだけん。だけん、それはでけんて

言いよったい。 

○委員（中尾嘉男君） ちょっと中断せんな。分

からん。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、５分だけ

休憩します。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時３９分 休憩 

午前１０時４５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

○委員（前田正治君） ここで予算措置してある

のは１２月確定した交付税額と、今まで支払っ

とった交付税額を差し引いた、とんとん、調整し

た額がこしこだったていうこっで理解しました。 

 そすと、先ほど言うた玉名市から派遣しとる職

員についてですよ、今までは人件費として別途出

しよったのに、くまもと県北病院になった途端、

交付税が増えたけん、その中から出してますと。

それはいかんじゃなかかて。算定の根拠もそぎゃ

んとは入っとらんて言うたですよね。だけん、そ

ぎゃんとはでけんて言うたばってん、何か追加の

説明が。してください。納得するけん。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 人件費に関しましてでございますけども、人件

費に関しましては、一旦負担金という形で立替え

をいたしまして、後ほどですね、年度末になりま

して、病院のほうから市に対しましてまた返すと

いう形での予算措置がなされてるていうところで

ございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 それは確かに入ってくるとね。ただ書面上じゃ

なかつね。確実に入ってきよるね。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 確実でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 いや、入ってきよるけん、もう入ってこんよう

にして、交付税の中から差し引いてくださいとい

うこっで、今は出しよらんていうことでしょう、

早い話。なんですよね、今までの話。そぎゃんで

しょう。そぎゃんじゃなかなら、私は納得せんと

だけん。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課、木村でござ

います。 

 ちょっと後で回答させていただいてよろしいで

すか。 

○委員（前田正治君） 別の質問します。頭ば冷

やして。 

 ５ページのですね、ナンバー３４番の後期高齢

者医療事業で減額補正なんですけど、後期高齢者

医療基盤安定基金の残高はどれくらいになっとる

ですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 すみません、ちょっと今ここで把握しておりま

せん。多分ないんじゃないですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） これは県のあそこ

に聞かないと分からないですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 広域連合なんで

すけども、今は恐らくもうないと思います。ない
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んじゃないかなと思いますが。 

○委員長（近松惠美子さん） なら、これも後に

していいですか。県に聞いていただいて。 

○保険年金課長（松下 匡君） 後ほど、確認し

て回答します。 

○委員（前田正治君） 確認してください。 

○委員長（近松惠美子さん） 誰か県に聞いてく

ださい。 

○委員（前田正治君） 誰かほかの人が聞きよっ

てください。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ６ページのですね、４１番なんですけど、待機

児童解消事業の中で減額補正されてる中でですね、

幼稚園のほうはですね、さっき説明があったんで、

１つだけ確認なんですけど、工期が延びるですね。

また、入札あろうかと思いますけど、で、進捗が

まだちょっと進んでない状況で、園児たちに影響

はないということなんですか。それだけ、１つだ

け確認させていただきたいと。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

長の中野です。 

 完成自体は工期どおりに完成する予定で、今の

園舎と別の場所に建てていますので、影響はない

と思います。 

○委員（多田隈啓二君） なるほど、分かりまし

た。ありがとうございます。 

 多田隈です。 

 その下のですね、予備保育士確保促進事業補助

金の１,６５６万２,０００円のマイナスになって

おりますけど、これのまずは事業内容はどういう

ものなのか、お伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 予備保育士というものが、途中入所される児童

に対して予備的に最初から入れとくという形の保

育士さんになります。 

 この条件がですね、４月から新規採用というの

が条件となってまして、その新規採用の人数が少

なかったために減額補正をしてるものとなります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ４月採用で、ゼロだったということなんですか。

何人かおられるていうことですかね。何人おられ

るんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 各私立保育園

で予備保育士を採用してますので、それの実績に

なっております。実数でですね、７園は予備保育

士を確保して補助を行なっているところです。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 じゃあ、これ、実際計画的には何名だったんで

すか。減額補正なんで、当初の計画では何名予備

保育士を入れる予定だったですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 当初予算が２,

７８４万円予定しておりました。実施額が１,１

２７万８,０００円となっております。 

 当初はですね、前年度の実績ベースで予算計上

してましたけど、それにちょっと雇用する園が少

なかったという形になってます。 

○委員（多田隈啓二君） じゃあ、新年度はまた

この実績が基になるわけですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） 年度途中での説明

をしないと分からないでしょう。年度途中での例

えば産休明けで１０月から入る子がいると。そう

いう子のための予備保育士でしょう。その説明を

しないと分からないですから。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 予備保育士については、途中入所の方。 

○委員（多田隈啓二君） さっき言われたとおり

ですよね。分かりました。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 今年が８人で

す。来年度はですね、この補助がありませんので、

予定しておりません。 

○委員（多田隈啓二君） じゃあ、来年度は今ま

でおられた、今年でいけば７人おられる方がゼロ

になるわけですかね。そのまま雇用を継続する考

え方なんですかね。 
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○子育て支援課長（中野光昭君） そこは、各園

のちょっと状況によると思います。１年間で採用

されてるかという形になると思います。 

○委員（多田隈啓二君） これは、やっぱりすご

く園からすれば大変な問題て思うんですけどね。

やっぱり今まではこうやってから補助金出しなが

ら保育士をですね、確保していけたけど、新年度

からはいけないという状態なんで、やっぱりその

辺のですね、今後は園とのですね、打合せ、やっ

ぱりこれはいきなり来て大丈夫なものかというと

ころもありますんで、やっぱり園児たちの学びの

場ということでですね、しっかりその辺はですね、

また園との話合いをしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今んところでちょっと関連してですけど、今年

度から予備保育士の県の補助金がなくなるってい

うことなんですけど、それに代わる何か代替えが

措置されるということはなかっですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 予備保育士の県の補助金の交付要綱になるんで

すけど、前年度の１０月時点において待機児童が

５人以上発生している市町村が該当となっており

ます。で、それに該当しないため、令和６年度は

ないということです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 大体予備保育士をそうやって各園が、予備保育

士ていうばってん、実際は子どもが１０月から

入ってくるばってん、１０月から職員ばぱっと雇

おうてしたっちゃ、なかなか雇えんけん、４月か

らあらかじめ雇うとくと、そういう性格だったで

すよね。そすと、そのためには、各園の人件費の

持ち出し負担になるけん、それはあんまりだろう

ということでこの補助金がついたわけですね。 

 こればなくすならですよ、今度、そうやって途

中入所の子どもに対する職員が、今ん玉名市も

しょっちゅう募集しよるように、なかなか見つか

らんときは子どもが入られんとじゃなかですか。

そういう状況が出てくる可能性もなきにしもあら

ずですよね。 

 だけん、やっぱ何らかの手当ば玉名市としてし

てやらんと、やっぱ保育所運営に責任を持つ市の

役割というのが問わるっとじゃなかですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 その点については、確かに委員がおっしゃると

おりでございますので、県とも今後打合せをして

から、補助の確保に努めてまいりたいと思ってい

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 お願いします。 

 なら、続けて、５ページのですね、さっきの説

明で、３９番の説明をちょっともう一回お願いし

ます。ようと聞いとらんだったです。すいません。

ナンバー３９です。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 ナンバー３９はですね、認定こども園給付費負

担金の増加によるものです。令和５年１２月に新

公定価格が示されました。で、その内容が令和５

年の人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に順

じ、算定の基礎となる職員の人件費を引き上げる

ため、４月に遡り増額改定があったためとなりま

す。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

 なら、その公定価格の見直しがあって、その分

な、財源支出されたけん、４月に遡って私立の保

育園の職員さんは全部人件費のアップがあったと

いうことですよね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） そうです。給

与改定自体は各園の方針でございますけど、国か

らも処遇改善をしなさいという通知が来ておりま

して、市においてもその国に沿って４月に遡って
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給与改定を行なうよう、指導してるところでござ

います。 

○委員（前田正治君） なら、玉名市の会計年度

任用職員は４月に遡っちゃ上げんだったけんです

ね、その辺ないかんなと言うしきゃなかけん、も

うよかです。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（中尾嘉男君） ４１ページの先ほどから

ありよる保育士。中尾ですけれども。 

 これは、もともと県が６００万円、市が６００

万円、そのくらいの金額じゃなかったね。違うか

ね。説明では、何か２,７００万円予算ば組ん

どったちゅう話だったけども。俺の勘違いかな。 

○委員長（近松惠美子さん） 予備保育士のです

か。 

○委員（中尾嘉男君） うん。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 当初が２,７８４万円です。で、今回、予算現

額が１,６５６万２,０００円するものです。 

○委員（中尾嘉男君） これ、今、何年目かな。

中尾ですけども。３年ぐらいだろう。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 ３年目でございます。 

○委員（中尾嘉男君） なら、３年目からずうっ

とこの予算だったつね、最初から。 

 分からんならよか。 

 ほんならね、来年度から、令和６年度から無か

と、この予算措置がね。先ほど、何かちょっとが

やがやで分からんだったけども、県のほうが切っ

とっとじゃなかっだろう、これの補助を。何かそ

れには条件があっとだろう。そこばちょっと教え

てくれんかな。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 すみません、１０月時点の待機児童数が５人以

上でなければならないというのが条件にあります

んで、それに玉名市が該当しないという形になり

ます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 じゃあ、１０月時点で５人待機がおらんけん、

これカットしますよと。ほっで、それは４月ぐら

いには分からんとじゃなかつね。いつ頃入るちゅ

うのは。４月で分かっとね。分かっとるけん、要

するに５人以下だけん、予算ば出さんて言いよっ

とじゃなかつね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野でございます。 

 ある程度は年間通して希望を取ってますので、

出産した後の入所申込みとかが大体分かってると

ころでございます。 

○委員（中尾嘉男君） それに対して、なら、予

想で、５人以下という見方ばしとるわけたんね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 昨年の１０月です。昨年の１０月時点で待機児

童が５人なかったんでという形になります。 

○委員（中尾嘉男君） 昨年の１０月ね。 

 中尾ですけども。 

 もともと私立の園が、これは手を挙げて参加さ

れとっとだろう。ほっだけん、その辺はその園か

らの苦情ちゅうか、それはなかつね。全部、それ、

認めとっとね。一方的じゃなかつね。 

 あのね、これがなぜ私が質問しよるかちゅうと

ね、玉名市の私立の園の方々ね、相当努力された

つよ。ほっで、ちょっと私もこれに関わったもん

だけんね、当時ね。ほっで、とにかく４月から給

料ば払わないかんとたいて。ほっで、それに払お

うでち、やおなかけんということでね、もともと

熊本県の県議さんが、これ、手ば挙げたつよね。

向こうの南部の人が。ほっで、そういうことでね、

これは一丸となってやってきとる事業だったつよ。

ほっだけん、その５人とかね、何とかね、待機児

童の数ね、私は、記憶にはそういうとがなかった

んね。 
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 これは、ほんならいつそういう条件がついとっ

と。最初の時点からついとっとかな。分からんど、

それは。もうよかたい、なら。 

○委員長（近松惠美子さん） これは市のこと

じゃないから、次に進んでいいですか。 

○委員（中尾嘉男君） うん。ばってん、困らる

るばいた。 

○委員長（近松惠美子さん） また別のところで。 

 ほかにございませんから。 

○副委員長（松本憲二君） ちょっと休憩ば。１

時間過ぎとっですよ。 

○委員長（近松惠美子さん） さっき５分休んだ

よ。 

○委員（中尾嘉男君） ちょっと休憩ばしよい、

休憩ば。 

○委員長（近松惠美子さん） 遅くなってもいい

ですか。 

 では、１０分休憩します。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時０４分 休憩 

午前１１時１３分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 ほかに御質問はありませんか。 

○子育て支援課保育係長（坂口壮太郎君） すい

ません、子育て支援課保育係、坂口と申します。 

 休憩前のことについて補足説明をさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○子育て支援課保育係長（坂口壮太郎君） 予備

保育士確保促進事業について御説明をさせていた

だきます。 

 まず、最初のほうに、予備保育士のことにつき

まして、十分御存じの委員の方もいらっしゃるか

と思いますが、あまり聞き及びのない名称でござ

いますので、簡単にちょっと御説明させていただ

きます。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、説明してく

ださい。 

○子育て支援課保育係長（坂口壮太郎君） まず、

保育園につきましてはですね、国から、県から、

また市から、運営費という形で保育に関する運営

費用を出してるんですが、その中にもちろん保育

士を雇用して、必要なお金も出しているところで

ございます。 

 ただ、その中にはですね、各保育士が預かれる

最低の子どもさんのですね、基準がございますの

で、それに応じた金額になっておりまして、ただ、

保育園、特にゼロ歳、１歳につきましては、４月

から小学校とかのようにですね、最初からスター

トで用意ドンで入るわけではなく、お母様たちの

育休のですね、復帰の時期に合わせましてそれぞ

れ入ってきますので、その時期までに、例えば玉

名市であれば、１０月以降、１１月、１２月と

いった時期に新たに入ってこられるお子さんがい

らっしゃいます。その分に対して、通常であれば

ですね、１１月、１２月途中からというような雇

用も可能かと思いますが、なかなか新卒の方とか

ですね、保育士の方、また、園の方針をしっかり

ですね、認識していただきながらというのが難し

いということで、４月から採用されるパターンが

ございます。 

 その期間が運営費の対象外となるということで、

保育園の負担増という形になってまいりますので、

それを軽減するためにということで、私どものほ

うもですね、以前から、本来は給付費、もともと

の運営費のほうにですね、国、県に、加算できる

働き方をお願いできないかというのを以前から市

のほうとしてもお願いをしておりましたが、そこ

が各関係団体と市のほうと取り組んだ結果、県の

ほうからですね、令和３年度から３年間限定の事

業として予備保育士確保促進事業という事業が新

たに立ち上がった状況でございます。 

 令和３年、令和４年、令和５年で、本年度が３

年目ということで、１つは、今年度でもともと終
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了の事業であったということが１つございます。 

 先ほどから１０月時点というお話をさせていた

だいておりますけれども、こちらにつきましても

ですね、前年度の１０月時点、結局、本来の予備

保育士が必要な時期に待機児童が発生している状

況が市町村の中で５名以上いた場合は、来年度の

事業に手を挙げることができるということになっ

ておりますので、例えば令和３年度、事業を手を

挙げたいという場合は、令和２年度の１０月の時

点でいた場合に手を挙げることができるというよ

うな事業でございました。 

 やはり先ほども御説明しましたとおり、事業の

性質といたしましても、１０月以降は実際に園児

さんがいらっしゃる前提なので、給付費の措置対

象者となられる保育士さんという考え方になりま

すので、１月から９月までの半年間、の月当たり

の保育士の給料分のですね、支援をするというの

が事業の内容でございます。 

 来年度はどうするのかということにつきまして

は、熊本県のほうもですね、しっかり考えてはい

ただいておりまして、何かしらの支援措置を変え

たいと。ただ、もともと３年事業で予算措置をし

ていた事業なので、一旦終了しなければならない

ということと、来年度予算措置をするために、私

どものほうも、県のほうにどういった事業がある

のかということで御相談をさせていただきました

が、残念ながらですね、やっぱりちょうど今、県

知事選が始まっておりますので、新たな知事が決

まってからではないと、その公表、また要綱承認

もいただけないということでございましたので、

残念ながら４月以降に要綱をいただいてから、新

たに補正予算等でですね、お願いをしてまいりた

いと考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。 

 この件につきましては、これ、今は補正予算の

審議してるところですので、これで質疑は打切り

たいと思います。 

 あと、松下課長のほうから。 

○保険年金課長（松下 匡君） すいません、保

険年金課長の松下です。 

 先ほど、前田委員の後期高齢者医療のですね、

基金については、まだ調査中でございまして、分

かり次第ちょっと回答を差し込みさせていただけ

ればと思います。すいません。 

○委員長（近松惠美子さん） 後期高齢者医療の

ほうではないということですね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 先ほどの調査では、広域連合のほうではないと

いうことで、もしかしたら熊本県のほうで保有し

てる可能性もあるのでということで、そちらのほ

うを調査しております。 

○委員長（近松惠美子さん） また、後期高齢者

のところで質問していただいてもいいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 後期高齢者医療財政安定化基金に正式な名前は

なっとっです。熊本県が、ちなみに令和４年度は

４３億円ぐらい持っとるようにインターネット

じゃ公開してあるです。だけん、令和５年度かあ

るかどうかを、ほんなら調べとってください。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。ほかにはございませんか。なければ。 

○財政課長（木村隆宏君） 財政課の木村でござ

います。 

 病院組合に対しましての負担金につきまして、

前田委員のほうから質問に対しましてでございま

すけども、ちょっと一部訂正もございますけども、

再度説明のほうをいたしたいと思います。 

 人件費につきましては、令和３年度までと令和

４年度からについて、その負担金の取扱いという

ものは変わったところがございます。令和３年度

までは、運営費分の負担金に加えて、人件費の負

担金がございました。それが、令和４年度からは、

交付税で見られます運営費の負担金の中で人件費
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を見るということで、これは協議をしたところで

ございます。 

 人件費に関しましてですけども、最終的には、

以前からと同じ形でございますけれども、その人

件費相当分については、年度末に市のほうに返還

がされております。これにつきましては、負担金

の取扱いが変わってはおりますけども、令和４年

度からそのまま返還されているということには変

わりはございません。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これで質疑、

委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第５号令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

 執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 議第５号令和５年度玉名市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）につきまして、御説明

します。 

 予算資料は、２２ページになります。２２ペー

ジですね。 

 今回、歳入歳出それぞれ５,０００万円を追加

し、予算額を８９億２,７６８万３,０００円とす

るものでございます。 

 歳出のほうを主に御説明します。 

 １番の一般分療養給付費５,０００万円の追加

は、保険給付費の増額を見込むもので、新型コロ

ナウイルス感染症やインフルエンザの流行、入院

など、先進医療ですね、これに係る医療の高度化

などの影響によるものと考えております。 

 次の２３ページをお願いします。 

 ２番の一般被保険者医療給付費分、これは財源

組替えでございます。 

 また、今回、補正額の財源でございますが、主

に財源調整としまして令和４年度の繰越金、国庫

支出金などとなっております。 

 以上で議第５号の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第５号について質疑及び委員間討議はありま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これにて質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第５号令和５年度玉名市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）については、全員一致

をもって可決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第６号令和５年度玉名市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）を議題といたしま

す。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料は２３ページをお願いします。 

 議第６号令和５年度玉名市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）につきまして御説明しま

す。 

 今回、歳入歳出それぞれ３,３９２万８,０００

円を減額し、予算額を１１億８９５万４,０００

円とするものでございます。 

 歳出のほうを主に御説明します。 

 １番後期高齢者医療広域連合納付金３,１７５

万５,０００円の減額で、内訳としまして、被保

険者保険料負担金の実績を見込み、２,０３６万
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３,０００円の減額、保険基盤安定負担金の確定

に伴います１,１３９万２,０００円の減額でござ

います。 

 ２番の高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施事業２１７万３,０００円の減額は、人件費

の実績見込みに伴います一般会計繰出金の調整で

ございます。 

 以上で議第６号の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） これより質疑及び

委員間討議に入ります。 

 議第６号について質疑及び委員間討議はありま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これで質疑

及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第６号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第６号令和５年度玉名市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

○保険年金課長（松下 匡君） 委員長、すみま

せん、ちょっとよろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○保険年金課長（松下 匡君） 先ほど前田委員

からの後期高齢者医療の基金についてですけど、

やはり熊本県のほうでですね、財政安定化基金を

保有されておりまして、今、約４３億円というこ

とです。よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） ありがとうござい

ました。 

 では、次に、議第７号令和５年度玉名市介護保

険事業会計補正予算（第４号）を議題といたしま

す。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 予算資料の２４ページをお願いいたします。 

 議第７号令和５年度玉名市介護保険事業特別会

計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 今回、５,２４６万７,０００円を増額補正し、

歳入歳出補正後の額としまして８１億４０８万５,

０００円とするものです。 

 第１表中、２款保険給付費の１番から１５番の

給付費につきましては、調整交付金、社会保険支

払基金交付金の追加交付に伴う財源組替えとなっ

ております。 

 続きまして、２５ページの４款地域支援事業費

につきましては、２,９７６万３,０００円の減額

をお願いするものです。これは、実施見込みによ

る事業費の調整としまして減額いたします。 

 主なものとしまして、１６番、介護予防・日常

生活支援総合事業において、国保連審査会負担金

を事業見込みにより２,７１６万９,０００円の減

額。 

 １７番、一般介護予防において、事業経費の実

績見込みにより１７５万５,０００円を減額する

ものでございます。 

 次に、５款基金積立金につきましては、令和５

年度の国、県などからの歳入増額分と、令和４年

度繰越金から償還金を差し引いた余剰分の合計８,

２２３万円を積み立てるものでございます。 

 以上で議第７号令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） 以上で執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第７号について質疑及び委員間討議はござい

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（近松惠美子さん） これにて質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第７号令和５年度玉名市介護保険事業特別会

計補正予算（第４号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、健康福祉部所管の議第１２号令和６年度

玉名市一般会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 議第１２号令和６年度玉名市一般会計予算に関

わる、健康福祉部に関わります主な事業について

御説明を申し上げます。 

 当課からは、３つの事業について説明をいたし

ますけれども、間に入りますので、まず、１つ目

の事業について説明いたします。 

 予算資料の１４ページをお願いいたします。 

 ９９番、自殺対策推進事業で３４１万１,００

０円の予算を計上するものでございます。内容と

しましては、まず、継続事業であります臨床心理

士による対面型の相談会、これは年１２回を予定

しております。 

 また、次に、熊本連携中枢都市圏のＳＮＳによ

る相談業務、これは、昨年の１１月から協定を結

びまして実施しておりますけれども、こちらのほ

うを年間通じて行なうこととしております。 

 また、令和６年度につきましては、自殺対策計

画の策定を予定しておりまして、前期計画の更新

を行なうものでございます。 

 ちなみに、ＳＮＳ相談事業についての実績を申

し上げます。昨年１１月からということですけど

も、３月５日までで４７件の相談があっておりま

す。実人数としましては、１３人の方が４７件相

談されているということでございます。 

 １つ目の事業につきましては、総合福祉課は以

上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 次に、１５ページ、上段をお願いします。 

 １０３番になります。生活困窮者自立支援事業

の２,３６６万３,０００円は、生活困窮者や生活

保護受給者の相談に応じ、自立や就労に向けた必

要な支援に要する経費で、就労準備支援事業業務

委託や、学習支援事業業務委託などの委託料が主

なものです。 

 この事業の財源は、国の生活困窮者自立支援事

業負担金及び生活困窮者自立支援事業補助金によ

り、各事業費の２分の１から３分の４の割合で交

付されるものでございます。 

 以上です。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 資料の１６ページをお願いいたします。 

 １１９番、発達障害児者及び家族等支援事業に

つきまして３１万３,０００円円を計上しており

ます。内容としまして、発達障がいを持つ児童の

保護者への支援等に関する経費でございまして、

これはペアレントトレーニングというものを実施

するものでございます。 

 これは、昨年度といいますか、令和５年度から

実施しているものでございまして、保護者の方々

が子どものよりよい関わり方を学びながら日常の

子育ての困り事を解消し、子どもの発達促進や行

動改善を目的とした保護者向けのプログラムでご

ざいます。 

 今年度、令和５年度につきましては、ワンクー

ルの６回のプログラムを１回開催しましたけれど
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も、令和６年度につきましては、このワンクール、

６回のプログラムを年２回開催する予定でござい

ます。参加者につきましては、ワンクール６名、

計１２名の参加を予定しておるところでございま

す。 

 続きまして、１２０番の地域障害児支援体制強

化事業（新規）というふうにしてありますけれど

も、こちらは継続事業でございまして、これはこ

ども家庭庁ができたため、前にある地域生活支援

事業化の移行された事業でございまして、新規と

いう名称になっております。 

 こちらの事業は、有明圏域２市４町での広域で

の事業でございます。療育相談による療育に関す

る助言や指導を行なっております。ちなみに、活

動件数の令和６年度の見込みとしては、玉名市で

４０件、広域全体で１００件を予定しておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 当課から３つの事業について、続けて説明させ

ていただきます。 

 まず、１６ページ、１２２番、高齢者等生活支

援事業で１億３,９１４万６,０００円をお願いす

るものです。主な事業としまして、天水生活支援

ハウス運営事業業務委託７６６万４,０００円、

福祉送迎バス運行事業業務委託８２０万２,００

０円、シルバー人材センター補助金２,０００万

円、老人保護措置費１億４２万６,０００円など

でございます。 

 財源としましては、生活支援ハウス利用者負担

金３２万４,０００円、老人福祉施設入所者及び

扶養義務者の負担金として１,２８９万４,０００

円、住宅改造事業の県補助金６６万６,０００円

を予定しております。 

 続きまして、１２６番、介護施設整備事業２,

３８８万４,０００円をお願いするものです。内

訳の介護基盤緊急整備特別対策事業は、施設内に

簡易陰圧装置などを設置し施設内の感染防止を図

るもので、２施設分２３５万８,０００円、また、

介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金は、

施設の大規模改修に伴うＩＣＴの導入などに係る

費用に対し補助を行なうもので、４施設分２,１

５２万６,０００円でございます。 

 財源としましては、全て県の補助となっており

ます。 

 なお、事前調査により、これらの補助を活用さ

れる施設からの事業計画に基づき、予算を計上し

ております。 

 続きまして、１３０番、天水老人憩の家管理運

営事業は、１億４,３９７万７,０００円をお願い

するものです。内訳の主なものとしましては、指

定管理業務委託料４８２万８,０００円、中規模

改修工事費１億３,９００万円でございます。 

 天水老人憩の家は、玉名市公共施設長期整備計

画の中で、令和４年度に基本設計、令和５年度に

実施設計を終え、令和６年度には閉館して改修工

事を行なう計画となっております。この改修工事

につきましては、社会福祉施設整備事業債を活用

し、行ないます。 

 当課からは以上です。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 １７ページの中段をお願いします。 

 １４２番の健康診査事業、１４３番、歯科口腔

健康診査事業、１４４番、高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施事業、トータルで２,１６

５万４,０００円をお願いするものです。いずれ

もですね、新規となっておりますけれども、現在、

後期高齢者医療特別会計のほうで予算組みして行

なっております保健事業でございます。今回、昨

年１０月からのインボイス制度の導入によりまし

て、特別会計から一般会計へ組み替えることによ

り、消費税申告を要しないとされているためです

ね、令和６年度当初からですね、一般会計のほう

で計上するものでございます。 
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 なお、主な財源は、広域連合からの事業収入２,

１５１万６,０００円を見込んでおります。 

 保険年金課からは以上です。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 １８ページをお願いいたします。 

 １５５番、児童育成支援拠点事業、１,９６０

万円の事業費でございますが、養育環境に課題を

抱える家庭や、学校に居場所のない児童等に対し

て、居場所となる場を開設し、児童とその家庭が

抱える多様な課題に応じて、生活環境の形成や学

習のサポート、進路等の相談支援等を行なうとと

もに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、

関係機関へのつなぎを行なう等の支援を行なうも

のでございます。支援を包括的に提供することに

より、虐待の防止や一時保護解除の家庭への円滑

な復旧を図ることを目的に事業を行なうものです。

具体的には、現在、同様な事業を実施している社

会福祉法人玉医会への委託を予定しているところ

で、財源については、国３分の１、県３分の１、

市３分の１となっております。 

 続きまして、同じく１８ページ、１５９番、保

育所運営事業２７億５,９０９万円でございます

が、主なものとしましては、私立保育園運営費負

担金１７億８,０７１万円、認定こども園給付費

負担金７億８,９７６万８,０００円でございます

が、そのほかに、資料の９ページをお願いいたし

ます。 

 ９ページに、自治体ＤＸ推進事業が記載してあ

りますけど、その中ほどに主な事業内容を記載し

てあります。保育所入所ＡＩマッチングシステム

導入業務委託８９３万２,０００円、給付金支援

システム導入業務委託７９６万４,０００円も含

まれているところです。 

 デジタル田園都市国家構想交付金を活用して行

なうもので、保育所入所ＡＩマッチングシステム

については、保育所等への入所を希望する際、Ａ

Ｉを活用した入所調整を行なうことで事務の効率

化を図り、利用保護者への結果通知を早期に発送

することができます。結果通知の早期化により、

保護者の円滑な就労復帰を行なうことができる時

間的余裕を提供することができると考えておりま

す。 

 また、給付金支援システムについては、市立の

保育園等の施設給付業務、いわゆる保育所運営費

の請求業務をシステム化することにより、各園及

び市役所の負担軽減及びミス等をなくすことによ

り、事務の効率化を図るものです。 

 デジタル田園都市国家構想交付金事業の財源に

つきましては、国２分の１、市２分の１でござい

ます。 

 続きまして、同じくまた１８ページをお願いし

ます。 

 １６４番、子ども・子育て支援事業１,００７

万２,０００円でございますが、主なものとしま

しては、令和５年４月に施行されましたこども基

本法において、都道府県、市町村は、こども大綱

を勘案して、こども施策についての計画を定める

よう努めることとされています。関連するほかの

子どもに係る計画と一体的に策定することができ

るとされ、また、こども大綱が昨年、令和５年１

２月に示されたことから、令和６年度に第２期計

画が終了する子ども・子育て支援事業計画と一体

的に策定するものでございます。 

 財源につきましては、計画書策定につきまして

は、国２分の１補助を予定しております。 

 以上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 次に、１９ページをお願いします。 

 １７０番、生活保護扶助事業の８億６,７６０

万円は、令和２年度から被保護世帯、及び被保護

者数が減少し、それ以降は同水準で移行している

ことから、前年度と同額を見込むものです。 

 この事業の財源は、国の生活保護扶助費等負担

金により、扶助費の４分の３が交付されるもので
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ございます。 

 以上です。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 同じく１９ページの１７９番をお願いいたしま

す。 

 １７９番、健康保持増進事業の３７４万１,０

００円につきまして、これは今回、熊本連携中枢

都市圏を構成する市町村で運営するスマートフォ

ン専用アプリを活用したポイント事業を実施する

というものでございます。毎日のウォーキングの

記録の登録や各種検診の受診、さらに、市町村が

実施する健康に資する事業など、健康づくり活動

を行なうことで、アプリ上でのポイントが付与さ

れ、ポイントに応じた特典が付与されるというも

のでございます。このアプリの活用により、個々

人の健康づくり活動への意欲を高め、健康増進、

健康寿命の延伸を図っていくものでございます。 

 続きまして、次の２０ページ、１９７番をお願

いいたします。 

 １９７番、出産・子育て応援事業４,５８５万

２,０００円でございます。これは、妊娠期から、

出産、低年齢期の子育て家庭の様々な相談に応じ、

必要な支援につなぐ伴走型支援と、妊娠の届出時

に出産準備給付金として、また、出生届出のとき

に子育て応援給付金として、それぞれ５万円を給

付する経済的支援を行なうものでございます。 

 事業の財源につきまして、伴走型支援の部分が、

国が２分の１、県と市が４分の１、経済的支援の

ところは、国が３分の２、県と市が６分の１の負

担でございます。 

 なお、本事業につきましても、予算資料に新規

と表示されておりますが、これは、令和４年度、

国の第２次補正予算による全国的な取組として、

出産・子育て応援事業を、本市の場合、令和５年

１月からの新規事業として実施しております。 

 予算措置としては、令和４年１２月議会の補正

予算により令和５年１月から９月までの分を計上

し、令和５年度の４月から９月までをその繰越明

許費により執行してきたもので、予算の執行上、

令和６年度の新規事業と表示しているものでござ

います。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 次に、２６ページをお願いします。 

 ２８９番になります。消費生活センター事業の

３５２万３,０００円は、例年実施している弁護

士・司法書士無料法律相談業務委託料等のほか、

来年度の成人式会場での消費トラブル防止啓発に

加え、啓発パンフレットの配布を行なうものです。 

 事業の財源は、県の消費者行政強化事業補助金

により、事業費の２分の１が交付されるものでご

ざいます。 

 以上で、健康福祉部所管に係る議第１２号令和

６年度玉名市一般会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 以上で執行部の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１２号について質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 １８ページ、１５５番、真ん中の右のほうに。 

○委員長（近松惠美子さん） もうちょっとゆっ

くり言ってください。１８ページの。 

○委員（坂本公司君） １５５番、右の方に養育

環境等に課題を抱える家庭や、学校に居場所のな

い児童等に対する包括的な支援ていうものは、ど

ういったことなのか、ちょっとお願いします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 この事業の対象者が、食事、衣服、生活環境等

について不適切な養育状態にある児童等、養育環

境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及び

その保護者等になっております。事業の内容等に

ついては、安全・安心な居場所の提供、生活習慣

の形成、片づけや手洗い、うがい等の健康管理の
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習慣づけ等になります。あと、学習の支援、宿題

の見守り、学校の授業や進学のサポートと、あと、

食事の提供、そのほかに課外活動の提供、調理実

習や農業体験等になります。あと、学校、医療機

関、地域団体等の関係機関との連携及び関係構築

等が主な事業内容となっております。 

 以上でございます。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 居場所の提供というのは、具体的にどういうこ

となんでしょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 学校にも例えば行けない人とか、家庭でも行け

ない人とかを場所を提供して、そこで見守るとい

う形になります。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 住むところをということじゃないてことですね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 住むところではありません。あくまでも昼間と

いう形になります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、坂本委員からのところの関連で、これは、

要は家庭にも学校にも居場所がないということで、

それをどういうふうに、この子がこの事業の対象

になるっていうふうに判断するのか、そのタイミ

ングとかですね、どういう位置づけで。 

 あと、それは結局子どもだけのケアなんですか。

これは親のケアも必要だと思うんですけど、その

辺りはどうなんですか、この事業は。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 基本的には、利用したい方から申請していただ

いて、玉名市のほうで決定して委託するという形。

その児童を委託するという形になります。 

 子どもだけじゃなくて親のほうももちろん相談、

連携等が必要になってくる事業だということに考

えております。 

 その大本はですね、うちの相談室のほうとかに

結構そういう関連の子どもたちとか家庭の相談が

あっておりますので、その方たちともこの事業に

つなげればと思ってるところです。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 相談室に相談があってると。これは子どもから

の相談ですか、それとも保護者からの相談なんで

すか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 そちらはですね、学校とか、あと、周辺の住民

とか、いろいろな状況があってる状況でございま

す。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 先ほど、利用したい人が申請をしてくる、で、

今の相談室への相談というのは、学校とか地域住

民という答弁だったんですけど、でも、対象者が

相談に来てるからこういう事業をやろうというこ

とではなかったように聞こえたんですけど、結局、

その対象となり得る人が、その人が、当事者が申

請をしないといけないんですよね。でも、それに

気づかなかったりとか、申請そのものを受け付け

なかったらどうするんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 該当と思われ

る方についてはですね、こちらのほうからその申

請のお願い等を考えてるところでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 要は、周りから情報が入ってくるから、対象と

なり得る人に対して市のほうから、こういう制度

があるんですけど利用しませんかということを促

していくというふうに聞こえました。多分そうい

うことだと思うんですけど。 

 先ほど、ちょっと説明のときに、どこかへ委託

をするというふうに、事業実施をですね、委託を

すると。そこはどういう委託先になるんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、
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中野です。 

 社会福祉法人玉医会というところなんです。玉

医会。実は、医師会関連の社会福祉法人でござい

ます。 

○委員（大野豊重君） すいません、大野ですけ

ど。 

 そこの玉医会というのは、人がそういう事業を

やられる、もしくは居場所がない子どもたちがそ

こに行く、そういう扱いですか。 

 だけん、玉医会の場所で、居場所がない子ども

たちが行って何かをしてもらうのか、それともそ

ういう場所っていうスペースではなくて、そうい

う玉医会の人たち、人が人をするっていう事業に

なるんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 その場所になります。場所で、援助する人がい

て、そこで連携、コーディネートとかをするとい

う形になります。 

○委員（大野豊重君） じゃ、最後に。大野です

けど。 

 そういうふうに対象になる家庭、もしくは子ど

もの数っていうのは何件ぐらいを想定されてます

か。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野でございます。 

 この事業がおおむね２０人というふうになって

おります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 今後、その対

象者については検討していきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。 

○委員（山下桂造君） １４ページの９９番です。

自殺対策推進事業で、臨床心理士による対面型の

相談会とあって、玉名市のほうで心理士の採用が

あってるので、この臨床心理士っていうのは玉名

市の職員なのか、それともまた別の人なのかと

思って伺います。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 こちらの自殺対策推進事業によるこの臨床心理

士さんにつきましては、外部の方でございます。 

○委員（山下桂造君） 外部の方に頼むというこ

とで、実施されるということですね。分かりまし

た。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 恐らく１５ページになるかと思うんですが、予

算計上されてないんで聞くんですけど、昨年まで

ご当地カード、いわゆる行政ポイントの付与事業

というのがたしか１１０万円とかで、どんどん削

られてきてた分があったと思うんですけど、今年

から多分、これ、書いてないんでないと思うんで

すけども、実際この行政ポイントってほかの自治

体とかは玉名モデルを活用して物すごく活性化し

てるんですけど、この事業自体を令和６年度から

なくす理由って何かあるんでしたっけ。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 この行政ポイント付与事業につきましては、も

ともと実施年数が決まっておりまして、延長をし

ておりましたけれども、令和５年度をもって終了

ということで相手方とも協議を済ませましたもの

ですので、今回、令和６年度の予算のほうには上

げてないという状況です。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 年数が決まっていたから終了した。延長もした

ということなんですけども、実際、関連して、後

で連携中枢都市のほうでも健康ポイントのほうも

されるじゃないですか。何かちょっとちぐはぐし

てるなと。要は、この行政ポイントって物すごい

いいものだと思うし、要は、玉名モデルを活用し

てほかの自治体が物すごい活性化してるんですね。



 

 －24－ 

なのに、玉名市は何でやめるのっていうような、

ちょっとほかの自治体からすると、「え、何

で」って、「こんないいものなのに」と。それが

単純に年数でもともと計画したやつのものが終

わったから終了するんですよではなくて、いいも

のであればさらに拡大していかなきゃいけないと

思うんですけど、その辺りで何でかなと思ったけ

ど、単純に年数、もともとの計画が終わったから、

終了したから、期間が来たからっていう内容だっ

たように聞こえたんでですね、ちょっともったい

ない気がするんですけど、その点をもう一度。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 このポイント付与事業につきましては、これが

実施当初につきましては転入者さん、婚姻以外の

いろんな行事の参加についてもですね、ポイント

を付与しておりましたけれども、途中でその行事

参加についてのポイントはなくなって、残りの転

入、出産、婚姻というようなポイント付与になっ

ておったんですけども、先ほども保健予防課のほ

うからもありましたけども、そういった別の取組

もあるというようなこともありますので、今回、

以前のポイント付与制度につきましては終了とい

うことで考えさせていただきました。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 所管課が１担当課だけで考えると多分そうなる

ので、それを商工政策だとか観光とか、あと、民

生とか、そういうふうなところと横連携をしてい

けば、物すごい飛躍的になる事業だと思うんで、

また今後、その横連携を図るような会議というか、

打合せも、１度、会を持っていただきたいと思い

ます。もうこの件はいいです。 

 追加でよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） １６ページの１２４番な

んですが、老人クラブの支援事業についてなんで

すけど、これも昨年、中尾委員のほうから質問が

あってた部分なんですけど、昨年の答弁では均等

配分はないと。事業に応じてこれを出しているん

だよということだったんですが、ちなみに、老人

クラブ連合会があると思うんですけども、それに

対して加盟してくる数だとか、脱退の状況という

のは、今、どうなってるのかなというふうに。そ

れに対しての予算配分だと思いますんで。要は脱

退するところ、もしくは加盟するところ、それが

どういう具合になってるのかなと。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 まず、老人クラブの数につきましては、単位老

人クラブで現在７５クラブですね。昨年より多分

２クラブほど少なくなっているかと思います。会

員の数としましては、３,６４７名というふうに、

今現在把握してるところではその数になってます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今、マイナス２と言われたんですけど、これは

令和４年度と令和５年度の比較ですか。それとも

令和５年度中にマイナス２になったんですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長、

中川です。 

 令和４年度と令和５年度の比較です。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけど。 

 今回、ここに約１,３００万円の予算計上なん

ですけど、要は、そのクラブの方が脱退されると

ころからの話では、要は、いろんな事業を年間に

何回かやられると思うんですけど、老人クラブ連

合会主催の事業に対してこれは予算を出している

のか、単独の老人クラブ単位で何かやるときに出

されてる予算なのか、これはどっちなんですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長、

中川です。 

 こちらに関しましてはですね、事業としまして、

補助金の内容としましてですね、老人クラブ連合

会の補助金とふれあいアンドヘルプ事業の補助金

と健康づくり事業補助金などと、それと単位老人

クラブ補助金などがございますけれども、各老人
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クラブでそれぞれ、今申しました事業等を行なっ

ているところもありますので、そういうのも集約

した形で老人クラブ連合会のほうにお出ししてる

次第です。 

○委員長（近松惠美子さん） 大野委員の質問の

途中ですけども、昼食のため１時間休憩いたしま

す。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 ０時５８分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 午前中の引き続きなんですが、老人クラブの支

援事業に関して、先ほど、この支出額というのが

老人クラブ連合会のほうに出しているものと単位

のほうに出しているものというふうにありました

けれども、この老人クラブ連合会のほうの事業に

おいて、参加される老人クラブの方々が、半強制

的なような感覚を取られていて、だからこそ脱退

ていうことがあるんですが、でも、実際その老人

会の人たちは参加したいという気持ちもあるので、

そこのところで今回、この予算については、老人

クラブ連合会のほうに出しているものをもう少し

圧縮して、単位のほうの老人クラブのほうに出せ

ないものかといったところのお考えはいかがで

しょうか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 委員おっしゃるとおり、半強制とかという形で

ですね、参加される方は、ちょっと行きづらいと

いいますか、参加したくないという思いもあられ

るのかもしれませんけれども、単位老人クラブの

ほうにもですね、それぞれ健康づくりですとか、

ふれあいアンドヘルプ事業とかっていうのもされ

ておりまして、そちらのほうでも補助金のほうを

お出ししておりますので、そちらのほうを主にし

ていただければですね、単位老人クラブのほうへ

の補助のほうが大きくなるかなと思っております。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 やられてる事業全てについては、参加される人

たちは物すごいいいものだというふうな認識は持

たれておりますので、ただ、それを会長さんとか

が集める、この人員を動員する手間がとても大変

だということですので、その辺りをまた会長さん

たちとの会合のときにヒアリングをしていただけ

ればと思います。 

 続けて、よろしいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 続けて、１６ページの１

２６番で、先ほど説明があったんですけども、Ｉ

ＣＴ機器の購入支援だと思うんですが、これはＩ

ＣＴ機器てどういうものを導入されることを想定

されてますか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 今回ですね、事業予定としてありますのが、施

設の改修をされる際にワイヤレス機器を導入して

の例えばナースコールですとか、センサーマット

とか、そのようなものとお伺いしております。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 続けて聞いていいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、続けて。 

 １８ページの１６０番から１６２番の保育所、

玉名第一保育所、伊倉保育所、豊水保育所の運営

に関わる経費なんですが、これはどのような割当

てで積算されているのか、お伺いいたします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 具体的な割当てというものはありません。実際

その園で必要になる消耗品とか備品とかを予算計

上してるという形になります。 

○委員（大野豊重君） たまたま１つ１つ積み上

げていったらこの金額になったという認識でよろ
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しいでしょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 委員お見込みのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の１２１ページの保育所のＡＩマッチン

グのところなんですけど、これ、結局、１１月に

入所申込み、出すじゃないですか、いろんな項目

書いて。それをパソコンか何かに入れれば、ＡＩ

が自動的にこの人はここの保育園ですよというの

を出すということですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 そうです。点数化にされますので、それを基本

的に自動的にどの園に割り当てるという形になり

ます。 

 難しいものについては、やはり人の目で見てす

るという形になります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今も一応そがん何か点数化でされよっとじゃな

かっですか。楽になっとですか、これ入れたら。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 今、点数化して、それを手入力で全部職員が判

定をしております。これ自体は、機械が判定する

という形になりますので、事務効率化にはなると

思います。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、今、２月ぐらい、結構ぎりぎりに来る

じゃないですか、通知、決定が。だけん、それが

１月とか、早い段階で出せるようになるというこ

とですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 そうです。結局、機械的にやるということで、

早い時期に結果が出るように努力するところでご

ざいます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ、全部の入所のやつは、この８９０万円

ぐらいの予算でＡＩができるようになるというこ

とですかね。毎年の入所申込み。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 はい、基本的にはこのシステムで行なう予定と

しています。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○副委員長（松本憲二君） すいません。ちょっ

と今、保育園のちょっと入所のことなんですけれ

ども、もともと合併時に地域性ていうのを考慮す

る入園申込みになってないていうのがそもそもあ

るんですけれども、去年だったですかね、ちょっ

と相談を受けたのが、子どもさんが３人おると。

で、一人は何とか保育園、一人は何とか保育園、

一人は何とか保育園て、結局３人ばらばらの保育

園に入所ばせなんようになったけん、一番下んと

はまだ小さいけん、じゃあやりません、でも兄弟

二人がちょっと別々の保育園に入所しなきゃいけ

ないっていうのがあったというような、ちょっと

相談があったわけですよね。お遊戯会、運動会、

全部親には全体的な負担がかかっていくわけです

よね。両方とも行かなん。 

 だけん、ちょっとその辺の入所で、各保育園の、

先ほど来、保育士がゼロ歳児は１保育士当たり何

名までしか見れない。年長さんだったら一人の保

育士で何名まで見れるっていうのがちゃんと規定

があるじゃないですか。そんな中で、今、全体的

にこの玉名市の保育園を統括した場合に、バラン

スですよ。大体定員何名に対してちゃんとした保

育士の確保ていうのが、全体的に申込みに応じて

ですよ、申込みに応じて大体、何ていうかな、で

きてるような状態なのか。申込可能割合というか。

だけん、それにきっちり対応できるような状態な
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のかというのをちょっとお伺いしたいんですけど。 

○子育て支援課保育係長（坂口壮太郎君） 子育

て支援課保育係、坂口と申します。私のほうから

御回答させていただきます。 

 基本的には、今、待機児童はゼロになっている

という状況でございまして、先ほどの当初予算、

補正予算でも御説明させていただきましたように、

各保育園のほうで施設整備も進められて、今後、

また施設整備を希望されている園もあられます。

そちらにつきましては、国の方針といたしまして、

定員をちょっと増やして、要は子どもさんたちを

受け入れる枠を増やしながらきれいに施設を整備

していきましょうというような考えになっており

ますので、中にはですね、園のほうでやっぱり園

児さんがちょっと少なくなってきてらっしゃる園

もございますけれども、その園の代わりにですね、

そういうふうに整備をしていただいた園のほうが

ですね、ちょっと規模を大きくしていただきなが

ら、園のその地区のですね、受入れということで、

決して中央地区だけではなくて、各地域地域ので

すね、施設整備の計画も、一気にはできませんの

で、１つ１つ、今、子育て支援課のほうが各園と

ですね、協議を進めながら対応させていただいて

いるところでございます。 

 ちょっと回答になったかどうか分からないんで

すけれども、終わります。 

○副委員長（松本憲二君） すいません。松本で

す。 

 よかったら地域性もやっぱ考慮しながらですね、

なるべく兄弟がやっぱ離れずに同じ園に通えるよ

うなですね、そういうちょっと体制づくりを

ちょっとお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、この案件に

つきまして。 

○委員（大野豊重君） 今の待機児童のところに

関わると思うんですけど、１９ページの１６５番

なんですけど、待機児童解消事業で２億９,４０

０万円、これは昨年の実績を見ると３億９,７０

０万円から約２６％、１億円近く下がってるんで

すけど、この理由としては何になりますでしょう

か。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 先ほどの予備保育士確保促進事業の補助金がな

くなってるのとですね、あと、償還金を当初で予

算組んでましたので、その分が５,０００万円ほ

ど下がってるという形になります。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １５ページの１１３番です。詳しいほうのは９

９ページになります。 

 地域生活支援事業の中身でですね、このプリン

トには上がってないんですけれども、自動車運転

免許取得改造助成金というのが８０万円上げてあ

ります。これ、昨年は、たしか９月議会だったと

思うんですが、補正が上がってたんですね。令和

５年度は７０万円で、８０万円になってると。１

人分上がってるわけですが、昨年の補正では多分

５人分ぐらい上げてあったと思うんですけれども、

この辺はどんなふうにして決められているのか、

教えてください。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 この自動車改造と自動車免許証取得に対する助

成の分につきましては、当初予算ではある程度の

過去の実績を見て予算を組んでおりますけれども、

令和５年度につきましては割と多くの申請をいた

だいたために、この要因としましては、コロナ禍

も終わりましてかなり活動が増加したのではない

かなというふうには分析はしておりますけれども、

それを受けまして令和６年度も、微増ではござい

ますけれども増やした形での予算計上をしておる

ところでございます。 

 以上です。 
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○委員（山下桂造君） 山下です。 

 だから、要するに実績に合わせて増やしたとい

うことですね。また補正を組めばいいということ

ではあるんですけれども、どうせならあと３名分

ぐらい増えてもいいのかなというふうに思ったも

んだから伺いました。 

 次、よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（山下桂造君） １６ページの１２３番で

す。ちょっとこれは要望という形になるんですけ

ども、敬老会の開催等に要する経費ということで、

実際、各区のほうにお願いして敬老会に協力して

くれた方、いろんな行事に関わってくれた方にお

金を渡すようになってるんですけども、区長に

よってはですね、渡さない場合があったりもする

みたいなんですよ。その辺のところの老人会への

指導というかな、声かけを何とかしていただいた

ほうがいいのかなと思いまして、区長自体が区長

会で聞いてるはずなのに知らないという実態が

あったんで、ちょっとこれはお知らせしておきた

いと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） それじゃあ、回答

はいいですね。 

○委員（山下桂造君） 回答はいいです。 

 あと、山下です。すみません。 

 １８ページです。１５３番、赤ちゃんの駅事業

と。今まで何回も見てたんでしょうけども、

ちょっと気づかなかったんで伺うんですが、赤

ちゃんの駅事業ということで、赤ちゃんの駅、見

たこと、実際私自身、全然認識がなかったもので

すから、何か所ぐらいあって、どういうところに、

どんなことをしてるかというのを教えていただけ

ればありがたいと思います。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 赤ちゃんの駅事業はですね、おむつ交換をする

場所とか授乳をする場所の提供をしているところ

になります。一部についてはミルクのお湯を提供

してる場所もあります。 

 玉名市内ですね、全部で４３か所設置しており

ます。基本的にはのぼり旗が近くに立ってると思

います。赤ちゃんの駅というのぼり旗が立ってま

す。具体的にはですね、各支援センターとかです

ね、個人的なところでは薬局で設置されてるとこ

ろもあります。あと、普通の事業所、商店あたり

でも設置されてるところがあって、それぞれ利用

されてる形になっております。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。 

 今、ショッピングモールとか行くと、立派なの

があるもんだから、本当に全然全く気づかなかっ

たというのが本当のところで、やっぱり利用され

てる方はどんな具合なのかって分かりますか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 支援センター自体は子育ての親子さんが来られ

ますので、利用が多い状況でございます。そのほ

かについてはですね、やっぱり月数回程度とかと

いう状況ではございますけど、お母さんたちの安

心の場所となってると考えてるところです。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 以上で終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。 

 予算資料の１０３番、生活困窮者自立支援事業

のこの中の学習支援事業委託業務で９７６万円か。

この内容をちょっと教えてもらっていいですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 こちらの学習支援事業は外部委託を行なってお

りまして、今、松本学園さんのほうで取り組まれ

ております。 

 この委託料の中身ですけれども、大半が松本学

園さんで子どもたちを支援する方が計５名ほどい

らっしゃるということですけれど、その人件費
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等々になります。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） 分かりました。 

 生徒数と言うとよかつかな、この子どもさんた

ちは何人ぐらい学ばれてるんですかね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 年度によって多少動きがありますけれども、令

和５年度で利用人数が２０名、多いときで令和２

年の３０名、令和元年の３７名というときもござ

いました。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。ありがとうご

ざいました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 ２０ページ、１８９番、レディース検診事業で

関連してお尋ねします。 

 事務連絡としてですね、厚生労働省のほうから

２月にですね、来てるかと思うんですけれども、

ＨＰＶワクチンのですね、キャッチアップ接種に

係る周知というところなんですけれども、ちょっ

とこのキャッチアップ接種がですね、令和４年の

４月１日から始まって来年のですね、令和７年の

３月３１日までの３年間となっているところなん

ですけれども、ちょうどあと１年ぐらいしかない

というところなんで、この接種なんですけど、３

回に分けて６か月ぐらいかけて受けなくちゃいけ

ないという、ちょっと期間的なものもあって、受

ける時期によってはですね、例えば３回目受ける

ときには公費の対象にならないとかということが

ですね、実際起こり得るというところで、キャッ

チアップ接種の周知というところですね、特に

キャッチアップ接種の対象者と、それと、現在の

ですね、中学３年生もこれに該当するかと思うん

ですけれども、ちょうど３回目がちょっとずれ込

んでしまって、高校になってからてなると、３回

目は９価のワクチンだったら１回３万円ぐらいか

かるんでですね、その３万円を自己負担しなく

ちゃいけないとかいう状況が発生するかと思うん

で、その辺の再個別通知みたいなところもですね、

ちゃんと予算組みが考えられてるのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 今御指摘のワクチンにつきましては、当然広報

たまなとかホームページ、全体的な周知は当然行

ないますけども、おっしゃった未接種者の方、こ

こにはですね、一応勧奨の通知を個別で通知はお

出ししております。 

 以上です。 

○委員（德村登志郎君） それは今までのやつで

送ったということであって、こうやってあと１年

ぐらいになって、その接種、要するに半年ぐらい

受けなくちゃいけないので、早めに、逆算すると

最初の接種を９月ぐらいまでにやらないと間に合

わないということなんで、その辺の周知を再通知

という形でなさる予定があるのかどうなのかとい

うところをお聞きしてるんですけど。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上です。 

 実は、３月に通知を送ります。その通知の内容

は、４、５、６、７、８、９、１０、半年、１０

月まで受けてくださいという内容でお知らせをし

ております。 

○委員（德村登志郎君） 分かりました。じゃ、

しっかり再通知されるということで認識しときま

すので、よろしくお願いいたします。お世話にな

ります。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども。 

 １４ページの９９番、自殺対策の推進事業とい

うことでありますけども、先ほどＳＮＳでの相談

の回数については説明ありましたけども、実際亡

くなられてる方、自殺の件数についてはここ数年
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はどういうふうな形になってるか分かりますか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 平成３０年からちょっと申し上げたいと思いま

す。平成３０年が１５人です。そこから、令和元

年度減りまして５人、令和２年度が６人、令和３

年度が１２人、令和４年度が１６人と増えてきて

おりまして、本年度、令和５年度が現在のところ

９人と、若干減ったというような推移でございま

す。 

 以上です。 

○委員（西川裕文君） どうもありがとうござい

ました。 

 相談場所がＳＮＳも含めてありますので、ぜひ

対応していただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今のちょっと関連で、臨床心理士による対面の

相談とかＳＮＳでの相談とかありよるわけなんで

すけど、そういったことを今後の自殺対策事業に

玉名市として生かすための相談を受けてからの意

見とか提案とか、そぎゃんとは何かありよっとで

すかね。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 臨床心理士さんが御相談を受けられまして、ほ

かの関係機関にですね、つなげるようなときはつ

なぐような形を取るような形を取っております。 

 ＳＮＳ相談については、なかなか匿名でござい

ますので、その時々の相談に対する回答という形

にはなりますけれども、重篤な状況にならない軽

微なところでの相談で、重篤な状態にならないよ

うな形になればいいなというふうには思っており

ます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 相談の中身はやっぱ個人情報的なことがあるけ

ん、なかなか難しかと思うとですけど、本来は玉

名市が、本来というか、今も雇って相談業務ばし

よんなはっとですけど、だけん、その中で得られ

た今後に生かすべきことはですよ、やっぱきちん

と把握をして、今後の事業というか、政策にやっ

ぱ生かしていかんと、ただ頼みっ放しじゃいかん

なと思うとですよね。だけん、そこら辺も相談に

乗ってもらって、その相談の結果、やっぱこれは

行政でどぎゃんかせんといかんというような問題

があったらですよ、やっぱきちんとそぎゃんとも

吸い上げて対策を取っていかんといかんかなとは

思いよっとですね。そういうふうにしてほしいと

思います。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） よかです。次んとば質問

します。 

 １５ページの１０４番ですけど、この中の国民

健康保険未就学児均等割健康保険料負担金は、国、

県が３９０万円ですから、あと３９０万円出すと

就学前の子どもは無料というふうに考えてよかっ

ですよね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 考え方としては、はい、そのような形になりま

す。 

○委員（前田正治君） 分かりました。ありがと

うございます。 

 ほんなら、続けてよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 同じく１１０番の特別障害者手当等給付事業で

す。これは、この予算化されたときに、対象者は

何人ぐらいて。現在の対象者で積算されたつか、

あるいは現在の対象者以外に今後これだけ増える

だろうという見込みまで含んでの予算化なのか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山です。 
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 今、ちょっと資料を調べておりますので、しば

らくお待ちください。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、次に

ちょっと進んでいいですか。 

○委員（前田正治君） なら、次によかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 １６ページの老人福祉総務費の中でちょっとお

尋ねしたいんですけど。 

○委員長（近松惠美子さん） ナンバーはどこで

すか。 

○委員（前田正治君） １２２番だった。すいま

せん、１２２番。高齢者等生活支援事業です。 

 ここにシルバー人材センターの補助金が２,０

００万円組んでありますけど、シルバー人材セン

ターにおける今年から始まったいわゆる委託事業

に対するインボイス対応というのは、最終的にど

ぎゃんなったっですかね。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 すいません、ちょっと私も資料のほうを出して

おりますので、しばらくお待ちください。 

○委員長（近松惠美子さん） じゃあ、次に行っ

ていいですか。 

○委員（前田正治君） ほんなら次に。よかです

か。 

○委員長（近松惠美子さん） 関連だったら。同

じ部署だったら。 

○委員（前田正治君） 関連、関連。 

○委員長（近松惠美子さん） 同じ部署だと困る

けど。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 関連です。同じところで老人保護処置費が１億

４２万６,０００円組んでありますけど、これは

今の旧静光園老人ホームは、空きはどのぐらい

あっとですかね。 

○委員長（近松惠美子さん） 同じ部署だから、

探すのが時間がかかるから、前田委員。 

○委員（前田正治君） ほんな、また違うところ

に移します。 

○委員長（近松惠美子さん） ちょっと松本委員

に移します。いいですか。もう大丈夫ですか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 先ほど前田委員のほうから特別障害者手当等給

付事業についての見込み方を御質問いただきまし

たけれども、見込み方としては過去３年間の伸び

率を前年度に掛けまして見込んでおるところです

けれども、伸び件数で申し上げます。令和２年度

決算で１,１７５件、令和３年度決算で１,１３６

件、令和４年度決算で１,０９６件、令和５年度

の決算見込みで１,０７６件と、だんだんと減少

している状況で見込んでおります。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 これは、一定の要件をクリアすれば、すぐ決定

されるということでよかっですね。分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） まだ時間がかかる

なら、松本委員のほうにしていいですか。 

○委員（前田正治君） はい、どうぞ。 

○委員長（近松惠美子さん） 大丈夫ですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課、

中川です。 

 まず、シルバー人材センターのほうなんですけ

れども、シルバー人材センターのほうはインボイ

スでは関係ないというふうに伺ってますけれども。 

○委員（前田正治君） 関係なかごつしたわけで

すね、ほんなら。 

○高齢介護課長（中川由美さん） はい。個人が

受託者のほうにされるので。いいですか。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○高齢介護課長（中川由美さん） すいません、

それから、風の丘の定数が５０名に対して、現在

３３名の入所になっておりますので、空きは１７

名ということになります。 

○委員（前田正治君） 分かりました。えらい風
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の丘は空いとるなて思うて。はい、分かりました、

ほんなら。 

 風の丘の入所は、玉名市内じゃなくていわゆる

全国的に入所オーケーなんですよね、申込みがあ

れば。該当すれば。それで空いとっとか。分かり

ました。よかです。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○副委員長（松本憲二君） ２０ページの１９７

番で、新規って書いてあるんですね。妊婦・子育

て家庭に対する伴走型の相談支援と経済的支援の

実施に要する経費ということなんですけども、こ

れ、どういったことで新規になっとですか。何か

今までと変わった。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 実は、先ほど御説明したように、事業自体は令

和５年度中は始まっておりました。というのが、

ちょっと予算の関係で本市がこの事業を始めたの

が令和５年１月からです。これ、その前の令和４

年度の国の第２次補正でしたか、全国的に急に始

めるということで、本市が始めたのが令和５年１

月から。その令和５年１月からの補正は、その直

前の令和４年の１２月の議会で補正予算の議決を

いただいております。そのときが、その予算措置

の内容としては、次の令和５年の１月から９月分

までを補正で組んだということで、令和５年の何

ていいましょうか、４月１日の時点では、まだそ

の１月から９月分までをいわゆる繰越明許費で

使っておりましてそういう表示となっております。 

○副委員長（松本憲二君） じゃあ、新聞でも７

０万人を日本でも出生が割れたということなんで

すけども、結局、玉名市の出生率は過去５年間ぐ

らいの間で、だけんどがんふうな推移で来とっと

ですか。 

○保健予防課長（村上洋治君） 出生率ですか。 

 全国的なせんだっての報道が、確か特殊出生率

は１.２５ぐらいだったかと思いますが、本市の

出生率につきましてが、ちょっとお時間をいただ

けますでしょうか。よろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、いいですよ。 

 じゃあ、ほかに何かございますか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 予算書の１２６ページなんですけど、これ、玉

名第一保育所の仮園舎の委託料が上がってるんで

すけど、多分本来であれば、多分来年の４月から

新しいのが建ってスタートするはずだったと思う

んですけど、それがちょっといろいろまだ計画中

で、このリース期間を延ばす予算だと思うんです

けど、この借上料のこの下の４０５万円がその

リース料になるんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） １２６ページ

の４０５万９,０００円。 

○委員（北本将幸君） １２６ページの一番上。

１２の委託料が２６万円で、電気の委託料で、そ

の下にあるじゃないですか。リース代はこれに入

るんですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 それになります。実際、予算書の債務負担行為

のところにも記載をしてるんですけど、令和７年

から令和１２年度までの債務負担行為の補正とい

うことで上げております。 

○委員（北本将幸君） 何ページにありますか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） １３ページ、

第２表の債務負担行為です。 

 それと、玉名第一保育所の仮園舎借り上げと４

番の玉名第一保育所の仮園舎空調等借り上げの分

等になります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、これ足した４００万円ぐらいか

かかるということですか。じゃあ、債務負担行為

がこの年分ぐらいされてるということは、結局新

しいのを建てる前にこんぐらいかかるということ

ですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、
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中野でございます。 

 まちなか未来プロジェクトで令和６年度ですね、

練り上げまして、それからになるんで、そのくら

いかかる予定で、今、考えてるところでございま

す。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（北本将幸君） いいです、はい。 

 保健予防課長は。お願いします。 

○保健予防課長（村上洋治君） 保健予防課長、

村上でございます。 

 先ほどの松本副委員長のお尋ねですけども、本

市の出生数を申し上げてよろしいでしょうか。 

 過去４年、令和元年度から４６５人です。ずっ

と減ってきております。令和２年度が４２４人、

令和３年度が４１５人、令和４年度が３９７人。

減少をしている状況でございます。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課、

中川です。 

 すいません、先ほど風の丘の現在の入所者数な

んですけれども、私が把握していた後の数字が出

てきましたので、現在４２名ということになりま

すので、空きが８名になります。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 空きがえらい多かなてさっき思うたっですけど。

分かりました。 

 次をちょっと聞きますけど、１８ページのナン

バー１５１番の子ども医療費助成事業についてで

す。 

 これは、子ども医療費助成事業で窓口無料にす

ると国から国民健康保険についてのペナルティー

があるっていうことで、ありよったわけですよね。

今年度からそれがなくなっとって思いますけど、

実際ペナルティー額はどの程度だったっですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 ちょっとペナルティー額というのは、ちょっと

今、その資料を持ち合わせていないのですが、

ちょっと以前の数字で申しますとですね、大体そ

のとき担当に確認したときが、大体３００万円と

かそのくらいだったかなというふうに記憶してお

ります。だから、すいません、ちょっと今現在の

ところはありません。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 そのペナルティーが、当時、当時というか３０

０万円程度のペナルティーがあるだろうというこ

とで、それはペナルティーだけん、少のう交付税

が来るわけなんですけど、少なく来た中で国民健

康保険が運営されとったっだろうか。それとも、

そのペナルティーに対して一般会計からの何らか

の補塡がありよったっですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 恐らくは、どうなんだろう、すいません、補塡

してるということです、一般会計から。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 補塡の件についてはまた後から言いますので。 

 １５７番の独り親家庭支援事業ですけど、この

中に独り親家庭医療給付費が１,１５６万２,００

０円組んであります。これは、今、償還払いです

よね。以前から玉名市の今の正式名称はちょっと

よく知らんとですけど、昔、エンゼルプランて言

いよった、玉名市もそういうプランをつくっとっ

た中で独り親家庭の医療費給付についても給付の

やり方を見直しますというようなことをずっと書

いてあったっですよ。議会で何遍か見直せ、見直

せて言うばってん、現在に至るまでまだ償還払い

と思いますけど、この償還払いをやっぱ利便性を

考慮して窓口無料、窓口無料というか、窓口で本

人さんの負担分だけ払ってもらって、あとはちょ

うど子ども医療費の窓口無料的な扱いにはできん

とですか。償還払いをやめるということです。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 委員おっしゃってるのもですね、今、全国的に
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その話も出てますので、今後検討していきたいと

思ってます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 熊本県内の自治体ば見ま

わしても、やっぱ償還払いのほうからいわゆる窓

口無料ていうかな、利便性を考慮してそういう方

向になっていきよるわけですよ。こん場合も何で

償還払いにするかていうと、いや、それもペナル

ティーもあるけんどうだこうだ言うて、なかなか

窓口無料化はできんだったということで、独り親

だけんですね、やっぱそういう点ではなかなか市

役所窓口に来て申請するのにやっぱ時間がないと

いうような状況もあるけん、ぜひ償還払いをなく

すような方向でですね、しっかり取り組んでほし

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １８ページ、１５８番の離婚前後親支援モデル

事業について、昨年、どのようなことが行なわれ

たかを教えてください。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野でございます。 

 弁護士による講演会と、その後にですね、個別

の相談会を実施しております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 弁護士による相談会とい

うことは、何かこの日にやりますよっていうこと

で呼んで話をされたという形ですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野でございます。 

 そうですね、講演会をその日というのに決めま

して、その後に相談会を行なってる形になります。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 いや、ちょっと非常に何ていうか、問題が離婚

前後という形になってるから、どういう形で来ら

れるのかなとかですね、何かすごく不思議だった

もんだったから伺ったんですが、結構何人も来ら

れたんでしょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 令和５年度でですね、１２人の参加者があって

おります。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。

私としては、その事例が発生するごとにやってる

のかなと思ったんですけど、そうではなかったわ

けですよね。はい、了解です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 １４ページの９９番のところで、これ、１３人

の４７件の相談があったって言われてましたけど、

これ、ＬＩＮＥ登録ていうのは、今、何件て登録

者が分かるんですか。登録数が。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 ＳＮＳ相談事業の友だち登録者数なんですけれ

ども、これが地域ごとの登録者数が分かりません。

全体のほうを申し上げたいと思います。今、３月

５日現在で４,６７６人でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ありがとうございます。頑張って登録してくだ

さいて言われてたけん、それですよね、これ。 

 じゃあ、別ので、１７ページの１４７番、病児

病後児保育事業についてお尋ねします。 

 ここ、保育士さんが３人だったかなと思うんで

すけど、何人の保育士さんがいらっしゃって、熱

がある子どもは預かれないと思うんですけど、ど

んなレベルの子どもを預かっていただけるんで

しょうか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 実際に診療が済まれた方のお子様を預かってる

という形になります。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 
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 じゃあ、熱がなければ、保育園にはまだ来ない

でくださいて、まだちょっと安静にしたほうがっ

ていうような子どもさんは預かっていただけるて

ことですよね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 𠮷田委員、おっしゃるとおりでございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ありがとうございました。 

 次に、１７ページの１４８番、ファミリーサ

ポート事業についてです。今、サポーターの方が

何人になるんでしょうか。と、利用件数もお尋ね

いたします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 サポーターの方が１７８人となります。利用者

が、令和５年度２月末時点で１,６３０件、利用

がございます。昨年度が１,４２１件と、その前

の令和３年度が１,０９１件となっております。 

 以上でございます。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 結構利用されてるのかなと思います。この料金

が１時間６００円だったと思うんですけど、荒尾

市と南関町は、これ、半額でされてるので、半額

でっていうのはどんな感じなんでしょうか。希望

ですが。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野でございます。 

 この場で「はい、できます」とはちょっと言え

ないんで、ちょっと検討したいと思います。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 希望ですので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 この予算書のですね、５ページなんですけど、

これで小学校は抜きとしてですね、公立保育所給

食費保護者負担分軽減分ということで４５万５,

０００円と、保育所等の給食食材等の支援事業補

助金ということで５２２万９,０００円予算化さ

れております。この基準はどうやって決められた

か。国の基準のオーバーした分を予算化されてる

と思いますけど、その辺はどうなさっておるのか、

お伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 保育所等給食費等支援事業補助金、これについ

てですね、昨年度から実施してた事業となります

けど、この金額についてなんですけど、以前は４,

５００円副食費がかかっておりました。国から４,

７００円にするということになってますんで、そ

の２００円分を今回、令和６年度は助成するよう

に計画しております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 これですね、今、予算計上したときと、また今

後、物価高騰がですね、やっぱり園児の保護者と

かですね、いろいろ心配されております。その中

になったときにはですね、やっぱり高騰に対して

のやっぱ安心・安全なバランスの取れたですね、

質の高い給食を提供するということでよろしいん

ですかね。その辺の考えについてはどうなのか、

お伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 その分については、財政当局とかとも打ち合わ

せてから協議してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、やっぱり今からまだまだ４月も値

上げラッシュということもですね、聞いておりま

すんで、ぜひですね、そういう負担軽減にはです

ね、しっかり前向きに検討していただければと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） だんだん終結した
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いと思いますけど、まだありますか。よろしいで

すか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、なければ、

これにて質疑及び委員間討議を終結いたします。 

 次に、議第１３号令和６年度玉名市国民健康保

険事業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料は４６ページでございます。 

 議第１３号令和６年度玉名市国民健康保険事業

特別会計予算の主なものについて御説明します。 

 まず、歳入でございます。 

 １款の国民健康保険税、全体で１５億７,４４

０万円でございます。前年比１億２,５５７万８,

０００円の減で、主な理由としましては、被保険

者数がですね、団塊世代の後期高齢者医療への移

行等による減少傾向、これが続いていることから

ですね、減少を見込むものでございます。 

 次に、４款県支出金６３億２,１５８万円でご

ざいます。前年比４,２３５万１,０００円の増額

で、主な理由としましては、この後歳出のほうで

出てまいります保険給付費の増額などを見込んで

いるためでございます。普通交付金６０億９,０

８２万４,０００円は、医療給付に必要な額を全

額熊本県から受け入れるもので、この後説明いた

します歳出の保険給付費の財源になるものでござ

います。 

 次に、６款繰入金７億９６４万８,０００円で

ございます。内訳としましては、一般会計繰入金

２億３,７２０万２,０００円は、人件費など一般

会計からの繰入金でございます。保険基盤安定繰

入金４億６,６４４万６,０００円は、保険税軽減

分３億２０６万８,０００円、これは、保険税の

軽減対象となりました被保険者の保険料軽減分を

補塡するものでございます。保険者支援分１億６,

４３７万８,０００円、これは、保険税軽減対象

となった一般被保険者数に応じ、保険税額の一定

割合を補塡するものでございます。未就学児均等

割軽減分５２０万円は、国民健康保険税の未就学

児均等割の軽減分でございます。産前産後軽減分

８０万円は、出産される被保険者に係る産前産後

期間相当分、４か月分もしくは６か月分の保険税

のですね、所得割、均等割を免除するものでござ

います。 

 次に、７款繰越金３億５９７万１,０００円で

ございます。これは、前年度繰越しによる財源調

整分でございます。 

 次に、８款諸収入被保険者延滞金２,２００万

円、これは国民健康保険税の延滞金でございます。

一般被保険者第三者納付金１,０００万円、これ

は、第三者行為の求償における納付金でございま

す。 

 ４７ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１億３,４０４万８,０００円でござ

います。一般管理費は、保険年金課、税務課、支

所、市民生活課職員分の人件費及び事務費でござ

います。国民健康保険連合会負担金は、被保険者

割など、国民健康保険連合会へ支払う負担金でご

ざいます。賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課

徴収に係る物件費でございます。 

 次に、２款保険給付費６１億３,５５４万５,０

００円で、前年比２,５３６万３,０００円の増額

でございます。一般被保険者療養給付費は、４,

５５１万５,０００円の増額となっております。

新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年

の５類移行後もですね、罹患者が出ており、イン

フルエンザが流行いたしました。それから、医療

の先進医療などですね、高度化等の影響を見込む

ものでございます。 

 なお、主な財源は県負担金でございます。 

 一般被保険者高額療養費８億１,５０８万円で

ございます。高額療養費につきましては、入院な

ど、自己負担限度額認定証の利用や、令和５年度
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から高額療養費申請の簡素化を始めており、減額

を見込むものでございます。 

 主な財源は、県負担金でございます。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金２５億５,

７０５万７,０００円でございます。財政運営の

主体であります熊本県へ、一般被保険者分国民健

康保険税などを納付するものでございます。 

 次に、５款保健事業費１億９９８万８,０００

円は、生活習慣病の発症予防、重症化予防、疾病

の早期発見など、国民健康保険被保険者の健康保

持増進、医療費の適正化を図ることを目的に行

なっております。特定健康診査等事業費６,９１

４万２,０００円は、特定健診や特定保健指導等

に係ります人件費や物件費、集団・個別健診、人

間ドックなどに係る経費でございます。保健衛生

普及費１,９９８万２,０００円は、医療費通知の

作成手数料、共同電算手数料や、レセプト点検業

務委託、若人人間ドック業務委託になどに係りま

す経費でございます。 

 主な財源は、県支出金４,０４５万８,０００円

などでございます。 

 次に、健康づくり推進費１,２００万４,０００

円は、保健師による保健指導や運動実践講座など

を行なう事業で、それらに係る経費でございます。 

 主な財源は、県支出金１,１７６万４,０００円

などでございます。 

 ８款諸支出金８００万１,０００円は、国民健

康保険税の還付金でございます。 

 以上で議第１３号の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） これより質疑及び

委員間討議に入ります。 

 皆さんから御質問ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 先ほど聞きました子ども医療費に対するペナル

ティーが恐らく前年度は３００万円ぐらいだった

ろうという話だったですけど、これが今年度から

は一応なくなるっていうことですので、結局その

分は、ちょっと言い方は悪かっですけど、浮くよ

うな感じになってくるわけですよね、３００万円

ぐらいは。ですから、その分は未就学児均等割軽

減分に全額充ててですよ、何しろ均等割はゼロに

すると。６歳まではですね。そういうことはでき

んとですかね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 今、現段階としてはですね、令和６年度当初予

算では従来どおりの市が４分の１負担するという

ところでですね、しております。そのペナル

ティーが令和６年度からなくなるということで、

その分を充ててはという御意見でもありますので、

財政課あたりとの協議も必要になってきますで

しょうけども、検討課題の１つとして、現段階で

はですね、そういった答弁でございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１３号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１３号令和６年度玉名市国民健康保険事業

特別会計予算については、全員一致をもって可決

することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１４号令和６年度玉名市後期高齢者

医療特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 
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 予算資料は、４８ページをお願いいたします。 

 議第１４号令和６年度玉名市後期高齢者医療特

別会計予算につきまして御説明します。 

 まず、歳入でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料、全体で８億５,９

８４万５,０００円でございます。前年比９,８３

５万２,０００円の増額の主な理由につきまして

は、令和６年度から令和７年度、２か年にかかり

ます保険料率の引上げ改定によるものでございま

す。 

 次に、３款繰入金、３億７,５１４万６,０００

円でございます。事務費繰入金１,４５６万５,０

００円は、一般管理費や徴収費、鍼灸あんま助成

費の繰入金でございます。保険基盤安定繰入金３

億６,０５８万１,０００円は、保険料軽減相当額

を補塡するものでございます。 

 次に、５款１００万２,０００円でございます。

保険料延滞金や還付金でございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費、１,２５６万７,０００円でござい

ます。総務管理費１,００９万３,０００円は、時

間外勤務手当や保険証発送などに係ります経費、

会計年度任用職員１名分人件費などでございます。

徴収費２４７万４,０００円は、普通徴収納付書、

督促状、催告書等発送の郵送料でございます。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金１２

億２,０５２万６,０００円は、被保険者保険料負

担金及び保険基盤安定負担金として、広域連合へ

納付するものでございます。前年比１億３,９３

６万４,０００円の増額で、主な理由は、保険料

収入の増加によるものでございます。 

 次に、３款保健事業費２２０万円でございます。

これは、あんま、はり、きゅう施術の助成金でご

ざいます。 

 以上で議第１４号の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） これより質疑及び

委員間討議に入ります。 

 議第１４号について質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 保険料が１割ぐらい上がったっですかね。

ちょっとこれで計算すると。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 ちょっと割合については分からないんですけれ

ども、御説明しますと、均等割額がですね、５万

４,０００円から５万８,０００円、それから、所

得割額が１０.２６％から１０.９８％、それから、

最後に賦課限度額、これが６６万円から８０万円

になるといったところです。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 ほかにはございませんか。 

○委員（前田正治君） 私は、保険料引上げに対

しては容認できませんので、反対します。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入りますけども、討論されます

か。今のでいいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに討論はあり

ますか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより採

決に入ります。 

 議第１４号令和６年度玉名市後期高齢者医療特

別会計予算については、異議がありますので、挙

手により採決いたします。 

 議第１４号について可決することに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（近松惠美子さん） 賛成多数でありま

す。よって、議第１４号については可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議第１５号令和６年度玉名市介護保険事
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業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 予算資料、５０ページをお願いいたします。 

 議第１５号令和６年度玉名市介護保険特別会計

予算。予算額は、歳入歳出８０億１,７８４万９,

０００円をお願いするものでございます。昨年度

当初予算と比較しまして１億６１万４,０００円

の増額となっております。 

 まず、歳入の主なものについて説明いたします。 

 １款保険料、１目介護保険料で、第１号被保険

者保険料として、現年度分の特別徴収１３億７,

１０３万８,０００円、普通徴収９,９０１万４,

０００円、現年度分の計としまして１４億７,０

０５万２,０００円でございます。滞納繰越分と

合わせまして１４億７,４３６万１,０００円を見

積もってございます。６５歳以上の被保険者を２

万２,３４４人と見積もって算出しております。 

 なお、介護保険料につきましては、今回条例改

正議案を提出しておりまして、標準月額はこれま

でどおり６,０００円のまま据え置きますが、階

層区分をこれまでの９段階から１３段階とし、上

限の限度額は上がりますが、その分低所得者層の

第１段階から第３段階の率を抑えております。 

 次に、３款国庫支出金、計１９億８,７８３万

７,０００円。前年比較で２,２６０万３,０００

円の増額となっております。 

 １目の国庫負担金で、介護給付費負担金１３億

４,５１２万６,０００円。この負担金は、介護給

付費に係る国の負担分を計上しております。 

 ２目国庫補助金で、まず、調整交付金として５

億２,９２０万６,０００円を計上しておりますが、

こちらは、介護給付費の５％をめどに、各市町村

の高齢者の比率、財政状況により交付されるもの

でございます。令和６年度の予算はこれまでの実

績から７.２０８％で試算しております。 

 次に、地域支援事業交付金中、総合事業一般介

護予防事業６,０４３万８,０００円は、要支援１、

要支援２の方を対象に、介護サービス事業所を指

定して行なう介護予防に係る国の負担分でござい

ます。 

 次に、包括的支援事業任意事業５,１３９万９,

０００円は、包括支援センター運営費や医療介護

連携事業などに係る国の負担分でございます。国

庫補助金の下２つで、保険者機能強化推進交付金

及び介護保険保険者努力支援交付金につきまして

は、交付額の決定を待って補正で対応いたします。

令和５年度も３月補正で対応しております。 

 続きまして、４款支払基金交付金、計の２０億

５,６７１万３,０００円につきましては、前年比

１,６４７万３,０００円の増額となっております。

１目の支払基金交付金、介護給付費交付金につき

まして、１９億９,１４３万９,０００円は、介護

給付費に係る支払基金の負担分を計上しておりま

す。地域支援事業支援交付金６,５２７万２,００

０円は、地域支援事業の支払基金の負担分を計上

しております。 

 ５款県支出金、計１１億７９０万円につきまし

ては、前年比７２６万３,０００円の増額となっ

ております。 

 １目県負担金、介護給付費負担金１０億５,１

９７万８,０００円は、介護給付費に係る県の負

担分を計上しております。 

 ３目県補助金の地域支援事業交付金で、こちら

の総合事業一般介護予防事業３,０２１万９,００

０円、包括的支援事業任意事業２,５６９万９,０

００円は、国庫補助同様、県の負担分でございま

す。 

 ７款繰入金、計１３億８,５２４万７,０００円

で、前年比２,８８７万６,０００円の増額でござ

います。 

 １目一般会計繰入金、小計の１２億８,７２１

万９,０００円は、介護給付費、地域支援事業費

及び人件費などに係る市の負担分でございます。 

 ２目基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金９,
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８０２万８,０００円は、介護保険事業特別会計

において、歳出見込みに対し歳入が不足する額を

基金から取り崩し、繰入れするものであります。 

 １０款の諸収入、下段の３目雑入５３３万８,

０００円は、配食サービス事業負担金など、各事

業の利用者負担分を計上しております。 

 続きまして、５１ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものについて説明いたします。 

 １款総務費、総務費合計２億２,８３７万円、

昨年度と比較して、２,８６９万円の増額となっ

ております。 

 総務費の主なものを説明いたします。 

 １目総務管理費、一般管理費として１,１０５

万２,０００円は、被保険者証の印刷製本費や、

国保連合会、保険者共同処理等業務委託、介護保

険システム改修委託料などの事務費でございます。 

 なお、介護支援専門員不足対策として、昨年度

から施行しております介護人材育成支援事業助成

金９７万４,０００円も、一般管理費で計上して

おります。 

 ３款介護認定審査会費、認定審査会共同設置負

担金２,９４７万５,０００円は、有明広域行政事

務組合に認定審査会を２市４町で設置しており、

その負担金でございます。昨年度より８６５万２,

０００円増額しておりますが、これは介護保険シ

ステムの標準化に伴う備品購入、システムの入替

えの費用が発生することにより、各市町の負担金

が増えております。 

 ２款保険給付費、保険給付費の計は７３億７,

５７０万３,０００円で、前年比６,６９７万５,

０００円の増額となっております。これは、全国

一律の基準単価で、介護保険事業所等に支払いを

行なう保健サービス費用でございます。令和６年

度の予算額は、介護報酬改定と介護認定者の推移、

給付費の伸び等を見える化システムによって算定

しております。 

 ４款地域支援事業費、地域支援事業費の計４億

２５９万２,０００円は、前年比６１８万２,００

０円の増でございます。主な増額の理由としまし

ては、２目一般介護予防事業費で５２６万４,０

００円の増となっておりますが、第９期介護保険

計画におきまして、日常生活圏域をこれまでの４

圏域から中学校区と同じ６圏域としております。

これに伴い、拠点型介護予防事業の送迎付体操教

室を３か所、玉名、岱明、横島会場で行なってお

りますが、これに天水会場を追加し、令和６年度

は４か所で行ないます。専門職に指導していただ

くことで、高齢者の運動機能の維持向上を目指し、

積極的な介護予防を推進したいと考えております。 

 なお、第９期計画中には、各圏域それぞれ１か

所の設置を目指しており、最終的には６か所を設

置し、身近なところで介護予防ができる体制の整

備を図ります。 

 次に、３目包括的支援事業任意事業費の中の社

会保障充実事業費ですが、昨年度より８８６万７,

０００円増額しております。これは、日常生活圏

域第２層協議体及びコーディネーターの設置に要

する費用でして、岱明地区の議員の皆様は御存じ

のように、令和５年度中に岱明圏域で第２層協議

体が立ち上がりました。令和６年度には、有明圏

域、天水圏域での立ち上げを予定しております。

よって、２圏域分の予算が増額となっております。 

 以上、主なものを御説明いたしました。 

 令和６年度から令和８年度までの第９期高齢者

福祉計画及び介護保険事業計画の基本目標は、住

み慣れた地域で共に助け合い、安心して暮らし続

けることができるまち玉名としております。この

目標実現のため、高齢になってもできる限り自分

の持っている能力を生かしながら、生きがいを

持って暮らしていただき、介護が必要になった場

合には適切な介護が受けられるよう、介護保険事

業の安定的な運営に向け、各機関と連携を取りな

がら事業を推進してまいる所存でございます。 

 以上で議第１５号の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 １時間過ぎてますけど、これ終わったら入替え



 

 －41－ 

なので、続けていいですか。 

   ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより質

疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１５号について質疑及び委員間討議はござ

いますか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 歳入のほうのですね、国庫支出金で調整交付金、

今年度は７.２％ぐらいで試算をしたということ

だったですよね。これは例年そんくらいなんです

かね、最終的には。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川です。 

 基本的には５％というのがめどになっておりま

して、高齢者の比率とかそういうところで調整が

されております。最終的にですね、今回、令和４

年度の数字を使っておりますが、今現在のところ

で令和５年度が７.４％という数字をつかんでお

ります。ですので、ちょっとはっきりとしたこと

がですね、当初は分かりませんので、令和４年度

確定の分で試算させていただいております。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱ、これは大体３％から、先ほどおっ

しゃった高齢者の人数とかですね、３％から１

１％の間で調整がされるっていうふうになっとっ

て思うですけど、だけん、その間を取って５％ぐ

らいですっとが基準なのかなと思うたっですけど、

実績を見て今回はその実績で試算をしたというこ

とですね。分かりました。 

 続けて、よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） ７款繰入金の中の一般会

計繰入金４目のですね、この中で低所得者保険料

軽減負担金繰入金が、前年度と比較すると２,７

００万円ぐらいの減額なんですけど、これは対象

者がやっぱそれだけ減るっていうことですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 この軽減負担金といいますのが、第１段階から

第３段階にいらっしゃる方の分でして、今回です

ね、軽減の割合が元の基準よりも落としてはある

ものの、国の負担分といいますか、その差額分が

少し減ってる形になります。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 それ、減った分な、１３段階に引き上げたけん

じゃなかっですか。そこら辺との関係は。だけん、

私が思うには、引き上げて、軽減分も国がそのま

ま出しよるならですよ、まだ引き下げることがで

くっとじゃないかなあて思うとですよね。玉名市

で保険料もらうとばうんともらうごつして、その

分国が手当てしよったつば少のうするならですよ、

それでもトータルすっとちっと少のうなっとっと

ですけど、保険料がですね、１段階から３段階の

人は軽減されますけど、そればせんならまだ安う

なっとじゃないかなと思うとですけど。これは、

国がしたこっだけん、どぎゃん言われんていうこ

とになるかもしれんですけど。分かりました。よ

かです。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） もういっちょよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 歳出のほうの認定調査費が、会計年度任用職員

が前年度と比較すると１,５００万円程度増額な

んですけど、これはどういった理由で増えとっと

ですかね。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課長

の中川でございます。 

 認定調査員のほうを増員しておりますので、そ

の分が増えていると思います。 

○委員（前田正治君） ほっだけん、何で増員し

たつかなと思うて。 
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○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課の

中川です。 

 令和５年度は更新がかなり数が増えておりまし

た。そのため、６月から会計年度任用職員の人員

の補正をさせていただいております。ただ、現在

におきましてもまだ補充ができていない状況でご

ざいます。 

 それと、令和５年度中で更新が全て終わるわけ

ではありませんので、令和６年度も引き続きコロ

ナ禍で延長した分の認定調査の数が増えますので、

その分で増員というところでの予算を組ませてい

ただいております。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今までコロナだったけん、何ていうか、半年ご

との認定審査を延ばすことができたですよね。そ

れを元どおりにしたけん、足らんごつなったけん

増やしたていうわけですかね。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課の

中川です。 

 委員おっしゃるとおり、延ばした分がですね、

かなり逼迫しておりまして、認定調査のほうもな

かなかスムーズにいかない状況で、大分調査員も

職員も工夫を重ねながら、やっと今少しずつ追い

ついてる状態ではありますので。そういうことで

す。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今、募集ばかけてあっじゃないですか、会計年

度任用職員。これは、ほんならほぼ増員した人数

は確保できるという見通しですか。 

○高齢介護課長（中川由美さん） 高齢介護課、

中川です。 

 はい、今回、会計年度任用職員を募集を掛けま

したところ、幸いに応募がありましたので、今回、

補充ができました。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） もうよろしいです

か。ほかにはございませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） これにて質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第１５号令和６年度玉名市介護保険事業特別

会計予算については、全員一致をもって可決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 ここで、執行部入替えのため、休憩いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時２２分 休憩 

午後 ２時３５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 次に、教育部所管の議第４号令和５年度玉名市

一般会計補正予算（第９号）を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 これから審議いただきます教育部所管の補正予

算資料の範囲についてでございますが、予算資料

の１７ページの１２７番の岱明防災コミュニティ

センター建設事業から２０ページの１５８番の体

育施設管理運営事業まででございます。 

 それでは、主なものの内容につきまして、御説

明いたします。 

 コミュニティ推進課からは、２つの事業につい

て御説明をいたします。よろしいでしょうか。 

 補正予算資料の１７ページの中段をお願いいた
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します。 

 初めに１２７番、岱明防災コミュニティセン

ター建設事業の４０７万８,０００円の減額は、

手数料及び防災コミュニティセンター外構工事に

係る工事請負費で、実績見込みによる事業費の執

行残につきまして減額するものでございます。内

容といたしまして、手数料１万２,０００円の減

額は、岱明防災コミュニティセンター南側駐車場

の周囲ブロックの工作物の建築物の県の検査を見

込んでおりましたが、今回、第２期工事につきま

しては、建物から駐車場南側のフェンスまで離れ

ていることから工作物の完了検査が不要であった

ため、減額をするものでございます。 

 次に、工事請負費であります岱明防災コミュニ

ティセンター外構工事の４０６万６,０００円の

減額は、外構工事第２期、工期は令和４年１１月

２４日から令和５年６月１６日まででありますセ

ンター駐車場舗装及びフェンス等の外構仕上工事

の完了払い金として、当初予算におきまして４,

４５２万４,０００円を予算措置しておりました

が、資材高騰によるインフレスライド等のですね、

設計変更もなく、執行額は４,０４５万８,０００

円でしたので、差引き残の４０６万６,０００円

につきまして減額するものでございます。 

 なお、この事業の財源となります防災コミュニ

ティセンター事業債、緊急防災減災事業債につき

ましても、事業費の減額に伴い４１０万円を減額

するものでございます。 

 続きまして、ページがちょっと飛びますけども、

１９ページの１４６番の地域学校協働活動推進事

業について御説明をいたします。 

 １４６番、地域学校協働活動推進事業の２２７

万円の減額は、地域学校協働本部運営委員会委員

報酬及び事務費、報償費、普通旅費、食料費、保

険料で、新型コロナウイルス感染症が５月に第５

類に引下げとなり、学校支援活動や、放課後子ど

も教室等をですね、元に戻してきましたが、予算

に対しまして実績見込みによる事業費の執行残が

発生しましたので、減額をするものでございます。 

 この事業の財源につきましては、県の地域学校

協働活動推進事業補助金、事業費の３分の２を活

用しておりますので、今回の事業費の減額に伴い

まして、補助金の決定により１５０万５,０００

円を減額するものでございます。 

 コミュニティ推進課からは以上でございます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 教育総務課からは、２つの事業と、２１ページ

の第２表、繰越明許費補正を御説明申し上げます。 

 まず、１７ページにまた戻っていただきますよ

う、お願いいたします。 

 事業ナンバー１３０、事務局費（一般管理費、

事業費）４１７万９,０００円を御説明いたしま

す。事務費の普通旅費、出席負担金の６２万１,

０００円の減額は、不参加による減額でございま

す。 

 下段の旧小天東小学校跡地売却分の学校教育施

設整備基金積立金で４８０万円は、今議会に財産

の取得について上程をいたしておりますが、可決

されましたならば、玉名市議会の議決をもって本

契約とするというふうにされているため、売上代

金をもって、土地売払い収入１５０万円、建物売

払い収入３３０万円を学校教育施設整備基金積立

金として４８０万円を積み立てるものでございま

す。 

 続きまして、１８ページ目の事業１３６番をお

願いいたします。小中学校照明ＬＥＤ化改修事業

事業費５,２９７万円は、令和６年度当初予算に

計画をいたしておりましたが、国の１次補正予算

内示に伴いまして、玉名町小学校、大浜小学校、

横島小学校、玉名中学校、有明中学校、玉南中学

校の体育館、武道場をＬＥＤ化を図るものでござ

います。 

 財源の内訳といたしまして、国の支出金が３分

の１相当額の１,３９２万２,０００円、起債額が

３,６１０万円でございます。 
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 教育総務課の事業は以上でございます。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 資料のほうは、１９ページをお願いいたします。

予算書のほうは、５９ページをお願いいたします。 

 文化課としましては、事業ナンバー１５４番か

ら１５７番まで通しでございますが、博物館に絡

みまして、博物館総務費、博物館事業、博物館施

設管理運営業務、収蔵品等管理業務一括におきま

して施設の管理運営でございますが、旅費、修繕

費、借り上げ料、委託料等につきまして、合計９

４万２,０００円でございますが、１年間の実績

見込み等も含めまして、予算残という部分を事業

費の低減をいたしておるところでございます。ま

た、計画の見直しであったり、執行残を今回落と

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 予算書５９ページから６０ページ、補正予算資

料につきましては、２０ページをお願いいたしま

す。 

 補正予算資料、ナンバー１５８、体育施設管理

運営事業で２９１万円の減額をお願いするもので

ございます。内容といたしましては、施設管理業

務委託で総合体育館内のトレーニングルームの運

営委託料の入札残３００万円を減額するもの。Ｂ

＆Ｇ海洋センター連絡協議会負担金で、新型コロ

ナウイルスが令和５年５月から５類になったもの

の、すぐにコロナ禍前までの活動ができないとの

予測から、令和５年度の負担金を集めないという

連絡を受け、協議会負担金１１万円を減額するも

のでございます。また、新たにＢ＆Ｇ財団より能

登半島地震災害支援金の要請が届きましたことか

ら、支援金２０万円をお願いするものでございま

す。 

 スポーツ振興課からは以上です。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 最後に、補正予算資料の２１ページ目をお願い

いたします。 

 第２表、繰越明許費補正、先ほど御説明申し上

げました、事業ナンバー１３６に関連してでござ

いますが、小中学校照明ＬＥＤ化改修事業、金額

５,２９８万円ですが、令和５年度の１次補正に

よるものであることから、適正な工期を図るため

に繰越しをお願いするものでございます。具体的

に、玉名町小学校の体育館、玉名中学校の武道場、

玉南中の武道場及び体育館、大浜小学校の体育館、

横島小学校の体育館、クラブハウス、有明中学校

の武道場を整備を図るものでございます。 

 以上で、教育部に付託されました議第４号令和

５年度玉名市一般会計補正予算（第９号）の説明

を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 以上で執行部の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 皆様から御質疑ございませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 １７ページの１３０番、旧小天東小学校の売却

ですけれども、従来から説明があっておりました

けれども、私が心配するのがですね、創業もあま

り長くない、日の浅い会社ということで、果たし

てこれが計画どおり進んでいくのだろうかなとい

う心配を持っております。 

 価格云々はですね、別といたしまして、その辺

の内容については、それから審議されてどのよう

な方向で決定をされましたか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原でございます。 

 プロポーザル審議の前に、まず、小天東小学校

には１６名の役員の方が選定いただいておりまし

たので、１６名の支館長であったり区長さん方々、

小天東の役員の方々にお集まりいただきまして、

候補になってらっしゃる株式会社サンナナさんの

概要のほうを御説明申し上げ、その後にはプロ



 

 －45－ 

ポーザルに審議いただく３名の方々を選出するた

めに、また同じく１６名の方々にお集まりいただ

きまして、候補者、プロポーザル後におきまして

も１６名の役員の方々にお集まりいただきまして、

株式会社サンナナさんのほうからお越しいただき

まして、具体的に事業概要を御説明されました。

具体的に、教室等においては仮事務所という形で

運営したいということであったりとか、運動場に

はまた倉庫等がございますので、そこではイノシ

シ等をさばいて食肉加工業のほうのを営みたいと

いう説明等をされて、おおむね住民の方々も、代

表者の方々のみでありましたが、御納得いただい

てるというふうに認識しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 この地元にですね、地元に対してのプラス面、

何か特別ありますかね。ここのサンナナさんがこ

こに拠点を開くということに関して。貢献度はど

うなってますか。 

○教育総務課長補佐兼教育政策係長（近藤隆広君） 

教育総務課の近藤でございます。 

 今回のですね、サンナナさん参入のやっぱり決

定的な決め手となるのは、やっぱり地域活性化を

図りたいということでね。地域の方といろいろお

話合い等をされながらですね、当然過疎地域でご

ざいますので、より多くの子どもたちが集まる場

にしたいとか、地域の方が御飯を食べに来ていた

だきたいとか、当然ながら運動場、体育館等につ

きましても開放したい等と、様々なですね、地域

連携と活性化のところをうたっていただいてます

ので、地域の方もその辺の声に耳を傾けられて、

大きくちょっと期待されてるというところが今の

ところの実情でございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 そのようにね、計画のように全てがいくんであ

ればいいけどもね、ただ、先ほども言いましたよ

うに、日の浅い企業ということで、ちょっとその

辺が心配するところでもありますし、１つは、そ

の地域に対してどのような対応をされていくのか

なということも考えたときにですね、これはせっ

かくやっぱり縁があってこの玉名市に来られて、

こうやってみて、あんまり思わしくないというこ

とじゃあ、また我々議会としてもね、これを採択

したことによっての責任等もありますので、その

辺が心配でした。 

 ほっで、今後ですね、企業は企業なりの努力、

また、地域との連携、これは行政の１つの手助け

になるからですね、その辺をしっかり。せっかく

縁があって来られとるから、末長くね、ここで

やっぱ発展してもらって、成長してもらうように

お願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 今、関連なんですけど、それで、この議会で通

ればですね、随時事業をサンナナさん、開始され

ていく事業計画なのかどうなのか、お伺いしたい

と思います。 

○教育総務課長補佐兼教育政策係長（近藤隆広君） 

教育総務課の近藤でございます。 

 当然ながらですね、御承認いただいた暁には、

徐々にでございますけども、スモールステップで

徐々に規模拡大ということで、地域発展のために

頑張りたいというようなところで声をお聞きして

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その中で、徐々に事業を、住民説明会もきちん

とされてはおるんですけど、これ、全体的な事業

が大き過ぎるものでですね、何からされるか分か

りませんけど、その中の行政の立ち位置としてみ

れば、まだ、じゃあ売ったから終わりじゃなくて、

その辺の地域と事業所さんと連携の中に行政が入



 

 －46－ 

るという考え方でいいんですか。どうなんですか

ね。 

○教育総務課長補佐兼教育政策係長（近藤隆広君） 

教育総務課の近藤でございます。 

 当然ながらですね、過去の議会の質問でもござ

いますとおり、売っておしまいではなくて、当然

ながら行政といたしましてもあらゆる面から後方

支援ということで、事業者の方が育成できるよう

なところで、また引き続き後押しのほう、させて

いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 分かりました。 

 ほかに、そのままよかですね。 

○委員長（近松惠美子さん） この問題はもうい

いですね。また別のところであるからですね。 

 この問題ですか。 

○委員（中尾嘉男君） 今んとに関して。 

○委員長（近松惠美子さん） でも、また審議の

あれがありますけど、条例で。条例じゃなくてい

いですか。 

○委員（中尾嘉男君） すいません、中尾ですけ

ども。 

 地元雇用はどのくらいを想定されとんね。分か

らんね、まだ。 

○教育総務課長補佐兼教育政策係長（近藤隆広君） 

教育総務課、近藤でございます。 

 明確に何人ということはですね、まだ名言して

らっしゃいませんけども、ここの部署に何名とか、

そういったところで構想は持っておられまして、

必ず地元の方から雇用をするというようなところ

で現在のところはお聞きしてるところでございま

す。 

 それにつきましても、当然ながら今後の事業規

模拡大の範囲によってですね、雇用者数も増加す

るんではなかろうかと思うところです。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 最後にもう１点、いいで

すか。 

 このサンナナさんね、名前は相当覚えやすか。

会社でもある。それで、一口にね、「この小天東

小学校に来なはった企業さん、何しなはっと」て

言われたときに、一口で言えばどういった会社ね。

端的に言えば。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 メインとされていらっしゃる事業が、ＩＣＴ教

育事業とプロジェクションマッピング事業のほう

がメインというふうにお聞きしております。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 その長たらしい言葉ばってん、短縮して言えば

何かね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 プロジェクションマッピングの事業というのが

ですね、夜間におきまして建造物等建物等に投影

を図って、一目で子どもたちから、老若男女楽し

めるような映像技術を駆使した投影技術を持った

会社というふうに。 

○委員（中尾嘉男君） 大体それがメインね。 

○教育総務課長（西原正信君） そうでございま

す。 

○委員（中尾嘉男君） ああ、そうね。なら、一

口で言うと絵ば壁に映さす会社たいでよかつかな。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 年度当初の４月から開始される事業といたしま

しては、ＩＣＴ教育のセミナーであったり、貸事

務所、シェアオフィス、コワーキングスペース等

を貸し出したいというふうに考えられているとい

うふうにお聞きしております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 分かりました。ありがと

う。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにありますか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 
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 １９ページの１４６番の地域推進員の活動なん

ですけど、補正で２２０万円残りましたというこ

とで、当初予算からすると大体３０％で、これが

昨年はたしか半分ぐらい、５０％ぐらい残ってた

と思うんですね。この内訳として、活動できてた

分に関しては、活動の内容は問題なく、学校の負

担が減るような活動になっているのか。 

 あと、もう一つとしては、私も初期メンバー

だったので、知っていた方々が結構辞められてる

んで、人員的には問題ないのかなと思ってですね。

人数とか。その辺り、いかがでしょうか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 ５月８日に新型コロナウイルス感染症が第５類

にですね、引下げになりまして、活動をですね、

元に戻していきまして、コロナ禍で制限がされて

いた活動の再開、水泳とかですね、習字とか、裁

縫、ミシンの指導とか、花植えとか、それとか、

地域行事等のつながりを踏まえた活動、地域イベ

ントとかですね、シャク釣りとか、そういった行

事がですね、コロナ禍明けて今年度はですね、で

きました。 

 それで、活動につきましてもですね、昨年度に

つきましては３,８９９事業数が、今年度につき

ましては４,２５８事業数と増えております。大

体昨年に比較しますとですね、推進員さんの報酬

でですね、昨年度は３４８万９,６００円。これ、

地域学校協働活動推進員だけの報酬なんですけど

も、本年度、令和５年度の見込みですけども、４

４０万２,８００円で、時間数にしますと本年度

は、先ほど申し上げましたように３,６６９時間

で、昨年度は２,９０８時間で、若干ですね、こ

ういったふうに増えてきております。 

 それで、先ほど委員がおっしゃられましたです

ね、推進員さんの数なんですけども、令和２年度

にですね、この事業を始めまして、２２名の方を

ですね、各１名ずつの推進員さんと、玉名中学校

には２名ですね、それで２２名で、令和３年度は

ですね、３名ちょっとお辞めになられました。令

和４年度がですね、２名お辞めになられて、昨年

度がちょっと多くてですね、９名ほど替わってお

ります。それで、玉名町小学校に一人追加とかで

すね、玉南中学校の推進員が交代されたりとかあ

りますけども、今年度につきまして、今、私が把

握してる中では２名の交代がなされる予定でござ

います。 

 推進員につきましてはですね、今のところです

ね、欠員もなくですね、それぞれの推進員の方に

いろんな学校支援活動であったりとか、地域活動

にですね、いろいろなつなぎをコーディネートし

ていただいて活動していただいておるところでご

ざいます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 令和５年度で９名辞められたということですか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） 途中

でですね、令和５年度で交代した人たちとか、途

中交代とか結構ありますんでですね。 

○委員（大野豊重君） ですから、９名減って９

名入ったんですか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） そう

いうことになります。 

○委員（大野豊重君） そういうことになります。

ということは、今、不足としてはないということ

ですね。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） 不足

はございません。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、最後に大野です

けど、活動の中身は、そもそも地域との連携も

あったと思うんですけど、教職員の働き方改革の

一環でもあったと思うんですね。その辺りはどう

ですかね。教職員としては助かってるのか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長、西川でございます。 

 特にミシンとかを学習とかするときには、先生

一人ではなかなか生徒３０名とか指導することは

難しいので、そういった地域の方の御協力がある
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と、その授業を３日、４日かかったのが１日で済

んだとか、そういった働き方改革にはつながって

おると思います。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。ありがと

うございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございます

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 １８ページのですね、さっき説明であったんで

すけど、１３６番で、小学校の照明のＬＥＤ化と

いうことで改修事業で、国の１次補正の内示に伴

う増額という説明だったんですけど、これ、もち

ろん繰越事業でされていくと思いますけど、その

ほかの中学校に対しては今後どのように進めてい

かれるんですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 令和５年度にＬＥＤ化の実施設計を行ないまし

て、実質的には令和６年度に工事のほうを行なっ

ていきます。 

 ほかの今年度、候補に挙げてない地区におきま

しては、最大令和１０年までに工事を、年次計画

を順次立てておりますので、順次体育館、武道場

におきましてはＬＥＤ化を図っていきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） ありがとうございます。 

 あと、ちょっと前後するんですけど、１７ペー

ジのですね、１３１番なんですけど、外国にルー

ツを持つ児童生徒に対する日本語指導業務委託と

いうことで、減額補正されておりますけど、大体

この事業の内容、そして、実績はどういうこと

だったのか、お伺いしたいと思います。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 この外国にルーツを持つ援助の事業でございま

すけど、外国から来られたネパールの方であった

り、中国の方であったり、熊本市内のほうから週

何回か来ていただきまして、日本語の教育のほう

を行なってるところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 実績は。 

○教育総務課長補佐兼学務係長（松本明美さん） 

教育総務課、松本でございます。 

 ＮＰＯ法人外国から来た子ども支援ネットくま

もとから指導に来ていただいておりますが、実績

といたしましては、令和５年度は途中で転出をさ

れたお子さんがいらっしゃいましたので、このた

び３月補正で減額補正をするところです。 

○委員（多田隈啓二君） ゼロ人ですか。 

○教育総務課長補佐兼学務係長（松本明美さん） 

途中でゼロになりました。 

 また、途中からまた転入、中国のほうから転入

されて、途中でまたお一人、築山小学校のほうで

指導を、今、しているところです。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。大丈夫

です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 １９ページのナンバー１５０の図書館運営事業

です。窓口業務委託ということで７０万４,００

０円減額になってますと。中身をちょっと教えて

ください。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課の西川でございます。 

 図書館運営事業のこの７０万４,０００円の減

額につきましては、今ですね、玉名市の図書館窓

口業務といいまして、民間のですね、委託業者の

ほうにですね、窓口業務を委託をしておりまして、

例えば窓口業務の主なものといたしましては、本

の貸出しとか返却、本の修理、本の選書とか、発

注の作業を含め、移動図書館業務とか電子図書館

業務等でございます。 

 減った要因につきましてはですね、これをです

ね、昨年度２月９日にプロポーザル審査を行なっ

ておりまして、このときに上限額がですね、５,
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９００万４,０００円でした。それからですね、

契約に当たりまして業者と市との協議を行ないま

して、７０万４,０００円のですね、値引きがご

ざいまして、そういうことにしたということにな

ります。 

○委員（前田正治君） 分かりました。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これにて質

疑及び委員間討議を終結いたします。 

 以上で議第４号令和５年度玉名市一般会計補正

予算（第９号）に関する質疑及び委員間討議は全

て終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議第４号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 討論なしと認めま

す。 

 これより採決に入ります。 

 議第４号令和５年度玉名市一般会計補正予算

（第９号）については、全員一致をもって可決す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、教育部所管の議第１２号令和６年度玉名

市一般会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明をお願いいたします。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 これから審議いただきます教育部所管の当初予

算資料の範囲についてでございますが、２９ペー

ジの３４２番の岱明防災コミュニティセンター施

設管理運営事業から３５ページの４６５番の体育

施設管理運営事業でございます。 

 それでは、主なものの内容について御説明をい

たします。 

 コミュニティ推進課からは、５つの事業を御説

明をいたします。 

 予算資料の２９ページをお願いいたします。 

 ３４２番、岱明防災コミュニティセンター施設

管理運営事業の５４２万８,０００円は、岱明防

災コミュニティセンター管理運営に関する経費で、

内容といたしましては、消耗品費、燃料費、施設

管理運営業務委託、施設維持管理業務委託料など

でございます。 

 なお、この事業の財源は、防災コミュニティセ

ンター使用料１２０万円などを充当するものでご

ざいます。 

 消防費につきましては、以上でございます。 

 次に、ページが飛びまして、３３ページの４３

０番の地域学校協働活動推進事業について御説明

をいたします。４３０番、地域学校協働活動推進

事業の７５８万４,０００円は、地域学校協働活

動推進や放課後子ども教室に要する経費で、地域

学校協働本部運営委員会委員報酬から、消耗品で

ございます。 

 地域学校協働活動を令和２年度から、学校と地

域を結ぶキーパーソンとして、市内の全小中学校

に、今、２３名の推進員を配置しております。学

校の実情に応じまして、様々な学校支援活動や地

域づくり活動を推進しているものでございます。

内容といたしましては、地域学校協働本部運営委

員会委員報酬６名分では７万円、それと、報償費

７２１万７,０００円、旅費８万４,０００円、消

耗品費１０万３,０００円などでございます。 

 なお、この事業の財源といたしまして、県の地

域学校協働活動推進事業補助金として事業費の３

分の２、内訳としまして、国３分の１、県３分の

１の５０５万３,０００円を充当するもので、ご

ざいます。 

 続きまして、ちょっと飛びます、４３２番の二

十歳を祝う会開催事業の９６万９,０００円は、
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二十歳を祝う会実行委員会への委託料でございま

す。実行委員会の委託料の内訳としましては、会

場使用料、案内状発送に係る切手代、記念品代等

でございます。二十歳という人生の節目を迎える

青年を祝い励ますことを目的に、令和７年の１月

３日に、玉名市二十歳を祝う会として実行委員会

形式で開催しまして、大人としての意識を高め、

その自覚と責任において社会に貢献することを促

します。 

 令和６年の二十歳を祝う会におきましては、１

月の３日に開催しまして、二十歳という人生を迎

える青年を祝い、励ますことができました。対象

者は５８４名で、当日の参加者数は４７４人で８

１.１％でございました。 

 令和７年の二十歳を祝う会につきましても、新

年度に入りまして実行委員を募りまして、開催内

容等を協議していきたいと思っております。 

 続きまして、４３９番の岱明町ホタルの里維持

管理運営事業６５万２,０００円は、岱明町開田

にありますホタルの里の施設整備や周辺環境の維

持管理、調査に要する経費で、消耗品費４万９,

０００円、ホタルの里維持管理業務委託４０万円、

借上料９万５,０００円などでございます。 

 内容といたしましては、岱明町ホタル保全会に

ですね、委託をいたしまして、ホタルの飼育や鑑

賞会の開催、水質調査、生態に関する研究等をで

すね、委託しまして、ホタルの繁殖活動を通して

ホタルの里づくり環境保全を進め、環境意識の高

揚を図っているものでございます。 

 続きまして、最後になりますが、４４３番の図

書館システムの１,３３２万６,０００円は、電算

システムによる貸出し管理や電子図書館の運営等

に関する経費で、図書データマーク作成業務委託

料８５万８,０００円は、本の背表紙に貼ってあ

りますバーコードで図書の資料をコンピューター

で管理するためのデータ作成業務委託料と、フィ

ルムコート装備委託料でございます。 

 また、使用料１,０４７万７,０００円につきま

しては、図書の資料貸し借り等の業務を行なうた

めの電気通信回線を使用した東京図書館向け管理

システムサービス使用料をはじめ、図書館ホーム

ページの利用料や、電子書籍のクラウド利用料、

及び新年度導入分の電子書籍１,５００タイトル

分の使用料でございます。 

 借上料につきまして、２０２万１,０００円は、

クラウド管理システムのリース料でございます。 

 なお、この事業の財源といたしまして、玉名圏

域電子図書館事業を構成する３町、玉名市とです

ね、玉東町、和水町、南関町からの定住自立圏事

業費負担金１８５万４,０００円を充当するもの

でございます。 

 コミュニティ推進課からは以上でございます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 教育総務課から、７つの事業を御説明いたしま

す。 

 まず、戻っていただきまして、３０ページ目を

お願いいたします。 

 事業ナンバー３４４番、事務局費（一般管理費

事業費）６７８万７,０００円ですが、鍋小学校

プールにおきまして、築年数は３６年経過であり

ますが、数年前に実施いたしました塗装が剥がれ、

破片がプールに浮いており、使用できないために、

令和６年度から水泳事業におきましてスクールバ

スを運行する費用の業務委託といたしまして１５

３万２,０００円で、鍋小学校の全学年をＢ＆Ｇ

プールまで運行するものでございます。現在、教

育総務課では、関係各課と学校プールの在り方検

討会議を行なっておりまして、令和６年度中に

プール施設全体の計画を作成するために、この事

業も並行して進め、鍋小学校の実証結果も参考に

して進めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 また、公用車購入費の１３１万５,０００円は、

平成１２年４月登録の公用車、軽の部分がござい

まして、老朽化のため冷暖房が効かないために買
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い換えるものでございます。 

 次に、３０ページの中段ですね、３５２番、情

報教育推進事業費１億１,３１４万２,０００円は、

デジタル田園都市国家構想交付金、国の交付金で

ございますけど、２,４３９万１,０００円を活用

いたしまして、小学校用のｅライブラリ１５校分、

電子黒板５５台分、６５インチを購入予定でござ

います。玉名町小学校に２５台、玉陵小学校に１

６台、岱明中学校に１４台、このほか、ソフトバ

ンクのペッパーロボット２台借上分、このほか、

ＩＣＴ支援員業務委託による、各校月７回の３時

間以上で、支援員５名による業務委託支援費で２,

５４４万７,０００円にて継続して行なっていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、事業ナンバー３５５番、学校規模

適正化事業（天水中学校校区事業費）４,１２７

万５,０００円は、主に新しい学校づくり委員会

報酬１６人分の６回分で２５万５,０００円、天

水小中学校校舎増改築工事実施設計業務委託を３,

９００万円で発注し、令和９年４月開校に合わせ

て準備を行なうものでございます。 

 財源の内訳といたしまして、起債１００％の過

疎債３,９００万円を充当するものでございます。 

 続きまして、事業ナンバー３５８、学校規模適

正化事業（有明中学校校区事業費）２,６７９万

３,０００円は、主に、現豊水小学校と大浜小学

校が統合し、大豊小学校が令和７年４月に開校す

ることに伴い、現大浜小学校の家庭科室改修業務

委託と改修工事を合わせまして１,８１２万５,０

００円で行ない、豊水小学校、大浜小学校閉校記

念事業補助金といたしまして合わせて２００万円

を、１校ずつ１００万円ずつそれぞれに交付する

ものでございます。 

 続きまして、３１ページの３６６番、学校給食

施設配置適正化事業事業費７９１万５,０００円

は、主に学校給食施設整備検討委員会委員報酬６

人分で５回分を予算化をお願いしております。１

７万４,０００円と、現行の３つの学校給食セン

ターと２つの自校式給食施設を適切な学校給食施

設に再編を検討するための業務委託を７７２万円

で発注を考えているところでございます。現在、

５調理場、自校式を含みますが、５調理場から１

センターもしくは２センターの２案で検討するこ

ととし、令和１１年度からの運用開始を目指すも

のでございます。 

 令和６年度に検討委員会による協議を５回行な

い、答申案を基に令和７年度に基本方針を決定し、

保護者説明会、施設改修に伴う設計委託、施設の

改修、調理機器の更新、人的配置の検討、令和１

０年度には調理運搬業務委託のプロポーザル業務

委託を実施し、令和１１年度からの運用開始を目

指して進める予定でございます。 

 続きまして、３２ページ目をお願いいたします。 

 事業ナンバー４０１、小学校振興事業費８,６

９７万５,０００円は、主に小学校の教科書改訂

に伴い、教師用の教科書、指導書、指導教材消耗

品等のデジタル教科書７,９４３万５,０００円や、

小学校知能学力検査業務委託４７７万７,０００

円、教科書改訂に伴う備品購入費１７５万円でご

ざいます。 

 最後に、３３ページ目の事業ナンバー４２６、

中学校施設改修事業をお願いいたします。１４億

８,０２５万９,０００円は、岱明中学校校舎改築

工事で１３億４,３７６万３,０００円、岱明中学

校解体工事２期で６,２７９万３,０００円、岱明

中学校グラウンド整備設計業務委託で１,１８２

万３,０００円が主なものであり、財源の内訳と

いたしまして、学校施設環境改善交付金で、国庫

補助が岱明中学校で３分の１、大浜小学校のほう

で２分の１、改善交付金が２億９,１３０万１,０

００円。起債といたしまして、中学校施設整備事

業債９億７,１７０万円で、その他といたしまし

て市有施設整備基金繰入金が２億円あります。 

 以上でございます。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 
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 文化課からは、３事業について抜粋して御説明

を申し上げます。 

 ３４ページの４４５番、予算ページでは２７１

ページから２７３ページになります。 

 文化財保護事業でございます。事業費１,７８

７万３,０００円、一般財源が１,７７５万３,０

００円で、国費が１２万円となっております。 

 主な事業内容でございますが、文化財保護審議

会の委員等で１０人の報酬費、また、指定文化財

除草、伐採等の業務委託で１,２３５万１,０００

円、こちらはシルバー人材センターに除草を委託

する業務が５件２００万円、これは永安寺東西古

墳でありましたり、高瀬船着場等がございます。

それとまた、市が直接管理をしながら除草してい

く作業としまして、干拓堤防施設、また、伝左山

古墳等の３件がございます。こちらが１,３５１

万円という内訳になっております。 

 続きまして、菊池川流域日本遺産保存会活用協

議会、菊池川につきましては、玉名市、山鹿市、

菊池市、和水町ということで、３市１町で日本遺

産の活動をいたしております。そちらの全体事業

費が５００万円程度になりますが、そのうち玉名

市が８３万円の負担を行なうこととなっておりま

す。 

 それと、書面には入ってませんが、補助金とい

たしまして地域の伝統芸能活動等に対する補助金、

例えば神楽保存会であったり、梅林の流鏑馬等の

７件につきまして１２３万２,０００円の補助金

が含まれております。 

 この国費の１２万円につきましては、国有文化

財管理補助金ということで、石貫の穴観音、こち

らが国の所有でございますので、国からの補助金

を活用いたしておるところでございます。 

 続きまして、４４８番の文化財保護活用施設整

備事業をお願いいたします。 

 予算書のページは、２７３ページから２７４

ページになります。 

 総事業費が９５７万４,０００円。うち一般財

源が９４０万４,０００円、その他１７万円と

なっております。このその他は、学校のほうに取

り付けております太陽光の収入料でございます。 

 事業の内訳といたしましては、今、ＮＴＴの裏

側にあります第３別館、現在まで、今、３月まで

使っておりますけども、第３別館の設計業務で１

７８万７,０００円でございます。 

 そのほか、文化財、第３別館から石貫の保存倉

庫のほうに運搬をいたします運搬費１７６万円、

備品購入等で５００万円を計上いたしております。

この備品購入につきましては、石貫のほうの保存

センターで、作業机、または椅子等の備品でござ

います。 

 続きまして、最後になりますが、４５６番、予

算ページ、２７９ページでございます。音楽の都

づくり事業でございます。総事業費が５３２万９,

０００円、全て一般財源でございますが、市民音

楽祭の業務委託実施費用２５０万円、アウトリー

チ事業、これは小学校と保育園、幼稚園、大体年

間２５回ほど演奏家のほうを派遣して、身近にそ

ういう芸術を触れてもらうということで、毎年実

施をいたしている事業でございます。 

 そして、そのほかには、スクールバンドコン

サート、各小学校であったり中学校の吹奏楽部、

なかなか市民会館のホールで演奏する機会はあり

ませんから、２日間ほどは、市内の興味があるス

クールバンドとして、コンサートを実施をいたし

ているところでございます。この借上料の６３万

４,０００円は、スクールバンドコンサートの会

場借上料でございます。 

 そのほか、音楽の都づくり事業といたしまして

は、ロビー活動として、市民会館のロビーで年間、

月に１回ロビー活動を実施しておりますが、毎回

４０人から５０人ぐらい市民の方が集まってきて

いらっしゃいますが、ロビーコンサートも少しず

つ浸透しているのではないかなというふうに思っ

ておるところでございます。 

 今まで文化財関係につきまして２件、音楽の都
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づくりについて１件御説明申し上げましたが、文

化財の保存と活用ということを適切な保存と活用

を、そして、音楽につきましては、芸術文化とい

うことと、感性豊かな市民の育成ということを図

りながら、文化課としては取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 予算書２８０ページから２８４ページ、説明資

料におきましては３４ページと３５ページをお願

いいたします。 

 説明書より４事業をスポーツ振興課のほうから

は説明をいたします。 

 まず、ナンバー４６２、フルマラソン大会運営

事業で２,７８０万２,０００円お願いするもので、

これは、準備を行ないます職員の時間外手当５５

万円と実行委員会への補助金２,６８９万８,００

０円が主なものでございます。 

 令和４年度の参加者が、いちごマラソン、いだ

てんマラソン、合わせて約４,０００人、今年度、

令和５年度が約４,５００人、令和６年度におき

ましては５,０００人の参加を想定して積算をし

ているところでございます。 

 次に、ナンバー４６３、中学校部活動地域移行

支援事業で１,０５５万円は、中学校部活動移行

検討委員会の報酬８名分１８万６,０００円、実

証事業委託をお願いしております地域型総合ス

ポーツクラブ、いだてん玉名への委託料１,０２

０万６,０００円でございます。委託料につきま

しては、消耗品の購入や通信運搬費の切手等もご

ざいますが、ほとんどは指導していただきます指

導者の方への謝金として支払われるものでござい

ます。令和５年度におきましては、現在９の部活

動が休日の地域移行ができており、令和６年度に

おいては２０の部活動を目指してやってまいりた

いと考えております。 

 次に、ナンバー４６４、玉名子ども放課後ス

ポーツ教室事業で７８万８,０００円でございま

す。これは、新規事業として、放課後を利用して

児童が体を動かす機会の確保、スポーツへの興味、

関心を高めるための事業として取り組むものでご

ざいます。新規事業ということで、令和６年度は

モデル校１校を実施し、検証を行ない、段階的に

広げていくことを目指しております。 

 実施方法につきましては、１回当たり２時間、

週２回を想定しており、小学校へ指導員を派遣し、

先ほども申しましたが、体を動かし、スポーツに

興味を持ってもらうことを目的としておりますの

で、バトミントンや卓球、タグラグビー等の多種

目を体験してもらうことを想定しております。 

 最後にナンバー４６５、体育施設管理運営事業

で１億８,９２４万６,０００円は、主なもので指

定管理を委託しております４事業者へ委託料５,

９１５万８,０００円、社会体育施設照明等改修

工事費で９,２３０万円、これは武道館と蛇ケ谷

テニスコート、岱明グラウンド、勤労者体育セン

ターの照明のＬＥＤ化を予定しているところでご

ざいます。 

 スポーツ振興課からは以上です。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 最後に、３９ページ目の下段、債務負担行為を

お願いいたします。 

 ３９ページ目の下段、債務負担行為ですが、岱

明中学校解体工事２期、令和７年度分にて６割分

の９,４１８万９,０００円をお願いしているとこ

ろでございます。この２期解体工事は、工期のほ

うを令和６年１０月から令和７年５月のほうを考

えております。 

 以上で、教育部に付託されました議第１２号令

和６年度玉名市一般会計予算の説明を終わります。 

○委員長（近松惠美子さん） お疲れさまでした。 

 これより、会議の途中ですけども、１０分休憩

いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 
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午後 ３時３２分 休憩 

午後 ３時４４分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（近松惠美子さん） では、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 先ほど執行部の説明は終わりましたので、これ

より質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１２号について質疑及び委員間討議はござ

いませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 教育総務の方でちょっと全体的に聞きたいんで

すけど、小学校、中学校で事務費に関する経費と

教育振興に関する経費て学校単位で上がってるん

ですけども、これっていうのはその積算の根拠と

しては、大体学生数による根拠なんですかね。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 教育総

務課、東田でございます。 

 学校予算に関しましては、学校からの予算要求

を受けてですね、配当をしております。毎年です

ね、例年、大体学校の規模に応じたところの配当

予算になっております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、何か基準額があってとかじゃな

くて、あくまでも要求の全ての積み重ねがこの金

額になってるという認識ですね。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 教育総

務課、東田でございます。 

 大野委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。 

 じゃあ、続けてよろしいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） ３０ページの３４４番、

鍋小学校の水泳授業のスクールバス運行について

なんですが、先ほども説明あったんですけれども、

これは、このバス契約に関しては、これは新たに

バスを導入するという話なんですかね。 

 というのも、玉陵小学校のほうのバスとかの活

用というのはできないものなんですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 鍋小学校のスクールバスの運行に関しましては、

玉陵小学校のバスを動かすことも含めてですね、

検討していきたいというふうに考えておるところ

です。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） じゃあ、この予算計上と

いうのは。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 この予算計上におきましては、新たに取るとこ

ろで、最大限で今予算要求を行なってるところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、もしかしたら玉陵小学校分の昼

間だとか残ってるやつを使う可能性がある。その

ときには下がるということですね。はい、分かり

ました。ありがとうございます。 

 追加で。 

 同じ３０ページの３５２番、電子黒板の話なん

ですが、これは北本議員の一般質問のときに答弁

あったと思うんですけども、プロジェクター型の

やつをまた電子黒板のほうに入れていくというこ

とで、既設のプロジェクターに関しては、原則処

分という部長答弁があったと思うんですけども、

これも以前プロジェクターを入れ替えるときに、

処分するものを新品と入れ替えるときに、下取り

だとかそういったところは検討されないのかとい

う話で、検討しますっていう話だったんですね。

今回は、これはその辺りっていうのはどうなんで

しょうか。確かに使えるものはほかの教室でもと

か、ほかの施設で使っていくという答弁もあった

んですが、処分する物の見極めだとかそういった

もの、で、処分する物に関して下取りだとかそう

いうことは考えられないのか。 
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○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 現在のプロジェクター型の電子黒板に置きまし

ては、使用回数を、回数カウントがついておりま

すので、専門家の御意見を聴きながら、使用回数

が少ない分に関しては特別教室等のほかの場所に

移設を考えていきたいというふうに考えてるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 再利用できる分はそれでいいんですけど、要は

処分する物、いわゆるゼロ円で引き取ってもらっ

て、それがまた中古で流通してしまう、これがと

ても気になるところなので、そういうふうなこと

がないのか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 引き取っていただく業者のほうにですね、必ず

廃棄をすることを条件を付してですね、その辺を

徹底していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） そこのところは約束をさ

れていただきたいと思います。 

 じゃあ、最後に１件だけ。あと１件。 

○委員長（近松惠美子さん） 最後ですね。 

 ３２ページの４０１番、デジタル教科書につい

てなんですが、先ほどの説明でも教師用というこ

とで、これは何か今ある既に使っているタブレッ

トにアプリを入れて使うものなのか、それとも端

末というか、デバイス自体が新しくなるのか、そ

の辺りどうなんですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 デジタル教科書におきましては、クラウド版を

考えておりますので、そのクラウドに入っていた

だいて引っ張ってくるような方式を考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ということは、デバイスはないということで、

動かすためのアプリと、元がクラウドから取って

くるということなので、結局これはライセンス料

がこの金額になってるという認識ですか。 

○教育総務課長補佐兼学務係長（松本明美さん） 

教育総務課、松本でございます。 

 委員おっしゃるとおり、ライセンス料になりま

す。 

 そのほかにも教師用ですので、紙媒体の教科書

もございますが、ここに計上してある分はあくま

でデジタル教科書分なので、クラウド版でライセ

ンス料となります。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 分かりました。以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ３１ページの３８２番の小学校管理事業に関し

てなんです。スクールバス通学の見直しがなされ

て答申があったということですけど、その答申を

私たちにもひとつもらいたいということと、ス

クールバス通学における生徒たちの体力面、運動

の能力面の変化というか、落ちとっていうか、そ

の辺の実態はどうなんでしょうか。 

 答申書は後でよかですよ、今じゃなくて。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 答申書のほうは、全員分御用意したいと思いま

す。後でお配り申し上げます。 

○教育総務課長補佐兼教育政策係長（近藤隆広君） 

教育総務課の近藤でございます。 

 前田委員御質問の体力関係の件でございますが、

こちらにつきましてはですね、当然エビデンス、

結果も必要でございますので、平成３０年度と令

和４年度のですね、玉陵小学校の子どもたちの体

力テストを、結果を基にですね、データを解析し

たところ、全体的に玉陵小学校の子どもたちの運

動能力が落ちていたという結果が出ています。 

 しかしながらですね、これは必ずしもスクール
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バスだけが要因ではないということもございます

けども、結果的には、以前歩いてらっしゃった頃

とスクールバス導入後については、明らかに体力

が落ちてたと。しかしながら、スクールバスが全

て原因ではないということで、結果は既に出して

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○教育部長（藤森竜也君） 部長の藤森です。 

 補足でございますけども、体力テストの結果は

ですね、玉陵小学校だけをしてるわけじゃなくて、

市内の全小学校を比較してます。 

 確かに全国的に子どもの体力ていうのは落ちて

きているので、平成３０年度と比べると全体的に

落ちてはいますけども、やはり今近藤が申しまし

たとおり、玉陵小学校においてはその落ち方がや

はりであると。余計落ちとるというような見え方

はしております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 体力面の低下が見られるということですけど、

その体力面を低下しとるのを何か抑えるというか、

戻すというか、そういった何か取組は考えておら

れるんですか。 

○教育部首席審議員（荒谷邦治君） 首席審議員

の荒谷です。 

 私は、昨年度、玉陵小学校で校長をしておりま

して、主な取組としては、朝、ランニングを職員

と一緒に子どもがしていた。それを推奨していた

ということが１つあります。 

 と、昼休みに、本当ほかの学校に比べてもです

ね、よく外に出て遊びます。それを奨励していた

という、その２点があるかと思います。 

 あとは、一番言われるのは、体育の授業の充実

ということは言われますけれども、これはどこの

学校でもやっていることかなと思っております。 

 あと、私たちが小さい頃は、以前、業間体育と

いうものをやっておりましたが、今はなかなか日

課の組み方が難しくて、それは今、どこも行なわ

れていませんので、今言ったことあたりがされて

る体力向上の取組かなと思っております。 

 以上です。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 スポーツ振興課としましては、先ほど説明の中

に入れておりましたが、新規事業として子どもの

ですね、放課後を利用したスポーツ教室事業を新

規で立ち上げております。これは、先ほども申し

ましたとおり、今、学校から家に帰ってゲームを

したいがために早く帰るとかではなくてですね、

少しでもスポーツの楽しみをいろんな競技を、種

目をですね、経験して興味を持っていただいて、

ゲームよりもスポーツをしたいというような関心

を持っていただきたいということを目指して、新

規事業という形で取り組みたいと考えております

ので、そういったところが体力低下に対してのス

ポーツ振興課としての対策かなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 体力低下を、証拠は出とらんということですけ

ど、やっぱ体力低下が見られるなら、それを食い

止めるような対策をせんとでけんて思うとですよ。

そすと、今、スポーツ振興課がおっしゃった新規

事業というのは、玉陵小学校を中心に取りあえず

は始めるということでよかっですかね。はい、分

かりました。 

 続けて、よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） ３３６番の学校給食施設

配置適正化事業についてです。これは、今、給食

センターが、１、２、３、４、５。 

○委員長（近松惠美子さん） ３６６番ですね。 

○委員（前田正治君） ３６６番。３６６番です

けど、給食センターが市内に１、２、３、４、５、

あるでしょう。この５給食センターがあるやつを、

例えばさっきおっしゃったような１つで何か所受



 

 －57－ 

け持つとか、そういうふうにもうちっと細かく再

編するていうことですか。細かくというか、統合

するていうことですか。どういう見直しを。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 今、共同調理場が３給食センター、そすと自校

式の単独の調理場が２つ、玉名町小学校と横島小

学校がございます。そちらの分におきまして、仮

に２つの学校給食センターを仮定するならば、中

央学校給食センターと岱明学校給食センターの２

センター方式で行なうのか、１センター方式を採

用するのか、２センター方式が一番望ましいのか

を、この業務委託の中で検討を図っていきたいと

いうふうに考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は、玉名町小学校と横島小学校の自校方式を、

場合によっちゃなくなるということですので、

やっぱなくしちゃいかんと思うんです。ですから、

それはやっぱ駄目だと思います。 

 なぜかというと、やっぱ災害なんかでも給食セ

ンターの役割というのが見直しをされてきとるし

ですね、やっぱなくてはならないものかなという

ふうに思います。 

 続けてよかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） 説明資料の５ページです。

ここに小中学校保育所等給食賄費支援事業という

ことで、学校給食費保護者負担分が３,４００万

円程度組まれてます。これは、物価高騰対策でこ

れだけ組まれてたわけですよね。ずうっと続くか

どうか、どぎゃんなんですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 この保護者負担額軽減分の３,４８６万３,００

０円におきましては、令和７年度以降継続してあ

るかないかは、現段階ではちょっと判断というか、

考えは不確定でございます。名言することができ

ないような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 給食センターごとの保護者負担を合計すると、

約３億円程度になるわけですよ、３億円程度。そ

すと、先ほどの給食センターの在り方の見直しに

伴ってですよ、全国的な流れとして学校給食費の

無償化が出てきよっですけど、玉名市もそういう

方向性というのは頭にあっとですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 昨年度、国の施策のほうでこども家庭庁が創設

されたときに、ある程度無償化の方針が示されて

おりましたが、その後、何ら情報が今入ってきて

ないような状況でございますが、一応教育委員会

のほうに検討を図りなさいということで指示を受

けていることは確かでございますので、少しずつ

資料のほうを集めさせていただいて、取り組める

状況に準備してるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 給食センターを統合する条件として無償化する

とか、そういう方向は全く考えとらんですよね。

はい、分かりました。 

 もう１つ、よかですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） 学校図書館の整備につい

てです。これは、今年度予算ではどのように充実

が図られたか、ちょっとお尋ねします。対前年度

予算に対して。各学校じゃなくても、全体的に大

まかでよかですよ。 

○教育総務課長（西原正信君） 各学校の図書購

入費におきまして、令和５年度は、小学校だけで

申しますと３６４万４,０００円でした。令和６

年度の当初予算では３８５万８,０００円と微増

している状況でございます。中学校におきまして

も、令和５年度が６中学校で２６０万８,０００

円でしたが、令和６年度当初予算では２７５万６,



 

 －58－ 

０００円と、こちらのほうも１４万８,０００円

と微増しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 図書の司書の配置と図書館への新聞の配置って

いう点ではどぎゃんふうな改善が図られたですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 図書室補助員に関しましては、令和５年度の配

置と同じような配置を考えてるところでございま

す。 

○教育総務課総務係長（東田優子さん） 総務課

の東田でございます。 

 学校図書館への新聞の配備状況でございますが、

中学校に関しまして令和５年度におきましては、

６校中３校配備をしていたところですが、令和６

年度につきましては６校中５校、新聞のほうを配

備するように、学校のほうの要求に応じて予算を

配分しているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 先ほど、前田委員の御質問にちょっと補足をさ

せていただきます。 

 小学校図書室補助員が１０名、中学校図書室補

助員が６名ということで、１６名の方々を雇用い

たしまして、全部の小中学校におられるわけでは

ないので、曜日を決めてですね、巡回していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱ学校図書室の充実という点じゃあ、きち

んと交付税措置もされとるからですね、充実を

図っていかんといかんかなと。図書数も若干予算

が増えてはいますけど、学校図書標準に対しては

ちょっとまだいかがなと思うしですね、図書司書

もまだやっぱおんなはらんところ２校ば一人で受

け持ってるようなところもあっとだけんですね、

そこら辺はやっぱ充実を図っていかんといかんと

思います。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） もういいですか。 

○委員（中尾嘉男君） ３３ページの４３５番の

ですね、横島支所及び横島町公民館の照明の改修

工事について。これ、時期的にはいつ頃されると

ですかね。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 横島町公民館のＬＥＤ照明工事につきましての

工期は、大体予想なんですけども、７月の下旬か

ら１２月の中旬を予定をいたしております。 

 工事につきましてはですね、支所の部分につい

ては、業務のためですね、土曜日、日曜日に作業

を行ないまして、横島町公民館の部分につきまし

ては、１０月１日から１２月１５日ぐらいまでを

休館にですね、いたしたいと思っております。大

体７００個のですね、照明器具の交換も予定いた

しております。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 それで、公民館は当局からの支払い云々でいい

けども、これ、支所も入っとっとですかね、この

３,３５０万円の中には支所の分も入っとっとで

すか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 当然、支所も入ってます。支所と公民館の建物

のＬＥＤの改修となります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども。 

 １つの建物に２つの部署があるということです

けれども、本来はこれでよかつかな。支所機能と

公民館機能と、その建物の中にあるわけよね。で、

支所のほうはやっぱ総務あたりの管轄になっと

じゃなかかなと思うけども、分のよかつかな、こ

れでしたほうが。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 
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 横島支所と公民館につきましては、当然横島町

の公民館が面積が多うございまして、当初はです

ね、設計とかはですね、管財課のほうで実施をし

ておられます。そして、こちらのＬＥＤ照明の施

工につきましては、面積が広い部分の公民館が担

当するということで、私どものほうで予算を計上

してお願いしてるところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） じゃあ、もう１点よかで

すか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（中尾嘉男君） これはどこの予算になる

か、ちょっと小学校、中学校の必要とする経費の

中で、外の庭木ですね、造園。この伐採料なんか

はどのように充ててあるですか。入っとっですか。

何だろうか。何に入っとっとだろうか。組んでな

かっだろう。 

○委員長（近松惠美子さん） 各公民館長が分か

らないですか。 

○委員（中尾嘉男君） うんね、うんね、学校だ

ん。 

○委員長（近松惠美子さん） ああ、学校。 

○副委員長（松本憲二君） しよるとはしよらす。 

○委員（中尾嘉男君） しよらすばってん、予算

のなかったん。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 小学校分におきましては、小学校管理事業の樹

木剪定伐採等業務委託の中の小学校除草等委託と

いうことで予算化を図ってるところでございます。 

 中学校分は、中学校の管理事業費のほうで予算

化を図っております。 

○委員（中尾嘉男君） ちょっと数字ば言うてく

れ、数字ば。 

○教育総務課長（西原正信君） 小学校管理事業

が３８２番の事業番号でございます。４１２番が

中学校管理事業でございます。こちらのほうの業

務委託で予算化を図ってるところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） ああ、この保守点検や。

２３８万５,０００円、小学校の場合で。 

○教育部長（藤森竜也君） いや、その「など」

の中でですね、ここにははっきり書いてないです。

出てきてないです。 

○委員（中尾嘉男君） ああ、そのほか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 その他の業務でございますので、「そのほか」

の部分に入ってるところでございます。 

○教育部長（藤森竜也君） 部長の藤森ですけど

も。 

 補足でと申しますか、確かに学校のですね、草

木の除草、枝落としの管理には非常に先生方にも、

特に管理職の校長先生、教頭先生たちに負担をか

けてるというのは、我々としても感じております

ので、去年からだったですかね、増やしたのは。

令和４年度からですね、別途予算をですね、増額

してですね、シルバー人材センターとかに委託し

て、学校の先生たちの負担を軽減するような形を

今取っております。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども。 

 これがね、先生あたりが忙しい中に校長先生、

教頭先生、ほすと何人かの先生が脚立を使いなが

らね、時間外に枝を切ってあった。ほっで、１回

はね、部長にお願いして、また予算とかいろいろ

ちょっと組んでもろうたけれども、何で先生どん

がすっとなて。ほっで、除草に関しては、保護者

のほうから協力ば得てもらいよるけれども、そが

んそがん、やっぱ保護者のほうに言われけんなと

かいう話だったつよね。ほっで、やっぱ見てね、

やっぱあんまりよかもんじゃなかて、私は思うも

んだけん、経費削減でいろいろお金も要るだろう

ばってん、これはやっぱノキががなかとね、やっ

ぱ寂しい学校になるし、やっぱノキも何本かは

やっぱなかといかんし、そういうことで、内容は

厳しい内容ばってんが、その辺には手当を少しず

つでもしてください。よろしくお願いしときます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかに。 
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○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ３０ページ、３５２番、情報教育推進事業で、

電子黒板を購入されるんですが、メーカーはどち

らになりますか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 まだメーカー自体は決定がいたしてないんです

けど、国内の大手のエルモという会社と内田洋行

の電子黒板を、この２社のどちらかを検討いたし

てるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） 内田洋行だったら、ス

マートボードになるのかなと思うんですけども、

豊水小学校にスマートボードがあったんですよね。

私も、電子黒板式でテレビ式じゃないけれども、

学校のときにスマートボードを使ってたんですよ。

すごく便利でいろんなことができるもんですから、

ぜひともスマートボード社の。 

 サイズが６５インチと言われたんですけども、

できれば予算は上がるけど７７インチで一番大き

いのがありますけど、その辺どうなんだろうて。

６５インチでも小学校、中学校とか、あの教室

だったら十分な大きさかもしれないとは思うけど

ですね、本当だったら大きいほうがいいなと思っ

てから。 

 でも、スマートボードはすごくお勧めします。

いろんな先生方も使われてて、使い勝手がいいだ

けじゃなくて、生徒たちもすごく使いやすいって

ところなんで、ぜひとも検討をお願いしたいと思

います。 

 次、いいですか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（山下桂造君） 今度は３５９番です。教

育センター事業で先生たちの研修についてですけ

れども、費用が２３万２,０００円。どうなんだ

ろう、もっと先生たち、研修に行ったほうがいい

んじゃないかなとかって思ったんですけれども、

いかがでしょうか。行ったほうがいいって、お金

が増えたほうが行きやすいのかなとかっていうふ

うにも感じたんですけれども、いかがですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 こちらの旅費等でございますけど、教育政策研

究所で行なわれる研修であったり、教育課程研修

センターへの旅費ということで予算化を図ってい

るところでございます。 

○教育部首席審議員（荒谷邦治君） 首席審議員

の荒谷です。 

 多分、今、山下委員がおっしゃったのは、多分

県費の教委とかの研修かなと思います。それでよ

ろしいでしょうか。その理解で。 

 それであれば、県費はですね、県費で学校予算

がついておりまして、何十万円という額がついて

おりまして、遠くは東京とか大阪とか研修に行か

れておりますので、そこはまた別で、こちらは市

費の方と考えていただいて結構かと思います。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございます。 

 また、次、いいでしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい、どうぞ。 

○委員（山下桂造君） ３５ページの４６３番で

す。中学校の部活動のスポーツのほうはいろいろ

こんな、上げてあるんですけれども、例えば吹奏

楽とか美術とか、そういうのは一体どんな形に

なっていくのかっていうのがまだ見えてこないも

んですから、教えてください。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課の小山です。 

 部活動中学校の地域移行検討委員会を立ち上げ

ておりますが、そこの中には文化に関わる委員さ

んも来ていただいております。まだ動きはありま

せんけれども、少しずつですね、各学校の音楽の

先生方に話合いをされたりだとか、そういったと

ころで動いてはおりますので、いましばらくお待

ちください。 

 以上です。 
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○委員（山下桂造君） 分かりました。文化関係

の保護者の方から、今はどうなってるんだろうと

いう話を伺ったもんですから。スポーツのほうは

進んでるのにて。今、相談されてるってことです

ね。 

 あと１件お願いします。 

 ３４ページの４４５番です。文化財保護事業な

んですけれども、予算が１,７００万円を超えて

るところで、国の予算が１２万円しかないという

のを見て、国は何をやってるんだろうと思ったり

もしたんですけども、実は一般財源のほうに国か

らの交付金とかが入ってるのかどうかを教えてく

ださい。 

○文化課長補佐兼博物館こころピア係長（田中康

雄君） 博物館の田中と申します。 

 山下委員御質問の交付税措置に関してでござい

ますが、玉名市だけではございませんが、市町村

と、あと、県と国指定の文化財がございます。そ

の件数に応じて特別交付税の措置がなされており

ます。実際のところ、その特別交付税が幾ら市に

入ってきてるかというのは、文化課のほうでは把

握をしておりませんが、毎年、国のほうに、市、

県、国の指定物件の件数を上げておりますので、

その件数に応じて交付税措置がなされてるという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） じゃあ、幾ら来てるかは、

ちょっと今分からないということですね。ただ、

かなりの額が入ってる。 

 ただし、本当に国指定の文化財がいっぱいある

にもかかわらず、１２万円しかこの国から直接は

来ないというのも何か残念だなというふうに思っ

たもので。 

 じゃあ、以上で終わります、私は。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 前田委員のやつとちょっと重複するんですけど、

もう１回ちょっと学校給食センターのところで、

３６６番の。 

 結局、市の方向性としては、今５個あるやつを

１個か２個にするんで、それをこの検討委員会で

検討してもらうということですか。１個にするか

２つにするか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 北本委員のおっしゃられるとおり、１センター

もしくは２センターの２案で検討することを考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 それを来年度、令和６年度で結果を出してしま

うということですか、検討委員会としては。 

 となると、この再編の検討業務委託のこの７７

０万円は何ば検討するとですか。何ば委託するの

かなと。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 現在の中央学校給食センター及び岱明学校給食

センターは、今現在で２０年を経過しております。

天水学校給食センターにおきましては二十何年経

過し、玉名町小学校、横島小学校においてはもっ

と三十何年を経過しておりますので、毎年ではな

いんですけど、隔年で学校衛生管理基準に満たし

ているか、県のほうから検査が入るんですけど、

現在の自校式給食では好ましくないような状況が

ありますので、まず自校式給食を維持するために

はもっと広い敷地、また設備が必要となってきま

すので、まず自校式給食を取りやめることも含め

てですね、１センターでもしも業者に委託して、

業者に何を委託するかと申しますと、１センター

ならば中央学校給食センターが開所年度、共用能

力が４,５００食で設計されております。でも、

実情はこの２０年の間で機械設備等の変更等も

あっておりますので、実際のキャパシティーは４,

５００食ないような状況でございます。これは、
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岱明給食センターにおいても同様の状況でござい

ますので、また、中央学校給食センターの敷地を

有効活用を図って、横に拡幅をして、新しいレー

ンをつくることができるかも含めて、専門の業者

のほうに検討をお願いしたいというふうに考えて

るところでございます。基本的には今ある施設を

有効活用するような形で１センターが望ましいの

か、２センターじゃないとできないのかを検討を

委託して、専門業者の判断を仰ぎたいというふう

に考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 だけん、結局、中央学校給食センターだけ残し

たときに全部いけるのか、それとも２個でいける

のかというのの全部検討してもらって、出しても

らうということですか。 

○教育部長（藤森竜也君） 委員会と並行して全

部検討してもらう予定です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。ほか

にはございませんか。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 すいません、３０ページの一番上の３４４番。

先ほどの鍋小学校のプールなんですけども、これ

は１時限で行って帰って、で、プールの時間があ

るのか、もしくは２時限連続にされてなのか、お

願いします。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 現在のところ、３限目、４限目一緒に。それと、

学年も１年、２年一緒に、３年、４年を一緒に、

５年、６年を一緒にというふうに、２時間ぶっ通

しで、行って戻ってくるのに、行くのだけでも１

０分はかかる想定をいたしております。それに

よって、また着替えて、プールをする準備に取ら

れますので、２時間をワンセットで、今、考えて

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 ということは、ちょっと何時間か分かんないで

すけど、今までのプールの水泳の時間というのが、

例えば１５時間とか２０時間あったと思うんです

よね。それは、２時間いたら２時間削るというこ

とですかね。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 おっしゃるとおりですね、今まで１２時間して

いたとするならば、２時間掛ける６回でやります。 

 というのがですね、今、このスクールバスを

使っての学校外のプールでの水泳授業というのは、

結構日本全国的にいろんなところがやっておりま

して、いろんな事例、熊本市ももちろん始めてま

すけども、どこでも大体ですね、２時間を使って

の授業がほとんどですね。やはり移動にどうして

も１０分以上かかりますので、行き帰りで、それ

を１時間で収めようとしたらプルーには本当、２

０分ぐらいしかおられんようになってしまうので

ですね、２時間を使って、さっき言いましたお昼

前の３限、４限とか、お昼の後の５限、６限とか

ですね、そういうのを使うようになるんじゃなか

ろうかとは想定しとります。 

 まだ、計画等は今から詰めていきたいと思って

おりますけど。 

○教育部首席審議員（荒谷邦治君） 今の計画の

とおりにいくとは思うんですけれども、学校には

余剰時数といいますして、あんまり、減らしてい

るんですけれども、市が今頭の中で思うのは、２

時間で行ってきたとしても、そのまま体育で２時

間はできないかなと思ってますので、やり方とし

ては、２時間目が終わって早めにすぐ着替えて、

できるだけ効率よく乗って、動いて、４時間目も

いっぱいいっぱいして帰ってくると。給食に

ちょっとずれ込むかもしれませんけれども、その

２時間、いかに泳ぐ時間を確保できるかというと

ころを工夫していくべきかなと思っております。 

 ちょっと答え、補足になってませんかもしれま

せんが以上です。 
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○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

○委員（坂本公司君） ありがとうございました。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにございませ

んか。 

○委員（大野豊重君） すみません、今の坂本委

員の関連で。 

 指導は教職の先生がやるんですか。それとも何

かインストラクター、臨時の。どっちですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 原則は学校の先生、担任の先生のほうに行なっ

ていただきたいというふうに考えております。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、水難事故等を想定さ

れて着衣水泳等の教室も行なっておりますので、

そちらのほうの授業に関しましてはインストラク

ターの方にしていただきまして、日常の２学年一

緒に行なうもんですから、人手が足らないもんで

すから、担任の先生プラスインストラクターの先

生方にも応援していただきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 深さとかもあるので、１年生、２年生がちょっ

と気になるところではあるんですけど、そこは対

応していただきたいと思います。 

 ４２３番ですけど、これ、経済的理由によりそ

の支援とかあるんですけど、これ、どの程度、中

身というか、どういう試算をされてるか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 就学援助の対象者におきましては、要保護の方

が、生活保護世帯の方でございます。準要保護の

方が、生活保護基準の１.３倍以下の方が準要保

護ということで認定して支給を行なってるところ

でございます。 

 以上です。 

○教育総務課長補佐兼学務係長（松本明美さん） 

教育総務課、松本でございます。 

 すいません、少し認定要件の補足説明をさせて

いただきます。 

 認定要件は、まず、１０項目ありまして、生活

保護法に基づく保護の停止または廃止を受けてい

るとき、２番目に収入審査対象者が地方税法に基

づく市町村民税の非課税を受けているとき、３つ

目、保護者等が地方税法第３２３条に基づく市町

村民税の減免を受けているとき、４つ目が保護者

等が地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業

税の減免を受けているとき、５つ目が保護者等が

地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免を

受けているとき、６つ目が認定審査対象者のうち、

当該年度４月１日に二十歳以上の者が国民年金法

第９０条に基づく国民年金保険料の全額免除、同

法９０条の２第１項に基づく国民年金保険料の４

分の３免除または同法９０条２第２項に基づく国

民年金保険料の半額免除を受けているとき、７つ

目が国民健康保険の第７７条に基づく保険料の減

免または徴収の猶予を受けているとき、８つ目が

児童扶養手当第４条に基づく児童扶養手当の支給

を受けているとき。これは、独り親とかが児童扶

養手当を受けているときということになります。

あとは、９つ目が生活福祉資金による貸付けを受

けているとき。その他１０項目目が、先ほど課長

が説明いたしました生活保護基準の需要額の１.

３倍以下のときっていうことでありますので、か

なり広い範囲で支給ができていると認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 今の１０項目程度のやつは、これはｏｒで。ど

れか１項目当たれば対象になるという認識だと思

うんですけど、この予算、結構組まれてるんです

けど、これほど、大体満額、大体毎年使ってるぐ

らいなんですかね。それともある程度の見込みを

出してるけど、予算残が結構出るとか、その辺り

はどうですか。 

○教育総務課長補佐兼学務係長（松本明美さん） 
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教育総務課、松本でございます。 

 次年度の予算要求をするときには、その当該年

度、前年度になりますけど、の人数で実際今受給

を受けている方の人数で想定して、少し上乗せし

た形で要求をしておりますが、どうしてもこれは

生活の収入が増減したり、前年度の課税所得証明

書を添付して申請をしていただいたりするので、

次年度に前の年が収入が少なくなって、次の年の

当該年度の市町村民税が、課税証明書の額を見て

みたらちょっと下がっていたとか上がっていたと

か、そこで違いが出てきますので、先ほど１０項

目めの１.３倍を上回ったり下回ったりしたとこ

ろで人数の増減がございますので、大体少し多め

に、足りないと困りますので多めに要求している

ので、３月補正で減額ということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ありがとうございます。おおよそでいいんです

けど、大体対象件数が何件か、それだけ最後にお

伺いします。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 令和５年度現時点で６９９名でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 小中学校合わせて

ですか。小学校と中学校分けて。 

○教育総務課長（西原正信君） 全児童生徒で４,

８４２人で、受給者数が６９９人でございます。

大体割合にして、大体１５％程度で推移してると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 最後に、それは兄弟がい

てもカウントしていて、だから世帯ではないとい

うことですね。人数ですね。受給者数ですね。受

給者数ということは。だから兄弟がおったら２で

すね。分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかにはございま

せんか。はい、どうぞ。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ３４ページのですね、４４８番で、第３別館の

解体設計業務委託ということで１７８万７,００

０円、また、運搬ということでですね、１７６万

円予算化されておりますけど、この解体されてで

すね、その跡はどう計画されるのかという点と、

この文化財の運搬というのは普通のこの辺の運搬

業者でできる委託を考えておられるのか、お伺い

したいと思います。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課長の瀬﨑で

ございます。 

 まず、１点目でございますが、解体工事後の跡

地につきましては、今のところですね、決定はい

たしておりません。庁内でまだそこまで議論には

至っておりません。 

 ２点目の運搬につきましては、一応見積り等を

もらう形で予算を計上しておりますが基本的には

そういうダンプとか、ダンプと言うとあれですね、

運搬等のですね、業者を利用したいというふうに

思っているところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 その辺もですね、やっぱり決めながら、今後の

ですね、利活用も含めて考えていただければと思

います。 

 あと１点だけですね、４５６番なんですけど、

音楽の都づくり事業ということで、これ、玉名市

としてみれば大変、タマにゃんもおりますんで事

業的には大事な事業と思いますけど、その中でア

ウトリーチ事業委託ということでされております。

１１７万６,０００円予算計上されておりますけ

ど、実際どのような方に頼まれて、今後進めてい

かれるのか、お伺いしたいと思います。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 今、多田隈委員の

御質問ですけども、派遣アーティストとしてはで

すね、毎年、いろんな人というよりは、玉名市の

ほうにアーティストバンク登録というのもしても

らっておりまして、そういう人を人選を優先的に

ですね、お願いしたり、また、市民の方から、い
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ろんな団体の方から売り込みというのもあります

んで、団体としましてはナノハナとかＯＲＡＮＧ

Ｅとかですね、例えば樂奏団ゆめのねいろとかで

すね、おとのわｍｕｓｉｃさんですね、そのほか

にはリヴィエールさんとか、そういうことで、そ

うですね、今のところ七、八団体を各地域にお願

いしてるという状況でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それですね、毎年されているんですけど、これ、

すばらしい事業と思うんですよ。問題はですね、

これがなぜいつも、思うんですけど、中学校にさ

れていないのか。やっぱ小学校までで終わるのか

というところがですね、ありまして、やっぱ吹奏

楽等もですね、中学校、ありますんで、ぜひです

ね、今後ですね、やっぱり中学校も含めたアウト

リーチを進めていったほうがいいと思いますけど、

その辺に対しての見解をお伺いしたいと思います。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 失礼ながら、中学

校のほうから強い、今、要望というのはですね、

上がっていないのかなというふうに思っておりま

すが、その辺は社会情勢をですね、見ながら、ま

た、先生等の意見も聴きながらですね、ちょっと

前向きに考えていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 しっかりですね、やっぱりこっちからプッシュ

型でですね、やっぱりそういう場づくりというの

はですね、子どもたちに大事な場でありますんで、

ぜひよろしくお願いします。 

○委員長（近松惠美子さん） 皆さん、お疲れと

思いますけど。 

○副委員長（松本憲二君） すいません。松本で

す。 

 ちょっと長めに聞きたいと思います。 

○委員長（近松惠美子さん） どうぞ、どうぞ。

まだまだ２時間あります。 

○副委員長（松本憲二君） １個は、３５ページ

の４６５番と、もう１個はですね、中学校の３５

５番、３０ページの。ちょっと一緒のような

ちょっと質問なんですけれども、この３５５番に

関しては、天水中学校の校舎の実施設計というこ

とで、３,９００万円、結局組んであるわけです

けれども、中学校の結局体育館があるじゃないで

すか。それと、一番最初に申しました体育施設の

管理のところなんですけれども、そこ、天水の体

育館、大きい体育館、中規模改修が多分終わって

ると思うんですけれども、１月１日に起こりまし

た能登半島の地震で、寒さに震えながら体育館の

中で避難をされてるというような状況でもありま

す。それと、温度がずっと上昇をしてて、やっぱ

体育館の中での運動だったりとか、避難場所、第

１避難場所は、それはもちろん市の体育館のほう、

しかしながら、もし足りないときには小中学校の

体育館にも避難場所ということで、せっかく過疎

債が使えるんで、こういうところに実証実験も踏

まえてですね、小学校、中学校の体育館、それと、

玉名市の天水の体育館のほうに冷暖房、輻射熱で

も冷暖房が多分可能なんで、そういうのがちょっ

と検討を。せっかく実施設計に入るんですけれど

も、そこまで含めた中でその実施設計の中に、急

遽なんですけれども入れていく。中学校のこの体

育館ですね。そういうのもちょっと本年度で実施

設計があるんで検討をしていただけないかという

ことと、体育館のほうは体育館のほうで中規模改

修は終わったんですけれども、そこはそことして、

また令和６年度で予算をちゃんと検討をしていた

だいて、そういうことがちょっと考えられないの

かということで、ちょっとお伺いをしたいと思い

ます。 

 体育館のほうはスポーツ振興課で、学校は教育

長でもよかですよ。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課の小山です。 

 天水体育館につきましては、松本委員おっしゃ

るとおり、今、中規模改修の真っ最中といいます
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か、今、ちょうど検査を行なっておりまして、来

週、電気関係の工事の検査に入るということで、

まだ終わってはおりませんけれども、４月１日か

ら供用開始ができるものというふうに考えており

ます。 

 今、おっしゃりますように、能登半島の地震に

おいては、私もテレビ関係、報道のほうを見まし

て、やはり寒いというようなことをおっしゃって

いたりとかですね、現に子どもが毛布にくるまっ

ている姿であったりとか、そういったものを目に

しておりますので、当然、熊本地震も経験してお

りますので、その辺を加味すると空調関係が全施

設にあったほうがいいんではないかというふうに

は考えております。 

 その中で、委員おっしゃるように、今、天水、

過疎債の対象になってるというところで、その辺

はですね、財政課、今後施設を管理いたします営

繕課なり管財課、その辺とも協議をしながらです

ね、今後、前向きに考えていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） いいですか。 

○副委員長（松本憲二君） 中学校の体育館は。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 現在の３,９００万円の天水中学校の実施設計

の中には、体育館の改修等の経費は盛り込んでな

いような、天水中学校の体育館のほうには盛り込

んでないような状況でございます。この３,９０

０万円というのは、中学校の校舎内の一部改修、

それと、小学校と中学校を結ぶ渡り廊下、それと、

小学校建設、それと、プールのハイブリッド型

プール、小中両方の子どもさんたちが使えるよう

な経費のほうを盛り込んでいるところでございま

す。 

 空調の整備におきましてはですね、令和６年に

入りまして熊本県市長会のほうから空調設備に関

する要望という形で、熊本県市長会のほうも国の

ほうに要望をしてるということで、国庫補助率を

３分の１か２分の１に引き上げ、空調整備の推進

の後押しをお願いしますという形で、また、断熱

性の確保が既存の体育館を空調をつけるならば改

修が必要ということで、補助金等を引き上げた上

で、補助率のかさ上げ分の延長のほうを、今、要

望をされている状況でございますので、令和６年

度にですね、こういった事業計画を検討しまして、

事業実施が可能ならばですね、令和７年度から補

助申請を行なって、令和８年度から実施に入って

いくような段取りを考えてるところでございます

けど、現段階ではちょっと具体的な計画はないよ

うな状況でございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（松本憲二君） すいません。松本で

す。 

 結局、天水の場合は過疎債を使えるんで、もち

ろんその２分の１になったがいいです。国のほう

からのね、補助がですね。十分検討をですね、し

て、ちょっと早めにちょっと行動に移っていただ

きたいなというのが１点。 

 それともう一つ、天水町の体育館はですね、

やっぱりこれも早めに空調を入れると。なかなか

やっぱり熊本県内でも空調が入ってる体育館は少

ないんですよ。したら、やっぱり利用していただ

ける。そしたら、その利用収益が上がるんで、

せっかく過疎になって、いいあれがあるんで、

いっぱい利用をしていただいて、またそこで少し

ずつ収益を上げていただくような施設にしていた

だけたらいいのかなというふうに思いますんで、

その辺もちょっと検討をしていただきたいと思い

ます。 

○委員長（近松惠美子さん） よろしいですか。 

 じゃあ、お疲れでしょうけど、私、２つだけ質

問させてください。 

 岱明公民館の利用が多いのはすごい御存じだと

思うんですけども、倍ぐらいに増えてるんじゃな

いかなというふうに思います。 
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 そこで、見てみますと、人の出入りがすごく多

いということは、職員がすごく忙しいわけなんで

すよね。受付業務から、来ればですね、マイクは

どこですかとか、倉庫はどうやって開けますかと

か、あれはこれはっていうので、それに追われて

座って事務をしている暇がないなあっていうこと

を思うんですよね。それに対する人ですよね。そ

れとか、それに伴って残業も増えていると思うん

ですね、昼間忙しいからですね。その残業手当と

か、その辺のところはどういうふうに考えておら

れますか。現場の利用率が極端に高いということ

はすごくありがたいことなんですけども、それに

伴ってすごい増えてるということに対して、予算

措置はどのようにしているか、お伺いします。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 まず、岱明町公民館、防災コミュニティセン

ターの利用率、まず４公民館のまず利用率を申し

上げますと、岱明防災コミュニティセンターがで

すね、４月から２月までで４６％、そして、中央

公民館が２１％、横島町公民館が２８％、天水町

の公民館が２０％といってですね、一番、近松委

員おっしゃるとおりですね、４６％と一番高い公

民館でございます。一番多いときはですね、２月

とかはですね、２月は５７％で、７月も５１％と

かですね、かなり稼働率が多うございます。 

 当然岱明町の公民館には、今、館長が１名と主

査が１名、それと、会計年度の任用職員がですね、

１名、計３名でですね、そういった公民館の管理

運営業務、それと、生涯学習の公民館講座の運営

であったりとかですね、あとは地域の方々の学び

のですね、いろんな団体の町会であったり、いろ

んな個別のですね、学習グループへのですね、つ

なぎを公民館の職員の方にはですね、していただ

いております。 

 それで、先ほど委員がおっしゃられたですね、

職員の手当なんですけども、時間外勤務手当です

ね、一応市のですね、公民館、うちどもの課です

けども、１２７万６,０００円ほどですね、予算

を措置をいたしましてですね、日曜日だったり夜

間であったり、そういったですね、公民館講座の

時間外勤務手当であったり、支館のですね、運動

会とかのですね、休日の時間外勤務手当等でです

ね、そちらの時間外手当のほうをですね、支給を

しているところでございます。当然ですね、私ど

もの中央公民館も正職員３名なんですけどもです

ね、岱明の場合は正職員２名と会計年度任用職員

１名で３名で、やはり正職員の数が１名少なくて、

稼働率も当然今の館長と担当者にもですね、当然

負担かけてですね、やはり私も時々現場に行くん

ですけども、やはりひっきなしにお客さん来られ

てですね、窓口対応等をされております。極力で

すね、そういった時間外勤務手当につきましても

ですね、可能な限りですね、職員に対して、仕事

された分についてはですね、見てあげたいと、所

属長として思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） 近松です。 

 よろしくお願いします。出先は見えないんです

よね、遅くまで残業してたりしてもですね。でも、

業務量としてやはりこれだけのよその２倍以上の

利用があるということは、本当に忙しいことだと、

事務の仕事がなかなかできないというふうな実態

ということは把握していただきたいなと思います。 

 もう一つですけども、私がこの間、以前の去年

のこの予算委員会ですかね、不登校の子どもに対

する対応、タマにゃん教室、あんまりひどいじゃ

ないかということを申し上げたんですけども、今

年度はその不登校の子どもに対する事業と予算が

ちょっと見えにくかったんですけども、そのこと

についてどういうふうになっているか、お伺いし

ます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 令和６年度からのタマにゃん教室におきまして

は、毎週月曜日から金曜日まで、時間的には９時
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半に開始いたしまして１５時までの開室になりま

す。実際に開く日にちといたしましては、４月８

日月曜日から開室を行なう予定でございます。文

化センターの３階のトイレの近くの団体研修室を

利用いたしまして、運営のほうは考えてるところ

でございます。今まで使っていました１階におき

ましては、教育相談、保護者等の面談等に使いた

いというふうに考えております。 

 各学校にはですね、タマにゃん教室というお知

らせの文をですね、作りまして、配布のほうを考

えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（近松惠美子さん） 近松です。 

 文化センターに、３階に移るということで、図

書室も調理室もいろいろありますので、子どもた

ちの興味を伸ばせるようなところに力入れていた

だきたいなということをよろしくお願いいたしま

す。 

 私はそれでおしまいです。皆さんは。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 今、近松委員のほうから御質問で、タマにゃん

教室がどこで、ちょっと予算書上見えにくいとい

うのが、お話がありましたので、３４７番の各種

相談事業というところにですね、タマにゃん教室

アクセスポイントの設置費あたりは入っとるんで

すけども、実際、あそこ、タマにゃん教室を動か

すのはですね、相談員であったり、そのタマにゃ

ん教室のいわゆる先生の方の人件費がほとんどで

すので、人件費はですね、今、総務課のほうで全

部まとめて、款ごとにまとめてありますので、こ

こに個別でちょっと出てきてないので見にくいと

いうのは、実際ございます。人件費的にはですね、

タマにゃん教室、４６０万円程度ですね、来年度、

組んでおります。 

○委員長（近松惠美子さん） 増やしたわけです

ね。 

○教育部長（藤森竜也君） ここで言うとですね、

多分１０款の一番最後になるんじゃないかなと思

うんですけど、３５ページの４６５番の次の次に

会計年度任用職員人件費というのを、これはまと

めて教育費に係るもの全て入れてありますので、

この中の一部ということで御理解いただければ。 

○委員長（近松惠美子さん） 分かりました。期

待しております。よろしくお願いいたします。 

 ほかにはございませんか。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） １つだけよろしい

でしょうか。 

○委員長（近松惠美子さん） はい。 

○文化課長（瀬﨑陽一郎君） 文化課の瀬﨑です。 

 先ほど、多田隈委員さんからの御質問で、アー

ティスト派遣事業について中学生の扱いというこ

とでしたけども、ちょっと私のほうが対応を少し

違ったかなと思いますので、修正させていただき

たいと思います。 

 一応前向きに検討しますということでお答えを

いたしましたけども、中学校のほうにもですね、

お声をおかけして募集はしてるということです。

２０年からですね、玉名市の独自事業としてこの

事業については取り組んでおりますけども、悲し

いかな、何回かですね、岱明中学校であったり、

玉南中学校であったり、希望は、実施はしており

ますが、一般的に今、最近ニーズがないというよ

うな状況でございます。また引き続きですね、中

学校のほうにもまたお声をおかけしたいというふ

うに思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○委員（多田隈啓二君） はい、大丈夫です。 

○委員長（近松惠美子さん） では、これで質疑

及び委員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第１２号令和６年度玉名市一般会計

予算に関する質疑及び委員間討議は全て終結いた

しました。 

 これより討論に入ります。 

 議第１２号について討論はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 私は、令和６年度の一般会計予算に対して反対
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をいたします。 

 反対の理由として４点挙げます。１つは、人事

院勧告に伴う一般職員の給料改定があった場合に、

４月に遡って改定するということになっておりま

すが、それが会計年度任用職員に今年度からきち

んと反映するということが、この審議の中で明確

になっておりませんでした。それが１つ。 

 いま一つは、国民健康保険税の問題です。子ど

も医療に対するペナルティー措置が今年度から廃

止されます。今まではどうやってたかというと、

ペナルティーがかけられた分に対しては一般会計

から補塡があっとったと。ところが、廃止される

ことによってその一般会計からの補塡はなくなる

だろうということになると思います。したがって、

補塡をした分を活用してですね、国民健康保険税

子どもの均等割については、今、半分は国、県か

らの補助があって、均等割については補助があっ

ております。したがって、そのペナルティー分の

国民健康保険会計に繰出しがなくなったその分を

活用して、全額子どもの均等割を一般会計におい

て国民健康保険税の子ども均等割を無料にすべき

だというふうに思います。 

 ３点目が、学校図書館の充実についてです。先

ほど話がありましたが、国の交付税措置からする

と、令和６年度予算はまだまだ不十分と思います。 

 ４点目が、学校給食センターの在り方について

です。今の自校方式が、この在り方によっては自

校方式がなくなるおそれがあるというような在り

方分の予算措置がされるわけですけど、そういっ

た方向になるというおそれがあることに対して、

簡単に認めることはできません。 

 以上です。 

○委員長（近松惠美子さん） ほかには討論あり

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） では、これより採

決に入ります。 

 議第１２号令和６年度玉名市一般会計予算につ

いては、異議がありますので、挙手により採決い

たします。 

 議第１２号について可決することに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（近松惠美子さん） 賛成多数でありま

す。 

 よって、議第１２号については可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上で今期予算決算委員会に付託されている案

件の審査は全て終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近松惠美子さん） 御異議なしと認め

ます。よって、さよう決定いたしました。 

 これにて予算決算委員会を閉会いたします。 

 皆さん、どうもお疲れさまでございました。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ５時００分 閉会 
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